
    

ト-156 

 

前
処
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

17) (ﾆ)17)-①低レベル廃棄物処理建屋換気

筒 

排気口地上高さ 約 75 ｍ 

排気量 約 80 万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

(ﾎ) 主排気筒(ﾆ)18)-① 

排気口地上高さ 約 150 ｍ 

排気口内径 約５ ｍ 

(ﾆ)16)-②排気量 約 150 万 ｍ３／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7.2－30表 主排気筒の仕様 

 種類 鉄塔支持形 

 排気口高さ 地上高さ約150ｍ 

 排気口内径 約５ｍ 

 排気量 約150万ｍ３／ｈ 

 主要材料 炭素綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾆ)18)-① 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた(ﾆ)17)-①

は，本設工認の対象外

である。 

 

 

 

設工認の(ﾆ)18)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）(ﾆ)18)-①

と同義であり整合して

いる。 
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ト-208 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 

ト.(1) (ⅲ)－①  

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(a) 主排気筒 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，塔槽

類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス

固化廃ガス処理設備で処理した放射性気体

廃棄物約 22,000ｍ３／ｈ［normal］を換気

設備からの排気とともに，約 150万ｍ３／

ｈで排出する能力を有する。 

 

(b) 北換気筒 

塔槽類廃ガス処理設備の一部で処理した

放射性気体廃棄物約 250ｍ３／ｈ

［normal］を換気設備からの排気ととも

に，約 48万ｍ３／ｈ（使用済燃料輸送容器

管理建屋換気筒は約３万ｍ３／ｈ，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒は約 28万ｍ３

／ｈ，ハル・エンドピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒は塔槽類廃ガス処理

設備の一部で処理した放射性気体廃棄物約

250ｍ３／ｈ［normal］を含み約 14万ｍ３

／ｈ）で排出する能力を有する。 

 

(c) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

換気設備からの排気約 80万ｍ３／ｈを排

出する能力を有する。 

 

ト.(1) (ⅳ)－①  

 (ⅳ) 廃棄槽の最大保管廃棄能力 

気体廃棄物の廃棄槽を設置しないので該当

なし。 

 

 

ト.(1) (ⅴ)－①  

 (ⅴ) 排気口の位置 

(a) 主排気筒 

敷地のほぼ中心に位置し，主排気筒から

敷地境界までの距離は，東方約 800ｍ，西

方約 950ｍ，南方約 1,050ｍ，北方約 1,000

ｍであり，排気口地上高さ約 150ｍ（標高

約 205ｍ）である。 

 

(b) 北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋

換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (ⅲ)

－①は，本設工認の対

象外である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (ⅳ)

－①は，本設工認の対

象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(1) (ⅴ)

－①は，本設工認の対

象外である。 
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ト-209 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋換気筒） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の西側に位

置し，北換気筒から敷地境界までの距離

は，東方約 900ｍ，西方約 700ｍ，南方約

1,000ｍ，北方約 1,000ｍであり，排気口地

上高さ約 75ｍ（標高約 130ｍ）である。 

 

(c) 低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

低レベル廃棄物処理建屋上に位置し，低

レベル廃棄物処理建屋換気筒から敷地境界

までの距離は，東方約 1,500ｍ，西方約 650

ｍ，南方約 550ｍ，北方約 1,500ｍであり，

排気口地上高さ約 75ｍ（標高約 130ｍ）で

ある。 

 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(i) 構 造 

 

 

 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等から

発生する高レベル廃液を濃縮して貯蔵する高

レベル廃液処理設備ト.(2) (i)－①（一部２

系列）及び再処理施設の各施設から発生する

低レベル放射性廃液（以下「低レベル廃液」

という。）を処理する低レベル廃液処理設備

１系列で構成する。 

 

 

高レベル廃液処理設備ト.(2) (i)－②を収

納する主要な建屋は，分離建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋である。 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備ト.(2) (i)－③を収

納する主要な建屋は，使用済燃料受入れ・貯

蔵管理建屋及び低レベル廃液処理建屋であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.2 液体廃棄物の廃棄施設 

 

 

＜中略＞ 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等から発生

する高レベル廃液を濃縮して貯蔵する高レベル廃

液処理設備ト.(2) (i)－①及び再処理施設の各施

設から発生する低レベル放射性廃液（以下「低レ

ベル廃液」という。）を処理する低レベル廃液処

理設備で構成する。 

 

 

 

高レベル廃液処理設備ト.(2) (i)－②は，分離

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に収納する

設計とする。 

 

 

 

 

低レベル廃液処理設備ト.(2) (i)－③は，使用

済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び低レベル廃液処

理建屋に収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (i)－
①は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 
(i)－①と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (i)－
②は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 
(i)－②と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のト.(2) (i)－
③は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 
(i)－③と同義であり

整合している。 

 

 

 

6226
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精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

分離建屋の主要構造は，「ニ．(３)(ⅰ) 構

造」に示す。 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造

は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，地上２階，地

下３階，建築面積約 1,800ｍ２の建物ト.(2) 
(i)－④である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液処理建屋の主要構造は，鉄筋

コンクリート造で，地上３階，地下２階，建

築面積約 2,600ｍ２の建物ト.(2) (i)－⑤で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (i)－⑥ 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置

概要図を第 59図から第 64図に，低レベル廃

液処理建屋機器配置概要図を第 134図から第

139図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋は，地上 2

階，地下 3階の建物ト.(2) (i)－④とする設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液処理建屋は, 地上 3階，地下 2階

の建物ト.(2) (i)－⑤とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ニ．

(３)(ⅰ) 構造」に示

す。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ト．

(１)(ⅰ) 構造」に示

す。 

 

事業変更許可申請所

(本文)において許可を

受けた低レベル廃液処

理建屋の主要構造及び

建築面積は，本設工認

の対象外である。 

設工認のト.(2) (i)－
④は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 
(i)－④と同義であり

整合している。 

 

 

 

事業変更許可申請所

(本文)において許可を

受けた低レベル廃液処

理建屋の主要構造及び

建築面積は，本設工認

の対象外である。 

設工認のト.(2) (i)－

⑤は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 

(i)－⑤と同義であり

整合している。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (i)－
⑥は，図面の呼び込み

であり，本設工認の対

象外である。 
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精
製
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

低レベル廃液は，適切に処理し，放射性物

質の量及び濃度を確認後，海洋放出管の海洋

放出口から海洋に放出する。 

 

 

ト.(2) (i)－⑦ 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水は，再処理施設

の低レベル廃液処理設備の第１放出前貯槽に

受け入れ，海洋放出管を経て海洋に放出する

設計とする。ＭＯＸ燃料加工施設の排水が通

過する経路をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，

共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

 

 

ト.(2) (i)－⑧ 

高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第 41図

に，高レベル廃液貯蔵設備系統概要図を第 42

図に，低レベル廃液処理設備系統概要図を第

43図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル廃液は，適切に処理し，放射性物質の

量及び濃度を確認後，海洋放出管の海洋放出口か

ら海洋に放出する設計とする。 

 

 

ト.(2) (i)－⑦ 

海洋放出管理系のうち，MOX燃料加工施設から

排出した排水が通過する経路は，MOX燃料加工施

設と共用する。 

MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する

経路は，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路

上に設置する弁を閉止することにより，MOX燃料

加工施設からの波及的影響を及ぼさない設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (i)－
⑦は，事業変更許可申

請書(本文)のト.(2) 
(i)－⑦と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (i)－
⑧は，図面の呼び込み

であり，本設工認の対

象外である。 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 高レベル廃液処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

 

高レベル廃液濃縮缶 ２ 基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.3－１表 高レベル廃液濃縮設備の主要設備の仕

様 

(１) 高レベル廃液濃縮系 

 

ｂ．高レベル廃液濃縮缶 

種 類 ケトル形減圧蒸発方式 

基 数 ２（うち１基は長期予備） 

容 量 約 22ｍ３／基 

処理容量 約３ｍ３／ｈ（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高レベル廃液濃縮設備】（仕様表） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－①は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－①と

同義であり整合してい

る。 
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ト.(2) (ⅱ) (a)－① 
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ト.(2) (ⅱ) (a)－① 
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ト.(2) (ⅱ) (a)－② 

アルカリ廃液濃縮缶 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(a)－②は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 
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ト-218 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

高レベル廃液貯蔵設備 

高レベル廃液貯槽 ６ 基 

 

高レベル濃縮廃液貯槽ト.(2) (ⅱ) (a)－③ 

２ 基 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－④ 

容量 約 120 ｍ３／基 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.3－２表 高レベル廃液貯蔵設備の主要設備の仕

様 

(１) 高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

ａ．高レベル濃縮廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 120ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高レベル廃液貯蔵設備】（仕様表） 

 

 
 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－③は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－③と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－④は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－④と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑤は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑤と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－③ 

.(2) (ⅱ) (a)－⑤ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－④ 
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ト-219 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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ト-220 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

不溶解残渣廃液貯槽ト.(2) (ⅱ) (a)－⑥ 

２ 基 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑦ 

容量 約 70 ｍ３／基 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 不溶解残渣廃液貯蔵系 

ａ．不溶解残渣廃液貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 70ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑥は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑦は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑦と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑧は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑥ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑧ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑦ 
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ト-221 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑨ 

アルカリ濃縮廃液貯槽 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 120 ｍ３ 

 

 

 

 

 

高レベル廃液共用貯槽 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑩ 

容量 約 120 ｍ３ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 共用貯蔵系 

高レベル廃液共用貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約 120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑨は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑩は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑩と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑪は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑪と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (ⅱ) (a)－⑪ 
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ト-222 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑩ 
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ト-223 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

高レベル廃液一時貯槽 ４ 基 

 

高レベル濃縮廃液一時貯槽ト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑫    ２ 基 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑬ 

容量 約 25 ｍ３／基 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

ｂ．高レベル濃縮廃液一時貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約 25ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑫は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑫と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑬は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑬と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑭は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑭と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑫ 

(2) (ⅱ) (a)－⑭ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑬ 
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ト-224 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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ト-225 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

不溶解残渣廃液一時貯槽 ト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑮    ２ 基 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑯ 

容量 約５ ｍ３／基 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 不溶解残渣廃液貯蔵系 

ｂ．不溶解残渣廃液一時貯槽 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑮は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑮と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑯は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑯と

同義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(a)－⑰は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑰と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑮ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑰ 

ト.(2) (ⅱ) (a)－⑯ 
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ト-226 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 低レベル廃液処理設備 

低レベル廃液蒸発缶 ４ 基 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－① 

第１低レベル廃液蒸発缶 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－② 

第２低レベル廃液蒸発缶 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－③ 

第５低レベル廃液蒸発缶 １ 基 

材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－④ 

第６低レベル廃液蒸発缶 １ 基 

材料 ニッケル基合金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－①は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－②は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－③は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－④は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 
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ト-227 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

放出前貯槽 ６ 基 

 

第１放出前貯槽 ４ 基 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑤ 

容量 約 600 ｍ３／基 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑦ 

第２放出前貯槽 ２ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 100 ｍ３／基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．第１放出前貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

種 類 ライニングプール式 

基 数 ４ 

容 量 約 600ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【低レベル廃液処理設備】（仕様表） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(b)－⑤は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑤と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(b)－⑥は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑥と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－⑦は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑤ 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑥ 
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ト-228 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

第１海洋放出ポンプ ２ 台 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

材料 ステンレス鋼 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑧ 

容量 約 100 ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．第１海洋放出ポンプ（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

種 類 うず巻式 

台 数 ２ 

容 量 約 100ｍ３／ｈ（１台当たり） 

主要材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のト.(2) (ⅱ) 
(b)－⑧は，事業変更

許可申請書(本文)の

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑧ 
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ト-229 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑨ 

第２海洋放出ポンプ ２ 台 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 100 ｍ３／ｈ（１台当たり） 

 

 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑩ 

海洋放出管 １ 式 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

 

海洋放出口 １ 個 

海底から約３ｍ立上げ 

ノズル径約 75ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．海洋放出管 （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数 量 １ 

管 径 陸上部 約 150ｍｍ 

海域部 約 200ｍｍ 

主要材料 陸上部 ステンレス鋼 

海域部 炭素鋼 

海洋放出口 １個 

海底より約３ｍ立上げ，ノズル径約 75ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅱ) 
(b)－⑨は，本設工認

では仕様表対象外であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のト.(2) (ⅱ) (b)－⑩は，事業変更

許可申請書(本文)のト.(2) (ⅱ) (b)－⑩と

同義であり整合している。 

ト.(2) (ⅱ) (b)－⑩ 
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ト-230 

 

精
製
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ト.(2) (ⅲ)－①  

 (ⅲ) 廃棄物の処理能力 

液体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液を

約 3.2ｍ３／ｈ，低レベル廃液を約 15.5ｍ３

／ｈで蒸発処理できる能力を有する。また，

液体廃棄物の廃棄施設は，低レベル廃液の処

理済液を約 100ｍ３／ｈで海洋放出できる能

力を有する。 

 

ト.(2) (ⅳ)－①  

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

液体廃棄物の廃液槽を設置しないので該当

なし。 

 

 

ト.(2) (ⅴ)－①  

 (ⅴ) 海洋放出口の位置 

敷地東側の汀線から沖合約３ｋｍの太平洋

海中（東京湾平均海面下約 45ｍ）に設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

 

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物による公

衆の線量は，合理的に達成できる限り低くする設

計とする。廃液の放射性物質の濃度，性状及び廃

液に含まれる成分に応じてろ過，脱塩及び蒸発の

処理を行う設計とする。 

 

周辺環境に放出する放射性液体廃棄物中の放射

性物質の量及び濃度を確認し，十分な拡散効果を

有する海洋放出口から海洋に放出する設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

液体廃棄物の廃棄施設は，放射性廃棄物以外の

廃棄物を廃棄する設備と区別し，液体廃棄物を内

包する容器又は管に放射性物質を含まない液体を

導く管を接続する場合には，液体廃棄物が放射性

物質を含まない液体を導く管へ逆流することを防

止する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅲ)

－①は，本設工認の対

象外である。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅳ)

－①は，本設工認の対

象外である。 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたト.(2) (ⅴ)

－①は，本設工認の対

象外である。 
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5.2.1 高レベル廃液処理設備 

 

高レベル廃液処理設備は，高レベル廃液濃縮設

備及び高レベル廃液貯蔵設備で構成する。 

 

5.2.1.1 高レベル廃液濃縮設備 

 

高レベル廃液濃縮設備は，高レベル廃液濃縮系

及びアルカリ廃液濃縮系で構成する。 

 

5.2.1.1.1 高レベル廃液濃縮系 

 

高レベル廃液濃縮系は，分離施設の分離設備の

抽出廃液供給槽からの抽出廃液，酸及び溶媒の回

収施設の酸回収設備の蒸発缶から発生し分離施設

の分離設備の抽出廃液供給槽を経た濃縮液，気体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化廃ガ

ス処理設備の廃ガス洗浄液槽から発生し分離施設

の分離設備の抽出廃液供給槽を経た廃ガス洗浄廃

液等を高レベル廃液供給槽に受け入れた後，連続

的に高レベル廃液濃縮缶に供給する設計とする。 

 

高レベル廃液濃縮缶では，減圧下で蒸発・濃縮

した後，濃縮液（以下「高レベル濃縮廃液」とい

う。）については，スチームジェットポンプで高

レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液一時貯

槽，高レベル濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用

貯槽へ移送する設計とする。 

 

また，蒸発蒸気は，高レベル廃液濃縮缶凝縮器

で冷却・凝縮後，凝縮液は酸及び溶媒の回収施設

の第 1酸回収系の第 1供給槽又は第 2供給槽へ移

送し，廃ガスは減衰器で放射能を減衰した後，気

体廃棄物の廃棄施設の分離建屋塔槽類廃ガス処理

設備へ移送する設計とする。 

 

高レベル廃液濃縮系を構成する高レベル廃液濃

縮缶内の温度計保護管は，濃縮缶側から保護管内

先端部にかかる圧力以上に保護管の内部をその他

再処理設備の附属施設の一般圧縮空気系により加

圧できる設計とする。 

 

高レベル廃液濃縮系のうち，高レベル濃縮高レ

ベル廃液供給槽，高レベル廃液濃縮缶，高レベル

廃液濃縮缶凝縮器及び一部の配管については，万

一の故障時に備え長期予備を有する設計とする。 
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5.2.1.1.2 アルカリ廃液濃縮系 

 

アルカリ廃液濃縮系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒回収設備の溶媒再生系の分離・分配系の第

1洗浄器，プルトニウム精製系の第 1洗浄器等か

らアルカリ廃液をアルカリ廃液供給槽に受け入れ

た後，アルカリ廃液濃縮缶に供給する設計とす

る。 

 

アルカリ廃液濃縮缶で蒸発・濃縮した濃縮液

（以下「アルカリ濃縮廃液」という。）について

はスチームジェットポンプで高レベル廃液貯蔵設

備のアルカリ濃縮廃液貯槽又は高レベル廃液共用

貯槽へ移送する設計とする。 

 

また，蒸発蒸気については，アルカリ廃液濃縮

缶凝縮器で冷却・凝縮後，低レベル廃液処理設備

の第 1低レベル廃液処理系の第 1低レベル第１廃

液受槽等へ移送する設計とする。 

 

5.2.1.2 高レベル廃液貯蔵設備 

 

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル濃縮廃液貯

蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵系，アルカリ濃縮廃液

貯蔵系及び共用貯蔵系で構成する。 

 

高レベル廃液貯蔵設備は，高レベル廃液を貯蔵

する能力を有する設計とする。 

 

5.2.1.2.1 高レベル濃縮廃液貯蔵系 

 

高レベル濃縮廃液貯蔵系は，高レベル濃縮廃液

一時貯槽及び高レベル濃縮廃液貯槽で構成し，高

レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮缶から高

レベル濃縮廃液等を高レベル濃縮廃液一時貯槽に

受け入れた後，スチームジェットポンプで固体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の

高レベル廃液混合槽へ移送するか又は高レベル濃

縮廃液貯槽に移送し貯蔵する設計とする。また，

高レベル濃縮廃液貯槽に貯蔵した高レベル濃縮廃

液については，スチームジェットポンプで高レベ

ル濃縮廃液一時貯槽へ移送した後，固体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽へ移送する設計とする。 

 

5.2.1.2.2 不溶解残渣廃液貯蔵系 
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不溶解残渣廃液貯蔵系は，不溶解残渣廃液一時

貯槽及び不溶解残渣廃液貯槽で構成し，溶解施設

の清澄・計量設備の不溶解残渣回収槽から不溶解

残渣廃液を不溶解残渣廃液一時貯槽に受け入れた

後,スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄

施設の高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃

液混合槽へ移送するか又は不溶解残渣廃液貯槽に

移送し貯蔵する設計とする。また，不溶解残渣廃

液貯槽に貯蔵した不溶解残渣廃液は，スチームジ

ェットポンプで不溶解残渣廃液一時貯槽へ移送し

た後，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラ

ス固化設備の高レベル廃液混合槽へ移送する設計

とする。 

 

5.2.1.2.3 アルカリ濃縮廃液貯蔵系 

 

アルカリ濃縮廃液貯蔵系は，高レベル廃液濃縮

設備のアルカリ廃液濃縮缶からのアルカリ濃縮廃

液及び分離施設の分離建屋一時貯留処理設備の第

10一時貯留処理槽等からのアルカリ洗浄廃液を

アルカリ濃縮廃液貯槽に受け入れ貯蔵し，また，

アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカ

リ濃縮廃液貯槽から,スチームジェットポンプで

固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラス固化

設備のアルカリ濃縮廃液中和槽へ移送する設計と

する。 

 

5.2.1.2.4 共用貯蔵系 

 

共用貯蔵系は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣

廃液，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液を

高レベル廃液共用貯槽に受け入れ貯蔵し，また，

スチームジェットポンプで固体廃棄物の廃棄施設

の高レベル廃液ガラス固化設備へ移送する設計と

する 

 

5.2.2 低レベル廃液処理設備 

 

 

低レベル廃液処理設備は，第 1低レベル廃液処

理系，第 2低レベル廃液処理系，洗濯廃液処理

系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処

理系，油分除去系，及び海洋放出管理系で構成

し，低レベル廃液をその性状に応じて分類後処理

し，処理後の排水については，放出管理を行って

海洋へ放出する設計とする。 
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各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レ

ベル廃液及び廃溶媒以外の廃液については，低レ

ベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽

に性状に応じて分類して集め，低レベル廃液処理

設備へ移送する設計とする。 

 

低レベル廃液処理設備は，海洋に放出する排水

中の放射性物質の濃度及び量を合理的に達成でき

る限り低くするために，廃液の性状に応じて蒸

発，ろ過等の適切な処理を行う設計とする。 

 

低レベル廃液処理設備で処理した処理水は，放

出管理が行える海洋放出管理系を経て十分な拡散

効果を有する海洋放出口から放出する設計とす

る。 

 

低レベル廃液処理設備は，処理能力は，各施設

から発生する低レベル廃液を処理することが可能

な能力を有する設計とする。 

 

また，低レベル廃液処理設備で処理した低レベ

ル廃液を海洋放出できる能力を有する設計する。 

 

5.2.2.1 第１低レベル廃液処理系 

 

第 1低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理

設備のアルカリ廃液濃縮缶凝縮器からの凝縮液，

酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒再生

系のウラン精製系の第 2洗浄器等から受け入れた

廃液，その他再処理設備の附属施設の分析設備の

廃液，各施設からの床ドレン等及び六ヶ所保障措

置分析所内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保

障措置分析所が法令に定める周辺監視区域外の水

中の濃度限度以下であることを確認した排水を第

1低レベル第 1廃液受槽等に受け入れ，第 1低レ

ベル廃液蒸発缶で蒸発濃縮する設計とする。 

 

第 1低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，固体廃棄

物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の乾

燥装置へ移送し，凝縮液については第 2低レベル

廃液処理系の第 2低レベル廃液受槽へ移送する設

計とする。 

 

5.2.2.2 第２低レベル廃液処理系 

 

第 2低レベル廃液処理系は，酸及び溶媒の回収

施設の第 1酸回収系の精留塔及び第 2酸回収系の
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精留塔からの回収した水，第 1低レベル廃液処理

系の第 1低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液等を第

2低レベル廃液受槽に受け入れ，第 2低レベル廃

液蒸発缶で蒸発濃縮する設計とする。 

 

第 2低レベル廃液蒸発缶の濃縮液については，

酸及び溶媒の回収施設の第 1酸回収系の第 1供給

槽又は第 2供給槽へ移送し，凝縮液については油

分除去系の油分除去装置へ移送する設計とする。 

 

5.2.2.3 洗濯廃液処理系 

 

洗濯廃液処理系は，再処理施設の管理区域で使

用した防護衣を洗濯する際に発生する洗濯廃液の

処理を行う設計とする。洗濯廃液については，ろ

過後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送す

る設計とする。 

 

5.2.2.4 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理

系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で発

生する低レベル廃液を処理する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器の内部水，使用済燃料輸送

容器の内部除染水等については，第 1ろ過装置で

処理した後，機器ドレン等とともに，第 2ろ過装

置及び脱塩装置にて処理する設計とする。 

 

脱塩装置からの処理水については，第 6低レベ

ル廃液蒸発缶へ，必要に応じ第 5低レベル廃液蒸

発缶又は第 1低レベル廃液蒸発缶へ移送するか，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の補給水槽

に移送し，貯蔵後再使用する設計とする。 

 

第 6低レベル廃液蒸発缶又は第 5低レベル廃液

蒸発缶は，受け入れた低レベル廃液を蒸発濃縮

し，濃縮液については，低レベル濃縮廃液貯槽に

一時貯蔵し，固体廃棄物の廃棄施設の低レベル濃

縮廃液処理系の固化装置へポンプで移送する設計

とする。 

 

凝縮液については，海洋放出管理系の第１放出

前貯槽又は第２放出前貯槽へ移送する設計とす

る。 
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また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

管理区域で使用した防護衣を洗濯する際に発生す

る洗濯廃液等については，洗濯廃液ろ過装置にて

ろ過処理した後，海洋放出管理系の第 1放出前貯

槽又は第 2放出前貯槽へ移送する設計とする。 

 

5.2.2.5 油分除去系 

 

油分除去系は，第 2低レベル廃液処理系の第 2

低レベル廃液蒸発缶からの凝縮液，せん断処理施

設，溶解施設，分離施設及び精製施設の試薬ドレ

ン，並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗

い水等の油分を含む可能性のある放射性物質の濃

度が極めて小さい廃液，また，六ヶ所保障措置分

析所内の貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措

置分析所が法令に定める周辺監視区域外の水中の

濃度限度以下であることを確認した排水を受け入

れ，油分除去装置で廃液中の油分を除去する設計

とする。廃液については，油分除去後，海洋放出

管理系の第 1放出前貯槽へ移送する設計とする。 

 

5.2.2.6 海洋放出管理系 

 

海洋放出管理系の第 1放出前貯槽(MOX燃料加

工施設と共用(以下同じ。))は，油分除去系の油

分除去装置，洗濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液

処理系の第 6低レベル廃液蒸発缶又は第 5低レベ

ル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済

廃液を受け入れる設計とする。 

 

第 2放出前貯槽は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設廃液処理系の第 6低レベル廃液蒸発缶

又は第 5低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装

置からの処理済廃液を受け入れ，第 2海洋放出ポ

ンプで第 1放出前貯槽へ移送する設計とする。 

 

また，再処理施設の管理区域で発生する空調ド

レン等の放射性物質の濃度が極めて小さい廃液に

ついては，第 1放出前貯槽又は第 2放出前貯槽に

受け入れる設計とする。 

 

第 1放出前貯槽では，受け入れた廃液の試料採

取を行い，放射線管理施設の放出管理分析設備に

て放射性物質の量及び濃度を確認した後，第 1海

洋放出ポンプ(MOX燃料加工施設と共用(以下同

じ。))で海洋放出管(MOX燃料加工施設と共用(以
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下同じ。))を経て海洋に放出する設計とする。 

 

ポンプの吐出側には流量計を設置し流量を監視

するとともに，1基の貯槽から廃液を放出してい

る間は，他の貯槽からは放出しない設計とする。 

 

第 2海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再

処理設備本体の運転開始時には，第 1海洋放出ポ

ンプから導く海洋放出管との合流部で切り離し，

以後使用しない設計とする。 

 

海洋放出管理系のうち，MOX燃料加工施設から

排出した排水が通過する経路は，MOX燃料加工施

設と共用する。 

MOX燃料加工施設から排出した排水が通過する

経路は，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路

上に設置する弁を閉止することにより，MOX燃料

加工施設からの波及的影響を及ぼさない設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 
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(3) 固体廃棄物の廃棄施設

(ⅰ) 構 造

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液を

ガラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス

固化設備２系列（一部１系列），ガラス固化

体を貯蔵するガラス固化体貯蔵設備，低レベ

ル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶

媒」という。），チャンネルボックス（以下

「ＣＢ」という。），バーナブルポイズン

（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理

する低レベル固体廃棄物処理設備及び低レベ

ル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物

貯蔵設備で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル

廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄

物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋に，低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

に収納する。ト(3)(ⅰ)-① 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造

は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋のト(3)(ⅰ)-②

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上１

階，地下２階，建築面積約 5,700m2（東棟約

2,900m2及び西棟約 2,800m2の一体構造）の建

物である。 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要 

＜中略＞ 

（基本設計方針） 

第２章 個別項目 

5．放射性廃棄物の廃棄施設 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液を

ガラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス

固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固

化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する

有機溶媒（以下「廃溶媒」という。），チャ

ンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），

バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」とい

う。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃

棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯

蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成す

る。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル

廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄

物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋に，低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

に収納する設計とする。ト(3)(ⅰ)-①

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，

地下２階の建物ト(3)(ⅰ)-②とする設計とす

る。 

設工認のト(3)(ⅰ)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のト

(3)(ⅰ)-①と同義であ

り整合している。 

構造図については，添

付書類「Ⅵ-２-５ 構

造図」に記載してい

る。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋の

主要構造及び建築面

積は、本設工認の対

象外である。

設工認のト(3)(ⅰ)-

②は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-②と同義で

あり整合している。 
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低レベル廃棄物処理建屋のト(3)(ⅰ)-③主

要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上４

階，地下２階，建築面積約 9,500m2の建物で

ある。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋のト(3)(ⅰ)-④主要構造は，鉄筋コ

ンクリート造で，地上２階，地下１階，建築

面積約 3,500m2の建物である。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋のト(3)(ⅰ)-

⑤主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄

骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上

２階，地下４階，建築面積約 2,200m2の建物

である。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋のト(3)(ⅰ)-

⑥主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

１階，建築面積約 2,700m2の建物である。 

低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地

下２階の建物とト(3)(ⅰ)-③する設計とす

る。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋は，地上２階，地下１階の建物とト

(3)(ⅰ)-④する設計とする。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２

階，地下４階建物とト(3)(ⅰ)-⑤する設計と

する。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階

の建物とト(3)(ⅰ)-⑥する設計とする。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた低レベル

廃棄処理建屋の主要

構造及び建築面積

は、本設工認の対象

外である。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

③は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-③と同義で

あり整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたチャンネ

ルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建

屋の主要構造及び建

築面積は、本設工認

の対象外である。

設工認のト(3)(ⅰ)-

④は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-④と同義で

あり整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けたハル・エ

ンドピース貯蔵建屋

の主要構造及び建築

面積は、本設工認の

対象外である。

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑤は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑤と同義で

あり整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋

の主要構造及び建築

面積は、本設工認の
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第２低レベル廃棄物貯蔵建屋のト(3)(ⅰ)-

⑦主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

２階，地下３階，建築面積約 4,400m2の建物

である。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋のト(3)(ⅰ)-

⑧主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

１階，建築面積約 2,700m2の建物である。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図

を第 130図から第 133図に，低レベル廃棄物

処理建屋機器配置概要図を第 140図から第

146 図に，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋機器配置概要図を第 147図

から第 150図に，ハル・エンドピース貯蔵建

屋機器配置概要図を第 151図から第 157図

に，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概

要図を第 158図に，第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋機器配置概要図を第 159図から第 164図

に，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概

要図を第 165図にそれぞれ示す。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２

階，地下３階の建物とト(3)(ⅰ)-⑦する設計

とする。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階

の建物とト(3)(ⅰ)-⑧する設計とする。 

対象外である。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑥は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑥と同義で

あり整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋

の主要構造及び建築

面積は、本設工認の

対象外である。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑦は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑦と同義で

あり整合している。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋

の主要構造及び建築

面積は、本設工認の

対象外である。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑧は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑧と同義で

あり整合している。 

機器配置概要図につい

ては，添付書類「Ⅵ-

２-４ 配置図」に記載

している。
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ト(3)(ⅰ)-⑨低レベル固体廃棄物貯蔵設備

は，再処理施設から発生する低レベル廃棄物

を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設から発生し容器に詰められ

た雑固体を貯蔵する設計とする。そのため，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル

廃棄物貯蔵系をＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部を廃棄

物管理施設と共用するとともに，ト(3)(ⅰ)-

⑩第２低レベル廃棄物貯蔵系の一部を収納す

る第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の一部は，遮

蔽として廃棄物管理施設と共用する。ト

(3)(ⅰ)-⑪共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。ト(3)(ⅰ)-⑫ま

た，ガラス固化体貯蔵設備にはガラス固化体

の冷却のため冷却空気の流路及び十分な高さ

の高レベル廃液ガラス固化建屋及びガラス固

化体貯蔵建屋の冷却空気出口シャフト（以下

「冷却空気出口シャフト」という。）を設

け，ガラス固化体の崩壊熱により生じる通風

力によって流れる冷却空気により崩壊熱を除

去する構造とする。 

5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

ト(3)(ⅰ)-⑨第２低レベル廃棄物貯蔵系

は，再処理施設から発生する低レベル固体

廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設から発生し容器

に詰められた雑固体を貯蔵する設計とす

る。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物

貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と

共用する。 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，

再処理施設から発生する低レベル固体廃棄

物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施

設から発生する雑固体の推定年間発生量に

対して必要な容量を有する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 

8． 遮蔽 

＜中略＞ 

ト(3)(ⅰ)-⑩第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の外

部遮蔽は，廃棄物管理施設と共用する。 

ト(3)(ⅰ)-⑪共用する第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋の外部遮蔽は，廃棄物管理施設から受け入れ

る雑固体が再処理施設から発生する雑固体と表面

線量当量率が同等であることを確認して保管廃棄

する設計とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。 

5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

ト(3)(ⅰ)-⑫ガラス固化体貯蔵設備は，

貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固

化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固

化体検査室収納架台，ガラス固化体受入れ

クレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン，冷却空気入口シャフト及び

冷却空気出口シャフトで構成する。

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液

ガラス固化設備からガラス固化体を受け入

れる設計とする。ガラス固化体は，高レベ

ル廃液ガラス固化設備のガラス固化体検査

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑨は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑨と同義で

あり整合している。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑩は，変更許可申請

書 （ 本 文 ） の ト

(3)(ⅰ)-⑩の記載と

同義であり整合して

いる。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑪，変更許可申請書

（本文）のト(3)(ⅰ)-

⑪を具体的に記載して

おり整合している。 

設工認のト(3)(ⅰ)-

⑫は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅰ)-⑫を具体的

に記載しており整合

している。 
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高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図を

第 44図に，低レベル固体廃棄物処理設備系統

概要図を第 45図に示す。 

室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス

固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵す

るか，又はトレンチ移送台車により第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル

廃液ガラス固化建屋から払い出したガラス

固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを

用いて，トレンチ移送台車から取り出す。

取り出したガラス固化体は，第１ガラス固

化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１

ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬

送し，貯蔵する設計とする。

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体

から発生する崩壊熱によるガラス固化体及

び構造物の過度の温度上昇を防止するた

め，冷却空気を冷却空気入口シャフトから

貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体

からの崩壊熱により生じる通風力によっ

て、収納管と通風管の間の円環流路を上昇

しながらガラス固化体の崩壊熱を除去す

る。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風

力を与える高さの冷却空気出口シャフト排

気口から大気中へ放出する設計とし，これ

らによってガラス固化体及び構造物の温度

を適切に維持する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス

固化体からの崩壊熱が適切に除去されてい

ることを確認するため，冷却空気の温度を

監視する設計とする。 

系統概要図について

は，添付書類「Ⅵ-２-

３ 系統図」に記載し

ている。 
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(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 高レベル廃液ガラス固化設備ト(3)(ⅱ)(a) 

ト(3)(ⅱ)(a)-①

ガラス溶融炉 ２ 基（１基／系列） 

材料 ステンレス鋼（ケーシング） 

耐火レンガ（炉材） 

ト(3)(ⅱ)(a)-②

高レベル廃液調整槽 ３ 基 

材料 ステンレス鋼 

容量 約 20 ｍ３／基（２基） 

約６ ｍ３ （１基） 

ト(3)(ⅱ)(a)-③

高レベル廃液供給液槽 ４ 基 

（２基／系列） 

材料 ステンレス鋼 

容量 約５ ｍ３／基（２基） 

約２ ｍ３／基（２基） 

ト(3)(ⅱ)(a)-④

固化セル移送台車 ２ 台（１台／系列） 

ト(3)(ⅱ)(a)-⑤

ガラス固化体検査室天井クレーン１ 台 

ト(3)(ⅱ)(a)-⑥

ガラス固化体検査装置 １ 式 

7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

＜中略＞ 

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一

部１系列)で構成し，通常は２系列で運転する

が，１系列故障時等には，１系列で運転でき

るよう設計する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液

を処理することが可能な能力を有する。 

(１) 系統構成

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高

レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベ

ル廃液混合槽に受け入れる。また，アルカリ

濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃

縮廃液中和槽に受け入れる。

必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ

濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レベル

廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽

内の廃液は，必要に応じて組成調整を行った

後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融炉

に移送し，ガラス原料とともに，1,100～

1,200℃程度で溶融する。 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する

場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉

ト(3)(ⅲ)-①高レベル廃液ガラス固化設備

は，各施設から発生する高レベル廃液を約

140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とす

る。 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及

び公益財団法人核物質管理センターが運営す

る六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」

という。）で発生する低レベル濃縮廃液約

0.2㎥／ｈ及び 200Ⅼドラム缶約 2本／日，廃

溶媒を約 8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約 75

㎏／ｈ及び圧縮減容可能な雑固体を圧縮力

1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約 1個／ｈ及

び 0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計

とする。 

5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

ト(3)(ⅱ)(a)高レベル廃液ガラス固化

設備は，２系列(一部１系列)で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の

高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベ

ル廃液を処理することが可能な能力を有す

る設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃

棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備か

ら高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を

高レベル廃液混合槽に受け入れる設計とす

る。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ

洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け

入れる設計とする。 

必要に応じて中和等の処理をしたアルカ

リ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レ

ベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液

混合槽内の廃液は，必要に応じて組成調整

を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガ

ラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに

溶融する設計とする。 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施す

る場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶

融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移

設工認のト(3)(ⅲ)-

①は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅲ)-①と同義で

あり整合している。 

設工認のト(3)(ⅱ)(a)

は，主要設備の系統構

成について具体的に記

載しており，事業変更

許可申請書（本文）の

ト(3)(ⅱ)(a)と整合し

ている。 

設備の仕様については

仕様表に記載してい

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅱ)(a)-①の一部

ト(3)(ⅱ)(a)-④～⑥

は，本設工認の対象外

である。 
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に模擬廃液を移送し，ガラス原料とともに溶

融する。 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化

セル移送台車上のガラス固化体容器に注入す

る。 

注入後，ふたを溶接し，表面汚染検査等の

検査を実施したガラス固化体は，ガラス固化

体検査室天井クレーンによりガラス固化体貯

蔵設備に移送する。 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガ

ラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点

から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガ

ラス固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を

目標としてガラス固化体を製造する。 

(２) 主要設備

＜中略＞ 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融

炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車

上の重量計の信号が固化ガラス１本分の質量

になると発信する信号により，流下ノズルの

加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の

冷却空気供給用弁を開とし，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供

給し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止

系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

送し，ガラス原料とともに溶融する設計と

する。 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固

化セル移送台車上のガラス固化体容器に注

入する設計とする。 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器に

ふたを溶接し，除染装置にて，ガラス固化

体表面の除染を行う。その後，ガラス固化

体検査装置での各種検査（外観検査，表面

汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実

施したガラス固化体は，ガラス固化体検査

室天井クレーンによりガラス固化体貯蔵設

備に移送する設計とする。 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中の

ガラス固化体の過度の温度上昇を防止する

観点から，高レベル廃液ガラス固化設備で

は，ガラス固化体１本当たりの発熱量 2.3

ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造

する。 

ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レ

ベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融

炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給

量の変動並びにガラス固化体容器へのガラ

ス注入量の変動を考慮すると目標からばら

つくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目

標としてガラス固化体を製造する場合，製

造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつ

きを考慮して１本の最大値としては 2.8ｋ

Ｗ／本となるような設計とする。

ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重

量計により流下ガラス質量を監視するとと

もに，流下ガラスがガラス固化体容器以外

に流下することを防止するため，計測制御

系統施設の固化セル移送台車上の重量計の

信号が固化ガラス１本分の質量になると発

信する信号により，流下ノズルの加熱を停

止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空

気供給用弁を開とし，その他再処理設備の

附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給

し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止

系を設ける設計とする。 
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ａ．高レベル廃液調整槽 

(ａ) 高レベル廃液混合槽 

高レベル廃液混合槽は，内包する廃液の

崩壊熱を除去するため独立した２系列の冷

却コイルを設置し，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系から冷却水を適切に

供給する設計とする。さらに，廃液かくは

ん用にかくはん装置を設ける。また，高レ

ベル廃液混合槽は，廃液の放射線分解によ

り発生する水素を希釈するために，その他

再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系か

ら空気を適切に供給する設計とする。高レ

ベル廃液混合槽は，液温の監視用に温度計

を設ける。 

(ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かくは

ん用にかくはん装置を設ける。また，アル

カリ濃縮廃液中和槽は，必要に応じて廃液

を中和等の処理ができる設計とする。

ｂ．高レベル廃液供給液槽 

(ａ) 供給液槽 

供給液槽は，内包する廃液の崩壊熱を除

去するため，独立した２系列の冷却コイル

を設置し，その他再処理設備の附属施設の

安全冷却水系から冷却水を適切に供給する

設計とする。さらに，廃液かくはん用にか

くはん装置を設ける。また，供給液槽は，

廃液の放射線分解により発生する水素を希

釈するために，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。供給液槽は，液温の監視

用に温度計を設ける。供給液槽は，ガラス

溶融炉へ供給する高レベル廃液の供給量監

視用に液位計を設ける。 

(ｂ) 供 給 槽 

供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去

するため，独立した２系列の冷却コイルを

設置し，その他再処理設備の附属施設の安

全冷却水系から冷却水を適切に供給する設

計とする。さらに，廃液かくはん用にかく

はん装置を設ける。また，供給槽は，廃液

の放射線分解により発生する水素を希釈す

るために，その他再処理設備の附属施設の

安全圧縮空気系から空気を適切に供給する

設計とする。供給槽は，液温の監視用に温

度計を設ける。 

高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合

槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高レベ

ル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，

廃液かくはん用にかくはん装置を設ける設

計とする。
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ｃ．ガラス溶融炉 

＜中略＞ 

ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量

計により流下ガラス質量を監視するととも

に，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流

下することを防止するため，流下停止系を設

ける設計とする。 

ガラス溶融炉は，クレーン等により遠隔で

保守可能な設計とする。 

ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を

図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノ

ズル内部に挿入できる構造とする。 

＜中略＞ 

なお，ガラス固化体の発熱量は，高レベル

廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉への

高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動

並びにガラス固化体容器へのガラス注入量の

変動を考慮すると目標からばらつくことが考

えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス

固化体を製造する場合，製造されるガラス固

化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の

最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設

計とする。 

ガラス固化体概要図を第7.4－３図に示す。 

ｄ．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が転倒

しない構造とするとともに，遠隔自動運転と

し，運転を安全かつ確実に行うため， 逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

＜中略＞ 

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セルから

つり上げ，ガラス固化体の表面の除染を行う

装置である。除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり

荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する

構造とする。さらに，除染装置のガラス固化

体のつり上げ機構は，ガラス固化体のつり上

げ高さを９ｍ以内に制限できるインターロッ

クを設け，万一のガラス固化体の落下によっ

ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善

を図るため，棒状の装置を炉の上部から流

下ノズル内部に挿入できる設計とする。 

なお，固化セル移送台車，ガラス固化体

検査室天井クレーン等については，ガラス

固化体を搬送する能力として必要な容量を

有する設計とする。また，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。

ガラス固化体検査室天井クレーン等は，

ガラス固化体の落下防止のため，つりワイ

ヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機能を有する構造と

する。さらに，ガラス固化体のつり上げ高

さを９ｍ以内に制限できるインターロック

を設ける設計とする。
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てもガラス固化体容器に著しい損傷を与えな

い設計とする。 

また，除染装置のガラス固化体のつり上げ

機構は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける。 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二

重化し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する構造とする。

さらに，ガラス固化体検査室天井クレーン

は，収納管外でのガラス固化体のつり上げ高

さを９ｍ以内に制限できるインターロックを

設け，万一のガラス固化体の落下によっても

ガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設

計とする。 

また，ガラス固化体検査室天井クレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実

に行うため，逸走防止のインターロックを設

ける。 

＜中略＞ 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混

合槽，供給液槽及び供給槽を常設重大事故

等対処設備として位置付け，重大事故等が

発生した場合において，当該貯槽等からの

放射性物質の漏えいを防止できる設計とす

る。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混

合槽，供給液槽及び供給槽は，同時に発生

するおそれがある冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び放射線分解により発生する水素

による爆発による温度，圧力，湿度，放射

線及び荷重に対して，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混

合槽，供給液槽及び供給槽は，「放射線分

解により発生する水素による爆発」の発生

を仮定する機器における水素濃度ドライ換

算 12vol％での水素爆発に伴う瞬間的に上
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昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合においても，常設重大事故等対処設備

である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

及び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃

液混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章

共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことで重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給

液槽及び供給槽は，外部からの衝撃による

損傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化

建屋に設置し，風（台風）等により，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給

液槽及び供給槽は，配管の全周破断に対し

て，適切な材料を使用することにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機

能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分

解 により発生する水素による爆発」の同

時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供

給液槽及び供給槽は，内部発生飛散物の影

響を受けない場所に設置することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

なお，閉じ込め及び崩壊熱除去について

は，第１章 共通項目「4.1 閉じ込め」、

火災及び爆発の発生防止に係る設計につい

ては，第１章 共通項目「5.2 火災及び爆

発の発生防止」に示す。 
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ト(3)(ⅱ)(a)-①

設工認のト

(3)(ⅱ)(a)-①は，事

業変更許可申請書

（本文）のト

(3)(ⅱ)(a)-①と同義

であり整合してい

る。 
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ト(3)(ⅱ)(a)-②

設工認のト

(3)(ⅱ)(a)-②は，事

業変更許可申請書

（本文）のト

(3)(ⅱ)(a)-②と同義

であり整合してい

る。 
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ト(3)(ⅱ)(a)-③

設工認のト

(3)(ⅱ)(a)-③は，事

業変更許可申請書

（本文）のト

(3)(ⅱ)(a)-③と同義

であり整合してい

る。 
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ト(3)(ⅱ)(a)-③

設工認のト

(3)(ⅱ)(a)-③は，事

業変更許可申請書

（本文）のト

(3)(ⅱ)(a)-③と同義

であり整合してい

る。 
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(b) ガラス固化体貯蔵設備 ト(3)(ⅱ)(b) 

ト(3)(ⅱ)(b)-①

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピッ

ト １ 基

種類 間接自然空冷貯蔵方式

構成 収納管 45 本 

ト(3)(ⅱ)(b)-②

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯蔵ピ

ット ４ 基 

種類 間接自然空冷貯蔵方式 

構成 収納管 80 本／基 

ト(3)(ⅱ)(b)-③

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯蔵ピ

ット ４ 基 

種類 間接自然空冷貯蔵方式 

構成 収納管 140 本／基 

ト(3)(ⅱ)(b)-④

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーン １ 台 

種類 遮蔽容器付床面走行形 

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

＜中略＞ 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，ト

レンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレー

ン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトで構成する。

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガ

ラス固化設備からガラス固化体を受け入れ

る。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固

化設備のガラス固化体検査室天井クレーンに

より高レベル廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピ

ットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移

送台車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払

い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払

い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入

れクレーンを用いて，トレンチ移送台車から

取り出す。取り出したガラス固化体は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンによ

り第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピット

に搬送し，貯蔵する。

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵容量は，約

8,200本である。 

(２) 主要設備

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体か

らの崩壊熱により生じる通風力によって流れ

る冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設

計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体か

らの崩壊熱が適切に除去されていることを確

認するため，冷却空気の温度を監視する設計

とする。 

ａ．貯蔵ピット 

貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持架

構及びプレナム形成板で構成し，ガラス固

化体のもつ閉じ込め機能を維持するため

に，ガラス固化体を収納管内に収納し，収

納管と通風管の間に冷却空気を流す構造と

する。 

冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃液

ガラス固化建屋）及び高さ約25ｍ（第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋）の冷却空気入口シャ

フトから貯蔵ピットの下部に流入し，円環

5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

ト(3)(ⅱ)(b)ガラス固化体貯蔵設備は，

貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固

化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固

化体検査室収納架台，ガラス固化体受入れ

クレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン，冷却空気入口シャフト及び

冷却空気出口シャフトで構成する。

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液

ガラス固化設備からガラス固化体を受け入

れる設計とする。ガラス固化体は，高レベ

ル廃液ガラス固化設備のガラス固化体検査

室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス

固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵す

るか，又はトレンチ移送台車により第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル

廃液ガラス固化建屋から払い出したガラス

固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを

用いて，トレンチ移送台車から取り出す。

取り出したガラス固化体は，第１ガラス固

化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１

ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬

送し，貯蔵する設計とする。

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体

から発生する崩壊熱によるガラス固化体及

び構造物の過度の温度上昇を防止するた

め，冷却空気を冷却空気入口シャフトから

貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体

からの崩壊熱により生じる通風力によっ

て、収納管と通風管の間の円環流路を上昇

しながらガラス固化体の崩壊熱を除去す

る。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風

力を与える高さの冷却空気出口シャフト排

気口から大気中へ放出する設計とし，これ

らによってガラス固化体及び構造物の温度

を適切に維持する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス

固化体からの崩壊熱が適切に除去されてい

ることを確認するため，冷却空気の温度を

監視する設計とする。 

なお，ガラス固化体からの崩壊熱除去に

ついての設計は，第１章 共通項目「4.1 

閉じ込め」に示す。 

設工認のト(3)(ⅱ)(b)

は，主要設備の系統構

成について具体的に記

載しており，事業変更

許可申請書（本文）の

ト(3)(ⅱ)(b)と整合し

ている。 

設備の仕様については

仕様表に記載してい

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅱ)(b)-③及びト

(3)(ⅱ)(b)-④は，本

設工認の対象外であ

る。 
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流路を上昇しながらガラス固化体から発生

する崩壊熱を除去する。この崩壊熱を除去

した空気は，十分な通風力を与える高さ約

35ｍの冷却空気出口シャフト排気口から大

気中へ放出する。 

＜中略＞ 

なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適切

に除去されていることを確認するため，冷

却空気入口，出口温度監視用に冷却空気入

口シャフト，冷却空気出口シャフトに温度

計を設ける。 

＜中略＞ 

ｂ．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器

は，その中にガラス固化体１本を収納でき

る構造とする。 

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガラ

ス固化体の側面に沿うガイドを設けガラス

固化体が転倒しない構造とするとともに，

遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確

実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける。

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

 ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス

固化体の落下防止のため，つりワイヤを二

重化し，フックに脱落防止機構を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持できる

フェイルセイフ機構を有する構造とする。

さらに，ガラス固化体受入れクレーン

は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以

内に制限できるインターロックを設け，万

一のガラス固化体の落下によってもガラス

固化体容器に著しい損傷を与えない設計と

する。 

また，ガラス固化体受入れクレーンは，

遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確

実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける。 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレー

ン 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーンに設置する遮蔽容器は，ガラス固化体

３本，収納管プラグ等を収納できる構造と

トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れ

クレーン等については，ガラス固化体を搬

送する能力として必要な容量を有する設計

とする。また，逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。

ガラス固化体受入れクレーン等について

は，ガラス固化体の落下防止のため，つり

ワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持できるフェイルセイフ機能を有する構

造とする。さらに，ガラス固化体のつり上

げ高さを９ｍ以内に制限できるインターロ

ックを設ける設計とする。
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(c) 低レベル固体廃棄物処理設備ト(3)(ⅱ)(c) 

ト(3)(ⅱ)(c)-①

乾燥装置 １ 基 

材料 ニッケル基合金 

ト(3)(ⅱ)(c)-②

熱分解装置 １ 基 

材料 ニッケル基合金（乾留部） 

ステンレス鋼（粉体抜出し部）

ト(3)(ⅱ)(c)-③

焼却装置 １ 基 

材料 炭素鋼（ケーシング） 

耐火物（炉材） 

ト(3)(ⅱ)(c)-④

圧縮減容装置 １ 基 

ト(3)(ⅱ)(c)-⑤

固化装置 １ 基 

ト(3)(ⅱ)(c)-⑥

切断装置 ４ 台（ＣＢ用） 

３ 台（ＢＰ用） 

する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーンは，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止

機構を施すとともに，電源喪失時にもつり

荷を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。さらに，第１ガラス固化体

貯蔵建屋床面走行クレーンは，収納管外で

のガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内

に制限できるインターロックを設け，万一

のガラス固化体の落下によってもガラス固

化体容器に著しい損傷を与えない設計とす

る。 

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーンは，遠隔自動運転とし，運転を

安全，かつ，確実に行うため，逸走防止の

インターロックを設ける。

＜中略＞ 

7.4.4 低レベル固体廃棄物処理設備 

7.4.4.1 概    要 

 低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル

濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄

物処理系及びチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理系で構成する。

低レベル固体廃棄物処理設備系統概要図を

第7.4－６図に示す。 

7.4.4.2 低レベル濃縮廃液処理系 

＜中略＞ 

7.4.4.2.4 系統構成及び主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び

固化装置は，各１系列で構成する。低レベ

ル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備から発生する低

レベル濃縮廃液を処理することが可能な能

力を有する。 

(１) 系統構成

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レ

ベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液を，乾燥装置（蒸発温度：約100℃）へ連続

供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶

又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡）に

5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

ト(3)(ⅱ)(c)低レベル固体廃棄物処理設

備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処

理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理系で構

成する。 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び

固化装置は，各１系列で構成する。低レベ

ル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施

設の低レベル廃液処理設備から発生する低

レベル濃縮廃液を処理することが可能な能

力を有する設計とする。 

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物

の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１

低レベル廃液処理系から発生する低レベル

濃縮廃液を，乾燥装置へ連続供給して乾燥

した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容

器（以下｢ドラム缶等｣という｡） に詰め，

設工認のト(3)(ⅱ)(c)

は，主要設備の系統構

成について具体的に記

載しており，事業変更

許可申請書（本文）の

ト(3)(ⅱ)(c)と整合し

ている。 

設備の仕様については

仕様表に記載してい

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅱ)(c)-①～⑤及

びト(3)(ⅱ)(c)-⑥の

一部は，本設工認の対

象外である。 
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詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第

２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第

２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する。

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液

を，固化装置へ供給し固化材と混合した後，

ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第

２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移

送する。

＜中略＞ 

7.4.4.3 廃溶媒処理系 

＜中略＞ 

7.4.4.3.4 系統構成及び主要設備 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理す

ることが可能な能力を有する。 

(１) 系統構成

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸

化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給

してりん酸と可燃性ガスに熱分解（約

450℃）する。りん酸は，熱分解と同時に水

酸化カルシウムで中和し熱分解生成物とし

て熱分解装置から抜き出し，圧縮成型した

後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵

系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に

応じチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系へ移送する。また，可燃性ガス

は，燃焼装置（約900℃）へ導いて燃焼し，

燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設

の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する。 

(２) 主要設備

＜中略＞ 

ａ．熱分解装置 

熱分解装置は，窒素ガスを供給すること

により，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分

解する設計とする。また，熱分解装置は，

外部ヒータを適切に制御するとともにその

内部温度を測定し，運転状態を監視する設

主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する

設計とする。また，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低

レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化

材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル

廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４

低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とす

る。

5.3.3.2 廃溶媒処理系 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理す

ることが可能な能力を有する設計とする。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸

化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給

してりん酸と可燃性ガスに熱分解する設計

とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化

カルシウムで中和し熱分解生成物として熱

分解装置から抜き出し，圧縮成型した後，

ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄

物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じ

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃

性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼

後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔

槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とす

る。

また，熱分解装置は，窒素ガスを供給す

ることにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下

で熱分解する設計とする。また，熱分解装

置は，外部ヒータを適切に制御するととも

にその内部温度を測定し，運転状態を監視
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計とする。 

ｂ．燃焼装置 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃

焼状態を監視する設計とするとともに，耐

火物を内張りし，装置外面における過度の

温度上昇を防止する設計とする。 

＜中略＞ 

7.4.4.4 雑固体廃棄物処理系 

＜中略＞ 

7.4.4.4.4 系統構成及び主要設備 

 雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成す

る。雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体を処理することが可能な能

力を有する。 

(１) 系統構成

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発

生する雑固体のうち焼却可能なものを必要

に応じ焼却装置（約900℃）で焼却し廃溶媒

処理系の圧縮成型装置で圧縮成型した後，

ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼

却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容し

た後ドラム缶等に詰め，又は，そのままド

ラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン貯

蔵系へ移送する。

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理

設備の油分除去系から発生する廃活性炭

は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，

ドラム缶に詰め，主に低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタ

は第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系

に貯蔵する。 

焼却装置から発生する廃ガスは，セラミ

ックフィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施

設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する。 

する設計とする。 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃

焼状態を監視する設計とするとともに，耐

火物を内張りし，装置外面における過度の

温度上昇を防止する設計とする。 

なお，火災及び爆発の発生防止に係る設

備設計については，第１章 共通項目「5.2 

火災及び爆発の発生防止」に示す。 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成す

る。雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体を処理することが可能な能

力を有する設計とする。 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発

生する雑固体のうち焼却可能なものを必要

に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧

縮成型装置で圧縮成型した後，ドラム缶等

に詰め，また，雑固体のうち焼却しないも

のを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム

缶等に詰め，又は，そのままドラム缶等に

詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又

は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送

する設計とする。 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理

設備の油分除去系から発生する廃活性炭

は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，

ドラム缶に詰め，主に低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計と

する。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタ

は第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系

に貯蔵する設計とする。 
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(２) 主要設備

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラ

ミックフィルタのケーシングは，炭素鋼を

用い，溶接構造等の漏えいし難い設計とす

るとともに，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備に接続する設計とする。

また，焼却装置及びセラミックフィルタ

は，耐火物を内張りし，機器外面における

過度の温度上昇を防止する設計とするとと

もに，焼却装置は燃焼状態を監視する設計

とする。 

＜中略＞ 

7.4.4.5 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理系 

＜中略＞ 

7.4.4.5.4 系統構成及び主要設備 

ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１系

列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用

済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処

理として，使用済燃料集合体から取り外し

たＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力

を有する。 

(１) 系統構成

ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋に設置する。 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵

設備において，せん断前の処理として，使

用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢ

Ｐは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，そ

れぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断

装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール

水中で切断後, チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞ

れ第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置

により切断ピット水中で更に切断し，収納

容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送す

る。第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断

し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板

状にする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持

また，焼却装置及びセラミックフィルタ

は，耐火物を内張りし，機器外面における過

度の温度上昇を防止する設計とする。 

5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」とい

う。）は，２系列(一部１系列)で構成す

る。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用済燃料の貯

蔵施設において，せん断前の処理として，

使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・Ｂ

Ｐを処理することが可能な能力を有する設

計とする。 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵

設備において，せん断前の処理として，使

用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢ

Ｐは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，そ

れぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断

装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール

水中で切断後, チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞ

れ第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置

により切断ピット水中で更に切断し，収納

容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送す

る設計とする。第１ＣＢ切断装置はＣＢを

二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切

断し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ
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(d) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 １ 式

  ト(3)(ⅱ)(d) 

廃樹脂貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系

第１低レベル廃棄物貯蔵系

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共用） 

第２貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系 

体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切

断装置はＢＰ棒本体をせん断する。 

(２) 主要設備

第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置

を設置する切断ピットの内面は，液体状の

放射性物質の漏えいを防止するため，ステ

ンレス鋼を内張りし，接液部は溶接構造等

の設計とする。また，切断ピットに漏えい

検知装置を設けるとともに漏えいした液体

状の放射性物質は，適切に移送する設計と

する。

切断ピットは，ピット水の水質の維持・

管理を図る設計とする。 

また，第１切断装置及び第２切断装置

は，その運転状態を監視する設計とする。 

＜中略＞ 

7.4.5 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1 概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯

蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第

１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低

レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物

貯蔵系で構成する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯

蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。 

＜中略＞ 

7.4.5.4 系統構成及び主要設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設

から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及

び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及

びＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液の処理

物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等），

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から

発生する雑固体を貯蔵する能力を有する。 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する

設計とする。 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶

切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分

割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体

をせん断する設計とする。 

また，切断ピットは，ピット水の水質の

維持・管理を図る設計とする。 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

ト(3)(ⅱ)(d)低レベル固体廃棄物貯蔵設

備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース

貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵

系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施

設から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹

脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，

ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液

の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理

物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管

理施設から発生する雑固体を貯蔵する能力

を有する設計とする。 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵す

る設計とする。 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム

設工認のト(3)(ⅱ)(d)

は，設備の系統構成に

ついて具体的に記載し

ており，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅱ)(d)と整合して

いる。 
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等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯

蔵プールに貯蔵する設計とする。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，将来必要

に応じ増設を考慮する。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，再処理

設備本体の運転開始に先立ち使用できる設計

とする。 

(１) 系統構成

ａ．廃樹脂貯蔵系

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設

のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃

液処理系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

ハル・エンドピースを貯蔵するハル・エン

ドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物

処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系から発生する

廃樹脂及び廃スラッジを，それぞれ使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピー

ス貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋に設置する廃樹脂

貯槽に貯蔵する系である。 

ｂ．ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設

から発生するハル・エンドピース等を詰め

たドラムをプール水中に貯蔵する系であ

り，ハル・エンドピース貯蔵建屋に設置す

る。 

ｃ．チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備

のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・

ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵

する系であり，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋に設置する。

ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生す

缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又

は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設

のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃

液処理系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

ハル・エンドピースを貯蔵するハル・エン

ドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物

処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系から発生する

廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯

蔵する系であり，それぞれ使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建

屋及びチャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋に設置する設計とする。

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設

から発生するハル・エンドピース等を詰め

たドラムをプール水中に貯蔵する系であ

り，ハル・エンドピース貯蔵建屋に設置す

る設計とする。 

また，貯蔵プールは，プール水の水質，

水位及び温度の維持・管理を図る設計とす

る。 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備

のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・

ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵

する系であり，チャンネルボックス・バー

ナブルポイズン処理建屋に設置する設計と

する。 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生す
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る低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃

棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたド

ラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の

低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶及

び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体のうち，プルト

ニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベ

ル廃液による汚染のおそれのない雑固体で

あるセル及びグローブボックス以外から発

生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵す

る系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

に設置する。

ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系で

あり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２

階及び地下３階に設置する。 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

る低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃

棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたド

ラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の

低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶及

び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体のうち，プルト

ニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベ

ル廃液による汚染のおそれのない雑固体で

あるセル及びグローブボックス以外から発

生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵す

る系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

に設置する設計とする。

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系で

あり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２

階及び地下３階に設置する設計とする。 

5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

ト(3)(ⅰ)-⑨第２低レベル廃棄物貯蔵系

は，再処理施設から発生する低レベル固体

廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設から発生し容器

に詰められた雑固体を貯蔵する設計とす

る。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物

貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と

共用する。 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，

再処理施設から発生する低レベル固体廃棄

物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施

設から発生する雑固体の推定年間発生量に

対して必要な容量を有する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損
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（ａ）第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，

各種施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生

する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵

する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋の地上１階に設置する。

ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設計

及び建屋の強度設計に影響がないように，

表面線量当量率及び質量を貯蔵前に管理す

るものとする。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち第１

貯蔵系を使用する場合には，再処理設備本

体の運転開始後を対象とした第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋に係る遮蔽設計に影響がな

いように，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設から発生する低レベル廃棄物処理

設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑

固体を詰めたドラム缶等の表面線量当量率

を貯蔵前に管理するものとする。 

(ｂ) 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，

各種施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ

燃料加工施設から発生する雑固体を詰めた

ドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階

なわない設計とする。 

なお，共用に係る設計方針については，

第１章 共通項目「9.1 安全機能を有する

施設」に示す。 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物又は

そのまま容器に詰める雑固体，各種施設か

ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の

雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体

が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であ

り，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１

階に設置する設計とする。

5.3.4.6.2 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物又は

そのまま容器に詰める雑固体，各種施設か

ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の

雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施

設から発生する雑固体を詰めたドラム缶等

を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物
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及び地下３階に設置する。ただし，よう素

フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する。

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生す

る低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃

棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたド

ラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の

低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶及

び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体のうち，セル及

びグローブボックス以外から発生する雑固

体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であ

り，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置す

る。

＜中略＞ 

貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下３

階に設置する設計とする。ただし，よう素

フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設

計とする。

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生す

る低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃

棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたド

ラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の

低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の固化体を詰めたドラム缶及

び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体のうち，セル及

びグローブボックス以外から発生する雑固

体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であ

り，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置す

る設計とする。

固体廃棄物の廃棄施設の対象となる主要

な設備について，「第 1-5-3表 固体廃棄

物の廃棄施設の主要設備リスト」に示す。 

本設備の設備として兼用する場合に主要

設備リストに記載されない設備について

は，「第 2-5-3表 固体廃棄物の廃棄施設

の兼用設備リスト」に示す。 
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(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

ト(3)(ⅲ)-①固体廃棄物の廃棄施設は，

高レベル廃液を約 140Ｌ／ｈ，低レベル濃

縮廃液を約 0.2ｍ３／ｈ及び 200ℓ ドラム缶

約２本／日，廃溶媒を約８Ｌ／ｈ及び焼却

可能な雑固体を約 75ｋｇ／ｈ，圧縮減容可

能な雑固体を圧縮力約 1,500ｔ並びにＣ

Ｂ・ＢＰを各々約１個／ｈ及び約 0.5個／

ｈで処理できる能力を有する。 

＜中略＞ 

第7.4－６表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様 

(１) 第１切断装置＊

ａ．第１ＣＢ切断装置

種 類 溶断式 

台 数 ２ 

容 量 ＣＢ 約0.5個／ｈ／台 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

＜中略＞ 

ト(3)(ⅲ)-①高レベル廃液ガラス固化設備

は，各施設から発生する高レベル廃液を約

140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とす

る。 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及

び公益財団法人核物質管理センターが運営す

る六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」

という。）で発生する低レベル濃縮廃液約

0.2㎥／ｈ及び 200Ⅼドラム缶約 2本／日，廃

溶媒を約 8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約 75

㎏／ｈ及び圧縮減容可能な雑固体を圧縮力

1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約 1個／ｈ及

び 0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計

とする。 

＜中略＞ 

ト(3)(ⅱ)(c)-⑥

設工認のト(3)(ⅲ)-

①は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅲ)-①と同義で

あり整合している。 

設工認のト

(3)(ⅱ)(c)-⑥は，事

業変更許可申請書（本

文）のト(3)(ⅱ)(c)-

⑥と同義であり整合し

ている。 
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(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

(a) ガラス固化体貯蔵設備 8,235 本（ガラス

固化体）

ト(3)(ⅳ)-①

高レベル廃液ガラス固化建屋 315 本 

（ガラス固化体） 

ｂ．第１ＢＰ切断装置 

種 類 機械式 

台 数 ２ 

容 量 ＢＰ 約0.5個／ｈ／台 

＜中略＞ 

第7.4－２表 ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕

様 

(１)貯蔵ピット

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 １ 

構  成 収納管及び通風管 各45本 

容  量 ガラス固化体315本 

(ガラス固化体７本／収納管） 

寸  法 貯蔵ピット  

約22ｍ×約6ｍ×約15ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約14ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約11ｍ 

主要材料  炭素鋼 

ト(3)(ⅱ)(c)-⑥

ト(3)(ⅳ)-①

設工認のト(3)(ⅳ)-

①は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅳ)-①及びト

(3)(ⅱ)(b)-①と同義

であり整合してい

る。 
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ト(3)(ⅳ)-②

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 2,880 本

（ガラス固化体） 

ト(3)(ⅳ)-③

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 5,040 本

（ガラス固化体） 

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 各80本／基 

容  量 ガラス固化体 720本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 

寸  法 貯蔵ピット 

約26ｍ×約6ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料  炭素鋼 

ｃ．第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 各140本／基 

容  量 ガラス固化体 1,260本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 

寸  法 貯蔵ピット  

約26ｍ×約8ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料  炭素鋼 

＜中略＞ 

ト(3)(ⅳ)-②

設工認のト(3)(ⅳ)-

②は，事業変更許可

申請書（本文）のト

(3)(ⅳ)-②及びト

(3)(ⅱ)(b)-②と同義

であり整合してい

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト(3)(ⅳ)-

③は，本設工認の対

象外である。 
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(b) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備

ト(3)(ⅳ)(b)-①

廃樹脂貯蔵系 約 850 ｍ３ 

ト(3)(ⅳ)(b)-②

ハル・エンドピース貯蔵系 約 2,000 本

（1,000Ｌドラム換算） 

ト(3)(ⅳ)(b)-③

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系 約 7,000 本（200ℓ ドラム缶換

算） 

ト(3)(ⅳ)(b)-④

第１低レベル廃棄物貯蔵系 約 13,500 本

（200ℓ ドラム缶換算） 

第7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設

備の仕様 

(１)廃樹脂貯蔵系

ａ．廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋）＊ 

種 類 ライニング槽

基 数 ３ 

容 量 約190ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼

ｂ．廃樹脂貯槽（ハル・エンドピース貯蔵建

屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 

容 量 約80ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼

ｃ．廃樹脂貯槽（チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼

(２)ハル・エンドピース貯蔵系

構  造 鉄筋コンクリート（一部鉄骨鉄

筋コンクリート及び鉄骨造） 

貯蔵能力 約2,000本 

（1,000Ｌドラム換算） 

(３)チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯

蔵系

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約7,000本（200ℓドラム缶換算） 

(４) 第１低レベル廃棄物貯蔵系＊

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算） 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-①は，本

設工認の対象外であ

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-②は，本

設工認の対象外であ

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-③は，本

設工認の対象外であ

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-④は，本

設工認の対象外であ

る。 
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ト(3)(ⅳ)(b)-⑤

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系 約 430 本（200ℓ ドラム缶換

算） 

第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料

加工施設と共用） 

ト(3)(ⅳ)(b)-⑥-1

第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共用）

約 12,700 本（200ℓ ドラム缶換算） 

ト(3)(ⅳ)(b)-⑥-2

第２貯蔵系 

 約 42,500 本（200ℓ ドラム缶換算） 

ト(3)(ⅳ)(b)-⑦

第４低レベル廃棄物貯蔵系 

約 13,500 本（200ℓ ドラム缶換算） 

固体廃棄物の廃棄施設の貯蔵設備は，必

要がある場合には増設を考慮する。 

(５)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物

貯蔵系＊

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約430本（200ℓドラム缶換算） 

(６)第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）

構  造 鉄筋コンクリート造 

ａ．第１貯蔵系＊（廃棄物管理施設と共用） 

貯蔵能力 約12,700本 

（200ℓドラム缶換算） 

ｂ．第２貯蔵系 

貯蔵能力 約42,500本 

（200ℓドラム缶換算） 

(７) 第４低レベル廃棄物貯蔵系

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算） 

注) *印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に係る設備である。 

ト(3)(ⅳ)(b)-⑥-1

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-⑤は，本

設工認の対象外であ

る。 

設工認のト

(3)(ⅳ)(b)-⑥-1は，

事業変更許可申請書

（本文）のト

(3)(ⅳ)(b)-⑥-1と同

義であり整合してい

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-⑥-2 は，

本設工認の対象外であ

る。 

事業変更許可申請書 

（本文）において許可 

を受けたト

(3)(ⅳ)(b)-⑦は，本

設工認の対象外であ

る。 
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チ．放射線管理施設の設備 

 

 

8.1.2  設計方針 

(基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

  

 

 

 

 

再処理施設の運転時，停止時，運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時において，チ.-1

再処理施設外へ放出する放射性物質の濃度，周辺

監視区域境界付近の放射線等を監視するために，

チ.-2試料分析関係設備として放出管理分析設

備及び環境試料測定設備を，放射線監視設備とし

て排気モニタリング設備，排水モニタリング設備

及び環境モニタリング設備を，環境管理設備とし

て放射能観測車を設ける。 

 

＜中略＞ 

 

 

(2) 再処理施設内外の主要な箇所における線量当 

量率，空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射

性物質の密度を測定，監視できるようにする。 

 

(3) 放射線監視設備からの主要な情報は，制御室に 

おいて集中して監視できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理施設には，再処理施設の運転時，停止

時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，当該チ.-1再処理施設及びその境界付近

における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，

及び測定し，並びに設計基準事故時における迅速な

対応のために必要な情報を中央制御室その他当該

情報を伝達する必要のある場所に表示できる設備

(安全機能を有する施設に属するものに限る。)とし

て，チ.-2放射線監視設備，試料分析関係設備及び

環境管理設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.-1は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-1と同義で

あり整合している。 

 

 

設工認のチ.-2は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-2と同義で

あり整合している。 

 

 

 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

  

チ.-3環境モニタリング設備であるモニタリ

ングポスト及びダストモニタについては，設計基

準事故時における迅速な対応のためにチ.-4必

要な情報を中央制御室及び緊急時対策所に指示

できる設計とする。 

 

 チ.-3モニタリングポスト及びダストモ

ニタについては，設計基準事故時における迅

速な対応のためにチ.-4測定値を中央制御

室及び緊急時対策所に指示できる設計とす

る。 

設工認のチ.-3は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-3と同義で

あり整合している。 

 

設工認のチ.-4は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-4を具体的

に記載しており整合

している。 
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 8.1.4.3  放射線監視設備 

(2) 屋外モニタリング設備 

ｃ．環境モニタリング設備 

   

モニタリングポスト及びダストモニタは，非常

用所内電源系統に接続し，電源復旧までの期間，

チ.-5電源を受電できる設計とする。 

 

さらに，モニタリングポスト及びダストモニタ

は，専用の無停電電源装置を有し，電源切替時の

短時間の停電時にチ.-6電源を受電できる設計

とする。 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源

復旧までの期間の電源を確保するため，非常用所

内電源系統に接続する設計とする。 

 

さらに，モニタリングポスト及びダストモニタ

は，短時間の停電時に電源を確保するため，専用

の無停電電源装置を有する設計とする。 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，

非常用所内電源系統に接続し，電源復旧まで

の期間，チ.-5非常用所内電源系統から受電

できる設計とする。 

さらに，モニタリングポスト及びダストモ

ニタは，専用の無停電電源装置を有し，電源

切替時の短時間の停電時にチ.-6無停電電

源装置から受電できる設計とする。 

設工認のチ.-5は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-5を具体的

に記載しており整合

している。 

 

設工認のチ.-6は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-6を具体的

に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

 8.1.4.3  放射線監視設備 

(2) 屋外モニタリング設備 

ｃ．環境モニタリング設備 

   

モニタリングポスト及びダストモニタから

チ.-7測定したデータの伝送は，モニタリングポ

スト及びダストモニタを設置する場所から中央

制御室及び緊急時対策所間において有線系回線

及び無線系回線により多様性を有し，測定値は中

央制御室で監視，記録を行うことができる設計と

する。 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その

測定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記録

し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発する。 

モニタリングポスト及びダストモニタか

らチ.-7中央制御室及び緊急時対策所まで

のデータの伝送系は，有線及び無線(衛星回

線を含む。)により多様性を有する設計とし，

測定値は中央制御室で監視，記録を行うこと

ができる設計とする。 

設工認のチ.-7は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-7と同義で

あり整合している。 

 

 

また，緊急時対策所でも監視することができる

設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタの測定

値は，緊急時対策所において指示する。 

 

 

 

また，緊急時対策所でも監視することがで

きる設計とする。 
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チ-3 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.1.4.3  放射線監視設備 

(2) 屋外モニタリング設備 

ｃ．環境モニタリング設備 

   

モニタリングポスト及びダストモニタは，チ.

-8その測定値が設定値以上に上昇した場合，直

ちに中央制御室に警報を発信する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その

測定値を中央制御室及び使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室において指示及び記録

し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発する。 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，

チ.-8放射線レベル又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えた場合に，直ちに

中央制御室に警報を発信する設計とする。 

設工認のチ.-8は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-8を具体的

に記載しており整合

している。 

 

 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

  

重大事故等が発生した場合に再処理施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量

を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録す

るために必要な重大事故等対処設備をチ.-9設

置及び保管する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から

大気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量

を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録で

きるようにするため，放射線監視設備，代替モニ

タリング設備，試料分析関係設備，代替試料分析

関係設備，環境管理設備の放射能観測車及び代替

放射能観測設備を使用する。 

 

 

放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合

に再処理施設から大気中へ放出される放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するために必要な重大事故等対処設備

をチ.-9設ける設計とする。 

設工認のチ.-9は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-9と同義で

あり整合している。 

 

重大事故等が発生した場合に敷地内において，

風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその

結果を記録するために必要な重大事故等対処設

備をチ.-10設置及び保管する。 

重大事故等が発生した場合に敷地内の風向，風

速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記

録できるようにするため，環境管理設備の気象観

測設備及び代替気象観測設備を使用する。 

 

 

放射線管理施設には，重大事故等が発生した場合

に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を

測定し，及びその結果を記録するために必要な重大

事故等対処設備をチ.-10設ける設計とする。 

設工認のチ.-10は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-10と同義で

あり整合している。 

 

重大事故等が発生し，モニタリングポスト及び

ダストモニタの電源が喪失した場合に，代替電源

から電源を供給するために必要な重大事故等対

処設備をチ.-11設置及び保管する。 

常設モニタリング設備（モニタリングポスト

等）への給電を可能とするため，環境モニタリン

グ用代替電源設備を使用する。 

放射線管理施設には，重大事故等が発生し，放射

線監視設備のモニタリングポスト及びダストモニ

タの電源が喪失した場合に，代替電源から電源を供

給するために必要な重大事故等対処設備をチ.-11

設ける設計とする。 

 

設工認のチ.-11は,事

業変更許可申請書(本

文)のチ.-11と同義で

あり整合している。 
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チ-4 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射

線監視設備，代替モニタリング設備， 試料分析

関係設備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，

代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び 環

境モニタリング用代替電源設備で構成する。 

 放射線管理施設の重大事故等対処設備は，放射線

監視設備，代替モニタリング設備，試料分析関係設

備，代替試料分析関係設備，環境管理設備，代替放

射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モニタリ

ング用代替電源設備で構成する。 

 

 

 

 

 

  

放射線業務従事者等の放射線管理を確実に行

うとともに，周辺環境における線量当量等を監視

するため，以下の設備を設ける。 

 

  変更許可申請書（本

文）「チ.（1）(i) 出

入管理設備」，「チ.（1）

(ⅱ) 試料分析関係

設備」，「チ.（1）(ⅲ)

 放射線監視設備」，

「チ.（1）(ⅳ) 個人

管理用設備」，「チ.（2）

(i) 試料分析関係設

備」，「チ.（2）(ⅱ)

 放射線監視設備」及

び「チ.（2）(ⅲ) 環

境管理設備」，「チ.（2）

(ⅳ) 環境モニタリ

ング用代替電源設備

に示す。 

 

 

中央制御室については，「ヘ．(４) (ⅰ) 制御

室等」に，緊急時対策所については，「リ．(４)

 (ⅸ) 緊急時対策所」に，非常用所内電源系統に

ついては，「リ．(１) (ⅰ) 電気設備」に記載す

る。 

  変更許可申請書（本

文）「ヘ.（4）(i) 制

御室等」，「リ.（4）

(ⅸ)  緊急時対策

所」及び「リ.（1）(i)

 電気設備」に示す。 
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チ-5 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(1) 屋内管理用の主要な設備の種類 

(i) 出入管理関係設備 

8.1.4  系統構成及び主要設備 

8.1.4.1  出入管理関係設備 

 

6.10 出入管理関係設備 

  

放射線業務従事者等の管理区域の出入管理

チ.(1)(i)-1のための出入管理設備並びに汚

染管理及び除染のための汚染管理設備を設け

る。 

出入管理及び汚染管理のため，次の設備を設け

る。 

 

 

 

 

放射線業務従事者等の管理区域の出入管理並

びに汚染管理及び除染のためのチ.(1)(i)-1出

入管理関係設備として，出入管理関係設備及び汚

染管理設備を設置する設計とする。 

 

再処理施設の管理区域への出入りは，原則とし

て出入管理設備を設けた出入管理室を通る設計

とする。 

 

設工認のチ.(1)(i)-1

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(1)(i)

-1と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

北換気筒管理建屋は，再処理施設用と廃棄物

管理施設用の排気モニタリング設備をそれぞ

れ設置する設計とするため，「再処理規則」及

び「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物の廃棄物管理の事業に関する規則」に基

づき管理区域を設定する。 

 

 

 

 

 

 変更許可申請書（本

文）の「北換気筒管理

建屋の管理区域設定」

は，保安規定に定めて

管理することを記載

しており整合してい

る。 

 

チ.(1)(i)-2管理区域への出入管理に用い

る出入管理設備は廃棄物管理施設と共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用

する。 

共用する出入管理設備の仕様及び出入管理に

係る運用を各施設で同一とする設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

 

 

チ.(1)(i)-2出入管理設備の一部は，廃棄物管

理施設と共用する。 

出入管理設備の一部は廃棄物管理施設と共用

するが，仕様及び出入管理に係る運用を各施設で

同一とする設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

設工認のチ.(1)(i)-2

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(1)(i)

-2と同義であり整合

している。 

 

(ⅱ) 試料分析関係設備 8.1.4.2  試料分析関係設備 6.3 試料分析関係設備   

作業環境，設備及び物品の放射線管理用試料

の放射能を測定するため，放射能測定設備チ.

(1)(ⅱ)-1を備える。 

再処理施設の放射線管理に伴う放射性廃棄物の

放出管理用試料，作業環境の放射線管理用試料及び

環境試料の一般化学分析，放射化学分析及び放射能

測定を行うため，次の設備を備える。 

 

再処理施設の作業環境，設備及び物品の放射線

管理用試料の放射能を測定するための試料分析

関係設備として，放射能測定設備チ.(1)(ⅱ)-1

の放射能測定装置(アルファ・ベータ線用)，核種

分析装置(アルファ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)を設置する設計とする。 

 

設工認のチ.(1)(ⅱ)-

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(1)

(ⅱ)-1を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-6 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

(ⅲ) 放射線監視設備 

 

8.1.4.3  放射線監視設備 

(基本設計方針) 

6.1 放射線監視設備 

  

チ.(1)(ⅲ)-1管理区域の主要箇所の放射線

レベル又は放射能レベルを監視するための屋

内モニタリング設備として，エリアモニタ，ダ

ストモニタ及び臨界警報装置を設ける。 

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋外

モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で構成

する。 

放射線監視設備は，屋内モニタリング設備，屋

外モニタリング設備及び放射線サーベイ機器で

構成する。 

 

6.1.1 屋内モニタリング設備 

チ.(1)(ⅲ)-1再処理施設内の主要箇所の

放射線レベル又は放射能レベルを監視する

ための屋内モニタリング設備として，エリア

モニタ，ダストモニタ及び臨界警報装置を設

置する設計とする。 

エリアモニタ及びダストモニタの測定値

は，中央制御室において指示及び記録すると

ともに，放射線レベル又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えた場合に，中央制

御室及び必要な箇所において警報を発する

設計とする。 

エリアモニタ及びダストモニタの測定値

は，緊急時対策所においても指示する設計と

する。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室においても当該施設に係るエリ

アモニタ及びダストモニタの測定値の指示

及び記録を行い，放射線レベル又は放射能レ

ベルがあらかじめ設定した値を超えた場合

に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室において警報を発する設計とする。 

臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじ

め設定した値を超えた場合に，中央制御室及

び必要な箇所において警報を発する設計と

する。 

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所

保障措置分析所と共用する。 

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所

 

 

 

 

 

設工認のチ.(1)(ⅲ)-

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (1)

(ⅲ)-1と同義であり

整合している。 
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チ-7 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

保障措置分析所と共用するが，分析建屋及び

六ヶ所保障措置分析所の空気中の放射性物

質の捕集に必要な容量を確保する設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

 8.1.4.3  放射線監視設備 

(3) 放射線サーベイ機器 

 

6.1.3 放射線サーベイ機器 

  

チ.(1)(ⅲ)-2また，放射線サーベイに使用

する放射線サーベイ機器チ.(1)(ⅲ)-3を備え

る。 

平常時及び事故時の外部放射線に係る線量当

量率，空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質

によって汚染された物の表面の放射性物質の密

度を測定，監視するために，放射線サーベイ機器

を備える。 

チ.(1)(ⅲ)-2放射線サーベイに使用する

放射線サーベイ機器チ.(1)(ⅲ)-3として，

アルファ・ベータ線用サーベイメータ，ガン

マ線用サーベイメータ，中性子線用サーベイ

メータ，エアスニファ，ダストサンプラ，ガ

スモニタ及びダストモニタを設ける設計と

する。 

 

設工認のチ.(1)(ⅲ)-

2は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (1)

(ⅲ)-2と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(1)(ⅲ)-

3は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (1)

(ⅲ)-3を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 

放射線サーベイ機器のチ.(1)(ⅲ)-4一部

は，廃棄物管理施設と共用し，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

放射線管理施設のうち他施設と共用する設備

は，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 

放射線サーベイ機器のチ.(1)(ⅲ)-4ガン

マ線サーベイメータは，廃棄物管理施設と共

用する。 

共用する放射線サーベイ機器は，仕様及び

測定に係る運用を各施設で同一とする設計

とすることで，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(1)(ⅲ)-

4は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (1)

(ⅲ)-4を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-8 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅳ) 個人管理用設備 8.1.4.5  個人管理用設備 6.9 個人管理用設備   

放射線業務従事者等の線量評価のため，個人

線量計及びホールボディカウンタをチ.(1)

(ⅳ)-1備える。 

放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ば

くに係る線量当量を測定する個人線量計と，内部被

ばくによる線量を評価するためのホールボディカ

ウンタを備える。 

放射線業務従事者等の線量評価のための個人

管理用設備として，個人線量計を配備し，及びホ

ールボディカウンタをチ.(1)(ⅳ)-1設置する設

計とする。 

設工認のチ.(1)(ⅳ)-

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (1)

(ⅳ)-1と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

個人線量計及びホールボディカウンタは，

チ.(1)(ⅳ)-2再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等

の線量評価のための設備であり，ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設と共用チ.(1)(ⅳ)

-3し，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 

個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯＸ

燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

共用する個人線量計及びホールボディカウンタ

は，仕様及び運用を各施設で統一し，必要な個数を

確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

個人線量計及びホールボディカウンタは， MO

X燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。

個人線量計及びホールボディカウンタは，チ.

(1)(ⅳ)-2MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と共用チ.(1)(ⅳ)-3するが，仕様及び運用を各

施設で統一し，必要な個数を確保する設計とする

ことで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

 

 

設工認のチ.(1)(ⅳ)-

2及びチ.(1)(ⅳ)-3

は，事業変更許可申請

書(本文)のチ.(1) 

(ⅳ)-2及びチ.(1) 

(ⅳ)-3と同義であり

整合している。 

 

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類     

(i) 試料分析関係設備  6.3 試料分析関係設備   

気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試

料の分析及び放射能測定を行うため，放出管理

分析設備チ.(2)(i)-1を備える。 

 再処理施設からの放射性気体廃棄物及び放射

性液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射

能測定を行うための試料分析関係設備として，放

出管理分析設備チ.(2)(i)-1の放射能測定装置

(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低エ

ネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガンマ

線用)を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-1を具体的に記載

しており整合してい

る。 
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チ-9 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

チ.(2)(i)-2また，周辺監視区域境界付近で

採取した試料の放射能測定を行うため，環境試

料測定設備チ.(2)(i)-3を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備チ.(2)(i)-4は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設の周辺監視区域境

界付近で採取した試料の放射能測定を行うた

めの設備であり，周辺監視区域が同一の区域で

あることから，ＭＯＸ燃料加工施設と環境試料

測定設備チ.(2)(i)-5の一部を共用し，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共用する環境試料測定設備は，仕様及び運用を各

施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域である

ことにより，測定結果の共有を図る設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

チ.(2)(i)-2周辺監視区域境界付近で採取し

た試料の放射能測定を行うための試料分析関係

設備として，環境試料測定設備のチ.(2)(i)-3放

射能測定装置(ベータ線用)，核種分析装置(アル

ファ線用)及び核種分析装置(ガンマ線用)を設置

する設計とする。 

環境試料測定設備のうち，核種分析装置(アル

ファ線用)及び核種分析装置(ガンマ線用)は，MO

X燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

環境試料測定設備チ.(2)(i)-4のうち，チ.(2)

(i)-5核種分析装置(アルファ線用)及び核種分

析装置(ガンマ線用)は，MOX燃料加工施設と共用

するが，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺

監視区域が同一の区域であることにより，測定結

果の共有を図る設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-2

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-2と同義であり整

合している。 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-3を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

設工認のチ.(2)(i)-4

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-4とと同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(i)-5

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-5を具体的に記載

しており整合してい

る。 
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チ-10 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

重大事故等時において，再処理施設チ.(2)

(i)-6外へ放出する放射性物質の濃度及び周

辺監視区域境界付近の空気中の放射性物質の

濃度を測定するため，試料分析関係設備を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 重大事故等時において，試料分析関係設備のう

ち，放出管理分析設備の放射能測定装置(アルフ

ァ・ベータ線用)，放射能測定装置(低エネルギー

ベータ線用)及び核種分析装置(ガンマ線用)並び

に環境試料測定設備の核種分析装置(ガンマ線

用)を常設重大事故等対処設備として位置付け，

再処理施設チ.(2)(i)-6から放出される放射性

物質の濃度及び周辺監視区域境界付近の空気中

の放射性物質の濃度を測定する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-6

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-6と同義であり整

合している。 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

試料分析関係設備の常設重大事故等対処設

備に給電するための，受電開閉設備，所内高圧

系統，所内低圧系統については，「リ． (１)

(ⅰ) 電気設備」に示す。 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

  6.3 試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-7試料分析関係設備は，放出管理

分析設備及び環境試料測定設備で構成し，重大

事故等時において，捕集した試料のチ.(2)(i)

-8放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－1

4及びトリチウムの濃度を測定チ.(2)(i)-9で

きる設計とする。 

 チ.(2)(i)-7放出管理分析設備の放射能測定

装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低

エネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)並びに環境試料測定設備の核種分析装置

(ガンマ線用)は，重大事故等時において，捕集し

た試料のチ.(2)(i)-8放射性物質の濃度を測定

し，及びその結果を記録できるように，測定値を

指示チ.(2)(i)-9する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-7

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ.(2) 

(i)-7を具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

設工認のチ.(2)(i)-8

及びチ.(2)(i)-9は，

事業変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(i)-8

及びチ.(2)(i)-9と同

義であり整合してい

る。 
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チ-11 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.4 代替試料分析関係設備   

重大事故等時において，試料分析関係設備が

機能喪失した場合に，その機能を代替する代替

試料分析関係設備を可搬型重大事故等対処設

備としてチ.(2)(i)-10配備する。 

 重大事故等時において，試料分析関係設備が機

能喪失した場合に，その機能を代替する代替試料

分析関係設備を可搬型重大事故等対処設備とし

てチ.(2)(i)-10設ける設計とする。 

可搬型試料分析設備は，放出管理分析設備が機

能喪失した場合に，排気サンプリング設備(主排

気筒)，排気サンプリング設備(使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒)及び可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した放射性物質の濃度を測定し，及

びその結果を記録できるように，測定値を指示す

る設計とする。 

可搬型試料分析設備は，環境試料測定設備が機

能喪失した場合に，ダストモニタ及び可搬型ダス

トモニタで捕集した放射性物質の濃度を測定し，

及びその結果を記録できるように，測定値を指示

する設計とする。 

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装

置は，再処理施設からの放射性物質の放出のおそ

れがあると判断した場合に，再処理施設及びその

周辺で採取した，水中及び土壌中の放射性物質の

濃度を測定し，及びその結果を記録できるよう

に，測定値を指示する設計とする。 

 

 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

0は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-10と同義であり

整合している。 

 

 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設

備で構成する。 

 代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備

の可搬型放射能測定装置，可搬型トリチウム測定

装置及び可搬型核種分析装置で構成する。 

 

 

 

 

 

 

  

6296



 

チ-12 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

チ.(2)(i)-11重大事故等時において，環境

試料測定設備及び可搬型試料分析設備の一部

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

環境試料測定設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

 

可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

チ.(2)(i)-11可搬型放射能測定装置及び可搬

型核種分析装置は，MOX燃料加工施設と共用する。 

チ.(2)(i)-11環境試料測定設備の核種分析装

置(ガンマ線用)は，MOX燃料加工施設と共用する。 

設工認のチ.(2)(i)-1

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-11を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

チ.(2)(i)-12重大事故等時において，共用

する環境試料測定設備及びチ.(2)(i)-13可搬

型試料分析設備の一部は，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を

及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境試料測定設

備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時

の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置は，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(i)-12共用するチ.

(2)(i)-13可搬型放射能測定装置及び可搬型核

種分析装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，十分な容量及

び台数を確保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

MOX燃料加工施設と共用する環境試料測定設備

の核種分析装置(ガンマ線用)は，再処理施設及び

MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な容量及び台数を確保することで，共用

によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

設工認のチ.(2)(i)-1

2は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-12と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

3は，事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-13を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-13 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.3 試料分析関係設備   

内的事象を要因とチ.(2)(i)-14して発生し

た場合に対処に用いるチ.(2)(i)-15試料分析

関係設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学

薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して

代替設備による機能の確保，修理の対応チ.

(2)(i)-16等により重大事故等チ.(2)(i)-17

に対処するための機能を損なわない設計とす

る。 

 内的事象を要因とチ.(2)(i)-14する重大事故

等が発生した場合に対処に用いるチ.(2)(i)-15

放出管理分析設備の放射能測定装置(アルファ・

ベータ線用)，放射能測定装置(低エネルギーベー

タ線用)及び核種分析装置(ガンマ線用)並びに環

境試料測定設備の核種分析装置(ガンマ線用)は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる

場合，代替設備による機能の確保又は修理の対応

チ.(2)(i)-16の手順を保安規定に定め管理する

ことにより重大事故等チ.(2)(i)-17への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

4は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-14と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

5は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-15を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

(本文）のチ.(2)(i)-1

6は，具体的な設計内

容として保安規定に

定めて管理すること

を記載しており整合

している。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

7は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-17と同義であり

整合している。 
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チ-14 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.4 代替試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-18代替試料分析関係設備は，試

料分析関係設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を試料分

析関係設備が設置される建屋から100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，主排気筒管理建屋にも保管するこ

とで位置的分散を図る。 

 チ.(2)(i)-18可搬型試料分析設備は，共通要

因によって試料分析関係設備と同時にその機能

が損なわれるおそれがないように，故障時のバッ

クアップを含めて必要な数量を試料分析関係設

備が設置される建屋から100m以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとともに，主

排気筒管理建屋にも保管することで位置的分散

を図る設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

8は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-18を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

  6.3 試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-19試料分析関係設備は，安全機

能を有する施設として使用する場合と同様に

重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 チ.(2)(i)-19放出管理分析設備の放射能測定

装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低

エネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)並びに環境試料測定設備の核種分析装置

(ガンマ線用)は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-1

9は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-19を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

チ.(2)(i)-20試料分析関係設備の放出管理

分析設備は，再処理施設から放出される放射性

物質の濃度を測定するために必要な計測範囲

に対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，チ.(2)(i)-21１台を有する設計とする。 

 チ.(2)(i)-20放出管理分析設備の放射能測定

装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低

エネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)は，再処理施設から放出される放射性物

質の濃度を測定するために必要な計測範囲に対

して十分な容量を有する設計とするとともに，

チ.(2)(i)-21十分な台数を有する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-2

0は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(i)-20を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(i)-21は

変更許可申請書（本

文）の「チ.(2)(i)(a)

 (ｲ)放出管理分析設

備」に示す。 

 

 

 

6299



 

チ-15 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-

22試料分析関係設備の環境試料測定設備は，

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放出

される放射性物質の濃度を測定するために必

要な計測範囲に対して十分な容量を有する設

計とするとともに，チ.(2)(i)-23１台を有す

る設計とする。 

 

 MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-22環

境試料測定設備の核種分析装置(ガンマ線用)は，

再処理施設及びMOX燃料加工施設から放出される

放射性物質の濃度を測定するために必要な計測

範囲に対して十分な容量を有する設計とすると

ともに，チ.(2)(i)-23十分な台数を有する設計

とする。 

設工認のチ.(2)(i)-2

2は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(i)-22と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(i)-23 

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2)(i)(a)

 (ｲ)環境試料測定設

備」に示す。 

 

 

 

  6.4 代替試料分析関係設備   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-

24可搬型試料分析設備の可搬型放射能測定装

置は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から

放出される放射性物質の濃度を測定できる計

測範囲を有する設計とするとともに，保有数

は，チ.(2)(i)-25必要数として１台，予備とし

て故障時のバックアップを１台の合計２台以

上を確保する。 

 MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-24可

搬型放射能測定装置は，再処理施設及びMOX燃料

加工施設から放出される放射性物質の濃度を測

定できる計測範囲を有する設計とするとともに，

保有数は，チ.(2)(i)-25必要数及び予備として

故障時のバックアップを含め十分な台数を確保

する設計とする。 

設工認のチ.(2)(i)-2

4は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-24と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(i)-25は

変更許可申請書（本

文）の「チ.(2)(i)(a)

 (ﾛ)可搬型放射能測

定装置」に示す。 
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チ-16 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

チ.(2)(i)-26可搬型試料分析設備の可搬型

トリチウム測定装置は，再処理施設から放出さ

れる放射性物質の濃度を測定できる計測範囲

を有する設計とするとともに，保有数は，チ.

(2)(i)-27必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上を確

保する。 

 

 チ.(2)(i)-26可搬型トリチウム測定装置は，

再処理施設から放出される放射性物質の濃度を

測定できる計測範囲を有する設計とするととも

に，保有数は，チ.(2)(i)-27必要数及び予備とし

て故障時のバックアップを含め十分な台数を確

保する設計とする。 

設工認のチ.(2)(i)-2

6は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-26と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(i)-27は

「チ.(2)(i)(a)(ﾛ)可

搬型トリチウム測定

装置」に示す。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-

28可搬型試料分析設備の可搬型核種分析装置

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設から放

出される放射性物質の濃度を測定できる計測

範囲を有する設計とするとともに，保有数は，

チ.(2)(i)-29必要数として２台，予備として

故障時のバックアップを２台の合計４台以上

を確保する。 

 

 MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(i)-28可

搬型核種分析装置は，再処理施設及びMOX燃料加

工施設から放出される放射性物質の濃度を測定

できる計測範囲を有する設計とするとともに，保

有数は，チ.(2)(i)-29必要数及び予備として故

障時のバックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-2

8は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-28と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(i)-29は

「チ.(2)(i)(a)(ﾛ)可

搬型核種分析装置」に

示す。 

 

 

 

チ.(2)(i)-30代替試料分析関係設備は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる主排気

筒管理建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 チ.(2)(i)-30可搬型試料分析設備は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる主排気筒管理

建屋，第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所

に保管し，風(台風)等により重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

0は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(i)-30を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-17 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.3 試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-31試料分析関係設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，分析建屋及び環境管理

建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に設置することにより，機能を損なわない設計

とする。 

 チ.(2)(i)-31放出管理分析設備の放射能測定

装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低

エネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)並びに環境試料測定設備の核種分析装置

(ガンマ線用)は内部発生飛散物の影響を考慮し，

分析建屋及び環境管理建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に設置することにより，重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(i)-31具体的に記載

しており整合してい

る。 

 

 

  6.4 代替試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-32代替試料分析関係設備は内部

発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設計と

する。 

 チ.(2)(i)-32可搬型試料分析設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，第1

保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管すること

により，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

2は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-32を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-18 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.3 試料分析関係設備   

チ.(2)(i)-33試料分析関係設備及びチ.(2)

(i)-34代替試料分析関係設備は，チ.(2)(i)-3

5再処理施設の運転中又は停止中に校正，機能

の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

 チ.(2)(i)-33放出管理分析設備の放射能測定

装置(アルファ・ベータ線用)，放射能測定装置(低

エネルギーベータ線用)及び核種分析装置(ガン

マ線用)並びに環境試料測定設備の核種分析装置

(ガンマ線用)は，チ.(2)(i)-35通常時において，

重大事故等に対処するために必要な機能を確認

するため，校正，機能の確認，性能の確認及び外

観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

6.4 代替試料分析関係設備 

チ.(2)(i)-34可搬型試料分析設備は，チ.(2)

(i)-35通常時において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を確認するため，校正，機能の

確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計と

する。 

設工認のチ.(2)(i)-3

3は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-33を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

4は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-34を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(i)-3

5は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(i)-35と同義であり

整合している。 
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チ-19 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(a) 主要な設備 

(ｲ) 試料分析関係設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

放出管理分析設備（設計基準対象の施設と

兼用） 

  

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

  

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 

１ 台 
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チ-20 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

放射能測定装置（チ.(2)(i)(a)(ｲ)-1液体

シンチレーションカウンタ）１ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2) (i)

(a)(ｲ)-1は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(i)(a) (ｲ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

 

チ.(2) (i)(a)(ｲ)-1 
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チ-21 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

核種分析装置 １ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【放射線管理施設】 (仕様表) 
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チ-22 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

環境試料測定設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準

対象の施設と兼用） 

核種分析装置 １ 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【放射線管理施設】 (仕様表) 
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チ-23 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾛ) 代替試料分析関係設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

チ.(2)(i)(a)(ﾛ)-1２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2) (i)

(a)(ﾛ)-1は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(i)(a) (ﾛ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

 

チ.(2) (i)(a)(ﾛ)-1 
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チ-24 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型核種分析装置 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

チ.(2)(i)(a)(ﾛ)-2４ 台（予備として故

障時のバックアップを２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

設工認のチ.(2) (i)

(a)(ﾛ)-2は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(i)(a) (ﾛ)-2

と同義であり整合し

ている。 

 

 

チ.(2)(i)(a)(ﾛ)-2 

(i)(a)(ﾛ)-1 
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チ-25 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型トリチウム測定装置  

チ.(2)(i)(a)(ﾛ)-3２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2) (i)

(a)(ﾛ)-3は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(i)(a) (ﾛ)-3

と同義であり整合し

ている。 

 

 

チ.(2)(i)(a)(ﾛ)-3 

(i)(a)(ﾛ)-1 
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チ-26 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 放射線監視設備 (2) 屋外モニタリング設備 (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

  

再処理施設チ.(2)(ⅱ)-1外へ放出する放射

性物質の濃度並びに周辺監視区域境界付近の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための屋外モニタリング設備

チ.(2)(ⅱ)-2として，排気モニタリング設備，

排水モニタリング設備及び環境モニタリング

設備チ.(2)(ⅱ)-3を設ける。 

 

再処理施設外へ放出する放射性物質の放射能

レベル及び再処理施設周辺の放射線レベルを監

視するため屋外モニタリング設備を設ける。 

屋外モニタリング設備は，排気モニタリング設

備，排水モニタリング設備及び環境モニタリング

設備で構成する。 

屋外モニタリング設備チ.(2)(ⅱ)-2は，

排気モニタリング設備，排水モニタリング設

備及び環境モニタリング設備で構成する。 

 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

再処理施設チ.(2)(ⅱ)-1から放出される

放射性物質の濃度を監視するための排気モ

ニタリング設備チ.(2)(ⅱ)-3として，主排

気筒ガスモニタ，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備

及び冷却空気出口シャフトモニタを設置す

る設計とする。 

 

6.1.2.2 排水モニタリング設備 

再処理施設チ.(2)(ⅱ)-1から放出される

放射性物質の濃度を監視するための排水モ

ニタリング設備チ.(2)(ⅱ)-3として，排水

サンプリング設備を設置し，放出の異常を確

認するための排水モニタを設置する設計と

する。 

排水サンプリング設備は，排水をサンプリ

ングする設計とする。 

  

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための環境モニタリング設備

チ.(2)(ⅱ)-3として，モニタリングポスト，

ダストモニタ及び積算線量計を設置する設

計とする。  

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

2は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-2と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

1は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-1と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

3は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-3を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-27 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1.2.1 排気モニタリング設備 

主排気筒ガスモニタ及び排気サンプリン

グ設備(主排気筒)は，主排気筒管理建屋に収

納する。 

主排気筒管理建屋は，地上1階の建物とす

る設計とする。 

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値は，

中央制御室において指示及び記録するとと

もに，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えた場合に，中央制御室において警報を

発する設計とする。 

主排気筒ガスモニタ及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値は，

緊急時対策所においても指示する設計とす

る。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室においても使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒ガスモニタの測定値を指示及

び記録するとともに，放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えた場合に，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室におい

ても警報を発する設計とする。 

排気サンプリング設備は，主排気筒，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒，使用済燃料

輸送容器管理建屋換気筒，ハル・エンドピー

ス及び第1ガラス固化体貯蔵建屋換気筒並び

に低レベル廃棄物処理建屋換気筒から放出

される排気中の放射性物質を連続的に捕集

する設計とする。 

冷却空気出口シャフトには，冷却空気出口

シャフトモニタを設け，排気口から放出され

る放射性希ガスを監視する設計とする。 

冷却空気出口シャフトモニタの測定値は，

中央制御室において指示及び記録するとと
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チ-28 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

もに，放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えた場合に，中央制御室において警報を

発する設計とする。 

 

 

 

  6.1.2.1 排気モニタリング設備   

チ.(2)(ⅱ)-4排気モニタリング設備のう

ち，主排気筒の排気筒モニタ及び排気サンプリ

ング設備は，主排気筒管理建屋に収納する。 

 

 チ.(2)(ⅱ)-4主排気筒ガスモニタ及び排

気サンプリング設備(主排気筒)は，主排気筒

管理建屋に収納する。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

4は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-4と同義であり

整合している。 
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チ-29 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

主排気筒管理建屋チ.(2)(ⅱ)-5の主要構造

は，鉄筋コンクリート造で，地上１階チ.(2)

(ⅱ)-6，建築面積約300ｍ２の建物である。 

 

 

 主排気筒管理建屋チ.(2)(ⅱ)-5は，地上1

階の建物とする設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

5は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-5と同義であり

整合している。 

 

12.5m× 

25.5m=318.75m2は約 

300m 2であることか

ら，設工認のチ.(2)

(ⅱ)-6は事業変更許

可申請書(本文)のチ.

(2)(ⅱ)-6と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-6 

6314



 

チ-30 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

主排気筒管理建屋機器配置概要図を第183図

に示す。 

 

  事業変更許可申請書

(本文)において許可

を受けた「主排気筒管

理建屋機器配置概要

図」は，本設工認の対

象外である。 

 

 

  6.1.2.3 環境モニタリング設備   

環境モニタリング設備は，モニタリングポス

ト，ダストモニタ及び積算線量計チ.(2)(ⅱ)-

7で構成し，周辺監視区域境界付近に設ける。 

 周辺監視区域境界付近の空間放射線量，空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃

度を監視するための環境モニタリング設備

として，モニタリングポスト，ダストモニタ

及び積算線量計チ.(2)(ⅱ)-7を設置する設

計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

7は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-7と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，

チ.(2)(ⅱ)-8再処理施設及びＭＯＸ燃料加工

施設の周辺監視区域境界付近の空間放射線量

率及び空気中の放射性物質の濃度の測定を行

うための設備であり，周辺監視区域が同一の区

域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

チ.(2)(ⅱ)-9し，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。また，積算線量計は，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

する。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，

MOX燃料加工施設と共用する。 

 

モニタリングポスト及びダストモニタは，

チ.(2)(ⅱ)-8MOX燃料加工施設と共用チ.

(2)(ⅱ)-9するが，仕様及び運用を各施設で

同一とし，周辺監視区域が同一の区域である

ことにより，監視結果の共有を図る設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

8は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-8と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

9は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-9と同義であり

整合している。 
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チ-31 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

また，積算線量計は，チ.(2)(ⅱ)-10再処理

施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

の周辺監視区域付近の空間放射線量測定のた

めの設備であり，周辺監視区域が同一の区域で

あることからＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物

管理施設と共用チ.(2)(ⅱ)-11し，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

共用するモニタリングポスト，ダストモニタ及

び積算線量計は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，周辺監視区域が同一の区域であることによ

り，監視結果の共有を図る設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

また，積算線量計は，MOX燃料加工施設及

び廃棄物管理施設と共用する。 

 

また，積算線量計は，チ.(2)(ⅱ)-10MOX燃

料加工施設及び廃棄物管理施設と共用チ.

(2)(ⅱ)-11するが，仕様及び運用を各施設

で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であ

ることにより監視結果の共有を図る設計と

することで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

10は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-10と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

11は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-11と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6316



 

チ-32 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1.2.1 排気モニタリング設備   

重大事故等時において，再処理施設から大気

中へ放出される放射性物質の濃度チ.(2)(ⅱ)

-12並びに周辺監視区域における放射性物質

の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びに

その結果を記録するため，チ.(2)(ⅱ)-13放射

線監視設備を常設重大事故等対処設備として

位置付ける。 

 重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-13排

気モニタリング設備のうち主排気筒ガスモ

ニタ，排気サンプリング設備(主排気筒)，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

及び排気サンプリング設備(使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒)，北換気筒(使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒)並びに使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトを常設重

大事故等対処設備として位置付け，再処理施

設から大気中へ放出される放射性物質の濃

度チ.(2)(ⅱ)-12を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録する設計とする。 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-13環

境モニタリング設備のうちモニタリングポ

スト及びダストモニタを常設重大事故等対

処設備として位置付けチ.(2)(ⅱ)-12，周辺

監視区域における線量及び放射性物質の濃

度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

12は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-12と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

13は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-13を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-33 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1.2.1 排気モニタリング設備   

チ.(2)(ⅱ)-14放射線監視設備は，主排気筒

の排気モニタリング設備，北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリン

グ設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）チ.(2)(ⅱ)-15，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備のダクト及び環境モニタリ

ング設備で構成する。 

 

 重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-14排

気モニタリング設備のうち主排気筒ガスモ

ニタ，排気サンプリング設備(主排気筒)，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ

及び排気サンプリング設備(使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒)，北換気筒(使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒)チ.(2)(ⅱ)-15並

びに使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクトを常設重大事故等対処設備として位

置付け，再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録する設計とする。 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

重大事故等時において，環境モニタリング

設備のうちモニタリングポスト及びダスト

モニタを常設重大事故等対処設備として位

置付け，周辺監視区域における線量及び放射

性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びに

その結果を記録する設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

14は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-14を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

15は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-15と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

  6.1.2.1 排気モニタリング設備   

重大事故等時において，放射性気体廃棄物の

廃棄施設からの放出が想定される主排気筒及

び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）をモニタリング対象とする。 

排気モニタリング設備は，放射性気体廃棄物の

廃棄施設からの放出が想定される主排気筒及び

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

をモニタリング対象とする設計とする。 

排気モニタリング設備は，重大事故等時に

おいて，放射性気体廃棄物の廃棄施設からの

放出が想定される主排気筒及び北換気筒(使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)をモニタ

リング対象とする。 
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チ-34 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1.2.3 環境モニタリング設備   

重大事故等時において，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の周辺監視区域境界付近の空

間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度

をモニタリング対象とする。 

 環境モニタリング設備は，重大事故等時に

おいて，再処理施設及びMOX燃料加工施設の

周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及

び空気中の放射性物質の濃度をモニタリン

グ対象とする。 

 

環境モニタリング設備は，非常用所内電源

系統に加えて，環境モニタリング用代替電源

設備である環境モニタリング用可搬型発電

機からの給電を可能とする設計とする。 

 

  

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-16放射

線監視設備が機能喪失した場合に，その機能を

代替するチ.(2)(ⅱ)-17代替モニタリング設

備を可搬型重大事故等対処設備としてチ.(2)

(ⅱ)-18配備する。 

 重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-16排

気モニタリング設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替するチ.(2)(ⅱ)-17代替排

気モニタリング設備を可搬型重大事故等対

処設備としてチ.(2)(ⅱ)-18設ける設計と

する。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

重大事故等時において，チ.(2)(ⅱ)-16環

境モニタリング設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替するチ.(2)(ⅱ)-17代替環

境モニタリング設備を可搬型重大事故等対

処設備としてチ.(2)(ⅱ)-18設ける設計と

する。 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

16は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-16を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

17は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-17を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

18は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-18と同義であ

り，整合している。 
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チ-35 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

代替電源設備の一部である使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

チ.(2)(ⅱ)-19北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

の代替設備である可搬型排気モニタリング設

備は，チ.(2)(ⅱ)-20「リ．（１)（ⅰ） 電気

設備」の一部である，代替電源設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

より電力を受電する設計とする。 

 

 チ.(2)(ⅱ)-19使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒ガスモニタ及び排気サンプリング

設備(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)の

代替設備である可搬型排気モニタリング設

備は，チ.(2)(ⅱ)-20電気設備の一部であ

る，代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機により電力を受

電する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

19は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-19を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

20は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-20と同義であ

り，整合している。 
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チ-36 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

放射線監視設備の常設重大事故等対処設備

に給電するための，受電開閉設備，所内高圧系

統，所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備

については，「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，

代替モニタリング設備の可搬型重大事故等対

処設備に給電するための代替電源設備につい

ては「リ． (１) (ⅰ) 電気設備」に，可搬型

排気モニタリング用発電機等へ給油するため

の補機駆動用燃料補給設備については，「リ．

 (４) (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」及び「リ.(4)

 (ⅶ) 補機駆動用燃

料補給設備」に示す。 
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チ-37 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2.1 代替排気モニタリング設備   

チ.(2)(ⅱ)-21代替モニタリング設備は，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ表示装

置，可搬型排気モニタリング用発電機，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一

部，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置，可搬型環境モ

ニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備チ.(2)(ⅱ)-22及び監視測定用運搬

車で構成する。 

 

 チ.(2)(ⅱ)-21代替排気モニタリング設

備は，可搬型排気モニタリング設備の可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設

備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニ

タリング用発電機，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備のダクトの一部チ.(2)(ⅱ)-2

2並びに監視測定用運搬車で構成する。 

可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒

又は北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒)から大気中へ放出される放射性物質

を連続的に捕集するとともに，放射性希ガス

の濃度を連続測定する設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-21代替環境モニタリング設

備は，可搬型環境モニタリング設備の可搬型

線量率計及び可搬型ダストモニタ，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置，可搬型デ

ータ表示装置，可搬型建屋周辺モニタリング

設備のガンマ線用サーベイメータ(SA)，中性

子線用サーベイメータ(SA)，アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ(SA)及び可搬型ダス

トサンプラ(SA)，可搬型環境モニタリング用

発電機チ.(2)(ⅱ)-22並びに監視測定用運

搬車で構成する。 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

21は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-21を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

22は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-22と同義であ

り，整合している。 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-23代替モニタリング設備は，常

設モニタリング設備（モニタリングポスト等）

が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配

備する設計とする。 

  変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-23

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2)(i) (a)

(ﾛ)代替モニタリング

設備」に示す。 
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チ-38 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-24重大事故等時において，環境

モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用

発電機，可搬型環境モニタリング設備，可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置，可搬型環

境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬

車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

環境モニタリング設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。 

 

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境

モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機

及び監視測定用運搬車は，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。 

チ.(2)(ⅱ)-24環境モニタリング設備は，

MOX燃料加工施設と共用する。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-24可搬型排気モニタリング

用発電機及び監視測定用運搬車は，MOX燃料

加工施設と共用する。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-24可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，MOX燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

24は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-24と同義であ

り，整合している。 
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チ-39 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-25重大事故等時において，共用

する環境モニタリング設備，可搬型排気モニタ

リング用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置，可搬型環境モニタリング用発電機及び監視

測定用運搬車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設における重大事故等対処を考慮し，共用

によって重大事故時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用によって

重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排気モ

ニタリング用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定

用運搬車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用によって

重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅱ)-25共用す

る環境モニタリング設備は，再処理施設及び

MOX燃料加工施設における重大事故等対処を

考慮し，十分な容量及び台数を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。 

 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅱ)-25共用す

る可搬型排気モニタリング用発電機は，再処

理施設及びMOX燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，十分な容量及び台数を確

保することで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅱ)-25共用す

る監視測定用運搬車は，再処理施設及びMOX

燃料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な台数を確保することで，共用に

よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅱ)-25共用す

る可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用発電機は，再処理施設及

びMOX燃料加工施設における重大事故等対処

を考慮し，十分な容量及び台数を確保するこ

とで，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

25は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-25と同義であ

り，整合している。 
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チ-40 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

6.2.2 代替排気モニタリング設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅱ)-25共用す

る可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設にお

ける重大事故等対処を考慮し，十分な台数を

確保することで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とする。 
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チ-41 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

8.2.2  設計方針 

ａ．常設重大事故等対処設備 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-26放射線監視設備のうち，内的

事象を要因として発生した場合に対処に用い

るチ.(2)(ⅱ)-27北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクト，代替モニタリング設備の使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部及び環

境モニタリング設備は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散

物に対して代替設備による機能の確保，修理の

対応チ.(2)(ⅱ)-28等により重大事故等チ.

(2)(ⅱ)-29に対処するための機能を損なわな

い設計とする。 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因として

発生した場合に対処に用いる北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクト，代替モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部，環境モニ

タリング設備，試料分析関係設備及び環境管理設

備の気象観測設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応により機能を維持する設計とする。 

また，放射線監視設備の環境モニタリング設備

は，森林火災発生時に消防車による事前散水によ

る延焼防止を図るとともに代替設備により機能

を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-26内的事象を要因とする重

大事故等が発生した場合に対処に用いる

チ.(2)(ⅱ)-27使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒ガスモニタ，排気サンプリング設備

(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)，北換

気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒)及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトは，自然現象，人為事象，溢水，化学薬

品漏えい，火災及び内部発生飛散物により機

能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保又は修理の対応チ.(2)(ⅱ)-28の手順

を保安規定に定め管理することにより重大

事故等チ.(2)(ⅱ)-29への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-26内的事象を要因とする重

大事故等が発生した場合に対処に用いる環

境モニタリング設備は，自然現象，人為事象，

溢水，化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛

散物により機能が損なわれる場合，代替設備

による機能の確保又は修理の対応チ.(2)

(ⅱ)-28の手順を保安規定に定め管理する

ことにより重大事故等チ.(2)(ⅱ)-29への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

26は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-26と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

27は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-27を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

(本文）のチ.(2)(ⅱ)-

28は，具体的な設計内

容として保安規定に

定めて管理すること

を記載しており整合

している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

29は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-29と同義であ

り，整合している。 
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チ-42 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-26内的事象を要因とする重

大事故等が発生した場合に対処に用いる代

替排気モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，自

然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物により機能が損な

われる場合，代替設備による機能の確保又は

修理の対応チ.(2)(ⅱ)-28の手順を保安規

定に定め管理することにより重大事故等

チ.(2)(ⅱ)-29への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-30代替モニタリング設備のう

ち，主排気筒をモニタリング対象とする可搬型

排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置，可搬型データ表示装置及

び可搬型排気モニタリング用発電機は，チ.

(2)(ⅱ)-31放射線監視設備の主排気筒の排気

モニタリング設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量をチ.

(2)(ⅱ)-32放射線監視設備の主排気筒の排気

モニタリング設備が設置される建屋から100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，主排気筒管理建屋及び制御

建屋にも保管することで位置的分散を図る。 

 

代替モニタリング設備のうち，主排気筒をモニ

タリング対象とする可搬型排気モニタリング設

備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置及び可搬型排気モニタリ

ング用発電機は，放射線監視設備の主排気筒の排

気モニタリング設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量を放射線監

視設備の主排気筒の排気モニタリング設備が設

置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，主排気筒

管理建屋内及び制御建屋にも保管することで位

置的分散を図る。 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-30主排気筒をモニタリング

対象とする可搬型排気モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可

搬型データ表示装置及び可搬型排気モニタ

リング用発電機は，共通要因によってチ.

(2)(ⅱ)-31主排気筒ガスモニタ及び排気サ

ンプリング設備(主排気筒)と同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時

のバックアップを含めて必要な数量をチ.

(2)(ⅱ)-32主排気筒ガスモニタ及び排気サ

ンプリング設備(主排気筒)が設置される建

屋から100m以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，主排気筒管

理建屋及び制御建屋にも保管することで位

置的分散を図る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

30は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-30と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

31及びチ.(2)(ⅱ)-32

は，事業変更許可申請

書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-31及びチ. (2)

(ⅱ)-32を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-43 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

主排気筒管理建屋及び制御建屋内に保管す

る場合はチ.(2)(ⅱ)-33放射線監視設備の主

排気筒の排気モニタリング設備が設置される

場所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る。 

 

主排気筒管理建屋内及び制御建屋内に保管す

る場合は放射線監視設備の主排気筒の排気モニ

タリング設備が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

主排気筒管理建屋及び制御建屋に保管す

る場合はチ.(2)(ⅱ)-33主排気筒ガスモニ

タ及び排気サンプリング設備(主排気筒)が

設置される場所と異なる場所に保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

33は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-33を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-34代替モニタリング設備のう

ち，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）をモニタリング対象とする可搬型排気モ

ニタリング設備及び可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置は，チ.(2)(ⅱ)-35放射線監

視設備の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含めて必

要な数量をチ.(2)(ⅱ)-36放射線監視設備の

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備が設置される建屋か

ら100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで位置的

分散を図る。 

 

 

代替モニタリング設備のうち，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）をモニタリング

対象とする可搬型排気モニタリング設備及び可

搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，放射

線監視設備の北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備と共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を放射線監視設備の北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散して保管す

ることで位置的分散を図る。 

チ.(2)(ⅱ)-34北換気筒(使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒)をモニタリング対象と

する可搬型排気モニタリング設備及び可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置は，共

通要因によってチ.(2)(ⅱ)-35使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及び排気

サンプリング設備(使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒)と同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時のバックアップ

を含めて必要な数量をチ.(2)(ⅱ)-36使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ及

び排気サンプリング設備(使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒)が設置される建屋から

100m以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで位置

的分散を図る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

34は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-34と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

35及びチ.(2)(ⅱ)-36

は，事業変更許可申請

書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-35及びチ. (2)

(ⅱ)-36を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

チ.(2)(ⅱ)-37代替モニタリング設備のう

ち，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環

境モニタリング用発電機は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量を

放射線監視設備の環境モニタリング設備が設

置される周辺監視区域境界付近から100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を図る。 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機，代

替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モ

ニタリング用代替電源設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備又は環境管理設備と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を放射線監視設備の環境モニタリング

設備及び環境管理設備が設置される周辺監視区

域境界付近，環境管理建屋近傍及び再処理施設の

敷地内の露場から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-37可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機

は，共通要因によって環境モニタリング設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を環境モニタリング設備が設置さ

れる周辺監視区域境界付近から100m以上の

離隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

37は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-37と同義であ

り，整合している。 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-38代替モニタリング設備の可

搬型建屋周辺モニタリング設備は，放射線監視

設備の環境モニタリング設備と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時バックアップを含めて必要な

数量を放射線監視設備の環境モニタリング設

備が設置される周辺監視区域境界付近から100

ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，制御建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置的分

散を図る。 

 

代替モニタリング設備の可搬型建屋周辺モニ

タリング設備は，放射線監視設備の環境モニタリ

ング設備と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時バックア

ップを含めて必要な数量を放射線監視設備の環

境モニタリング設備が設置される周辺監視区域

境界付近から100ｍ以上の離隔距離を確保した外

部保管エリアに保管するとともに，制御建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで

位置的分散を図る。 

6.2.2 代替モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-38可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備は，共通要因によって環境モニタリ

ング設備と同時にその機能が損なわれるお

それがないように，故障時のバックアップを

含めて必要な数量を環境モニタリング設備

が設置される周辺監視区域境界付近から100

m以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，制御建屋及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋にも保管することで位置

的分散を図る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

38は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-38と同義であ

り，整合している。 
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チ-45 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(2) 悪影響防止 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-39放射線監視設備の主排気筒

の排気モニタリング設備の排気サンプリング

設備及びチ.(2)(ⅱ)-40代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダ

クトは，弁等の操作によって安全機能を有する

施設として使用する系統構成から重大事故等

対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリン

グ設備の排気サンプリング設備及び代替モニタ

リング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトは，弁等の操作によって安全機能を有

する施設として使用する系統構成から重大事故

等対処設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-39排気モニタリング設備の

排気サンプリング設備(主排気筒)は，弁等の

操作によって安全機能を有する施設として

使用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-40使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気設備のダクトは，弁等の操作によって

安全機能を有する施設として使用する系統

構成から重大事故等対処設備としての系統

構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

39は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-39と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

40は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-40と同義であ

り，整合している。 
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チ-46 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-41放射線監視設備のうち，主排

気筒の排気モニタリング設備のチ.(2)(ⅱ)-4

2排気筒モニタ，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

及び環境モニタリング設備は，安全機能を有す

る施設として使用する場合とチ.(2)(ⅱ)-43

同様に重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気モニタ

リング設備の排気筒モニタ，北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒），環境モニタリング設備，試料分析関係設

備及び環境管理設備の気象観測設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同様に重大

事故等対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-41排気モニタリング設備の

チ.(2)(ⅱ)-42主排気筒ガスモニタ，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒ガスモニタ，排

気サンプリング設備(使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒)及び北換気筒(使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒)は，安全機能を有す

る施設として使用する場合とチ.(2)(ⅱ)-4

3同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

環境モニタリング設備は，安全機能を有す

る施設として使用する場合とチ.(2)(ⅱ)-4

3同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

41は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-41と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

42は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-42を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

43は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-43と同義であ

り，整合している。 
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チ-47 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(3) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対策設備 

(a) 放射線監視設備 

 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-44主排気筒の排気モニタリン

グ設備及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備は，再処

理施設から放出される放射性物質の濃度の監

視，測定するために必要なサンプリング量及び

計測範囲に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒

管理建屋にチ.(2)(ⅱ)-45２系列を有する設

計とする。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタ

リング設備は，周辺監視区域境界付近におい

て，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定す

るために必要なサンプリング量及び計測範囲

に対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，チ.(2)(ⅱ)-46９台を有する設計とす

る。 

 

主排気筒の排気モニタリング設備及び北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備は，再処理施設から放出される

放射性物質の濃度の監視，測定するために必要な

サンプリング量及び計測範囲に対して十分な容

量を有する設計とするとともに，主排気筒管理建

屋及び北換気筒管理建屋に２系列を有する設計

とする。 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング設備は，周辺監視区域境界付近において，放

射性物質の濃度及び線量の監視，測定するために

必要なサンプリング量及び計測範囲に対して十

分な容量を有する設計とするとともに，９台を有

する設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-44排気モニタリング設備は，

再処理施設から放出される放射性物質の濃

度の監視，測定するために必要なサンプリン

グ量及び計測範囲に対して十分な容量を有

する設計とするとともに，主排気筒管理建屋

及び北換気筒管理建屋にチ.(2)(ⅱ)-45十

分な台数(排気サンプリング設備については

2系列)を有する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

MOX燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング設備は，周辺監視区域境界付近におい

て，放射性物質の濃度及び線量の監視，測定

するために必要なサンプリング量及び計測

範囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，チ.(2)(ⅱ)-46十分な台数を有

する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

44は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-44と同義であ

り，整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-45

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ｲ)主排気筒の排

気モニタリング設備

（設計基準対象の施

設と兼用）」，「チ.(2)

 (ⅱ)(a)(ｲ) 北換気

筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング

設備（設計基準対象の

施設と兼用）」に示す。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-46

は「チ.(2)(ⅱ)(a) 

(ｲ)環境モニタリング

設備（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用）（設計基

準対象の施設と兼

用）」に示す。 

 

 ＜中略＞ 
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チ-48 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 ｂ．可搬型重大事故等対策設備 

(a) 代替モニタリング設備 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設

から放出される放射性物質の濃度の監視，測定

に必要なサンプリング量及び計測範囲を有す

る設計とするとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)

-47必要数として２台，予備として故障時のバ

ックアップを２台の合計４台以上を確保する。 

 

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施設か

ら放出される放射性物質の濃度の監視，測定に必

要なサンプリング量及び計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として２台，

予備として故障時のバックアップを２台の合計

４台以上を確保する。 

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施

設から放出される放射性物質の濃度の監視，

測定に必要なサンプリング量及び計測範囲

を有する設計とするとともに，可搬型ガスモ

ニタの保有数は，チ.(2)(ⅱ)-47必要数及び

予備として故障時のバックアップを含め十

分な台数を確保する設計とし，可搬型排気サ

ンプリング設備の保有数は，必要数として2

台，予備として故障時のバックアップを2台

の合計4台以上を確保する設計とする。 

 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-47

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型ガスモ

ニタ」に示す。 

 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

は，可搬型排気モニタリング設備の測定値を衛

星通信により中央制御室及び緊急時対策所に

伝送できる設計とするとともに，保有数は，必

要数として２台，予備として故障時のバックア

ップを２台の合計４台以上を確保する。 

 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，

可搬型排気モニタリング設備の測定値を衛星通

信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送で

きる設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て２台，予備として故障時のバックアップを２台

の合計４台以上を確保する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置は，可搬型排気モニタリング設備の測定値

を衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送できる設計とするとともに，保有

数は，必要数として2台，予備として故障時

のバックアップを2台の合計4台以上を確保

する設計とする。 

 

 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排気

モニタリング用発電機は，可搬型排気モニタリ

ング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置，代替試料分析関係設備のうち，可搬型

核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置

に給電できる容量を有する設計とするととも

に，保有数は，チ.(2)(ⅱ)-48必要数として１

台，予備として故障時及び点検保守による待機

除外時のバックアップを２台の合計３台以上

を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，可搬型排気モニタリング

設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置，代替試料分析関係設備のうち，可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置に給電で

きる容量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，可搬型排気モニタリ

ング設備，可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置，可搬型核種分析装置及び可搬型ト

リチウム測定装置に給電できる容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，チ.(2)

(ⅱ)-48必要数並びに予備として故障時及

び点検保守による待機除外時のバックアッ

プを含め十分な台数を確保する設計とする。 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-48

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型排気モ

ニタリング用発電機」

に示す。 

 

 

  ＜中略＞ 
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チ-49 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング設備は，周辺監視区域において，

放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要

なサンプリング量及び計測範囲を有する設計

とするとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)-49必

要数として９台，予備として故障時のバックア

ップを９台の合計18台以上を確保する。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング設備は，周辺監視区域において，放射

性物質の濃度及び線量の監視，測定に必要なサン

プリング量及び計測範囲を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として９台，予備とし

て故障時のバックアップを９台の合計18台以上

を確保する。 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング設備は，周辺監視区域において，

放射性物質の濃度及び線量の監視，測定に必

要なサンプリング量及び計測範囲を有する

設計とするとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)

-49必要数及び予備として故障時のバック

アップを含め十分な台数を確保する設計と

する。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-49

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型環境モ

ニタリング設備（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共

用）」に示す。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング用データ伝送装置は，可搬型環境

モニタリング設備の測定値を衛星通信により

中央制御室及び緊急時対策所に伝送できる設

計とするとともに，保有数は，必要数として９

台，予備として故障時のバックアップを９台の

合計18台以上を確保する。 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置は，可搬型環境モニ

タリング設備の測定値を衛星通信により中央制

御室及び緊急時対策所に伝送できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として９台，予備と

して故障時のバックアップを９台の合計18台以

上を確保する。 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置は，可搬型環境

モニタリング設備の測定値を衛星通信によ

り中央制御室及び緊急時対策所に伝送でき

る設計とするとともに，保有数は，必要数と

して9台，予備として故障時のバックアップ

を9台の合計18台以上を確保する設計とす

る。 

 

  

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置から衛星通信によ

り伝送される可搬型ガスモニタ及び可搬型環

境モニタリング設備の測定値を指示できる設

計とするとともに，保有数は，必要数として１

台，予備として故障時のバックアップを１台の

合計２台以上を確保する。 

 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタリ

ング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリ

ング用データ伝送装置から衛星通信により伝送

される可搬型ガスモニタ及び可搬型環境モニタ

リング設備の測定値を指示できる設計とすると

ともに，保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時のバックアップを１台の合計２台以上

を確保する。 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型気象

観測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型ガスモニタ，可搬型環境モ

ニタリング設備及び可搬型気象観測設備の

測定値又は観測値を指示できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として1台，予

備として故障時のバックアップを1台の合計

2台以上を確保する設計とする。 
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チ-50 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

また，電源喪失により保存した記録が失われ

ないよう，電磁的に記録，保存するとともに，

必要な容量を保存できる設計とする。 

また，電源喪失により保存した記録が失われな

いよう，電磁的に記録，保存するとともに，必要

な容量を保存できる設計とする。 

また，電源喪失により保存した記録が失わ

れないよう，電磁的に記録，保存するととも

に，必要な容量を保存できる設計とする。 

 

  

  ＜中略＞ 

 

  

  6.2.2 代替環境モニタリング設備   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境

モニタリング用発電機は，チ.(2)(ⅱ)-50代替

モニタリング設備のうち，可搬型環境モニタリ

ング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置に給電できる容量を有する設計と

するとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)-51必要

数として９台，予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを10台の合

計19台以上を確保する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング用発電機は，代替モニタリング設備の

うち，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置に給電できる

容量を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として９台，予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを10 台の合計

19 台以上を確保する。 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング用発電機は，チ.(2)(ⅱ)-50可搬

型環境モニタリング設備及び可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置に給電できる

容量を有する設計とするとともに，保有数

は，チ.(2)(ⅱ)-51必要数並びに予備として

故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを含め十分な台数を確保する設

計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

50は事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅱ)-50と同義であ

り，整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-51

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型環境モ

ニタリング用発電機

（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用）」に示す。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型データ表示装置は，代替モニタリング

設備及び代替気象観測設備で同時に要求され

る測定値又は観測値の表示機能を有する設計

とし，兼用できる設計とする。 

 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリング設

備及び代替気象観測設備で同時に要求される測

定値又は観測値の表示機能を有する設計とし，兼

用できる設計とする。 

可搬型データ表示装置は，代替モニタリン

グ設備及び代替気象観測設備で同時に要求

される測定値又は観測値の表示機能を有す

る設計とし，兼用できる設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

可搬型データ表示装置は代替排気モニタ

リング設備と兼用する設計とする。 

6.7 代替気象観測設備 

可搬型データ表示装置は代替排気モニタリン

グ設備と兼用する設計とする。 

 

 

  

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-52可搬型建屋周辺モニタリン

グ設備のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）は，

建屋周辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするとともに，保有

数は，チ.(2)(ⅱ)-53必要数として８台，予備

として故障時のバックアップを８台の合計16

台以上を確保する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線

用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，

線量当量率を測定するための計測範囲を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として８

台，予備として故障時のバックアップを８台の合

計16 台以上を確保する。 

チ.(2)(ⅱ)-52ガンマ線用サーベイメー

タ(SA)は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)-53 

必要数及び予備として故障時のバックア

ップを含め十分な台数を確保する設計とす

る。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

52は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-52と同義であ

り，整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-53

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型建屋周

辺モニタリング設備」

に示す。 
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チ-52 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

チ.(2)(ⅱ)-54可搬型建屋周辺モニタリン

グ設備の中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）は，

建屋周辺において，線量当量率を測定するため

の計測範囲を有する設計とするとともに，保有

数は，チ.(2)(ⅱ)-55必要数として２台，予備

として故障時のバックアップを２台の合計４

台以上を確保する。 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備の中性子線

用サーベイメータ（ＳＡ）は，建屋周辺において，

線量当量率を測定するための計測範囲を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として２

台，予備として故障時のバックアップを２台の合

計４台以上を確保する。 

チ.(2)(ⅱ)-54中性子線用サーベイメー

タ(SA)は，建屋周辺において，線量当量率を

測定するための計測範囲を有する設計とす

るとともに，保有数は，チ.(2)(ⅱ)-55必要

数及び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

54は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-55と同義であ

り，整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅱ)-55

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅱ) 

(a)(ﾛ)可搬型建屋周

辺モニタリング設備」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-56可搬型建屋周辺モニタリン

グ設備のアルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）は，

建屋周辺において，空気中の放射性物質の濃度

を測定するためのサンプリング量及び計測範

囲を有する設計とするとともに，保有数は，必

要数として３台，予備として故障時のバックア

ップを３台の合計６台以上を確保する。 

 

可搬型建屋周辺モニタリング設備のアルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダ

ストサンプラ（ＳＡ）は，建屋周辺において，空

気中の放射性物質の濃度を測定するためのサン

プリング量及び計測範囲を有する設計とすると

ともに，保有数は，必要数として３台，予備とし

て故障時のバックアップを３台の合計６台以上

を確保する。 

 

チ.(2)(ⅱ)-56アルファ・ベータ線用サー

ベイメータ(SA)及び可搬型ダストサンプラ

(SA)は，建屋周辺において，空気中の放射性

物質の濃度を測定するためのサンプリング

量及び計測範囲を有する設計とするととも

に，アルファ・ベータ線用サーベイメータ(S

A)の保有数は，必要数及び予備として故障時

のバックアップを含め十分な台数を確保す

る設計とし，可搬型ダストサンプラ(SA)の保

有数は，必要数として3台，予備として故障

時のバックアップを3台の合計6台以上を確

保する設計とする。 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

56は事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2) 

(ⅱ)-56と同義であ

り，整合している。 
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チ-53 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(4) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

地震を要因チ.(2)(ⅱ)-57として発生した

場合に対処に用いるチ.(2)(ⅱ)-58主排気筒

の排気モニタリング設備の配管の一部は，チ.

(2)(ⅱ)-59「ロ.（７）（ⅱ）（ｂ）（ホ） 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでチ.(2)

(ⅱ)-60その機能を損なわない設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る主排気筒の排気モニタリング設備の配管の一

部は，「1.7.18 (5) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とする。 

地震を要因チ.(2)(ⅱ)-57とする重大事

故等が発生した場合に対処に用いるチ.(2)

(ⅱ)-58排気サンプリング設備(主排気筒)

の配管の一部は，チ.(2)(ⅱ)-59「9.2 重大

事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでチ.(2)(ⅱ)-60重

大事故等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる可搬型排気モニタリン

グ設備，可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気

モニタリング用発電機及び監視測定用運搬

車は，「9.2 重大事故等対処設備」の「9.

2.6 地震を要因とする重大事故等に対する

施設の耐震設計」に基づく設計とすることで

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる可搬型環境モニタリン

グ設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及

び可搬型環境モニタリング用発電機は，「9.

2 重大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐震

設計」に基づく設計とすることで重大事故等

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

57は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-57と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

58は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-58を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

59は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-59と同義であ

り，整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

60は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-60を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-54 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

6.4 代替試料分析関係設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる可搬型試料分析関係設備は，「9.

2 重大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることで重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

6.6 代替放射能観測設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる可搬型放射能観測設備は，「9.2

 重大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることで重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

6.7 代替気象観測設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる代替気象観測設備は，「9.2 重

大事故等対処設備」の「9.2.6 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

6.8 代替環境モニタリング用電源設備 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合

に対処に用いる環境モニタリング用可搬型発電

機は，「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.6 

地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることで重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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チ-55 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-61放射線監視設備の主排気筒

の排気モニタリング設備は，外部からの衝撃に

よる損傷を防止できる主排気筒管理建屋及び

制御建屋に設置し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。 

 

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリン

グ設備は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る主排気筒管理建屋及び制御建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-61主排気筒ガスモニタ及び

排気サンプリング設備(主排気筒)は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる主排気筒

管理建屋及び制御建屋に設置し，風(台風)等

により重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

61は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-61を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜中略＞ 
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チ-56 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-62代替モニタリング設備のう

ち，可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気

モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型建屋周辺モ

ニタリング設備及び可搬型環境モニタリング

用発電機は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる主排気筒管理建屋，制御建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・貯水所及び

第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニ

タリング設備，可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モ

ニタリング用発電機，可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型建屋周辺モニタリング設備及び可搬型環

境モニタリング用発電機は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる主排気筒管理建屋，制御建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

チ.(2)(ⅱ)-62可搬型排気モニタリング

設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モ

ニタリング用発電機は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる主排気筒管理建屋，制御

建屋，第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯

水所に保管し，風(台風)等により重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

＜中略＞ 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-62可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び

可搬型環境モニタリング用発電機は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる制御建屋，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，第1保管庫・

貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風

(台風)等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

62は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-62と同義であ

り，整合している。 
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チ-57 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-63代替モニタリング設備のう

ち，可搬型データ表示装置及び可搬型建屋周辺

モニタリング設備は，溢水量及び化学薬品の漏

えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護する設計とする。 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型データ表

示装置及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護す

る設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-63可搬型データ表示装置は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影

響を受けない高さへの保管，被水防護及び被

液防護する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-63可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

63は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-63と同義であ

り，整合している。 

 

 8.2.2  設計方針 

(4) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-64放射線監視設備は内部発生

飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，北

換気筒管理建屋，制御建屋及び周辺監視区域境

界付近の内部発生飛散物の影響を受けない場

所に設置することにより，機能を損なわない設

計とする。 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備及び環境管

理設備の気象観測設備は内部発生飛散物の影響

を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気筒管理建屋，

制御建屋，周辺監視区域境界付近，分析建屋，環

境管理建屋及び再処理施設の敷地内の露場の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設置する

ことにより，機能を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-64排気モニタリング設備は

内部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管

理建屋，北換気筒管理建屋及び制御建屋の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設置

することにより，重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-64環境モニタリング設備は

内部発生飛散物の影響を考慮し，制御建屋及

び周辺監視区域境界付近の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に設置することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

64は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-64を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-58 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 ＜中略＞ 

 

   

  

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-65代替モニタリング設備は内

部発生飛散物の影響を考慮し，主排気筒管理建

屋，制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，機能を損なわない設計とす

る。 

 

代替モニタリング設備，代替試料分析関係設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び

環境モニタリング用代替電源設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

 

 

チ.(2)(ⅱ)-65可搬型排気モニタリング

設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置,可搬型データ表示装置及び可搬型排気

モニタリング用発電機は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，主排気筒管理建屋，制御建屋，

第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-65可搬型環境モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び

可搬型環境モニタリング用発電機は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，制御建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，第1保管庫・貯水所

及び第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

65は事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-65を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-59 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

 

(5) 操作性の確保 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-66主排気筒の排気モニタリン

グ設備，チ.(2)(ⅱ)-67代替モニタリング設備

の可搬型排気モニタリング設備及び代替モニ

タリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気設備のダクトの一部は，コネクタに統一する

ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場で

の接続が可能な設計とする。 

 

主排気筒の排気モニタリング設備，代替モニタ

リング設備の可搬型排気モニタリング設備及び

代替モニタリング設備の使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備のダクトの一部は，コネクタに統一

することにより，速やかに，容易かつ確実に現場

での接続が可能な設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-66排気サンプリング設備(主

排気筒)は，コネクタに統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-67可搬型排気モニタリング

設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設

備のダクトの一部は，コネクタに統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に現場で

の接続が可能な設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

66は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-66を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

67は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-67と同義であり

整合している。 
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チ-60 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-68主排気筒の排気モニタリン

グ設備の排気サンプリング設備及びチ.(2)

(ⅱ)-69代替モニタリング設備の使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部は，

通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操

作により安全機能を有する施設の系統から重

大事故等対処設備の系統に速やかに切り替え

られる設計とする。 

 

主排気筒の排気モニタリング設備の排気サン

プリング設備及び代替モニタリング設備の使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部

は，通常時に使用する系統から速やかに切り替え

ることができるよう，系統に必要な弁等を設ける

設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作に

より安全機能を有する施設の系統から重大事故

等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設

計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-68排気サンプリング設備(主

排気筒)は，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えることができるよう，系統に必

要な弁等を設ける設計とし，それぞれ簡易な

接続及び弁等の操作により安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の系

統に速やかに切り替えられる設計とする。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-69使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気設備のダクトの一部は，通常時に使用

する系統から速やかに切り替えることがで

きるよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，それぞれ簡易な接続及び弁等の操作によ

り安全機能を有する施設の系統から重大事

故等対処設備の系統に速やかに切り替えら

れる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

68は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-68と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

69は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅱ)-69と同義で

あり整合している。 
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チ-61 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

 

8.2.5  試験・検査 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-70放射線監視設備，チ.(2)(ⅱ)

-71代替モニタリング設備のうち，可搬型排気

モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設

備及び可搬型建屋周辺モニタリング設備は，

チ.(2)(ⅱ)-72再処理施設の運転中又は停止

中に校正，機能の確認，性能の確認及び外観の

確認が可能な設計とする。 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備，代替モニ

タリング設備のうち，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周

辺モニタリング設備，代替試料分析関係設備，環

境管理設備，代替放射能観測設備，代替気象観測

設備のうち，可搬型気象観測設備及び可搬型風向

風速計は，再処理施設の運転中又は停止中に校

正，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-70排気モニタリング設備は，

チ.(2)(ⅱ)-72通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認するた

め，校正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

また，当該機能を健全に維持するため，保

修等が可能な設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.1.2.3 環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-70環境モニタリング設備は，

チ.(2)(ⅱ)-72通常時において，重大事故等

に対処するために必要な機能を確認するた

め，校正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保

修等が可能な設計とする。 

 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-71可搬型排気モニタリング

設備は，チ.(2)(ⅱ)-72通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，校正，機能の確認，性能の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保

修等が可能な設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

70は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-70を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

71は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅱ)-71と同義で

あり整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

72は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅱ)-72と同義であり

整合している。 
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チ-62 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-71可搬型環境モニタリング

設備及び可搬型建屋周辺モニタリング設備

は，チ.(2)(ⅱ)-72通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認す

るため，校正，機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保

修等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

  6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-73また，放射線監視設備のう

ち，主排気筒の排気モニタリング設備及び北換

気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，各々が独立して試験

又は検査が可能な設計とする。 

 

また，放射線監視設備のうち，主排気筒の排気

モニタリング設備及び北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備は，

各々が独立して試験又は検査が可能な設計とす

る。 

チ.(2)(ⅱ)-73排気モニタリング設備は，

各々が独立して試験又は検査が可能な設計

とする。 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

73は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅱ)-73と同義で

あり整合している。 
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チ-63 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ)-74代替モニタリング設備のう

ち，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置，可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタ

リング用発電機，可搬型環境モニタリング用デ

ータ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機は，チ.(2)(ⅱ)-75再処理施設の運転中

又は停止中に機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装

置，可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置，可搬型環境モ

ニタリング用発電機，可搬型気象観測用データ伝

送装置，可搬型気象観測用発電機及び環境モニタ

リング用代替電源設備は，再処理施設の運転中又

は停止中に機能の確認，性能の確認及び外観の確

認が可能な設計とする。 

チ.(2)(ⅱ)-74可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，

可搬型排気モニタリング用発電機は，チ.

(2)(ⅱ)-75通常時において，重大事故等に

対処するために必要な機能を確認するため，

機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，取

替え等が可能な設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

チ.(2)(ⅱ)-74可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリ

ング用発電機は，チ.(2)(ⅱ)-75通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要な機

能を確認するため，機能の確認，性能の確認

及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

また，当該機能を健全に維持するため，取

替え等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

74は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅱ)-74と同義で

あり整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ)-

75は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅱ)-75と同義で

あり整合している。 
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チ-64 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(a) 主要な設備 

(ｲ) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

第8-3表(1) 放射線監視施設の主要設備の仕様 

(1) 放射線監視設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

   

主排気筒の排気モニタリング設備（設計基

準対象の施設と兼用） 

ａ．主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準

対象の施設と兼用） 

   

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-1排気筒モニタ ２ 系

列 

 

(a) 排気筒モニタ 

数 量 ２系列 

計測範囲 低レンジ 10～10６ｍｉｎ－１ 

中レンジ 10～10６ｍｉｎ－１ 

高レンジ 10-12～10-７Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ｲ)-1は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-1 
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チ-65 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

排気サンプリング設備 ２ 系列 

 

(b) 排気サンプリング設備 

数 量 ２系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気モニタリング設備は，再処理施設から

放出される放射性物質の濃度の監視，測定す

るために必要なサンプリング量及び計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とする

とともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒管

理建屋に十分な台数(排気サンプリング設備

については2系列)を有する設計とする。 
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チ-66 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備（設計基準対

象の施設と兼用） 

ｂ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備（設計基準対象の

施設と兼用） 

   

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-2排気筒モニタ ２ 系

列 

 

(a) 排気筒モニタ  

数 量 ２系列 

計測範囲 10～10６ｍｉｎ－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ｲ)-2は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-2

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-2 

6351



 

チ-67 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.1 放射線監視設備 

6.1.2 屋外モニタリング設備 

6.1.2.1 排気モニタリング設備 

  

排気サンプリング設備 ２ 系列 

 

(b) 排気サンプリング設備 

数 量 ２系列 

 

排気モニタリング設備は，再処理施設から

放出される放射性物質の濃度の監視，測定す

るために必要なサンプリング量及び計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とする

とともに，主排気筒管理建屋及び北換気筒管

理建屋に十分な台数(排気サンプリング設備

については2系列)を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6352



 

チ-68 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）（設計基準対象の施設と兼用） １ 基 

 

ｃ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）（設計基準対象の施設と兼用） 

数 量 １基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表)   

6353



 

チ-69 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2.1 代替排気モニタリング設備   

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-3使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備（設計基準対象の施設と兼

用） １ 系列 

 

 

ｄ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備（設計

基準対象の施設と兼用） 

数 量 １系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

代替排気モニタリング設備は，可搬型排気

モニタリング設備の可搬型ガスモニタ及び

可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-3使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備のダクトの一部並びに監

視測定用運搬車で構成する。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ｲ)-3は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ｲ)-3

と同義であり整合し

ている。 

 

6354



 

チ-70 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

環境モニタリング設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準

対象の施設と兼用） 

ｅ．環境モニタリング設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設計基準対象

の施設と兼用） 

   

モニタリングポスト ９ 台 

 

(a) モニタリングポスト 

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出

器 

電離箱式検出器 

計測範囲 10－２～10１μＧｙ／ｈ（低レンジ） 

10０～10５μＧｙ／ｈ（高レンジ） 

台 数 ９台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

  

6355



 

チ-71 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ダストモニタ ９ 台 (b) ダストモニタ 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出

器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 10－２～10４ s－１ 

台 数 ９台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

  

6356



 

チ-72 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾛ) 代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

(2) 代替モニタリング設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

チ.(2)(ⅱ) (a)(ﾛ)-1使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気設備（設計基準対象の施設と兼

用）（放射線監視設備と兼用） １ 系列 

 

ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備（設計

基準対象の施設と兼用）（放射線監視設備と兼

用） 

数 量 １系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

代替排気モニタリング設備は，可搬型排気

モニタリング設備の可搬型ガスモニタ及び

可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置，可搬型データ

表示装置，可搬型排気モニタリング用発電

機，チ.(2)(ⅱ) (a)(ﾛ)-1使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部並びに

監視測定用運搬車で構成する。 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-1は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

6357



 

チ-73 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

［可搬型重大事故等対処設備］ ［可搬型重大事故等対処設備］    

可搬型排気モニタリング設備 ａ．可搬型排気モニタリング設備    

可搬型ガスモニタ  

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-2４ 台（予備として故

障時のバックアップを２台） 

 

(a) 可搬型ガスモニタ 

種 類 電離箱式検出器 

計測範囲 10-15～10－８Ａ 

台 数 ４台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-2は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-2

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-2 

6358



 

チ-74 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型排気サンプリング設備  

４ 台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

 

(b) 可搬型排気サンプリング設備 

台 数 ４台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

可搬型排気モニタリング設備は，再処理施

設から放出される放射性物質の濃度の監視，

測定に必要なサンプリング量及び計測範囲

を有する設計とするとともに，可搬型ガスモ

ニタの保有数は，必要数及び予備として故障

時のバックアップを含め十分な台数を確保

する設計とし，可搬型排気サンプリング設備

の保有数は，必要数として2台，予備として

故障時のバックアップを2台の合計4台以上

を確保する設計とする。 

 

  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置 

４ 台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

 

ｂ．可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

台 数 ４台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置は，可搬型排気モニタリング設備の測定値

を衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送できる設計とするとともに，保有

数は，必要数として2台，予備として故障時

のバックアップを2台の合計4台以上を確保

する設計とする。 

 

  

  ＜中略＞   

可搬型データ表示装置  

２ 台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

 

ｃ．可搬型データ表示装置 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型気象

観測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型ガスモニタ，可搬型環境モ

ニタリング設備及び可搬型気象観測設備の

測定値又は観測値を指示できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として1台，予

備として故障時のバックアップを1台の合計

2台以上を確保する設計とする。 

  

6359



 

チ-75 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型排気モニタリング用発電機 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

チ.(2)(ⅱ) (a)(ﾛ)-3３ 台（予備として

故障時及び待機除外時のバックアップを２

台） 

 

ｄ．可搬型排気モニタリング用発電機 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

容 量 約３ｋＶＡ／台 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-3は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-3

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-3 

6360



 

チ-76 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型環境モニタリング設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

ｅ．可搬型環境モニタリング設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   

可搬型線量率計  

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-418 台（予備として故

障時のバックアップを９台） 

 

(a) 可搬型線量率計 

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出

器 

半導体式検出器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｍＳｖ／ｈ又は ｍＧ

ｙ／ｈ 

台 数 18台（予備として故障時のバックアップ

を９台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ)

(a)(ﾛ)-4は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-4

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-4 

6361



 

チ-77 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型ダストモニタ  

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-518 台（予備として故

障時のバックアップを９台） 

 

(b) 可搬型ダストモニタ 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出

器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～99.9ｋｍｉｎ－１ 

台 数 18台（予備として故障時のバックアップ

を９台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-5は,事業変更

許可申請書(本文)の 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-5

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-5 

6362



 

チ-78 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

  

可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 18 台（予

備として故障時のバックアップを９台） 

 

ｆ．可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 18台（予備として故障時のバックアップ

を９台） 

 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置は，可搬型環境

モニタリング設備の測定値を衛星通信によ

り中央制御室及び緊急時対策所に伝送でき

る設計とするとともに，保有数は，必要数と

して9台，予備として故障時のバックアップ

を9台の合計18台以上を確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6363



 

チ-79 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型環境モニタリング用発電機 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-619 台（予備として故

障時及び待機除外時のバックアップを10台） 

 

ｇ．可搬型環境モニタリング用発電機 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台 数 19台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを10台） 

容 量 約３ｋＶＡ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-6は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-6

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-6 

6364



 

チ-80 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 ｈ．可搬型建屋周辺モニタリング設備    

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-716 台（予備として故

障時のバックアップを８台） 

 

(a) ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

台 数 16台（予備として故障時のバックアップ

を８台） 

種 類 半導体式検出器 

計測範囲 0.0001～1,000ｍＳｖ／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-7は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-7

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-7 

6365



 

チ-81 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-8４ 台（予備として故

障時のバックアップを２台） 

 

(b) 中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

台 数４台（予備として故障時のバックアップ

を２台） 

種 類 ３Ｈｅ計数管 

計測範囲 0.01～10,000μＳｖ／ｈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-8は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-8

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-8 
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チ-82 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

(c) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 【放射線管理施設】 (仕様表)   

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-9６ 台（予備として故

障時のバックアップを３台） 

 

台 数 ６台（予備として故障時のバックアップ

を３台） 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出

器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｋｍｉｎ－１（アルファ

線） 

Ｂ．Ｇ．～300ｋｍｉｎ－１（ベータ線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設工認のチ.(2)(ⅱ) 

(a)(ﾛ)-9は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-9

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅱ)(a)(ﾛ)-9 
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チ-83 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

  

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）６ 台（予

備として故障時のバックアップを３台） 

(d) 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

台 数 ６台（予備として故障時のバックアップ

を３台） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)

及び可搬型ダストサンプラ(SA)は，建屋周辺

において，空気中の放射性物質の濃度を測定

するためのサンプリング量及び計測範囲を

有する設計とするとともに，アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ(SA)の保有数は，必要

数及び予備として故障時のバックアップを

含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型

ダストサンプラ(SA)の保有数は，必要数とし

て3台，予備として故障時のバックアップを

3台の合計6台以上を確保する設計とする。 

 

  

  6.2.1 代替排気モニタリング設備   

監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用）７ 台（予備として故障時及び待機除

外時のバックアップを４台） 

 

ｉ．監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台 数 ７台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを４台） 

MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運

搬車の保有数は，必要数として3台，予備と

して故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを4台の合計7台以上を確保

する設計とする。 

 

  

(ⅲ) 環境管理設備 8.1.4.4  環境管理設備 

＜中略＞ 

6.5 環境管理設備 

＜中略＞ 

  

敷地内に気象を観測する気象観測設備チ.

(2)(ⅲ)-1を設ける。 

また，敷地周辺の公衆の線量評価に資するため，

風向，風速，日射量，放射収支量，雨量及び温度を

観測し，記録する気象観測設備を設ける。 

 

また，敷地内に気象を観測するための環境管理

設備として，気象観測設備(風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計，温度計)チ.(2)(ⅲ)-1を設

置する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

1は,事業変更許可申

請書(本文)の  チ. 

(2)(ⅲ)-1と同義であ

り整合している。 
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チ-84 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.1.4.4  環境管理設備 6.5 環境管理設備   

チ.(2)(ⅲ)-2また，敷地周辺の放射線モニ

タリングを行う放射能観測車を備える。 

 

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率

及び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定する

ため，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイ

メータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射

能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観

測車を備える。 

 

チ.(2)(ⅲ)-2敷地周辺の放射線モニタリング

を行うための環境管理設備として，空間放射線量

率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサ

ンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載

した無線通話装置付きの放射能観測車を設ける

設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

2及びチ.(2)(ⅲ)-5

は,事業変更許可申請

書 (本文 )のチ . ( 2 )

(ⅲ)-2及びチ.(2)

(ⅲ)-5と同義であり

整合している。 

 

 ＜中略＞ ＜中略＞   

放射能観測車は，チ.(2)(ⅲ)-3再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設チ.(2)(ⅲ)-4の平常

時及び事故時に敷地周辺のチ.(2)(ⅲ)-5空間

放射線量率及び空気中の放射性物質濃度を迅

速に測定するための設備であり，敷地が同一で

あることチ.(2)(ⅲ)-6から，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

 

放射能観測車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

＜中略＞ 

共用する放射能観測車及び気象観測設備の一部

は，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域等が同一の区域であることにより，測定結果の共

有を図る設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

放射能観測車は，MOX燃料加工施設と共用する。 

 

＜中略＞ 

放射能観測車は，チ.(2)(ⅲ)-3MOX燃料加工施

設と共用するが，チ.(2)(ⅲ)-4 チ.(2)(ⅲ)-5仕

様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域及

び敷地が同一の区域であることにより，測定結果

の共有を図る設計とすることで，チ.(2)(ⅲ)-6

共用によって再処理施設の安全性を損なわない

設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

3,チ.(2)(ⅲ)-4及び

チ.(2)(ⅲ)-6は,事業

変更許可申請書 (本

文)のチ.(2)(ⅲ)-3,

チ.(2)(ⅲ)-4及びチ.

(2)(ⅲ)-6と同義であ

り整合している。 
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チ-85 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.1.4.4  環境管理設備 

＜中略＞ 

6.5 環境管理設備 

＜中略＞ 

  

また，気象観測設備は，チ.(2)(ⅲ)-7再処理

施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

チ.(2)(ⅲ)-8の敷地内において気象を観測す

るための設備であり，敷地が同一であること

チ.(2)(ⅲ)-9から，ＭＯＸ燃料加工施設及び

廃棄物管理施設と気象観測設備の一部を共用

し，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

また，気象観測設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設と共用する。 

＜中略＞ 

共用する放射能観測車及び気象観測設備の一部

は，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区

域等が同一の区域であることにより，測定結果の共

有を図る設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

また，チ.(2)(ⅲ)-8敷地内に気象を観測する

ための環境管理設備として，気象観測設備(風向

風速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計)

を設置する設計とする。 

＜中略＞ 

また，気象観測設備(風向風速計，日射計，放

射収支計，雨量計，温度計)の一部は，MOX燃料加

工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

＜中略＞ 

また，気象観測設備(風向風速計，日射計，放

射収支計，雨量計，温度計)の一部は，チ.(2)(ⅲ)

-7MOX燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

するが，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺

監視区域及び敷地が同一の区域であることチ.

(2)(ⅲ)-9により，測定結果の共有を図る設計と

することで共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

8は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-8と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

7及びチ.(2)(ⅲ)-9

は,事業変更許可申請

書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-7及びチ. (2)

(ⅲ)-9と同義であり

整合している。 

 

 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

 

6.5 環境管理設備 

  

重大事故等時において，敷地周辺の空間放射

線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定チ.(2)(ⅲ)-10するため，放射能観測車

を可搬型重大事故等対処設備として位置付け

る。 

また，環境管理設備の放射能観測車を可搬型重

大事故等対処設備として位置付ける。 

重大事故等時において，環境管理設備の放射能

観測車を可搬型重大事故等対処設備として位置

付け，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質の濃度を迅速に測定チ.(2)(ⅲ)-10し，

及びその結果を記録できるように，測定値を指示

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

10は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-10と同義であり

整合している。 
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チ-86 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

   

重大事故等時において，敷地内の風向，風速，

日射量，放射収支量及び雨量を観測し，及びそ

の結果を記録するチ.(2)(ⅲ)-11ため，気象観

測設備を常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

放射線監視設備，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備のダクト，試料分析関係設備，環境管理

設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 

8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象観測設

備で構成する。 

 

重大事故等時において，環境管理設備の気象観

測設備(風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計)を常設重大事故等対処設備として位置付け，

敷地内の風向，風速，日射量，放射収支量及び雨

量を観測し，及びその結果を記録するチ.(2)

(ⅲ)-11設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

11は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-11と同義であり

整合している。 

 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

 

6.5 環境管理設備 

  

環境管理設備チ.(2)(ⅲ)-12は，放射能観測

車及び気象観測設備で構成する。 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象観測設

備で構成する。 

 

敷地周辺の放射線モニタリングを行うための

環境管理設備チ.(2)(ⅲ)-12として，空間放射線

量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダスト

サンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭

載した無線通話装置付きの放射能観測車を設け

る設計とする。また，敷地内に気象を観測するた

めの環境管理設備として，気象観測設備（風向風

速計，日射計，放射収支計，雨量計，温度計）を

設置する設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

12は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-12と同義であり

整合している。 

 

 8.2  重大事故等対処設備 

8.2.1  概要 

 

6.5 環境管理設備 

  

重大事故等時において，敷地内の気象条件，

敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射

性物質の濃度をモニタリング対象とする。 

 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大

気中へ放出される放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

重大事故等が発生した場合に敷地内において，風

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果

を記録するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

環境管理設備は，重大事故等時において，敷地

内の気象条件，敷地周辺の空間放射線量率及び空

気中の放射性物質の濃度をモニタリング対象と

する。 

  

  ＜中略＞ 
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チ-87 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(1) 多様性，位置的分散 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 

6.6 代替放射能観測設備 

  

重大事故等時において，放射能観測車が機能

喪失した場合に，その機能を代替する代替放射

能観測設備を可搬型重大事故等対処設備とし

てチ.(2)(ⅲ)-13配備する。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に

用いる環境管理設備の放射能観測車は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，放射能観測車が機能喪

失した場合に，その機能を代替する代替放射能観

測設備を可搬型重大事故等対処設備としてチ.

(2)(ⅲ)-13設ける設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

13は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-13と同義であり

整合している。 

 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

   

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設

備で構成する。 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備

で構成する。 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備

のガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)シンチレ

ーション)(SA)，ガンマ線用サーベイメータ(電離

箱)(SA)，中性子線用サーベイメータ(SA)，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)及び可搬型

ダスト・よう素サンプラ(SA)で構成する。 

可搬型放射能観測設備は，空間放射線量率及び

空気中の放射性物質の濃度を測定し，及びその結

果を記録できるように，測定値を指示する設計と

する。 
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チ-88 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(1) 多様性，位置的分散 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

 

6.7 代替気象観測設備 

  

重大事故等時において，気象観測設備が機能

喪失した場合に，その機能を代替する代替気象

観測設備を可搬型重大事故等対処設備として

チ.(2)(ⅲ)-14配備する。 

 

放射線監視設備のうち，内的事象を要因として

発生した場合に対処に用いる北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒），使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の

ダクト，代替モニタリング設備の使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部，環境モニ

タリング設備，試料分析関係設備及び環境管理設

備の気象観測設備は，地震等により機能が損なわ

れる場合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応により機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時において，気象観測設備が機能喪

失した場合に，その機能を代替する代替気象観測

設備を可搬型重大事故等対処設備としてチ.(2)

(ⅲ)-14設ける設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

14は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-14と同義であり

整合している。 

 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

   

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，

可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型デー

タ表示装置，可搬型風向風速計，可搬型気象観

測用発電機及び監視測定用運搬車で構成する。 

 

 

 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可

搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置，可搬型風向風速計，可搬型気象観測用発

電機及び監視測定用運搬車で構成する。 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可

搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表

示装置，可搬型気象観測用発電機，可搬型風向風

速計及び監視測定用運搬車で構成する。 

  

 ＜中略＞ 
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チ-89 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

環境管理設備の常設重大事故等対処設備に

給電するための，受電開閉設備，所内高圧系統

については，「リ．(１) (ⅰ) 電気設備」に，

可搬型気象観測用発電機等へ給油するための

補機駆動用燃料補給設備については，「リ．(４)

 (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 
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チ-90 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(2) 主要設備 

ｅ．環境管理設 

 

 

6.5 環境管理設備 

  

チ.(2)(ⅲ)-15重大事故等時において，環境

管理設備，可搬型放射能観測設備，可搬型気象

観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及

び可搬型気象観測用発電機は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

 

環境管理設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

ｆ．代替放射能観測設備 

可搬型放射能観測設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。 

 

ｇ．代替気象観測設備 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ

伝送装置及び可搬型気象観測用発電機は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

 

 

チ.(2)(ⅲ)-15環境管理設備は，MOX燃料加工

施設と共用する。 

 

＜中略＞ 

 

6.6 代替放射能観測設備 

チ.(2)(ⅲ)-15可搬型放射能観測設備は，MOX

燃料加工施設と共用する。 

 

＜中略＞ 

 

6.7 代替気象観測設備 

チ.(2)(ⅲ)-15可搬型気象観測設備，可搬型気

象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用

発電機は，MOX燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

15は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-15と同義であり

整合している。 
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放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(2) 主要設備 

ｅ．環境管理設 

 

 

6.5 環境管理設備 

  

チ.(2)(ⅲ)-16重大事故等時において，共用

するチ.(2)(ⅲ)-17環境管理設備，チ.(2)(ⅲ)

-18可搬型放射能観測設備，可搬型気象観測設

備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処を考慮

し，共用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理設備

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故

時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

ｆ．代替放射能観測設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型放射能

観測設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処を考慮し，共用によって

重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

ｇ．代替気象観測設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観

測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可

搬型気象観測用発電機は，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，

共用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する

チ.(2)(ⅲ)-17放射能観測車は，再処理施設及び

MOX燃料加工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な容量及び台数を確保することで，共用

によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する

チ.(2)(ⅲ)-17気象観測設備(風向風速計，日射

計，放射収支計，雨量計)は，再処理施設及びMO

X燃料加工施設における重大事故等対処を考慮

し，十分な台数を確保することで，共用によって

重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計と

する。 

 

6.6 代替放射能観測設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する

チ.(2)(ⅲ)-18ガンマ線用サーベイメータ(NaI

(Tl)シンチレーション)(SA)，ガンマ線用サーベ

イメータ(電離箱)(SA)，中性子線用サーベイメー

タ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ

(SA)は，再処理施設及びMOX燃料加工施設におけ

る重大事故等対処を考慮し，十分な容量及び台数

を確保することで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

MOX 燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する

チ.(2)(ⅲ)-18可搬型ダスト・よう素サンプラ(S

A)は，再処理施設及びMOX 燃料加工施設におけ

る重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確保す

ることで，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

16は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-16と同義であり

整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

17は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-17を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

18は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-18を具体的に記

載しており整合して

いる。 
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チ-92 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

6.7 代替気象観測設備 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する可

搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用データ

伝送装置は，再処理施設及びMOX燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，十分な台数を確

保することで，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

 

MOX燃料加工施設とチ.(2)(ⅲ)-16共用する可

搬型気象観測用発電機は，再処理施設及びMOX燃

料加工施設における重大事故等対処を考慮し，十

分な容量及び台数を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計

とする。 
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チ-93 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(1) 多様性・位置的分散 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 

6.5 環境管理設備 

  

内的事象を要因とチ.(2)(ⅲ)-19して発生

した場合に対処に用いる環境管理設備は，自然

現象，人為事象，溢水及び火災に対して代替設

備による機能の確保，修理の対応チ.(2)(ⅲ)-

20等により重大事故等チ.(2)(ⅲ)-21に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

 

内的事象を要因として発生した場合に対処に

用いる環境管理設備の放射能観測車は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能

の確保，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。 

内的事象を要因とチ.(2)(ⅲ)-19する重大事

故等が発生した場合に対処に用いる環境管理設

備は，自然現象，人為事象，溢水及び火災により

機能が損なわれる場合，代替設備による機能の確

保又は修理の対応チ.(2)(ⅲ)-20の手順を保安

規定に定め管理することにより重大事故等チ.

(2)(ⅲ)-21への対処に必要な機能を損なわない

設計とする 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

19は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-19と同義であり

整合している。 

 

事業変更許可申請書

(本文）のチ.(2)(ⅲ)-

20は，具体的な設計内

容として保安規定に

定めて管理すること

を記載しており整合

している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

21は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-21と同義であり

整合している。 

 

 

   

＜中略＞ 
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放
施
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.6 代替放射能観測設備   

チ.(2)(ⅲ)-22代替放射能観測設備及びチ.

(2)(ⅲ)-23代替気象観測設備は，チ.(2)(ⅲ)-

24環境管理設備と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，故障

時バックアップを含めて必要な数量をチ.(2)

(ⅲ)-25環境管理設備が設置される環境管理

建屋近傍及び再処理施設の敷地内の露場から1

00ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保

管エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る。 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機，代

替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モ

ニタリング用代替電源設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備又は環境管理設備と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を放射線監視設備の環境モニタリング

設備及び環境管理設備が設置される周辺監視区

域境界付近，環境管理建屋近傍及び再処理施設の

敷地内の露場から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。 

チ.(2)(ⅲ)-22可搬型放射能観測設備は，共通

要因によってチ.(2)(ⅲ)-24放射能観測車と同

時にその機能が損なわれるおそれがないように，

故障時のバックアップを含めて必要な数量を，

チ.(2)(ⅲ)-25放射能観測車が設置される環境

管理建屋近傍から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

 

チ.(2)(ⅲ)-23可搬型風向風速計は，共通要因

によってチ.(2)(ⅲ)-24気象観測設備と同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故障

時のバックアップを含めて必要な数量を，チ.

(2)(ⅲ)-25気象観測設備が設置される再処理施

設の敷地内の露場から100ｍ以上の離隔距離を確

保した複数の外部保管エリアに分散して保管す

るとともに，主排気筒管理建屋にも保管すること

で位置的分散を図る設計とする。 

 

6.7 代替気象観測設備 

チ.(2)(ⅲ)-23可搬型気象観測設備，可搬型気

象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用

発電機は，共通要因によってチ.(2)(ⅲ)-24気象

観測設備と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時のバックアップを含めて必

要な数量を，チ.(2)(ⅲ)-25気象観測設備が設置

される再処理施設の敷地内の露場から100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図る設計

とする。 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

22は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-22を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

23は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-23を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

24は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-24を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

25は,事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-25を具体的に記

載しており整合して

いる。 

 

 

 ＜中略＞  
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チ-95 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (2) 悪影響防止 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

6.5 環境管理設備 

  

チ.(2)(ⅲ)-26環境管理設備の気象観測設

備は，安全機能を有する施設として使用する場

合と同様に重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

放射線監視設備のうち，主排気筒の排気モニタ

リング設備の排気筒モニタ，北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒），環境モニタリング設備，試料分析関係設

備及び環境管理設備の気象観測設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同様に重大

事故等対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

チ.(2)(ⅲ)-26気象観測設備(風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計)は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

26は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-26と同義であり

整合している。 

 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備    

屋外に保管するチ.(2)(ⅲ)-27環境管理設

備の放射線観測車は，竜巻により飛来物となら

ないよう必要に応じて固縛等の措置をとるこ

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

屋外に保管する環境管理設備の放射線観測車

は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

屋外に保管するチ.(2)(ⅲ)-27放射能観測車

は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

27は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-27と同義であり

整合している。 

 

 

 (3) 個数及び容量 

ａ．常設重大事故等対処設備 

(c) 環境管理設備 

 

 

6.5 環境管理設備 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)

-28環境管理設備の気象観測設備は，敷地内に

おいて風向，風速その他の気象条件を観測する

ために必要な計測範囲に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，１台を有する設計

とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理設備

の気象観測設備は，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定するために必要な計測範

囲に対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，１台を有する設計とする。 

 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)-28気

象観測設備(風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計)は，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を観測するために必要な計測範囲に対

して十分な容量を有する設計とするとともに，1

台を有する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

28は,事業変更許可申

請書(本文)のチ. (2)

(ⅲ)-28と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 ＜中略＞ 
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チ-96 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(c) 環境管理設備 

   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)

-29環境管理設備の放射能観測車は，敷地内に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を

測定するために必要なサンプリング量及び計

測範囲に対して十分な容量を有する設計とす

るとともに，１台を有する設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境管理設備

の放射能観測車は，敷地内において，空気中の放

射性物質の濃度及び線量を測定するために必要

なサンプリング量及び計測範囲に対して十分な

容量を有する設計とするとともに，1 台を有する

設計とする。 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)-29放

射能観測車は，敷地内において，空気中の放射性

物質の濃度及び線量を測定するために必要なサ

ンプリング量及び計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，1台を有する設計

とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

29は，事業変更許可申

請書（本文）のチ. (2)

(ⅲ)-29と同義であり

整合している。 

 

 

  ＜中略＞ 

 

  

 (d) 代替放射能観測設備 6.6 代替放射能観測設備   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)

-30代替放射能観測設備は，敷地内において，

空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

るために必要なサンプリング量及び計測範囲

を有する設計とするとともに，保有数は，必要

数として１台，予備として故障時のバックアッ

プを１台の合計２台以上を確保する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する代替放射能観

測設備は，敷地内において，空気中の放射性物質

の濃度及び線量を測定するために必要なサンプ

リング量及び計測範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数として１台，予備として

故障時のバックアップを１台の合計２台以上を

確保する。 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)-30可

搬型放射能観測設備は，敷地内において，空気中

の放射性物質の濃度及び線量を測定するために

必要なサンプリング量及び計測範囲を有する設

計とするとともに，ガンマ線用サーベイメータ(N

aI(Tl)シンチレーション)(SA)，ガンマ線用サー

ベイメータ(電離箱)(SA)，中性子線用サーベイメ

ータ(SA)及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タ(SA)の保有数は，必要数及び予備として故障時

のバックアップを含め十分な台数を確保する設

計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラ(SA)の保

有数は，必要数として1台，予備として故障時の

バックアップを1台の合計2台以上を確保する設

計とする。 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

30は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅲ)-

30を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

  ＜中略＞ 
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チ-97 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (e) 代替気象観測設備 6.7 代替気象観測設備   

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測設備は，敷地内において風向，風速その他

の気象条件を観測できる設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観

測設備は，敷地内において風向，風速その他の気

象条件を観測できる設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測設

備は，敷地内において風向，風速その他の気象条

件を観測できる設計とするとともに，保有数は，

必要数として1台，予備として故障時及び点検保

守による待機除外時のバックアップを2台の合計

3台以上を確保する設計とする。 

 

  

  ＜中略＞ 

 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測用データ伝送装置は，可搬型気象観測設備

の観測値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とするとともに，

保有数は，必要数として１台，予備として故障

時のバックアップを１台の合計２台以上を確

保する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観

測用データ伝送装置は，可搬型気象観測設備の観

測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送できる設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時のバッ

クアップを１台の合計２台以上を確保する。 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用

データ伝送装置は，可搬型気象観測設備の観測値

を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送できる設計とするとともに，保有数は，必

要数として1台，予備として故障時のバックアッ

プを1台の合計2台以上を確保する設計とする。 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象

観測用発電機は，可搬型気象観測設備及び可搬

型気象観測用データ伝送装置に給電できる容

量を有する設計とするとともに，保有数は，

チ.(2)(ⅲ)-32必要数として１台チ.(2)(ⅲ)-

31，予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップをチ.(2)(ⅲ)-32２

台の合計３台以上を確保する。 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する可搬型気象観

測用発電機は，可搬型気象観測設備及び可搬型気

象観測用データ伝送装置に給電できる容量を有

する設計とするとともに，保有数は，必要数とし

て１台，予備として故障時及び点検保守による待

機除外時のバックアップを２台の合計３台以上

を確保する。 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用

発電機は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観

測用データ伝送装置に給電できる容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数チ.(2)

(ⅲ)-31並びに予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを含めチ.(2)

(ⅲ)-32十分な台数を確保する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

31は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-31と同義であり

整合している。 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅲ)-32

は変更許可申請書（本

文）の「チ.(2)(ⅲ) 

(a)(ﾊ)可搬型気象観

測設備」に示す。 
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チ-98 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観測用

データ伝送装置から衛星通信により伝送され

る可搬型気象観測設備の観測値を指示できる

設計とするとともに，保有数は，必要数として

１台，予備として故障時のバックアップを１台

の合計２台以上を確保する。 

可搬型データ表示装置は，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置から衛星通信により伝送される可

搬型気象観測設備の観測値を指示できる設計と

するとともに，保有数は，必要数として１台，予

備として故障時のバックアップを１台の合計２

台以上を確保する。 

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型気象

観測用データ伝送装置から衛星通信により

伝送される可搬型ガスモニタ，可搬型環境モ

ニタリング設備及び可搬型気象観測設備の

測定値又は観測値を指示できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として1台，予

備として故障時のバックアップを1台の合計

2台以上を確保する設計とする。 

 

  

また，電源喪失により保存した記録が失われ

ないよう，電磁的に記録，保存するとともに，

必要な容量を保存できる設計とする。 

 

また，電源喪失により保存した記録が失われな

いよう，電磁的に記録，保存するとともに，必要

な容量を保存できる設計とする。 

また，電源喪失により保存した記録が失わ

れないよう，電磁的に記録，保存するととも

に，必要な容量を保存できる設計とする。 

 

  

  6.7 代替気象観測設備   

可搬型風向風速計は，敷地内において風向

チ.(2)(ⅲ)-33，風速を観測できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として１台，予備

として故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを２台の合計３台以上を確保

する。 

可搬型風向風速計は，敷地内において風向，風

速を測定できる設計とするとともに，保有数は，

必要数として１台，予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを２台の合

計３台以上を確保する。 

可搬型風向風速計は，敷地内において風向チ.

(2)(ⅲ)-33及び風速を観測できる設計とすると

ともに，保有数は，必要数として1台，予備とし

て故障時及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを2台の合計3台以上を確保する設計と

する。 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

33は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-33と同義であり

整合している。 

 

 ＜中略＞ 
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チ-99 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (4) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

6.5 環境管理設備 

  

環境管理設備のチ.(2)(ⅲ)-34気象観測設

備は，チ.(2)(ⅲ)-35 チ.(2)(ⅲ)-36風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び

降下火砕物による積載荷重により機能を損な

わない設計とする。 

 

環境管理設備の気象観測設備は，風（台風），

竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない設計と

する。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いるチ.(2)(ⅲ)-34環境管理設

備は，チ.(2)(ⅲ)-36自然現象，人為事象，溢水

及び火災により機能が損なわれる場合，チ.(2)

(ⅲ)-35代替設備による機能の確保又は修理等

の対応の手順を保安規定に定め管理することに

より重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

34は事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-34と同義であ

り，整合している。 

 

事業変更許可申請書

(本文）のチ.(2)(ⅲ)-

35は，具体的な設計内

容として保安規定に

定めて管理すること

を記載しており整合

している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

36は事業変更許可申

請書(本文)のチ.(2)

(ⅲ)-36と同義であ

り，整合している。 

 

 

 ＜中略＞ 

 

＜中略＞   

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備    

屋外に保管するチ.(2)(ⅲ)-37環境管理設

備の放射能観測車は，風（台風）及び竜巻に対

して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。 

 

環境管理設備の放射能観測車は，風（台風）及

び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置

を講じて保管する設計とする。 

 

屋外に保管するチ.(2)(ⅲ)-37放射能観測車

は，風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び竜

巻による風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，

固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

37は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅲ)-

37と同義であり整合

している。 

 

 

 

 

  ＜中略＞ 
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チ-100 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  6.6 代替放射能観測設備   

チ.(2)(ⅲ)-38代替放射能観測設備及び代

替気象観測設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管

庫・貯水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 

代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環

境モニタリング用代替電源設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅲ)-38可搬型放射能観測設備は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる第1保管庫・

貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風(台風)

等により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

6.7 代替気象観測設備 

代替気象観測設備は，外部からの衝撃による損

傷を防止できる主排気筒管理建屋，第1保管庫・

貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風(台風)

等により重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

38は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅲ)-

38を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 (4) 環境条件等 

ａ．常設重大事故等対処設備 

 

6.5 環境管理設備 

  

チ.(2)(ⅲ)-39環境管理設備の気象観測設

備は内部発生飛散物の影響を考慮し，再処理施

設の敷地内の露場の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に設置することにより，機能を損

なわない設計とする。 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備及び環境管

理設備の気象観測設備は内部発生飛散物の影響

を考慮し，主排気筒管理建屋，北換気筒管理建屋，

制御建屋，周辺監視区域境界付近，分析建屋，環

境管理建屋及び再処理施設の敷地内の露場の内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設置する

ことにより，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅲ)-39気象観測設備(風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計)は内部発生飛散物の

影響を考慮し，再処理施設の敷地内の露場の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

39は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-39と同義であり

整合している。 

 

 ＜中略＞ 

 

 

 

 

 

＜中略＞   
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チ-101 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 ｂ．可搬型重大事故等対処設備 6.6 代替放射能観測設備   

チ.(2)(ⅲ)-40代替放射能観測設備及び代

替気象観測設備は内部発生飛散物の影響を考

慮し，主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

 

代替モニタリング設備，代替試料分析関係設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び

環境モニタリング用代替電源設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅲ)-40可搬型放射能観測設備は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，第1保管庫・貯水所

及び第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

＜中略＞ 

 

6.7 代替気象観測設備 

代替気象観測設備は，内部発生飛散物の影響を

考慮し，主排気筒管理建屋，第1保管庫・貯水所

及び第2保管庫・貯水所の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

40は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅲ)-

40を具体的に記載し

ており整合している。 
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チ-102 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.5  試験・検査 6.5 環境管理設備   

環境管理設備，チ.(2)(ⅲ)-41代替放射能観

測設備，チ.(2)(ⅲ)-42代替気象観測設備のう

ち，可搬型気象観測設備及び可搬型風向風速計

は，チ.(2)(ⅲ)-43再処理施設の運転中又は停

止中に校正，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備，代替モニタ

リング設備のうち，可搬型排気モニタリング設備，

可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニ

タリング設備，代替試料分析関係設備，環境管理設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備のうち，

可搬型気象観測設備及び可搬型風向風速計は，再処

理施設の運転中又は停止中に校正，機能の確認，性

能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

環境管理設備は，チ.(2)(ⅲ)-43通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

6.6 代替放射能観測設備 

チ.(2)(ⅲ)-41可搬型放射能観測設備は，チ.

(2)(ⅲ)-43通常時において，重大事故等に対処

するために必要な機能を確認するため，校正，機

能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設

計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

6.7 代替気象観測設備 

チ.(2)(ⅲ)-42可搬型気象観測設備及び可搬

型風向風速計は，チ.(2)(ⅲ)-43通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能を確

認するため，校正，機能の確認，性能の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，保修等

が可能な設計とする。 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

43は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-43と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

41は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-41と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

42は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-42と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 ＜中略＞ 
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チ-103 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機は，チ.(2)(ⅲ)-44再処理

施設の運転中又は停止中に機能の確認，性能の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタリン

グ用発電機，可搬型気象観測用データ伝送装置，可

搬型気象観測用発電機及び環境モニタリング用代

替電源設備は，再処理施設の運転中又は停止中に機

能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 

 

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型

気象観測用発電機は，チ.(2)(ⅲ)-44通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，取替え

等が可能な設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅲ)-

44は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅲ)-44と同義であり

整合している。 

 

   

 

  

(a) 主要な設備 

(ｲ) 環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共 

用）（設計基準対象の施設と兼用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

気象観測設備（風向風速計，日射計，放射

収支計，雨量計）１ 台 

(5) 環境管理設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）（設 

計基準対象の施設と兼用） 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

ａ．気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収

支計，雨量計） 

台 数 １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 環境管理設備 

MOX燃料加工施設と共用する気象観測設備(風

向風速計，日射計，放射収支計，雨量計)は，敷

地内において風向，風速その他の気象条件を観測

するために必要な計測範囲に対して十分な容量

を有する設計とするとともに，1台を有する設計

とする。 
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チ-104 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

［可搬型重大事故等対処設備］ ［可搬型重大事故等対処設備］ 【放射線管理施設】 (仕様表)   

チ.(2)(ⅲ)(a)(ｲ)-1放射能観測車  

１ 台 

 

ａ．チ.(2)(ⅲ)(a)(ｲ)-1放射能観測車 

台 数 １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ) 

(a)(ｲ)-1は，事業変更

許可申請書（本文）の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ｲ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ｲ)-1 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ｲ)-1 
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チ-105 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾛ) 代替放射能観測設備 (6) 代替放射能観測設備    

可搬型放射能観測設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

ａ．可搬型放射能観測設備 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   

［可搬型重大事故等対処設備］ ［可搬型重大事故等対処設備］ 【放射線管理施設】 (仕様表)   

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）

シンチレーション）（ＳＡ）  

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-1２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

 

(a) ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シ

ンチレーション）（ＳＡ） 

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション式検出

器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～30μＳｖ／ｈ，0～30ｋｓ

－１ 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設工認のチ.(2)(ⅲ) 

(a)(ﾛ)-1は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-1 
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チ-106 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（Ｓ

Ａ） 

(b) ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ）    

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-2２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

 

種 類 電離箱式検出器 

計測範囲 0.001～300ｍＳｖ／ｈ 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅲ) 

(a)(ﾛ)-2は,事業変更

許可申請書(本文)の 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-2

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-2 
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チ-107 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-3２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

(c) 中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

種 類 ３Ｈｅ計数管 

計測範囲 0.01～10,000μＳｖ／ｈ 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅲ) 

(a)(ﾛ)-3は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-3

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-3 
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チ-108 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ） 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-4２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

(d) アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

種 類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出

器 

プラスチックシンチレーション式検出器 

計測範囲 Ｂ．Ｇ．～100ｋｍｉｎ－１（アルファ

線） 

Ｂ．Ｇ．～300ｋｍｉｎ－１（ベータ線） 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 設工認のチ.(2)(ⅲ) 

(a)(ﾛ)-4は,事業変更

許可申請書(本文)の 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-4

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾛ)-4 
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チ-109 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.6 代替放射能観測設備 

  

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）２

 台（予備として故障時のバックアップを１

台） 

(e) 可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型放射能観測

設備は，敷地内において，空気中の放射性物質の

濃度及び線量を測定するために必要なサンプリ

ング量及び計測範囲を有する設計とするととも

に，ガンマ線用サーベイメータ(NaI(Tl)シンチレ

ーション)(SA)，ガンマ線用サーベイメータ(電離

箱)(SA)，中性子線用サーベイメータ(SA)及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ(SA)の保有数

は，必要数及び予備として故障時のバックアップ

を含め十分な台数を確保する設計とし，可搬型ダ

スト・よう素サンプラ(SA)の保有数は，必要数と

して1台，予備として故障時のバックアップを1台

の合計2台以上を確保する設計とする。 

 

  

   

＜中略＞ 

 

  

(ﾊ) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

(7) 代替気象観測設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

 

6.7 代替気象観測設備 

  

可搬型気象観測設備チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-1

（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） ３ 台（予備

として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを２台） 

 

ａ．可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）（ＭＯＸ燃料加工施設と

共用） 

台 数 ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅲ)(a)

(ﾊ)-1可搬型気象観測設備は，敷地内において風

向，風速その他の気象条件を観測できる設計とす

るとともに，保有数は，必要数として1台，予備

として故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを2台の合計3台以上を確保する設

計とする。 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)

(a)(ﾊ)-1は，事業変更

許可申請書（本文）の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-1

と同義であり整合し

ている。 
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チ-110 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型気象観測用データ伝送装置（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用）２ 台（予備として故

障時のバックアップを１台） 

 

ｂ．可搬型気象観測用データ伝送装置（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

MOX燃料加工施設と共用する可搬型気象観測用

データ伝送装置は，可搬型気象観測設備の観測値

を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送できる設計とするとともに，保有数は，必

要数として1台，予備として故障時のバックアッ

プを1台の合計2台以上を確保する設計とする。 

 

  

  6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

可搬型データ表示装置チ.(2)(ⅲ) (a)

(ﾊ)-2（代替モニタリング設備と兼用）２ 台

（予備として故障時のバックアップを１台） 

ｃ．可搬型データ表示装置（代替モニタリング設

備と兼用） 

台 数 ２台（予備として故障時のバックアップ

を１台） 

可搬型データ表示装置は，チ.(2)(ⅲ)(a)

(ﾊ)-2可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用データ伝送装

置から衛星通信により伝送される可搬型ガ

スモニタ，可搬型環境モニタリング設備及び

可搬型気象観測設備の測定値又は観測値を

指示できる設計とするとともに，保有数は，

必要数として1台，予備として故障時のバッ

クアップを1台の合計2台以上を確保する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)

(a)(ﾊ)-2は，変更許可

申請書(本文)の チ.

(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-2を具

体的に記載しており

整合している。 
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チ-111 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加工

施設と共用） 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-3３ 台（予備として故

障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

 

ｄ．可搬型気象観測用発電機（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台 数 ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

容 量 約３ｋＶＡ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放射線管理施設】 (仕様表) 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)

(a)(ﾊ)-3は,事業変更

許可申請書(本文)の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-3

と同義であり整合し

ている。 

 

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-3 
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チ-112 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.7 代替気象観測設備 

  

可搬型風向風速計 ３ 台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを２台） 

ｅ．可搬型風向風速計 

台 数 ３台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

可搬型風向風速計は，敷地内において風向及び

風速を観測できる設計とするとともに，保有数

は，必要数として1台，予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアップを2台の

合計3台以上を確保する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

  

監視測定用運搬車チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-4

（代替モニタリング設備と兼用）３ 台（予

備として故障時及び待機除外時のバックア

ップを２台） 

ｉ．監視測定用運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

台 数 ７台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを４台） 

 

6.2 代替モニタリング設備 

MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運搬車

の保有数は，チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-4必要数として3

台，予備として故障時及び点検保守による待機除

外時のバックアップを4台の合計7台以上を確保

する設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

監視測定用運搬車はチ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-4

代替排気モニタリング設備と兼用する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅲ)

(a)(ﾊ)-4は，事業変更

許可申請書（本文）の

チ.(2)(ⅲ)(a)(ﾊ)-4

と同義であり整合し

ている。 
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チ-113 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

(ⅳ) 環境モニタリング用代替電源設備 

8.2.2  設計方針 

(3) 個数及び容量 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(f) 環境モニタリング用代替電源設備 

 

 

 

6.8 環境モニタリング用代替電源設備 

  

重大事故等時において，非常用所内電源系統

から環境モニタリング設備のチ.(2)(ⅳ)-1電

源が喪失した場合に，代替電源から給電するた

め，環境モニタリング用代替電源設備を可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング用代替電源設備は，放射線監視設備の環境モ

ニタリング設備に給電できる容量を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として９台，

予備として故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを10 台の合計19 台以上を確

保する。 

 

8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

代替モニタリング設備，代替試料分析関係設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備，環

境モニタリング用代替電源設備を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

 

重大事故等時において，非常用所内電源系統か

ら環境モニタリング設備へのチ.(2)(ⅳ)-1給電

が喪失した場合に，代替電源から給電するため，

環境モニタリング用代替電源設備を可搬型重大

事故等対処設備として設ける設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

1は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅳ)-1と同義であり

整合している。 

 

 

 8.2.4  系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

   

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モ

ニタリング用可搬型発電機及び監視測定用運

搬車で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニ

タリング用可搬型発電機及び監視測定用運搬車

で構成する。 

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニ

タリング用可搬型発電機及び監視測定用運搬車

で構成する。 

  

 ＜中略＞ 

 

 

＜中略＞   
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チ-114 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (2) 主要設備 

ｈ．環境モニタリング用代替電源設備 

   

チ.(2)(ⅳ)-2環境モニタリング用代替電源

設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

環境モニタリング用可搬型発電機は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

チ.(2)(ⅳ)-2環境モニタリング用可搬型発電

機は，MOX燃料加工施設と共用する。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

2は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

2を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

共用するチ.(2)(ⅳ)-3環境モニタリング用

代替電源設備は，チ.(2)(ⅳ)-4給電先が共用

する環境モニタリング設備であり，必要となる

電力及び燃料が増加するものではないことか

ら，共用によって重大事故時の対処に影響を及

ぼさない設計とする。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング用可搬型発電機は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処を考慮し，共

用によって重大事故時の対処に影響を及ぼさな

い設計とする。 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅳ)-3環

境モニタリング用可搬型発電機は，再処理施設及

びMOX燃料加工施設における重大事故等対処を考

慮し，十分な容量及び台数を確保することで，

チ.(2)(ⅳ)-4共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

3は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

3を具体的に記載して

おり整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

4は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅳ)-4と同義であり

整合している。 
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チ-115 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

 

   

設計基準対象の施設と兼用する電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備として位置付ける。 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」に示す。 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

貯槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

用タンクローリを可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

  事業変更許可申請書

（本文）「リ.(4)(ⅶ)

  補機駆動用燃料補

給設備」に示す。 

 

 

放射線監視設備，試料分析関係設備及び環境

管理設備の常設重大事故等対処設備に給電す

るための，受電開閉設備，所内高圧系統，所内

低圧系統及び計測制御用交流電源設備につい

ては，「リ．(１)(ⅰ) 電気設備」に，環境モ

ニタリング用可搬型発電機へ給油するための

補機駆動用燃料補給設備については，「リ．(４)

 (ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  変更許可申請書（本

文）「リ.（1）(i) 電

気設備」及び「リ.(4)

 (ⅶ) 補機駆動用燃

料補給設備」に示す。 
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チ-116 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.2  設計方針 

(1) 多様性，位置的分散 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

 

 

6.8 環境モニタリング用代替電源設備 

  

チ.(2)(ⅳ)-5環境モニタリング用代替電源

設備は，チ.(2)(ⅳ)-6放射線監視設備の環境

モニタリング設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップを含めて必要な数量を放射

線監視設備の環境モニタリング設備が設置さ

れる周辺監視区域境界付近から100ｍ以上の離

隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ

伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電機，代

替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環境モ

ニタリング用代替電源設備は，放射線監視設備の

環境モニタリング設備又は環境管理設備と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップを含めて必

要な数量を放射線監視設備の環境モニタリング

設備及び環境管理設備が設置される周辺監視区

域境界付近，環境管理建屋近傍及び再処理施設の

敷地内の露場から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た複数の外部保管エリアに分散して保管するこ

とで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅳ)-5環境モニタリング用可搬型発電

機は，共通要因によって環境モニタリング設備と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時のバックアップを含めて必要な数量を

チ.(2)(ⅳ)-6環境モニタリング設備が設置され

る周辺監視区域境界付近から100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分散して

保管することで位置的分散を図る設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

5は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

5を具体的に記載して

おり整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

6は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅳ)-6と同義であり

整合している。 

 

 

 ＜中略＞ 
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放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (3) 数量及び容量 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

(f) 環境モニタリング用代替電源設備 

 

 

6.8 環境モニタリング用代替電源設備 

  

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅳ)

-7環境モニタリング用代替電源設備は，チ.

(2)(ⅳ)-8放射線監視設備の環境モニタリン

グ設備に給電できる容量を有する設計とする

とともに，保有数は，チ.(2)(ⅳ)-9必要数とし

て９台，予備として故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップを10 台の合計19 

台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する環境モニタリ

ング用代替電源設備は，放射線監視設備の環境モ

ニタリング設備に給電できる容量を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として９台，

予備として故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップを10 台の合計19 台以上を確

保する。 

MOX燃料加工施設と共用するチ.(2)(ⅳ)-7環

境モニタリング用可搬型発電機は，チ.(2)(ⅳ)-

8環境モニタリング設備に給電できる容量を有

する設計とするとともに，保有数は，チ.(2)(ⅳ)

-9必要数並びに予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを含め十分な

台数を確保する設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

7は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

7を具体的に記載して

おり整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

8は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅳ)-8と同義であり

整合している。 

 

 

変更許可申請書（本

文）のチ.(2)(ⅳ)-9は

変更許可申請書（本

文）の「チ.(2) (ⅳ)

(a)(イ) 環境モニタ

リング用代替電源設

備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜中略＞ 

 

＜中略＞   
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チ-118 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 (4) 環境条件等 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

   

チ.(2)(ⅳ)-10環境モニタリング用代替電

源設備は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水

所に保管し，風（台風）等により機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び環

境モニタリング用代替電源設備は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

チ.(2)(ⅳ)-10環境モニタリング用可搬型発

電機は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

第1保管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管

し，風(台風)等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

10は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

10を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 ＜中略＞ 

 

 

   

チ.(2)(ⅳ)-11環境モニタリング用代替電

源設備は内部発生飛散物の影響を考慮し，第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とする。 

 

代替モニタリング設備，代替試料分析関係設

備，代替放射能観測設備，代替気象観測設備及び

環境モニタリング用代替電源設備は，内部発生飛

散物の影響を考慮し，主排気筒管理建屋，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

 

 

チ.(2)(ⅳ)-11環境モニタリング用可搬型発

電機は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第1保

管庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所の内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管することに

より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

11は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

11を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 ＜中略＞ 

 

   

 (5) 操作性の確認    

チ.(2)(ⅳ)-12環境モニタリング用代替電

源設備は，環境モニタリング設備と容易かつ確

実に接続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ

接続又はより簡便な接続方式を用いる設計と

する。 

環境モニタリング用代替電源設備は，環境モニ

タリング設備と容易かつ確実に接続できるよう，

ケーブルはボルト・ネジ接続又はより簡便な接続

方式を用いる設計とする。 

 

チ.(2)(ⅳ)-12環境モニタリング用可搬型発

電機は，環境モニタリング設備と容易かつ確実に

接続できるよう，ケーブルはボルト・ネジ接続又

はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

12は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

12を具体的に記載し

ており整合している。 

 

 

 

 

 

6403



 

チ-119 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 8.2.5  試験・検査    

チ.(2)(ⅳ)-13環境モニタリング用代替電

源設備は，チ.(2)(ⅳ)-14再処理施設の運転中

又は停止中に機能の確認，性能の確認及び外観

の確認が可能な設計とする。 

 

代替モニタリング設備のうち，可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，

可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境モニ

タリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタリン

グ用発電機，可搬型気象観測用データ伝送装置，可

搬型気象観測用発電機及び環境モニタリング用代

替電源設備は，再処理施設の運転中又は停止中に機

能の確認，性能の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。 

 

 

チ.(2)(ⅳ)-13環境モニタリング用可搬型発

電機は，チ.(2)(ⅳ)-14通常時において，重大事

故等に対処するために必要な機能を確認するた

め，機能の確認，性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

また，当該機能を健全に維持するため，取替え

等が可能な設計とする。 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

13は，変更許可申請書

(本文)のチ.(2)(ⅳ)-

13を具体的に記載し

ており整合している。 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)-

14は，事業変更許可申

請書（本文）のチ.(2)

(ⅳ)-14と同義であり

整合している。 
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チ-120 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(a) 主要な設備 

(ｲ) 環境モニタリング用代替電源設備 

 

(8) 環境モニタリング用代替電源設備 

   

［可搬型重大事故等対処設備］ ［可搬型重大事故等対処設備］ 【放射線管理施設】 (仕様表)   

環境モニタリング用可搬型発電機（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-119 台（予備として故

障時及び待機除外時のバックアップを10台） 

容 量チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-2約５ ｋＶＡ／

台 

 

ａ．環境モニタリング用可搬型発電機（ＭＯＸ燃

料加工施設と共用） 

台 数 19台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを10台） 

容 量 約５ｋＶＡ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)

(a)(ｲ)-2は，事業変更

許可申請書（本文）の

チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-2

と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2)(ⅳ)

(a)(ｲ)-1は，事業変更

許可申請書（本文）の

チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-1 

チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-2 

6405



 

チ-121 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  (基本設計方針) 

第2章 個別項目 

6. 放射線管理施設 

6.2 代替モニタリング設備 

6.2.1 代替排気モニタリング設備 

  

監視測定用運搬車（チ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-3

代替モニタリング設備と兼用） 

７ 台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを４台） 

ｂ．監視測定用運搬車（代替モニタリング設備と

兼用） 

台 数 ７台（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを４台） 

MOX燃料加工施設と共用する監視測定用運

搬車の保有数は，必要数として3台，予備と

して故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを4台の合計7台以上を確保

する設計とする。 

 

6.2.2 代替環境モニタリング設備 

監視測定用運搬車はチ.(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-3

代替排気モニタリング設備と兼用する設計

とする。 

可搬型環境モニタリング設備は，周辺監視

区域において，線量を測定するとともに，空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定

する設計とする。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備は，重大

事故等が発生した場合に，重大事故等の対処

を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル

廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の周辺における線量当量率並びに

出入管理室を設置する出入管理建屋，低レベ

ル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性

物質の濃度及び線量当量率を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録できるように，

測定値を指示する設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ.(2) (ⅳ)

(a)(ｲ)-3は，変更許可

申請書(本文)のチ.

(2)(ⅳ)(a)(ｲ)-3を具

体的に記載してお 
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チ-122 

放
施
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付資料六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  放射線管理施設の対象となる主要な設備につい

て，「第1-6表 放射線管理施設の主要設備リスト」

に示す。 

本設備の設備として兼用する場合に主要設備リ

ストに記載されない設備については，「第2-6表 

放射線管理施設の兼用設備リスト」に示す。 
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電
保
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備

(１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設

備 

(ⅰ) 電気設備 

(ａ) 構 造 

(イ) 設計基準対象の施設

再処理施設の電力は，外部から154ｋＶ送電線２

回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給

電する設計とする。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)①送電線２回線の停止時に備えて，

非常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵

設備等で構成する非常用電源設備及びその附属設備

を設置する。非常用ディーゼル発電機として，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発

電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発

電機を設置する。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)②また，非常用蓄電池として，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設以外の建屋で非

常用電源を必要とする建屋に第２非常用蓄電池を設

置する。 

さらに，燃料貯蔵設備として，第１非常用ディー

ゼル発電機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼ

ル発電機用に燃料油貯蔵タンクを設置する。

ﾘ．(1)(i)(ｲ)③重油タンク及び燃料油貯蔵タンク

は，７日間の外部電源喪失を仮定しても，設計基準

事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を

それぞれ７日間運転することにより必要とする電力

を供給できる容量以上の燃料を事業所内に貯蔵する

設計とする。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)④非常用電源設備及びその附属設備

は，多重性を確保し，及び独立性を確保し，その系

統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場

合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において安全上重要な施設及び設計基準

事故に対処するための設備がその機能を確保するた

めに７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用デ

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会

社電力系統の 154ｋＶ送電線２回線（約 30ｋｍ先の

上北変電所から六ヶ所変電所を経由）から受電開閉

設備で受電し，受電変圧器を通して 6.9ｋＶに降圧

した後，再処理施設へ給電する設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに非常用

電源建屋に非常用ディーゼル発電機を設けるととも

に，安全上重要な施設を有する建屋に非常用蓄電池

を設ける設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに非常用

電源建屋に非常用ディーゼル発電機を設けるととも

に，安全上重要な施設を有する建屋に非常用蓄電池

を設ける設計とする。 

非常用ディーゼル発電機は，７日間の外部電源喪失

を仮定しても電力を供給できるよう，７日間以上連

続運転できる燃料貯蔵設備を敷地内に設け，非常用

ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続

して燃料を供給できる設計とする。 

非常用所内電源系統は，安全上重要な負荷等への

電源として，電気的及び物理的に相互に分離独立し

た電源を確保し，共通原因により機能を失うことな

く，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性

を確保できる設計とする。非常用所内電源系統のみ

の運転下又は外部電源系統のみの運転下で，単一故

障を仮定しても，安全上重要な施設の安全機能を失

うことのない設計とする。 

7.1.1.1受電開閉設備 

再処理施設の電力は，外部から 154ｋＶ送電線２回

線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給電す

る設計とする。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)①送電線２回線の停止時に備えて，非

常用ディーゼル発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備

等で構成する非常用電源設備及びその附属設備を設置

する設計とする。 

7.1.1.5 ディーゼル発電機 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)①非常用ディーゼル発電機として，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第１非常用ディーゼル発

電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼル発電

機を設置する設計とする。 

7.1.1.6直流電源設備 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)②非常用蓄電池として，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設以外の建屋で非常用電源を必

要とする建屋に第２非常用蓄電池を設置する設計とす

る。 

7.1.1.5ディーゼル発電機 

燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電機用

に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料

油貯蔵タンクを設置する設計とする。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)③重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，

７日間の外部電源喪失を仮定しても，設計基準事故に対

処するために必要な第１非常用ディーゼル発電機及び第

２非常用ディーゼル発電機をそれぞれ７日間運転するこ

とにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。 

7.1.1電気設備 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)④再処理施設の非常用電源設備及びそ

の附属設備（非常用所内電源設備（非常用ディーゼル

発電機，非常用蓄電池，燃料貯蔵設備等）及び安全上

重要な施設への電力供給設備（非常用メタルクラッド

開閉装置，非常用パワーセンタ，非常用コントロール

センタ，ケーブル））は，多重性を確保し，及び独立

性を確保し,その系統を構成する機械又は器具の単一故

設計及び工事の計画

のﾘ．(1)(i)(ｲ)① 

は，事業変更許可申

請書（本文）のﾘ．

(1)(i)(ｲ)①と同義

であり整合してい

る。 

設計及び工事の計画

のﾘ．(1)(i)(ｲ)② 

は，事業変更許可申

請書（本文）のﾘ．

(1)(i)(ｲ)②と同義

であり整合してい

る。 

設計及び工事の計

画のﾘ．(1)(i)(ｲ)③ 

は，事業変更許可申

請書（本文）のﾘ．

(1)(i)(ｲ)③と同義

であり整合してい

る。 

設計及び工事の計画

のﾘ．(1)(i)(ｲ)④

は，事業変更許可申

請書（本文）のﾘ．

(1)(i)(ｲ)④と同義

であり整合してい

る。 

リリ-1
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ィーゼル発電機の連続運転により電力を供給できる

設計とする。 

非常用所内電源系統を構成する第１非常用ディー

ゼル発電機は，電源復旧までの期間，モニタリング

ポスト及びダストモニタに，給電できる設計とす

る。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．

放射線管理施設の設備」に記載する。 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤電気設備の一部は，廃棄物管理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の機器配置概要図を

第52図～第58図に示す。 

非常用電源建屋の機器配置概要図を第179図～第

182図に示す。 

これらにより，その系統を構成する機器の単一故

障が発生した場合にも，機能が確保できる設計とす

る。なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には第１非

常用ディーゼル発電機及び第１非常用蓄電池を，再

処理施設（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を

除く。）には第２非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用蓄電池を各々異なる区画に設置する設計とす

る。 

非常用ディーゼル発電機は，７日間の外部電源喪失

を仮定しても電力を供給できるよう，７日間以上連

続運転できる燃料貯蔵設備を敷地内に設け，非常用

ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続

して燃料を供給できる設計とする。 

再処理施設は廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設との共用によって安全機能を有する施設への電力

の供給が停止することがないよう，機器の損壊，故

障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は運

転予備用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，

故障による影響を局所化し，他の安全機能への影響

を限定するとともに，受電変圧器については，廃棄

物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮

しても十分な容量を有することから，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

障が発生した場合であっても，運転時の異常な過渡変

化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設及

び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確

保するため，７日間の外部電源喪失を仮定しても非常

用ディーゼル発電機の連続運転により電力を供給でき

る設計とする。 

7.1.1.1 受電開閉設備 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤受電開閉設備は，廃棄物管理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計とする。 

7.1.1.2 変圧器 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤受電変圧器は，廃棄物管理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計とする。 

7.1.1.3 所内高圧系統 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤所内高圧系統の一部は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計とする。 

7.1.1.4 所内低圧系統 

ﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤所内低圧系統の一部は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する設計とする。 

「チ．放射線管理施

設の設備」に示す。 

設計及び工事の計画

のﾘ．(1)(i)(ｲ)⑤

は，事業変更許可申

請書（本文）のﾘ．

(1)(i)(ｲ)⑤と同義

であり整合してい

る。 

事業変更許可申請書

（本文）は、「再処

理施設に関する図

面」にて記載する。 
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(ｂ) 主要な設備 

(イ) 設計基準対象の施設

１） 受電開閉設備（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設と共用）

回 線 ２ 回線 

電 圧 154 ｋＶ 

２） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設と共用）

容 量 約90,000 ｋＶＡ（１号，２号）（廃棄物

管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

約36,000ｋＶＡ（３号，４号）（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

電 圧 154ｋＶ／6.9ｋＶ 

台 数 ４ 台 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けた「受電変圧器

３号，４号」は，本設

工認では仕様表対象外

である。 
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３） 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加

工施設と共用）

台 数 ２ 台

出 力 約4,400 ｋＷ／台 

起動時間 約15 秒 

電源容量は，外部電源が完全に喪失した場合でも，

第１非常用ディーゼル発電機１台で使用済燃料の受

入れ及び貯蔵に必要な施設の安全を確 

保するための負荷に対して給電可能なものとする。 
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４） 第２非常用ディーゼル発電機

台 数 ２ 台

出 力 約7,300 ｋＷ／台 

起動時間 約15 秒 

電源容量は，外部電源が完全に喪失した場合でも，

第２非常用ディーゼル発電機１台で再処理施設（使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施 

設を除く。）の安全を確保するための負荷に対して

給電可能なものとする。 
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５） 重油タンク（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）

基 数 ４ 基

容 量 約130 ｍ３／基 

第１非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続運転

できる燃料を貯蔵する。 
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６） 燃料油貯蔵タンク

基 数 ４ 基

容 量 約165 ｍ３／基 

第２非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続運転

できる燃料を貯蔵する。 
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７） 第１非常用蓄電池

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式）

組 数 ２ 組

容 量 第１非常用直流電源設備（110Ⅴ）用約2,000

Ａｈ／組 

蓄電池容量は，短時間の全交流動力電源の喪失時に

おいても，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施

設の安全を確保するための直流負荷に対して給電可

能なものとする。 

８） 第２非常用蓄電池

種 類 鉛蓄電池（浮動充電方式）

組 数 18 組

(第２非常用直流電源設備（110Ⅴ）用16組，第２非

常用直流電源設備（220Ⅴ）用２組）

容 量 第２非常用直流電源設備（110Ⅴ）用

約170 Ａｈ／組 １ 組

約210 Ａｈ／組 １ 組 

約500 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,200 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,400 Ａｈ／組 ２ 組 

約1,800 Ａｈ／組 ２ 組 

約2,000 Ａｈ／組 ２ 組 

約2,200 Ａｈ／組 ２ 組 

約4,000 Ａｈ／組 ２ 組 

容 量 第２非常用直流電源設備（220Ⅴ）用 

約1,400 Ａｈ／組 ２ 組 

蓄電池容量は，短時間の全交流動力電源の喪失時に

おいても，再処理施設（使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に必要な施設を除く。）の安全を確 

保するための直流負荷に対して給電可能なものとす

る。 
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(ﾛ) 重大事故等対処設備

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)①全交流動力電源喪失が発

生した場合において，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処するための設備，放射線

分解により発生する水素による爆発に対処

するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備，制御室の居住性を確保す

るための設備，計装設備及び通信連絡を行

うために必要な設備に電力を確保するため

に必要な設備を重大事故等対処設備として

設置及び保管する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)②また，全交流動力電源

喪失を要因とせずに発生する動的機器の機

能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する臨界事故の拡大を防止するため

の設備，有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するための設備，冷却機能の喪失によ

る蒸発乾固に対処するための設備，放射線

分解により発生する水素による爆発に対処

するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却

等の対処に用いる放射線監視設備，計装設

備及び通信連絡を行うために必要な設備に

電力を供給する設備については，設計基準

対象の施設の保安電源設備の一部を兼用

し，常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時におい

て，共用する受電開閉設備等は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処を考慮し，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

全交流動力電源喪失を要因とせず外部電源が健全

な環境条件において，動的機器の機能喪失又は人為

的な過失の重畳を要因として発生する重大事故等の

対処に必要な電力を供給する電気設備は，設計基準

対象の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設

備等を兼用し，常設重大事故等対処設備として位置

付ける。 

重大事故等時において，共用する受電開閉設備等

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重

大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)①全交流動力電源喪失が発生した場

合において，冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す

るための設備，放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備，制御室の居住性を確保するための設

備，計装設備及び通信連絡に必要な電力を確保できる

設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)②全交流動力電源喪失を要因とせず

に発生する動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重

畳を要因として発生する臨界事故の拡大を防止するた

めの設備，有機溶媒等による火災又は爆発に対処する

ための設備，冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す

るための設備，放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための設備，使用済燃料貯蔵槽の冷却

等の対処に用いる放射線監視設備，計装設備及び通信

連絡を行うために必要な設備に電力を供給する設備に

ついては，設計基準対象の施設の保安電源設備の一部

を兼用し，常設重大事故等対処設備として位置付け，

必要な電力を供給する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時において，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する制御建屋可搬型発電機は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対

処に同時に対処することを考慮し，十分な容量を確保

することで，共用によって重大事故等時の対処に影響

を及ぼさない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時において，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する受電開閉設備は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮し，十分な容量を有する設計と

するとともに，十分な系統数以上を確保することで，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時において，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する受電変圧器は，再処理施設及び

ＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時に

対処することを考慮し，十分な容量を有する設計とす

るとともに，十分な系統数以上を確保することで，共

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)①は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)①と同

義であり整合してい

る。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)②は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)②と同

義であり整合してい

る。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)③は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)③を具

体的に示しており整

合している。 
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1) 全交流動力電源喪失を要因として発生す

る重大事故等に対処するための電力を確保

するための設備

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)④全交流動力電源喪失が

発生した場合において必要とする重大事故

等対処設備は，代替電源設備及び代替所内

電気設備を使用する設計とする。 

代替電源設備は，前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成し，

設置場所で他の設備から独立して使用可能

とすることにより，電力を供給できる設計

とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑤代替電源設備は，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｌ） 制御室等」，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｐ）監視設備」，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｓ） 通信連絡設

備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｄ）冷却機能

の喪失による蒸発乾固に対処するための設

備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｅ） 放射線

分解により発生する水素による爆発に対処

するための設備」及び「ロ．（７）（ⅱ）

全交流動力電源喪失が発生した場合の重大事故等

対処設備として，代替電源設備を使用する設計とす

る。 

全交流動力電源喪失により，重大事故等が発生し

た場合において，当該重大事故等に対処するために

必要な電力を確保するため，非常用ディーゼル発電

機の代替電源設備として，前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機及び

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を配備する。 

用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時において，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する所内高圧系統は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮し，十分な容量を有する設計と

するとともに，十分な系統数以上を確保することで，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)③重大事故等時において，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する所内低圧系統は，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮し，十分な容量を有する設計と

するとともに，十分な系統数以上を確保することで，

共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)④重大事故等の対処に必要な電力を

確保するための設備は，代替電源設備及び代替所内電

気設備で構成し，電力を供給できる設計とする。 

代替電源設備は，前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機で構成し，設置場所で他

の設備から独立して使用可能とすることにより，電力

を供給できる設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑤代替電源設備は，監視設備，計測

制御設備，計測制御装置，制御室換気設備，代替換気

設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設備に

必要な電力を確保できる設計とする。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)④は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)④を具

体的に示しており整合

している。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑤は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑤を具

体的に示しており整合

している。 
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（ｌ） 計装設備」に必要な電力を供給す

るために使用する設計とする。 

代替所内電気設備は，常設の重大事故対

処用母線，可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルで構成し，設置場所で他の設備から

独立して使用可能とすることにより，電力

を供給できる設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑥全交流動力電源喪失が

発生した場合において必要とする重大事故

等対処設備は，非常用ディーゼル発電機及

び非常用所内電源系統に対して，独立性を

有し，位置的分散を図る設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑦代替所内電気設備は，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｌ） 制御室等」，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｐ） 監視設備」，

「ロ．（７）（ⅰ）（ｓ） 通信連絡設

備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｄ） 冷却機

能の喪失による蒸発乾固に対処するための

設備」，「ロ．（７）（ⅱ）（ｅ） 放射

線分解により発生する水素による爆発に対

処するための設備」及び「ロ．（７）

（ⅱ）（ｌ） 計装設備」に必要な電力を

供給するために使用する設計とする。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機は，第１非常用

ディーゼル発電機と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，通常は外部保管エリアに保管し，対処

時は建屋近傍の屋外に運搬し使用すること

で，第１非常用ディーゼル発電機に対して

独立性を有する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑧代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，「ロ．（７）（ⅱ）（ｌ） 計装設

備」の一部である計装設備のけん引車を兼

用し，外部保管エリアから建屋近傍まで運

搬する設計とする。 

代替所内電気設備は，重大事故対処用母線（常設

分電盤，常設ケーブル），可搬型分電盤及び可搬型

電源ケーブルで構成し，代替電源設備の電路として

使用し，必要となる電力を供給する設計とする。 

代替電源設備は，非常用電源建屋から離れた場所

に保管することで，非常用電源建屋内の非常用ディ

ーゼル発電機に対して，独立性を有し，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とし，重大事故等への対処に必要となる十

分な容量を確保する設計とする。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，第１非常用ディーゼル発電機

と共通要因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，通常は外部保管エリアに保管し，

対処時は建屋近傍の屋外に運搬し使用することで，

第１非常用ディーゼル発電機に対して独立性を有す

る設計とする。 

代替所内電気設備は，常設の重大事故対処用母線，

可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルで構成し，設置

場所で他の設備から独立して使用可能とすることによ

り，電力を供給できる設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑥代替電源設備は，非常用ディーゼ

ル発電機に対して，独立性を有し，位置的分散を図る

設計とし，必要な期間にわたり重大事故等への対処に

必要となる十分な容量を確保する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑦代替所内電気設備は，監視設備，

計測制御設備，計測制御装置，制御室換気設備，代替

換気設備，代替モニタリング設備及び代替通信連絡設

備に必要な電力を確保できる設計とする。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機は，共通要因によって第１非常用ディ

ーゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，通常は外部保管エリアに保管し，対処時は

建屋近傍の屋外に運搬し使用することで，第１非常用

ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計とす

る。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑧代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，計測制御設備の

けん引車を兼用し，外部保管エリアから建屋近傍まで

運搬する設計とする。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑥は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑥を具

体的に示しており整合

している。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑦は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑦を具

体的に示しており整合

している。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑧は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑧を具

体的に示しており整合

している。 
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代替電源設備の前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機及び高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機は，第２非常用ディ

ーゼル発電機と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，通

常は前処理建屋，分離建屋，制御建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の近傍の屋外に保

管し，対処時はその場で運転し使用するこ

とで，第２非常用ディーゼル発電機に対し

て独立性を有する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑨代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の第

１非常用ディーゼル発電機と共通要因によ

って，同時にその機能が損なわれるおそれ

がないように，故障時バックアップを含め

て必要な数量を第１非常用ディーゼル発電

機が設置される建屋から 100ｍ以上の離隔

距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑩代替電源設備の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，第２非常用ディーゼル発電機と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように故障時バックアップを含

めて必要な数量を第２非常用ディーゼル発

電機が設置される建屋から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，対処を行う建屋近傍にも保管

することで位置的分散を図る。 

代替電源設備は，他の設備から独立して

単独で使用可能なことにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

屋外に保管する代替電源設備の前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニ

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，第２非常用

ディーゼル発電機と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，通常は前処理建

屋，分離建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の近傍

の屋外に保管し，対処時はその場で運転し使用する

ことで，第２非常用ディーゼル発電機に対して独立

性を有する設計とする。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

内の第１非常用ディーゼル発電機と共通要因によっ

て，同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量を第１

非常用ディーゼル発電機が設置される建屋から100ｍ

以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに

分散して保管することで位置的分散を図る。 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，非常用電源

建屋の第２非常用ディーゼル発電機と共通要因によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数量を第２

非常用ディーゼル発電機が設置される建屋から100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管す

るとともに，対処を行う建屋近傍にも保管すること

で位置的分散を図る。 

代替電源設備は，他の設備から独立して単独で使

用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，共通要因によって第

２非常用ディーゼル発電機と同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，通常は前処理建屋，分離建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の近傍の屋外に保管

し，対処時はその場で運転し使用することで，第２非

常用ディーゼル発電機に対して独立性を有する設計と

する。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑨代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，共通要因によっ

て使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の第１非常用ディー

ゼル発電機と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いように，故障時のバックアップを含めて必要な数量

を第１非常用ディーゼル発電機を設置する建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管エリア

に分散して保管することで位置的分散を図る設計とす

る。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑩代替電源設備の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，共

通要因によって第２非常用ディーゼル発電機と同時に

その機能が損なわれるおそれがないように故障時のバ

ックアップを含めて必要な数量を第２非常用ディーゼ

ル発電機を設置する建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処を

行う建屋近傍にも保管することで位置的分散を図る設

計とする。 

代替電源設備は，他の設備から独立して単独で使用

可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑨は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑨を具

体的に示しており整合

している。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑩は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑩と同

義であり整合してい

る。 
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ウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑪代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，重大事故等に対処するために必要な

電力を確保するために必要な容量約 200ｋ

ＶＡを有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として１台，予備として故障時

及び保守点検による待機除外時のバックア

ップを２台の合計３台以上を確保する。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑫代替電源設備の前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，重大事故等に対処するために必要な電

力を確保するために必要な容量約 80ｋＶＡ

を有する設計とするとともに，保有数は，

必要数として各建屋で１台使用するための

５台，予備として故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを 11 台の合

計 16 台以上を確保する。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑬また，前処理建屋可搬

型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機は，複数の敷

設ルートで対処できるよう必要数を複数の

敷設ルートに確保する。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑭代替電源設備の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所に保管し，風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

電機及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて

固縛等の措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，重大事故等に対処するために

必要な電力を確保するために必要な容量約200ｋＶＡ

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数と

して１台，予備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを２台の合計３台以上を確

保する。 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重大事故等

に対処するために必要な電力を確保するために必要

な容量約80ｋＶＡを有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として各建屋で１台使用するための

５台，予備として故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップを11 台の合計16 台以上を確保

する。 

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，外部からの衝撃による損傷を

防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に保管し，風（台風）等により機能を損なわな

い設計とする。 

及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の

措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑪代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，重大事故等に対

処するために必要な電力を確保するために必要な容量

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並び

に予備として故障時及び点検保守による待機除外時の

バックアップを含め必要な台数を確保する設計とす

る。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑫代替電源設備の前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，重

大事故等に対処するために必要な電力を確保するため

に必要な容量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを含め必要な台数を確保

する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑬前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機は，複数の敷設ルート

で対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保す

る設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑭代替電源設備の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑪及び

仕様表(1)(i)(b)(ﾛ)

㉓は，事業変更許可

申請書（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑪と同

義であり整合してい

る。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑫及び

仕様表(1)(i)(b)(ﾛ)

㉔は，事業変更許可

申請書（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑫と同

義であり整合してい

る。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑬は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑬と同

義であり整合してい

る。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑭は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ) ⑭を具

体的に示しており整合

している。（以下同様

の記載については電

気 1 とし整合性の記
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(1)(i)(b)(ﾛ)⑮代替電源設備の使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設計

とする。 

代替電源設備の屋外に保管する前処理建

屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，必要により

当該設備の転倒防止，固縛等の措置を講じ

て保管する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑯地震を要因として発生

した場合に対処に用いる代替電源設備は，

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることでその機能を損な

わない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑰代替電源設備は，溢水

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響

を受けない高さへの保管，被水防護及び被

液防護する設計とする。 

代替電源設備は，配管の全周破断に対し

て，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機は，内部発生飛散物の影響を考慮

し，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の

内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とする。 

代替電源設備の前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，風（台風）

及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代

替電源設備は，「1.7.18（５） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。 

代替電源設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護をする設計とする。 

代替電源設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない位置に保管することによ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑮代替電源設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機は，内部発生飛散物の

影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・

貯水所の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管

することにより，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

屋外に保管する代替電源設備の前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

及び高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機は，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻によ

る風荷重を考慮し，必要により当該設備の転倒防止，

固縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑯地震を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる代替電源設備は，第１章 

共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

電気 3 に基づく設計とすることでその機能を損なわな

い設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑰代替電源設備は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保

管，被水防護及び被液防護を行うことにより，重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない電気 4 設計と

する。 

代替電源設備は，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

載を省略する） 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑮は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑮を具

体的に示しており整合

している。（以下同様

の記載については電

気 2 とし整合性の記

載を省略する） 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑯は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ) ⑯を具

体的に示しており整合

している。（以下同様

の記載については電

気 3 とし整合性の記

載を省略する） 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑰は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑰を具

体的に示しており整合

している。（以下同様

の記載については電

気 4 とし整合性の記

載を省略する） 
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液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けな

い位置に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。 

代替電源設備は，想定される重大事故等

が発生した場合においても設置及び常設設

備との接続に支障がないように，線量率の

高くなるおそれの少ない場所を選定し，当

該設備の設置及び常設設備との接続が可能

な設計とする。 

代替電源設備は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑱代替電源設備は，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して外観

検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可

能な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，非常用所内電源系統と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，安全上重要な施設へ電力を供給す

るための設備と異なる系統構成とすること

で，非常用所内電源系統に対して，独立性

を有する設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，非常用所内電源系統と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，非常用所内電源系統と異なる系統

として設置することにより，非常用所内電

源系統と位置的分散を図る設計とする。 

また，重大事故対処用母線は，少なくと

も１系統は機能の維持及び人の接近性の確

保を図る設計とする。 

建屋の外から電力を供給する可搬型電源

ケーブルと重大事故対処用母線との接続口

り，機能を損なわない設計とする。 

代替電源設備は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場

所を選定し，当該設備の設置及び常設設備との接続

が可能な設計とする。 

代替電源設備は，コネクタ接続に統一することに

より，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。 

代替電源設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能

な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，非常

用所内電源系統と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，非常用所内電源系

統と異なる系統構成とすることで，非常用所内電源

系統に対して，独立性を有する設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，非常

用所内電源系統と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，非常用所内電源系

統と異なる系統として設置することにより，非常用

所内電源系統と位置的分散を図る設計とする。 

また，重大事故対処用母線は，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とす

る。 

建屋の外から電力を供給する可搬型電源ケーブル

と重大事故対処用母線との接続口は，共通要因によ

等）の影響を受けない位置に保管することにより，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

代替電源設備は，想定される重大事故等が発生した

場合においても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選

定し，当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とする。 

代替電源設備は，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な

設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑱代替電源設備は，通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を確認するた

め，外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能

な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要

因によって非常用所内電源系統と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，安全上重要な施設へ電力

を供給するための設備と異なる系統構成とすること

で，非常用所内電源系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，共通要

因によって非常用所内電源系統と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，非常用所内電源系統と異

なる系統として設置することにより，非常用所内電源

系統と位置的分散を図る設計とする。 

重大事故対処用母線は，少なくとも１系統は機能の

維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

建屋の外から電力を供給する可搬型電源ケーブルと

重大事故対処用母線との接続口は，共通要因によって

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑱は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑱を具

体的に示しており整合

している。（以下同様

の記載については電

気 5 とし整合性の記

載を省略する） 
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は，共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため，複数のアク

セスルートを踏まえて自然現象，人為事象

及び故障による大型航空機の衝突その他の

テロリズムに対して，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

内の適切に隔離した隣接しない位置の異な

る複数の場所に設置する。また，溢水，化

学薬品漏えい及び火災によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，それ

ぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設

計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑲代替所内電気設備の前

処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋

の重大事故対処用母線，精製建屋の重大事

故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母

線は，重大事故等に対処するために必要な

容量約 80ｋＶＡを有する設計とするととも

に，動的機器の単一故障を考慮した予備を

含めた各建屋で２系統の 10 系統以上を有

する設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替所内電気設備の重大事故対処用

母線は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

って接続することができなくなることを防止するた

め，複数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人

為事象及び故障による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムに対して，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離した隣接しな

い位置の異なる複数の場所に設置する。また，溢

水，化学薬品漏えい及び火災によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互いに

異なる複数の場所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，他の

設備から独立して単独で使用可能なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋の重大事故対処用

母線，分離建屋の重大事故対処用母線，精製建屋の

重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の重大事故対処用母線は，重大事故等に

対処するために必要な容量約80ｋＶＡを有する設計

とするとともに，動的機器の単一故障を考慮した予

備を含めた各建屋で２系統の10 系統以上を有する設

計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代

替所内電気設備の重大事故対処用母線は，「1.7.18

（５） 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることでその機能を損

なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，外部

からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水

接続することができなくなることを防止するため，複

数のアクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

対して，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋内の適切に隔離した隣接しない位置の異なる複

数の場所に設置する設計とする。また，溢水，化学薬

品漏えい及び火災によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，それぞれ互いに異なる複数の場

所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，他の設

備から独立して単独で使用可能なことにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑲代替所内電気設備の前処理建屋の

重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用母

線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線は，重大

事故等に対処するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，動的機器の単一故障を考慮した予備を含

めた各建屋で必要な数量を有する設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処

に用いる代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，

第１章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の

「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」電気 3 に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）

等により重大事故等への対処に必要な電気 1 機能を損

なわない設計とする。 

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑲及び

仕様表(1)(i)(b)(ﾛ)

㉕は，事業変更許可

申請書（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑲と同

義であり整合してい

る。 
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は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計とす

る。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，配管の全周破断に対して，影響を受け

ない場所に設置することにより，漏えいし

た放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により機能を損なわない設計

とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が

可能な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線

は，再処理施設の運転中又は停止中に外観

検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可

能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，非常用所内電源系統

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，通常は，非常用

所内電源系統と異なる場所に保管し，対処

時は，非常用所内電源系統と異なる系統構

成とすることで，非常用所内電源系統に対

して独立性を有する設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，非常用所内電源系統

と共通要因によって同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バック

アップも含めて必要な数量を非常用所内電

源系統が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアの保管

庫に保管するとともに，前処理建屋，分離

量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液防護をする設計

とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，内部

発生飛散物の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，機能を損な

わない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，配管

の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置す

ることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，コネ

クタ接続に統一することにより，速やかに，容易か

つ確実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線（常設分

電盤及び常設ケーブル）は，再処理施設の運転中又

は停止中に外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，非常用所内電源系統と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

通常は，非常用所内電源系統と異なる場所に保管

し，対処時は，非常用所内電源系統と異なる系統構

成とすることで，非常用所内電源系統に対して独立

性を有する設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，非常用所内電源系統と共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数量を非常

用所内電源系統が設置される建屋から100ｍ以上の離

隔距離を確保した外部保管エリアの保管庫に保管す

るとともに，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制

御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護を行うことによ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない電

気 4 設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，内部発

生飛散物の影響を考慮し，内部発生飛散物の影響を受

けない場所に設置することにより，重大事故等への対

処に必要な電気 2 機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，コネク

タ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の重大事故対処用母線は，通常時

において，重大事故等への対処に必要な機能を確認す

るため，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による性能

確認が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，共通要因によって非常用所内電源系統と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，通常

は，非常用所内電源系統と異なる場所に保管し，対処

時は，非常用所内電源系統と異なる系統構成とするこ

とで，非常用所内電源系統に対して独立性を有する設

計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，共通要因によって非常用所内電源系統と同

時にその機能が損なわれるおそれがないように，故障

時のバックアップも含めて必要な数量を非常用所内電

源系統を設置する建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確

保した外部保管エリアの保管庫に保管するとともに，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス
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建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋にも保管することで位置的分散

を図る。前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋内

に保管する場合は非常用所内電源系統が設

置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る。 

建屋の外から電力を供給する可搬型分電

盤及び可搬型電源ケーブルと重大事故対処

用母線との接続口は，共通要因によって接

続することができなくなることを防止する

ため，複数のアクセスルートを踏まえて自

然現象，人為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに対して，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋内の適切に隔離した隣接

しない位置の異なる複数の場所に設置する

設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい

及び火災によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，それぞれ互いに異

なる複数の場所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，他の設備から独立し

て単独で使用可能なことにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑳代替所内電気設備の前

処理建屋の可搬型分電盤，分離建屋の可搬

型分電盤，精製建屋の可搬型分電盤，制御

建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル

廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤は，重大事故等に対処するために

必要な容量約 80ｋＶＡを有する設計とする

とともに，保有数は，必要数として各建屋

で１台使用するための７台，予備として故

障時のバックアップを７台の合計 14 台以

上を確保する。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)㉑代替所内電気設備の前

処理建屋の可搬型電源ケーブル，分離建屋

ベル廃液ガラス固化建屋にも保管することで位置的

分散を図る。前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制

御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内に保管する場合は非常用

所内電源系統が設置される場所と異なる場所に保管

することで位置的分散を図る。 

建屋の外から電力を供給する可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルと重大事故対処用母線との接続口

は，共通要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルートを踏ま

えて自然現象，人為事象及び故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムに対して，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

隔離した隣接しない位置の異なる複数の場所に設置

する設計とする。また，溢水，化学薬品漏えい及び

火災によって同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置

する設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，他の設備から独立して単独で使用可能

なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型分電盤，

分離建屋の可搬型分電盤，精製建屋の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の可搬型分電盤及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重大事故等に

対処するために必要な容量約80ｋＶＡを有する設計

とするとともに，保有数は，必要数として各建屋で

１台使用するための７台，予備として故障時のバッ

クアップを７台の合計14 台以上を確保する。

代替所内電気設備の前処理建屋の可搬型電源ケー

ブル，分離建屋の可搬型電源ケーブル，精製建屋の

固化建屋にも保管することで位置的分散を図る。前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋内に保管する場合は非常用所内電源系統が設置され

る場所と異なる場所に保管することで位置的分散を図

る設計とする。 

建屋の外から電力を供給する可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルと重大事故対処用母線との接続口は，

共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため，複数のアクセスルートを踏まえて自然

現象，人為事象及び故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムに対して，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋内の適切に隔離した隣接しな

い位置の異なる複数の場所に設置する設計とする。ま

た，溢水，化学薬品漏えい及び火災によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)⑳代替所内電気設備の前処理建屋の

可搬型分電盤，分離建屋の可搬型分電盤，精製建屋の

可搬型分電盤，制御建屋の可搬型分電盤，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の可搬型分電盤，高レベル廃

液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤は，重大事故等

に対処するために必要な容量を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数及び予備として故障時のバッ

クアップを含め必要な台数を確保する設計とする。

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)㉑代替所内電気設備の前処理建屋の

可搬型電源ケーブル，分離建屋の可搬型電源ケーブ

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑳及び

仕様表(1)(i)(b)(ﾛ)

㉖は，事業変更許可

申請書（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)⑳と同

義であり整合してい

る。 
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の可搬型電源ケーブル，精製建屋の可搬型

電源ケーブル，制御建屋の可搬型電源ケー

ブル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の可搬型電源ケーブル，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の可搬型電源ケーブル並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブルは，重大事故等に対処する

ための系統の目的に応じて必要な容量を有

する設計とするとともに，保有数は，必要

数として１式，予備として故障時バックア

ップ１式を確保する。また，可搬型電源ケ

ーブルは，複数の敷設ルートで対処できる

よう必要数を複数の敷設ルートに確保する

とともに，建屋内に保管する可搬型電源ケ

ーブルについては１本以上の予備を含めた

個数を必要数として確保する。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルは，外部からの衝撃による

損傷を防止できる外部保管エリアの保管庫

に保管し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台

風）等により機能を損なわない設計とす

る。 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替所内電気設備の可搬型分電盤及

び可搬型電源ケーブルは「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，溢水量及び化学薬品

の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さ

可搬型電源ケーブル，制御建屋の可搬型電源ケーブ

ル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型電

源ケーブル，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型

電源ケーブル並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型電源ケーブルは，重大事故等に対処

するための系統の目的に応じて必要な容量を有する

設計とするとともに，保有数は，必要数として１

式，予備として故障時バックアップ１式を確保す

る。また，可搬型電源ケーブルは，複数の敷設ルー

トで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確

保するとともに，建屋内に保管する可搬型電源ケー

ブルについては１本以上の予備を含めた個数を必要

数として確保する。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる外部保

管エリアの保管庫に保管し，風（台風）等により機

能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可搬型

電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に保管し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。 

地震を要因として発生した場合に対処に用いる代

替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケー

ブルは「1.7.18（５） 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被

ル，精製建屋の可搬型電源ケーブル，制御建屋の可搬

型電源ケーブル，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の可搬型電源ケーブル，高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型電源ケーブル並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルは，重大事故等に

対処するための系統の目的に応じて配備する設計とす

る。また，可搬型電源ケーブルは，複数の敷設ルート

で対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保す

るとともに，建屋内に保管する可搬型電源ケーブルに

ついては予備を含めた個数を必要数として確保する設

計とする。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，外

部からの衝撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯

水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等

により重大事故等への対処に必要な電気 1 機能を損な

わない設計とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，外部からの衝撃による損傷を防

止できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル

廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台風）等により重

大事故等への対処に必要な電気 1 機能を損なわない設

計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処

に用いる代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型

電源ケーブルは，第１章 共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」電気 3 に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)㉑は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)㉑と同

義であり整合してい

る。 
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への保管，被水防護及び被液防護する設計

とする。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響

を考慮し，外部保管エリアの屋内の内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，機能を損なわない設計とす

る。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機能

を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，配管の全周破断に対

して，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受け

ない位置に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，想定される重大事故

等が発生した場合においても設置及び常設

設備との接続に支障がないように，当該設

備の設置場所を，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所を選定し，当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，コネクタ接続に統一

することにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，再処理施設の運転中

又は停止中に外観検査及び絶縁抵抗測定に

よる性能確認が可能な設計とする。 

液防護をする設計とする。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブル

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリ

アの屋内の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設計とす

る。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可搬型

電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮し，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障がない

ように，当該設備の設置場所を，線量率の高くなる

おそれの少ない場所を選定し，当該設備の設置及び

常設設備との接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設

計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源

ケーブルは，再処理施設の運転中又は停止中に外観

検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計

とする。 

影響を受けない高さへの保管，被水防護及び被液防護

を行うことにより，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない電気 4 設計とする。 

代替所内電気設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤及び可搬型電源ケーブルは，内

部発生飛散物の影響を考慮し，第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所の屋内の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な電気 2 機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤及び可

搬型電源ケーブルは，内部発生飛散物の影響を考慮

し，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所

に保管することにより，重大事故等への対処に必要な

電気 2 機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，配管の全周破断に対して，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，想定される重大事故等が発生した場合にお

いても設置及び常設設備との接続に支障がないよう

に，当該設備の設置場所を，線量率の高くなるおそれ

の少ない場所を選定し，当該設備の設置及び常設設備

との接続が可能な設計とする。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，コネクタ接続に統一することにより，速や

かに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす

る。 

代替所内電気設備の可搬型分電盤及び可搬型電源ケ

ーブルは，通常時において，重大事故等への対処に必

要な機能を確認するため，電気 5 外観検査及び絶縁抵

抗測定による性能確認が可能な設計とする。 
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2) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生

する重大事故等に対処するための設備

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生

する重大事故等に対処するための電気設備

は，設計基準対象の施設の保安電源設備の

一部である受電開閉設備等を兼用し，同じ

系統構成で常設重大事故等対処設備として

使用する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)㉒外部電源が健全な環境

の条件において，動的機器の機能喪失又は

人為的な過失の重畳を要因として発生する

重大事故等の対処に必要な電力を供給する

電気設備は，設計基準対象の施設の保安電

源設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，常設重大事故等対処設備として位置付

け，必要な電力を供給する設計とする。設

計基準事故に対処するための電気設備は，

重大事故等発生前（通常時）の動的機器の

機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因と

して発生する臨界事故及び有機溶媒等によ

る火災又は爆発の対処については，「ロ．

（７）（ⅰ）（ｌ） 制御室等」，「ロ．

（７）（ⅰ）（ｐ） 監視設備」，「ロ．

（７）（ⅰ）（ｓ） 通信連絡設備」，

「ロ．（７）（ⅱ）（ｃ） 臨界事故の拡

大を防止するための設備」，「ロ．（７）

（ⅱ）（ｆ） 有機溶媒等による火災又は

爆発に対処するための設備」，「ロ．

（７）（ⅱ）（ｇ） 使用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための設備」及び「ロ．（７）

（ⅱ）（ｌ） 計装設備」を使用するた

め，受電開閉設備，受電変圧器，6.9ｋＶ

非常用主母線，6.9ｋＶ運転予備用主母

線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母

線，6.9ｋＶ運転予備用母線，6.9ｋＶ常用

母線，460Ｖ非常用母線，460Ｖ運転予備用

母線，第１非常用直流電源設備，第２非常

用直流電源設備，直流電源設備，非常用計

測制御用交流電源設備及び計測制御用交流

電源設備を常設重大事故等対処設備（設計

基準対象の施設と兼用）として位置付け，

必要な電力を確保できる設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

安全機能を有する施設として使用する場合

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大

事故等に対処するための電気設備は，設計基準対象

の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設備等

を兼用し，同じ系統構成で常設重大事故等対処設備

として使用する設計とする。 

全交流動力電源喪失を要因とせず外部電源が健全

な環境条件において，動的機器の機能喪失又は人為

的な過失の重畳を要因として発生する重大事故等の

対処に必要な電力を供給する電気設備は，設計基準

対象の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設

備等を兼用し，常設重大事故等対処設備として位置

付ける。常設重大事故等対処設備は，重大事故等の

対処に必要な設備へ必要な電力を給電できる設計と

する。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事

故等に対処するための電気設備は，設計基準対象の施

設の保安電源設備の一部である受電開閉設備等を兼用

し，同じ系統構成で常設重大事故等対処設備として使

用する設計とする。 

ﾘ(1)(i)(b)(ﾛ)㉒重大事故等発生前（通常時）の動

的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する臨界事故及び有機溶媒等による火災又は爆

発の対処については，代替可溶性中性子吸収材緊急供

給系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，重大事

故時プルトニウム濃縮缶加熱停止設備，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路，重大事故時供給停止回路，計測制御装

置，制御室換気設備，廃ガス貯留設備，放射線監視設

備，試料分析関係設備，環境管理設備，臨界事故時水

素掃気系及び通信連絡設備を使用するため，設計基準

対象の施設の保安電源設備の一部である受電開閉設

備，受電変圧器， 6.9ｋＶ非常用主母線，6.9ｋＶ運転

予備用主母線，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ非常用母

線，6.9ｋＶ運転予備用母線，6.9ｋＶ常用母線，460Ｖ

非常用母線，460Ｖ運転予備用母線，非常用直流電源設

備，直流電源設備，非常用計測制御用交流電源設備及

び計測制御用交流電源設備を常設重大事故等対処設備

（設計基準対象の施設と兼用）として位置付け，必要

な電力を確保できる設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

設工認のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)㉒は，

事業変更許可申請書

（本文）のﾘ

(1)(i)(b)(ﾛ)㉒と同

義であり整合してい

る。 
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と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉

設備の一部を兼用する設備は，重大事故等

が収束するために必要な設備の電源容量に

対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，１系統以上有する設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重，積雪荷重及び降下火砕物による積載荷

重により機能を損なわない設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する

設備は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する

設備は，森林火災発生時に消防車等による

重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一

部を兼用する設備は，重大事故等が収束するために

必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，１系統以上有する設計とす

る。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損なわない設計とす

る。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保，修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，森林火災

発生時に消防車等による事前散水による延焼防止を

図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気設備

事故等対処設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

受電開閉設備の一部である受電変圧器は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部

を兼用する設備は，重大事故等が収束するために必要

な設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一部

を兼用する受電変圧器は，重大事故等が収束するため

に必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，１系統以上有する設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，風（台

風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物

による積載荷重により機能を損なわない設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により機能を損なわない設計とす

る。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保，修理の対応，関連する工程の

停止等の手順を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損なわない設

計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧

器は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，

火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理の対応，関連す

る工程の停止等の手順を保安規定に定め管理すること

により重大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損な

わない設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

森林火災発生時に消防車等による事前散水による延焼
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事前散水による延焼防止を図るとともに，

代替電源設備及び代替所内電気設備により

機能を損なわない設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

設計基準事故に対処するための設備として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を与えない設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観検査

及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な

設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，電気的及び

物理的に相互に分離独立した電源を確保

し，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，少なくとも１

系統は機能の維持及び人の接近性を確保す

ることで，独立性を有する設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，前処理建屋，制御建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立し

た２箇所に設置することにより，位置的分

散を図る設計とする。

により機能を損なわない設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，設計基準

事故に対処するための設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する。 

受電開閉設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能

な設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し

た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性を確保することで，独

立性を有する設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の独

立した２箇所に設置することにより，位置的分散を

図る設計とする。 

防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所内電気

設備により機能を損なわない設計とする。消防車によ

り事前に散水することについては保安規定に定めて，

管理する。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧

器は，森林火災発生時に消防車等による事前散水によ

る延焼防止を図るとともに，代替電源設備及び代替所

内電気設備により機能を損なわない設計とする。消防

車により事前に散水することについては保安規定に定

めて，管理する。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，設計基準事

故に対処するための設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，設計

基準事故に対処するための設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設

計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する設備は，通常時にお

いて，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

受電開閉設備の一部を兼用する受電変圧器は，通常

時において，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による

性能確認が可能な設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，少なくとも１系統は機能の維

持及び人の接近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，制御建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。 
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所内高圧系統の一部を兼用する設備は，

安全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧

系統の一部を兼用する設備は，重大事故等

が収束するために必要な設備の電源容量に

対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，１系統以上有する設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる所内高圧系統の一部を兼用する

設備は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，配管の全周破断に対して，

影響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，

設計基準事故に対処するための設備として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を与えない設計とする。所内

高圧系統の一部を兼用する設備は，中央制

御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する受電開閉設備の一

部を兼用する設備は，重大事故等が収束するために

必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，１系統以上有する設計とす

る。 

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保，修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢

水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護及び被液防護をする設

計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，配

管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準

事故に対処するための設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

所内高圧系統のうち電気設備の一部を兼用する設

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内高圧系統の一部

を兼用する設備は，重大事故等が収束するために必要

な設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる所内高圧系統の一部を兼用する設備は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保，修理の対応，関連する工程の

停止等の手順を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損なわない設

計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

所内高圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計と

する。 

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事

故に対処するための設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。所内高圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

所内高圧系統の一部を兼用する設備は，通常時にお
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再処理施設の運転中又は停止中に外観検査

及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な

設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，電気的及び

物理的に相互に分離独立した電源を確保

し，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，少なくとも１

系統は機能の維持及び人の接近性を確保す

ることで，独立性を有する設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

内の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，

安全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧

系統の一部を兼用する設備は，重大事故等

が収束するために必要な設備の電源容量に

対して十分な容量を有する設計とするとと

もに，１系統以上有する設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる所内低圧系統の一部を兼用する

設備は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観検査及

び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とす

る。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し

た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性を確保することで，独

立性を有する設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の独

立した２箇所に設置することにより，位置的分散を

図る設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能

を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統の一

部を兼用する設備は，重大事故等が収束するために

必要な設備の電源容量に対して十分な容量を有する

設計とするとともに，１系統以上有する設計とす

る。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保，修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢

いて，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，少なくとも１系統は機能の維

持及び人の接近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋内の独立した２箇所に設置することにより，

位置的分散を図る設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，安全機能を

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する所内低圧系統の一部

を兼用する設備は，重大事故等が収束するために必要

な設備の電源容量に対して十分な容量を有する設計と

するとともに，１系統以上有する設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる所内低圧系統の一部を兼用する設備は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保，修理の対応，関連する工程の

停止等の手順を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損なわない設

計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢水量
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用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，配管の全周破断に対して，

影響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，

設計基準事故に対処するための設備として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を与えない設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観検査

及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な

設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，電気的及び

物理的に相互に分離独立した電源を確保

し，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，少なくとも１

系統は機能の維持及び人の接近性を確保す

ることで，独立性を有する設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，２系統を設け，共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋

及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

内の独立した２箇所に設置することによ

り，位置的分散を図る設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，

水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護及び被液防護をする設

計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，配

管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準

事故に対処するための設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

所内低圧系統のうち電気設備の一部を兼用する設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観検査及

び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とす

る。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立し

た電源を確保し，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性を確保することで，独

立性を有する設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，２

系統を設け，共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の独

立した２箇所に設置することにより，位置的分散を

図る設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

所内低圧系統のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計と

する。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，設計基準事

故に対処するための設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。所内低圧系統の一部を兼用する設備は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

所内低圧系統の一部を兼用する設備は，通常時にお

いて，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，電気的及び物理的に相互に分離独立した電源

を確保し，共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，少なくとも１系統は機能の維

持及び人の接近性を確保することで，独立性を有する

設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，２系統

を設け，共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置すること

により，位置的分散を図る設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，安全機能を
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安全機能を有する施設として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，

重大事故等が収束するために必要な設備の

電源容量に対して十分な容量を有する設計

とするとともに，１系統以上有する設計と

する。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる直流電源設備の一部を兼用する

設備は，地震等により機能が損なわれる場

合，代替設備による機能の確保，修理等の

対応，関連する工程の停止等により重大事

故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏え

い量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼

用する設備は，配管の全周破断に対して，

影響を受けない場所に設置することによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，

設計基準事故に対処するための設備として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を与えない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，

再処理施設の運転中又は停止中に外観検査

及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な

設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重

を有する施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故

等が収束するために必要な設備の電源容量に対して

十分な容量を有する設計とするとともに，１系統以

上有する設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，地震等に

より機能が損なわれる場合，代替設備による機能の

確保，修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢

水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受け

ない高さへの設置，被水防護及び被液防護をする設

計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供

給するための電気設備の一部を兼用する設備は，配

管の全周破断に対して，影響を受けない場所に設置

することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準

事故に対処するための設備として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する。 

直流電源設備のうち電気設備の一部を兼用する設

備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観検査及

び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な設計とす

る。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設

有する施設として使用する場合と同じ系統構成で重大

事故等対処設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，重大事故等

が収束するために必要な設備の電源容量に対して十分

な容量を有する設計とするとともに，１系統以上有す

る設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる直流電源設備の一部を兼用する設備は，

自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及

び内部発生飛散物により機能が損なわれる場合，代替

設備による機能の確保，修理の対応，関連する工程の

停止等の手順を保安規定に定め管理することにより重

大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損なわない設

計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高

さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

直流電源設備のうち安全上重要な施設へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備は，配管の

全周破断に対して，影響を受けない場所に設置するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計と

する。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，設計基準事

故に対処するための設備として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。 

直流電源設備の一部を兼用する設備は，通常時にお

いて，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ
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要な施設へ電力を供給するための電気設備

の一部を兼用する設備は，２系統を設け，

電気的及び物理的に相互に分離独立した電

源を確保し，共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，少な

くとも１系統は機能の維持及び人の接近性

を確保することで，独立性を有する設計と

する。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重

要な施設へ電力を供給するための電気設備

の一部を兼用する設備は，２系統を設け，

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設内の独立した２箇所に設置する

ことにより，位置的分散を図る設計とす

る。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用す

る設備は，安全機能を有する施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備として使用することにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用す

る設備は，重大事故等が収束するために必

要な設備の電源容量に対して十分な容量を

有する設計とするとともに，１系統以上有

する設計とする。 

内的事象を要因として発生した場合に対

処に用いる計測制御用交流電源設備の一部

を兼用する設備は，地震等により機能が損

なわれる場合，代替設備による機能の確

保，修理等の対応，関連する工程の停止等

により重大事故等に対処するための機能を

損なわない設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重

要な施設の安全上重要な負荷へ電力を供給

するための電気設備の一部を兼用する設備

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

へ電力を供給するための電気設備の一部を兼用する

設備は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に

分離独立した電源を確保し，共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，少なく

とも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保する

ことで，独立性を有する設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部を兼用する

設備は，２系統を設け，共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋内の独立した２箇所に設置することにより，位

置的分散を図る設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備

は，安全機能を有する施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用するこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備

は，重大事故等が収束するために必要な設備の電源

容量に対して十分な容量を有する設計とするととも

に，１系統以上有する設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備

は，地震等により機能が損なわれる場合，代替設備

による機能の確保，修理等の対応により機能を維持

する設計とする。また，必要に応じて関連する工程

を停止する等の手順を整備する。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部を兼用する

設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，

影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液防

護をする設計とする。 

電力を供給するための電気設備の一部を兼用する設備

は，２系統を設け，電気的及び物理的に相互に分離独

立した電源を確保し，共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，少なくとも１系統

は機能の維持及び人の接近性を確保することで，独立

性を有する設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼用する設備

は，２系統を設け，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設内の独立した２箇所に設

置することにより，位置的分散を図る設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，

安全機能を有する施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，

重大事故等が収束するために必要な設備の電源容量に

対して十分な容量を有する設計とするとともに，１系

統以上有する設計とする。 

内的事象を要因とする重大事故等が発生した場合に

対処に用いる計測制御用交流電源設備の一部を兼用す

る設備は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏え

い，火災及び内部発生飛散物により機能が損なわれる

場合，代替設備による機能の確保，修理の対応，関連

する工程の停止等の手順を保安規定に定め管理するこ

とにより重大事故等への対処に必要な電気 2 機能を損

なわない設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設の

安全上重要な負荷へ電力を供給するための電気設備の

一部を兼用する設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。 
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計測制御用交流電源設備のうち安全上重

要な施設へ電力を供給するための電気設備

の一部を兼用する設備は，配管の全周破断

に対して，影響を受けない場所に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

機能を損なわない設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用す

る設備は，設計基準事故に対処するための

設備として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を与えない設計と

する。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用す

る設備は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確

認が可能な設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設

へ電力を供給するための電気設備の一部を兼用する

設備は，配管の全周破断に対して，影響を受けない

場所に設置することにより，漏えいした放射性物質

を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機

能を損なわない設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備

は，設計基準事故に対処するための設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用する。 

計測制御用交流電源設備のうち電気設備の一部を

兼用する設備は，再処理施設の運転中又は停止中に

外観検査及び絶縁抵抗測定による性能確認が可能な

設計とする。 

計測制御用交流電源設備のうち安全上重要な施設へ

電力を供給するための電気設備の一部を兼用する設備

は，配管の全周破断に対して，影響を受けない場所に

設置することにより，漏えいした放射性物質を含む腐

食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわ

ない設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，

設計基準事故に対処するための設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。 

計測制御用交流電源設備の一部を兼用する設備は，

通常時において，電気 5 外観検査及び絶縁抵抗測定に

よる性能確認が可能な設計とする。 

電気設備の対象となる主要な設備について，「第 1-

7-1-1 表 電気設備の主要設備リスト」に示す。
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(b) 主要な設備

(ﾛ) 重大事故等対処設備

1) 代替電源設備

［可搬型重大事故等対処設備］

前処理建屋可搬型発電機

台数４ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを３台） 

容量 約 80 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉔ 
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分離建屋可搬型発電機 

台数 ３ 台（予備として故障時のバッ

クアップを２台）

容量 約 80 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉔ 
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制御建屋可搬型発電機 

台数 ３ 台（予備として故障時のバッ

クアップを２台）

容量 約 80 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉔ 
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ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機 

台数 ３ 台（予備として故障時のバッ

クアップを２台）

容量 約 80 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉔ 
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高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電 

機 

台数 ３ 台（予備として故障時のバッ

クアップを２台）

容量 約 80 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉔ 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機 

台数 ３ 台（予備として故障時及び待

機除外時のバックアップを２台） 

容量 約 200 ｋＶＡ／台 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉓ 
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2) 代替所内電気設備

［常設重大事故等対処設備］

前処理建屋の重大事故対処用母線

（常設分電盤，常設電源ケーブル）

数量 ２ 系統 

分離建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケーブル） 

数量 ２ 系統 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉕ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉕ 
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精製建屋の重大事故対処用母線（常設分

電盤，常設電源ケーブル） 

数量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重

大事故対処用母線 

（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

数量 ２ 系統 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉕ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉕ 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故

対処用母線 

（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

数量 ２ 系統 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

前処理建屋の可搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

分離建屋の可搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

(1)(i)(b)(ﾛ)㉕ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

リリ-43

電
保
 
A 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

精製建屋の可搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

制御建屋の可搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

リリ-44

電
保
 
A 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分

電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤 

数量 ２ 面（予備として故障時のバッ

クアップを１面）

(1)(i)(b)(ﾛ)㉑ 

前処理建屋の可搬型電源ケーブル 

数量 １式 

分離建屋の可搬型電源ケーブル 

数量 １式 

精製建屋の可搬型電源ケーブル 

数量 １式 

制御建屋の可搬型電源ケーブル 

数量 １式 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可

搬型電源ケーブル 

数量 １式 

高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型電

源ケーブル 

数量 １式 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

(1)(i)(b)(ﾛ)㉖ 

リリ-45

電
保
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

可搬型電源ケーブル 

数量 １式 

3) 受電開閉設備

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と兼用）］

受電開閉設備（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用）

数量 ２ 系統 

受電変圧器（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

数量 ４ 台 

4) 所内高圧系統

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線 

数量 ２ 系統 

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備

用主母線 

数量 １ 系統 

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備

用母線 

数量 １ 系統 

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母

線（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数量 ２ 系統 

第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線 

数量 ３ 系統 

第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用

主母線 

数量 １ 系統 

前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

数量 ２ 系統 

前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

分離建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

精製建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

数量 ２ 系統 

制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線 

数量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

6.9ｋＶ非常用母線 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「受電開

閉設備」は，重大事

故等対処設備として

仕様表対象外であ

る。 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「所内高

圧系統」は，重大事

故等対処設備として

仕様表対象外であ

る。 

リリ-46

電
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A 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

数量 ２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

6.9ｋＶ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9ｋＶ

運転予備用母線 

数量 １ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ非常用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数量 ２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ常用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数量 ２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用母線 

数量 １ 系統 

5) 所内低圧系統

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線 

数量 ２ 系統 

ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用

母線 

数量 ３ 系統 

第２ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予

備用母線 

数量 １ 系統 

前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線 

数量 ２ 系統 

前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

分離建屋の 460Ⅴ非常用母線 

数量 ２ 系統 

分離建屋の 460Ｖ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

精製建屋の 460Ⅴ非常用母線 

数量 ２ 系統 

精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線 

数量 １ 系統 

制御建屋の 460Ｖ非常用母線 

数量 ２ 系統 

制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線 

数量２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「所内低

圧系統」は，重大事

故等対処設備として

仕様表対象外であ

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

460Ｖ非常用母線 

数量２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の

460Ｖ運転予備用母線 

数量１ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ非

常用母線 

数量２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ運

転予備用母線 

数量１ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

460Ｖ非常用母線 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

数量２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の 460Ｖ運転予

備用母線 

数量１ 系統 

低レベル廃液処理建屋の 460Ｖ運転予備

用母線 

数量１ 系統 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の 460Ｖ運

転予備用母線 

数量１ 系統 

ウラン脱硝建屋の 460Ｖ運転予備用母線

数量１ 系統

6) 直流電源設備

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

非常用電源建屋の第２非常用直流電源設

備 

数量２ 系統 

ユーティリティ建屋の直流電源設備

数量２ 系統

第２ユーティリティ建屋の直流電源設備 

数量１ 系統 

前処理建屋の第２非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

前処理建屋の直流電源設備 

数量１ 系統 

分離建屋の第２非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

精製建屋の第２非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

制御建屋の第２非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「直流電

源設備」は，重大事

故等対処設備として

仕様表対象外であ

る。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

制御建屋の直流電源設備 

数量１ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第

２非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常

用直流電源設備 

数量２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

第１非常用直流電源設備 

数量２ 系統 

低レベル廃棄物処理建屋の直流電源設備 

数量１ 系統 

低レベル廃液処理建屋の直流電源設備 

数量１ 系統 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の直流電源

設備 

数量１ 系統 

ウラン脱硝建屋の直流電源設備

数量１ 系統

7) 計測制御用交流電源設備

［常設重大事故等対処設備（設計基準対

象の施設と一部兼用）］ 

ユーティリティ建屋の計測制御用交流電

源設備 

数量１ 系統 

第２ユーティリティ建屋の計測制御用交

流電源設備 

数量１ 系統 

前処理建屋の非常用計測制御用交流電源

設備 

数量２ 系統 

前処理建屋の計測制御用交流電源設備 

数量１ 系統 

分離建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

数量２ 系統 

分離建屋の計測制御用交流電源設備 

数量１ 系統 

精製建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

数量２ 系統 

精製建屋の計測制御用交流電源設備 

数量１ 系統 

制御建屋の非常用計測制御用交流電源設

備 

事業変更許可申請書

（本文）において許

可を受けた「計測制

御用交流電源設備」

は，重大事故等対処

設備として仕様表対

象外である。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

数量２ 系統 

制御建屋の計測制御用交流電源設備 

数量４ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非

常用計測制御用交流電源設備 

数量２ 系統 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計

測制御用交流電源設備 

数量１ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計

測制御用交流電源設備 

数量２ 系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御

用交流電源設備 

数量１ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

非常用計測制御用交流電源設備 

数量２ 系統 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

計測制御用交流電源設備 

数量１ 系統 

リリ-50
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 圧縮空気設備 

(a) 構 造 

(ｲ) 設計基準対象の施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系で構成し，再処理施設内の各

施設に圧縮空気を供給する。 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄

物管理施設と共用リ(１)(ⅱ)(a)(ｲ)-①

し，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 圧縮空気設備 

9.3.1 設計基準対象の施設 

9.3.1.1 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系で構成し，再処理施設内の各施設に圧縮空気を

供給する設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。 

9.3.1.2 設計方針 

(６)  一般圧縮空気系の一部は，廃棄物管理施設と

共用し，廃棄物管理施設における使用を想定

しても，再処理施設に十分な圧縮空気を供給

できる容量を確保し，故障その他の異常が発

生した場合でも，弁を閉止することにより故

障その他の異常による影響を局所化し，故障

その他の異常が発生した施設からの波及的影

響を防止する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

（基本設計方針） 

7．その他再処理設備の附属施設 

7.2 圧縮空気設備 

圧縮空気設備の設計に係る共通的な設計方針

については，第 1章 共通項目の「3. 自然現象

等」，「2. 地盤」，「4. 閉じ込めの機

能」  ，「5. 火災等による損傷の防止」, 「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の防

止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に対する

要求」に基づくものとする。 

圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧

縮空気系で構成し，再処理施設内の各施設に圧

縮空気を供給する設計とする。 

 

7.2.1 一般圧縮空気系 

一般圧縮空気系は，2台の空気圧縮機，3

台の常用空気圧縮機，運転予備空気圧縮

機，空気第 1貯槽及び空気第 2貯槽で構成

し，各施設に圧縮空気を供給する設計とす

る。圧空② 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共

用する。共用リ(１)(ⅱ)-①共用する一般圧縮

空気系は，廃棄物管理施設における使用を

想定しても，再処理施設に十分な圧縮空気

を供給できる容量を確保できる設計とす

る。また，故障その他の異常が発生した場

合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その

他の異常が発生した施設からの波及的影響

を及ぼさない設計とすることで，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ

(１)(ⅱ)(a)(ｲ)-①

は、変更許可申請書

（本文）のリ

(１)(ⅱ)(a)(ｲ)-①を

具体的に記載しており

整合している。 
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事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾛ) 重大事故等対処設備 

1) 代替安全圧縮空気系 

 

 

 

 

 

代 替 安 全 圧 縮 空 気 系 は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-1 水素爆発を未然に防

止するための空気の供給に使用する設備及

び水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備で構成する。 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合において，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-2 放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器（第４表）に圧縮空気

を供給し，水素爆発の発生を未然に防止す

るために必要な，水素爆発を未然に防止す

るための空気の供給に使用する設備を

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-3 設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-4 水素爆発を未然に

防止するための空気の供給に使用する設備

は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自動

供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニ

ット，建屋内空気中継配管，可搬型空気圧

縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内

ホース，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空

気供給配管・弁で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.1 代替安全圧縮空気系 

9.3.2.1.1 概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失

した場合において，「放射線分解により

発生する水素による爆発」（以下9.3.2.1

では「水素爆発」という。）の発生を仮

定する機器に圧縮空気を供給し，水素爆

発の発生を未然に防止するために必要な

重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。 

   

<中略> 
 

 

(１) 系統構成 

 

<中略> 

 

水素爆発を未然に防止するための空

気の供給に使用する設備は，圧縮空気

自動供給貯槽，圧縮空気自動供給ユニ

ット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト，建屋内空気中継配管，可搬型空気

圧縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース，水素掃気配管・弁及び

機器圧縮空気供給配管・弁で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.3 代替安全圧縮空気系 

 

 

 

 

 

代 替 安 全 圧 縮 空 気 系 は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-1 放射線分解により発

生する水素による爆発（以下 7.1.2.3 では

「水素爆発」という。）を未然に防止する

ための空気の供給に使用する設備及び水素

爆発の再発を防止するための空気の供給に

使用する設備で構成する。 

 

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し

た場合において，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)( ﾛ)1)-2

「水素爆発」の発生を仮定する機器に圧縮

空気を供給し，水素爆発の発生を未然に防

止するために必要な，水素爆発を未然に防

止するための空気の供給に使用する設備を

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-3 設ける設計とする。 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-4 代替安全圧縮空気

系は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自

動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユ

ニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外

ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を

未然に防止するために「水素爆発」を仮定

する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空

気系の水素掃気系の恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「水素掃気配管・弁」とい

う。），水素爆発を未然に防止するため又

は水素爆発の再発を防止するために「水素

爆発」を仮定する機器に圧縮空気を供給す

る安全圧縮空気系の水素掃気系以外の恒設

の主配管等（以下 7.2.2.1 では「機器圧縮

空気供給配管・弁」という。），可搬型建

事業変更許可申請書

（本文）第四号リ項に

おいて，設工認の内容

は，以下の通り整合し

ている 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)1)-

1 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-2

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-2

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-3

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-3

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

(ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-4

において記載した設備

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-4

に記載した設備を含ん

でおり整合している。 
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ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-5 補機駆動用燃料補

給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事

故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ並びに計装設備の一部で

ある可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，

可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，

可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬

型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導

出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び

可搬型貯槽温度計を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

 

 

水素爆発を未然に防止するための対策が

機 能 し な か っ た 場 合 に 備 え ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-6 放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を仮定する機

器に水素爆発を未然に防止するための対策

に使用する系統とは異なる系統から圧縮空

気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそ

れがない状態を維持するために必要な，水

素爆発の再発を防止するための空気の供給

に使用する設備をﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-7 設

置及び保管する。 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-8 水素爆発の再発を

防止するための空気の供給に使用する設備

は，圧縮空気手動供給ユニット，建屋内空

気中継配管，可搬型空気圧縮機，可搬型建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油貯槽を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である

軽油用タンクローリ並びに計装設備の一

部である可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧

力計，可搬型圧縮空気自動供給ユニット

圧力計，可搬型機器圧縮空気自動供給ユ

ニット圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気

流量計，可搬型水素掃気系統圧縮空気圧

力計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力

計，可搬型セル導出ユニット流量計，可

搬型水素濃度計及び可搬型貯槽温度計を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，

水素爆発の発生を仮定する機器に上記対策

に使用する系統とは異なる系統から圧縮空

気を供給し，水素爆発が続けて生じるおそ

れがない状態を維持するために必要な重大

事故等対処設備を設置及び保管する。 

上記対策が機能せず水素爆発が発生した

場合には，水素爆発が続けて生じるおそれ

がない状態を維持するため，水素爆発の発

生を仮定する機器に上記対策に使用する系

統とは異なる系統から圧縮空気を供給す

る。 

 

 

 

 

水素爆発の再発を防止するための空気の

供給に使用する設備は，圧縮空気手動供給

ユニット，建屋内空気中継配管，可搬型空

気圧縮機，可搬型建屋外ホース，可搬型建

屋内ホース及び機器圧縮空気供給配管・弁

屋外ホースから水素掃気配管・弁又は機器

圧縮空気供給配管・弁まで圧縮空気を中継

するために使用する恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「建屋内空気中継配管」とい

う。）及び圧縮空気手動供給ユニット並び

に設計基準対象の施設と兼用する「水素爆

発」の発生を仮定する機器で構成する。 

 

<中略> 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-5 安全圧縮空気系の

水素掃気機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，代替安全圧縮空気系の

他，補器駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及

び軽油用タンクローリ並びに計測制御設備

の可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，可

搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，可

搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬

型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導

出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び

可搬型貯槽温度計及び可搬型圧縮空気手動

供給ユニット接続系統圧力計を使用する設

計とする。 

 

水素爆発を未然に防止するための対策が

機 能 し な か っ た 場 合 に 備 え ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-6「水素爆発」の発生

を仮定する機器に水素爆発を未然に防止す

るための対策に使用する系統とは異なる系

統から圧縮空気を供給し，水素爆発が続け

て生じるおそれがない状態を維持するため

に必要な，水素爆発の再発を防止するため

の 空 気 の 供 給 に 使 用 す る 設 備 を

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-7 設ける設計とする。 

 

 

<中略> 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-8 代替安全圧縮空気

系は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自

動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユ

ニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-5 

は事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-5

を含んでおり，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-6

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-6

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-7

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-7

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-8

において記載した設備

は，事業変更許可申請
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屋外ホース，可搬型建屋内ホース及び機器

圧縮空気供給配管・弁で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-9 補機駆動用燃料補

給設備の一部である軽油貯槽を常設重大事

故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ並びに計装設備の一部で

ある可搬型圧縮空気手動供給ユニット接続

系統圧力計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量

計，可搬型かくはん系統圧縮空気圧力計，

可搬型セル導出ユニット流量計，可搬型水

素濃度計及び可搬型貯槽温度計を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-10 設計基準対象の施

設と兼用する圧縮空気設備の安全圧縮空気

系の一部，清澄・計量設備の一部，分離設

備の一部，分配設備の一部，分離建屋一時

貯留処理設備の一部，高レベル廃液濃縮設

備の高レベル廃液濃縮系の一部，プルトニ

ウム精製設備の一部，精製建屋一時貯留処

理設備の一部，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の溶液系の一部，高レベル廃液貯

蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の一部，

高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の一部

で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として設

置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ並びに計装設備の一部で

ある可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，

可搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，

可搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬

型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導

出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び

可搬型貯槽温度計を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

 

 

設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気

設備の安全圧縮空気系の一部，清澄・計量

設備の一部，分離設備の一部，分配設備の

一部，分離建屋一時貯留処理設備の一部，

高レベル廃液濃縮設備の高レベル廃液濃縮

系の一部，プルトニウム精製設備の一部，

精製建屋一時貯留処理設備の一部，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝設備の溶液系の

一部，高レベル廃液貯蔵設備の高レベル濃

縮廃液貯蔵系の一部，高レベル廃液貯蔵設

備の共用貯蔵系の一部及び高レベル廃液ガ

ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を

未然に防止するために「水素爆発」を仮定

する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空

気系の水素掃気系の恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「水素掃気配管・弁」とい

う。），水素爆発を未然に防止するため又

は水素爆発の再発を防止するために「水素

爆発」を仮定する機器に圧縮空気を供給す

る安全圧縮空気系の水素掃気系以外の恒設

の主配管等（以下 7.2.2.1 では「機器圧縮

空気供給配管・弁」という。），可搬型建

屋外ホースから水素掃気配管・弁又は機器

圧縮空気供給配管・弁まで圧縮空気を中継

するために使用する恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「建屋内空気中継配管」とい

う。）及び圧縮空気手動供給ユニット並び

に設計基準対象の施設と兼用する「水素爆

発」の発生を仮定する機器で構成する。 

 

<中略> 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-9 安全圧縮空気系の

水素掃気機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，代替安全圧縮空気系の

他，補器駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及

び軽油用タンクローリ並びに計測制御設備

の可搬型圧縮空気自動供給貯槽圧力計，可

搬型圧縮空気自動供給ユニット圧力計，可

搬型機器圧縮空気自動供給ユニット圧力

計，可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計，可搬

型水素掃気系統圧縮空気圧力計，可搬型か

くはん系統圧縮空気圧力計，可搬型セル導

出ユニット流量計，可搬型水素濃度計及び

可搬型貯槽温度計及び可搬型圧縮空気手動

供給ユニット接続系統圧力計を使用する設

計とする。 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-10 代替安全圧縮空気

系は，圧縮空気自動供給貯槽，圧縮空気自

動供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユ

ニット，可搬型空気圧縮機，可搬型建屋外

ホース，可搬型建屋内ホース，水素爆発を

未然に防止するために「水素爆発」を仮定

する機器に圧縮空気を供給する安全圧縮空

気系の水素掃気系の恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「水素掃気配管・弁」とい

う。），水素爆発を未然に防止するため又

は水素爆発の再発を防止するために「水素

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-8

に記載した設備を含ん

でおり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-9 

は事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-9

を含んでおり，整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-10

において記載した設備

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-10

に記載した設備を含ん

でおり整合している。 
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及び高レベル廃液ガラス固化設備の一部を

重大事故等対処設備の代替安全圧縮空気系

の水素掃気配管・弁として位置付け，清

澄・計量設備の一部，分離設備の一部，分

配設備の一部，分離建屋一時貯留処理設備

の一部，高レベル廃液濃縮設備の高レベル

廃液濃縮系の一部，プルトニウム精製設備

の一部，精製建屋一時貯留処理設備の一

部，圧縮空気設備の安全圧縮空気系の一

部，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の

溶液系の一部，高レベル廃液貯蔵設備の高

レベル濃縮廃液貯蔵系の一部，高レベル廃

液貯蔵設備の共用貯蔵系の一部，高レベル

廃液ガラス固化設備の一部，分析設備の一

部及び計測制御設備の一部を重大事故等対

処設備の代替安全圧縮空気系の機器圧縮空

気供給配管・弁として，また，設計基準対

象の施設と兼用する計装設備の一部及び放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器（第４表(１)）を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-11 補機駆動用燃料補

給設備については「リ．(４)(ⅶ) 補機駆動

用燃料補給設備」に，計装設備については

「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示す。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮

機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供

給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型空気圧縮機を運転することで，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-12 放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を仮定する機

器へ圧縮空気を供給し，水素濃度を可燃限

界濃度未満に維持できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状

ごとにﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-13 水素掃気機能

喪失から重大事故対策の準備に使用するこ

ラス固化設備の一部を重大事故等対処設備

の代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

として位置付け，清澄・計量設備の一部，

分離設備の一部，分配設備の一部，分離建

屋一時貯留処理設備の一部，高レベル廃液

濃縮設備の高レベル廃液濃縮系の一部，プ

ルトニウム精製設備の一部，精製建屋一時

貯留処理設備の一部，圧縮空気設備の安全

圧縮空気系の一部，ウラン・プルトニウム

混合脱硝設備の溶液系の一部，高レベル廃

液貯蔵設備の高レベル濃縮廃液貯蔵系の一

部，高レベル廃液貯蔵設備の共用貯蔵系の

一部，高レベル廃液ガラス固化設備の一

部，分析設備の一部及び計測制御設備の一

部を重大事故等対処設備の代替安全圧縮空

気系の機器圧縮空気供給配管・弁として位

置付ける。また，設計基準対象の施設と兼

用する計測制御設備の一部及び水素爆発の

発生を仮定する機器（第9.3－３表）を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.4 系統構成」に，計装設備につい

ては「6.2.1.4 系統構成及び主要設備」に

示す。 

 

 

 

(２) 主要設備 

 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧縮

機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空気供

給配管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型空気圧縮機を運転することで，水素爆

発の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給

し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維持で

きる設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備の

安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失し，

系統内の圧力が低下した場合，溶液の性状

ごとに水素掃気機能喪失から重大事故対策

の準備に使用することができる時間（許容

空白時間）が短い分離建屋，精製建屋及び

爆発」を仮定する機器に圧縮空気を供給す

る安全圧縮空気系の水素掃気系以外の恒設

の主配管等（以下 7.2.2.1 では「機器圧縮

空気供給配管・弁」という。），可搬型建

屋外ホースから水素掃気配管・弁又は機器

圧縮空気供給配管・弁まで圧縮空気を中継

するために使用する恒設の主配管（以下

7.2.2.1 では「建屋内空気中継配管」とい

う。）及び圧縮空気手動供給ユニット並び

に設計基準対象の施設と兼用する「水素爆

発」の発生を仮定する機器で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-11 なお，補器駆動

用燃料補給設備については，第 2 章 個

別 項 目 の 「 7.1.1  電 気 設 備 」 の

「7.1.1.11 補器駆動用燃料補給設備」

に，計測制御設備については第 2 章 個

別項目の「4.1 計測制御設備」に示す。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，可搬型空気圧

縮機と水素掃気配管・弁又は機器圧縮空

気供給配管・弁を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した

上で，可搬型空気圧縮機を運転すること

で，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-12「水素爆発」

の発生を仮定する機器へ圧縮空気を供給

し，水素濃度を可燃限界濃度未満に維持

できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，圧縮空気設備

の安全圧縮空気系の水素掃気機能が喪失

し，系統内の圧力が低下した場合，溶液

の性状ごとにﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-13 水素

掃気機能喪失から重大事故等対策の準備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

11 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

11 と同義であり整合

している。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

12 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

12 と同義であり整合

している。 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-13

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-13
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とができる時間（以下「許容空白時間」と

いう。）が短い分離建屋，精製建屋及びウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素掃

気配管・弁に圧縮空気自動供給貯槽及び圧

縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空気

自動供給ユニットに切り替えるまでの間，

自動で水素燃焼時においても貯槽等に影響

を与えないﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-14 ドライ換

算８ｖｏｌ％（以下「未然防止濃度」とい

う。）未満を維持するために必要な圧縮空

気を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定

の圧力（約 0.7ＭＰａ[gage]）を下回った

場合に，自動で圧縮空気を供給する設計と

する。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気

自動供給ユニットに切り替えるまでの間，

未然防止濃度未満を維持するために必要な

流量を確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のあるﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-15 放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器に対して，代替安全圧

縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニット

を設置する。機器圧縮空気自動供給ユニッ

トは，圧縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気

自動供給ユニットよりも貯槽等に近い代替

安全圧縮空気系のﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-16 水

素掃気配管に設置し，圧縮空気を供給でき

る設計とする。 

 

 

 

 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の水素

掃気配管・弁に圧縮空気自動供給貯槽及び

圧縮空気自動供給ユニットから機器圧縮空

気自動供給ユニットに切り替えるまでの

間，自動で未然防止濃度未満を維持するた

めに必要な圧縮空気を供給できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の増

加が想定される時間の前に，圧縮空気自動

供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットか

ら機器圧縮空気自動供給ユニットへの切り

替えを行い，可搬型空気圧縮機により圧縮

空気を供給するまでの間，未然防止濃度に

維持するために十分な量の圧縮空気を供給

できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が所定

の圧力（約0.7ＭＰａ[gage]）を下回った場

合に，自動で圧縮空気を供給する設計とす

る。代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自

動供給ユニットに切り替えるまでの間，未

然防止濃度未満を維持するために必要な流

量を確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある水素爆発の発生を仮定す

る機器に対して，代替安全圧縮空気系の機

器圧縮空気自動供給ユニットを設置する。

機器圧縮空気自動供給ユニットは，圧縮空

気自動供給貯槽及び圧縮自動供給空気ユニ

ットよりも貯槽等に近い代替安全圧縮空気

系の水素掃気配管・弁に設置し，圧縮空気

を供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

に使用することができる時間が短い分離

建屋，精製建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の水素掃気配管・弁に圧

縮空気自動供給貯槽及び圧縮空気自動供

給ユニットから機器圧縮空気自動供給ユ

ニットに切り替えるまでの間，自動で水

素燃焼時においても貯槽等に影響を与え

ないﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-14 ドライ換算

8vol％（以下 7.1.2.3 では「未然防止濃

度」という。）未満を維持するために必

要な圧縮空気を供給できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，水素発生量の

増加が想定される時間の前に，圧縮空気

自動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニ

ットから機器圧縮空気自動供給ユニット

への切り替えを行い，可搬型空気圧縮機

により圧縮空気を供給するまでの間，未

然防止濃度に維持するために十分な量の

圧縮空気を供給できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給系は，安全圧縮空気系の配管の内圧が

所定の圧力（約 0.7MPa[gage]）を下回っ

た場合に，自動で圧縮空気を供給する設

計とする。代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気自動供給ユニットに切り替えるま

での間，未然防止濃度未満を維持するた

めに必要な流量を確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機からの空気の供給開始前に未然防止濃

度 に 至 る 可 能 性 の あ る

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-15「水素爆発」の発

生を仮定する機器に対して，代替安全圧

縮空気系の機器圧縮空気自動供給ユニッ

トを設置する設計とする。機器圧縮空気

自動供給ユニットは，圧縮空気自動供給

貯槽及び圧縮空気自動供給ユニットより

も貯槽等に近い代替安全圧縮空気系の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-16 水素掃気配管・弁

に設置し，圧縮空気を供給できる設計と

する。 

 

 

 

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-14

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-14

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-15

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-15

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-16

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-16

と同義であり整合して

いる。 
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代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，安全圧縮空気系の配管の

内圧が所定の圧力（約 0.4ＭＰａ[gage]）

を下回った場合に自動で圧縮空気を供給す

る設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮空

気系の機器圧縮空気自動供給ユニットの作

動が遅延することにより，貯槽等の水素濃

度を未然防止濃度未満に維持するための機

能に悪影響を及ぼすことがないよう，代替

安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給貯槽及

び圧縮空気自動供給ユニットを隔離するこ

とにより機器圧縮空気自動供給ユニットか

ら圧縮空気の供給を開始できる設計とす

る。可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの

間，未然防止濃度未満を維持するために必

要な量を確保する設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のあるﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-17 放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器に対して，圧縮空気手

動供給ユニットを設置する。代替安全圧縮

空気系の圧縮空気手動供給ユニットは，発

生防止対策とは異なる機器圧縮空気供給配

管・弁に設置し，圧縮空気を供給できる設

計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに

接続できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の可搬型

空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す

るために必要な量の圧縮空気を供給できる

設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が

機能しない場合に備え，圧縮空気手動供給

ユニットにより圧縮空気を供給し，機器内

の水素濃度を未然防止濃度未満に維持して

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，安全圧縮空気系の配管の

内圧が所定の圧力（約0.4ＭＰａ[gage]）を

下回った場合に自動で圧縮空気を供給する

設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，機器圧縮空気自

動供給ユニットの作動が遅延することによ

り，機器内の水素濃度を未然防止濃度未満

に維持するための機能に悪影響を及ぼすこ

とがないよう，圧縮空気自動供給貯槽及び

圧縮空気自動供給ユニットを隔離すること

により機器圧縮空気自動供給ユニットから

圧縮空気の供給を開始できる設計とする。

可搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，

未然防止濃度未満を維持するために必要な

量を確保する設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

からの空気の供給開始前に未然防止濃度に

至る可能性のある水素爆発の発生を仮定す

る機器に対して，圧縮空気手動供給ユニッ

トを設置する。代替安全圧縮空気系の圧縮

空気手動供給ユニットは，発生防止対策と

は異なる機器圧縮空気供給配管・弁に設置

し，圧縮空気を供給できる設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の機器圧

縮空気供給配管・弁へ手動により速やかに

接続できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，代替安全圧縮空気系の可搬型

空気圧縮機に切り替えるまでの間，貯槽等

内の水素濃度を未然防止濃度未満に維持す

るために必要な量の圧縮空気を供給できる

設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策が

機能しない場合に備え，代替安全圧縮空気

系の圧縮空気手動供給ユニットにより圧縮

空気を供給し，機器内の水素濃度を未然防

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自

動供給ユニットは，安全圧縮空気系の配

管の内圧が所定の圧力（約 0.4ＭＰａ

[gage]）を下回った場合に自動で圧縮空

気を供給する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，代替安全圧縮

空気系の機器圧縮空気自動供給ユニット

の作動が遅延することにより，貯槽等の

水素濃度を未然防止濃度未満に維持する

ための機能に悪影響を及ぼすことがない

よう，代替安全圧縮空気系の圧縮空気自

動供給貯槽及び圧縮空気自動供給ユニッ

トを隔離することにより機器圧縮空気自

動供給ユニットから圧縮空気の供給を開

始できる設計とする。可搬型空気圧縮機

に切り替えるまでの間，未然防止濃度未

満を維持するために必要な量を確保する

設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機からの空気の供給開始前に未然防止濃

度 に 至 る 可 能 性 の あ る

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-17「水素爆発」の発

生を仮定する機器に対して，圧縮空気手

動供給ユニットを設置する設計とする。

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，発生防止対策とは異なる機

器圧縮空気供給配管・弁に設置し，圧縮

空気を供給できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供

給ユニットは，代替安全圧縮空気系の機

器圧縮空気供給配管・弁へ手動により速

やかに接続できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供

給ユニットは，代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機に切り替えるまでの間，

貯槽等内の水素濃度を未然防止濃度未満

に維持するために必要な量の圧縮空気を

供給できる設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，発生防止対策

が機能しない場合に備え，圧縮空気手動

供給ユニットにより圧縮空気を供給し，

機器内の水素濃度を未然防止濃度未満に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-17

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)- 

17 と同義であり整合

している。 
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いる期間中に，発生防止対策で敷設する代

替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋外ホースの下流側に，機器に圧

縮空気を供給するための建屋内空気中継配

管及び可搬型建屋内ホースを設置し，可搬

型建屋内ホースと機器圧縮空気供給配管・

弁を接続した上で，代替安全圧縮空気系の

機器圧縮空気供給配管・弁に圧縮空気を供

給できる設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は軽油を燃料とし，対処のために必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配

管であり，可搬型建屋外ホースの接続口か

ら，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)- 18 放射線分解に

より発生する水素による爆発の発生を仮定

する機器に圧縮空気を供給するための接続

口を設置する部屋まで圧縮空気を分配する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止濃度未満に維持している期間中に，発生

防止対策で敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型建屋外ホース，可搬型建屋外ホース

の下流側に，機器に圧縮空気を供給するた

めの建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内

ホースを設置し，可搬型建屋内ホースと機

器圧縮空気供給配管・弁を接続した上で，

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気供給配

管・弁に圧縮空気を供給できる設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は軽油を燃料とし，対処のために必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備から補給が

可能な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用の配

管であり，可搬型建屋外ホースの接続口か

ら，水素爆発の発生を仮定する機器に圧縮

空気を供給するための接続口を設置する部

屋まで圧縮空気を分配する設計とする。 

 

 

 

9.3.2.1.3 設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

   基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多

様性，位置的分散」に示す。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持している期間中に，発生防止対策で

敷設する代替安全圧縮空気系の可搬型建

屋外ホース，可搬型建屋外ホースの下流

側に，機器に圧縮空気を供給するための

建屋内空気中継配管及び可搬型建屋内ホ

ースを設置し，可搬型建屋内ホースと機

器圧縮空気供給配管・弁を接続した上

で，代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気

供給配管・弁に圧縮空気を供給できる設

計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は軽油を燃料とし，対処のために必要

な燃料は，補機駆動用燃料補給設備から

補給が可能な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継

配管は，常設の建屋内の圧縮空気供給用

の配管であり，可搬型建屋外ホースの接

続口から，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)- 18「水素

爆発」の発生を仮定する機器に圧縮空気

を供給するための接続口を設置する部屋

まで圧縮空気を分配する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継

配管及び圧縮空気手動供給ユニットは，

共通要因によって安全圧縮空気系と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，分離することで，安全圧縮空気系に

対して独立性を有する設計とする。 

上記以外の代替安全圧縮空気系の常設

重大事故等対処設備の機器圧縮空気供給

配管・弁等は，可能な限り独立性又は位

置的分散を図った上で，想定される重大

事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重及びその他の使用条件におい

て，その機能を確実に発揮できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-18

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)- 

18 と同義であり整合

している。 
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代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮 空 気 手 動 供 給 ユ ニ ッ ト は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-19 安全機能を有する施

設である，電気駆動の安全圧縮空気系の空

気圧縮機に対して，同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，動力を用いず機

能する設計とすることで，空気圧縮機に対

して多様性を有する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-20 安全機能を有す

る施設である電気駆動の空気圧縮機に対し

て，同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，ディーゼル駆動とすることによ

り，空気圧縮機に対して多様性を有する設

計とする。 

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

21 安全圧縮空気系と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数

量を安全圧縮空気系が設置される建屋から

100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保管エ

リアに保管するとともに，対処を行う建屋

近傍に保管することでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

22 位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス 及 び 可 搬 型 建 屋 外 ホ ー ス は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-23 安全圧縮空気系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，対処を行う建屋に保管することで

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-24 位置的分散を図る。

対処を行う建屋内に保管する場合は安全圧

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，設計基準の安

全機能を有する施設である電気駆動の空気

圧縮機に対して，同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，動力を用いずに機

能する設計とすることで，安全圧縮空気系

の空気圧縮機に対して多様性を有する設計

とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，安全機能を有する施設である電気駆動

の空気圧縮機に対して，同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう，ディーゼル

駆動とすることにより，空気圧縮機に対し

て多様性を有する設計とする。 

 

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，安全圧縮空気系と共

通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないように，故障時バックアッ

プを含めて必要な数量を安全圧縮空気系が

設置される建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，対処を行う建屋近傍に保管すること

で位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，安全圧縮空

気系と共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上の

離隔距離を確保した外部保管エリアに保管

するとともに，対処を行う建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。対処を行う建

屋内に保管する場合は安全圧縮空気系が設

置される場所と異なる場所に保管すること

で位置的分散を図る。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及

び 圧 縮 空 気 手 動 供 給 ユ ニ ッ ト は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-19 共通要因によって

電気駆動の安全圧縮空気系の空気圧縮機

と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，動力を用いず機能する設計と

することで，空気圧縮機に対して多様性

を有する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-20 共通要因に

よって電気駆動の安全圧縮空気系の空気

圧縮機と，同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，ディーゼル駆動とす

ることにより，空気圧縮機に対して多様

性を有する設計とする。 

 

建屋外に敷設する代替安全圧縮空気系

の 可 搬 型 空 気 圧 縮 機 は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-21 共通要因によって

安全圧縮空気系と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，対処を行う建屋近傍

に保管することでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-22

位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ー ス 及 び 可 搬 型 建 屋 外 ホ ー ス は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-23 共通要因によって

安全圧縮空気系と同時にその機能が損な

われるおそれがないように，故障時バッ

クアップを含めて必要な数量を安全圧縮

空気系が設置される建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに

保管するとともに，対処を行う建屋に保

管することでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-24 位置

的分散を図る設計とする。対処を行う建

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-19

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-19

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-20

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-20

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-21

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-21

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-22

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-22

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-23

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-23

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-24

は，事業変更許可申請
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縮空気系が設置される場所と異なる場所に

保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

建屋の外から空気を供給する代替安全圧

縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋

内空気中継配管，水素掃気配管・弁等の常

設重大事故等対処設備との接続口は，共通

要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所にﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-25 設置する。ま

た，溢水，化学薬品漏えい及び火災によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，それぞれ互いに異なる複数の場所

に設置する設計とする。 

 

 

一つの接続口でﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-26

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する貯槽等への注水及び放射線分解

により発生する水素による爆発の発生を仮

定する機器への圧縮空気の供給のために兼

用して使用する代替安全圧縮空気系の水素

掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保

できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動

供給ユニットは，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-27 弁

等の操作によって安全機能を有する施設と

して使用する系統構成から重大事故等対処

 

 

 

 

 

 建屋の外から空気を供給する代替安全圧

縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可搬型

建屋内ホースと代替安全圧縮空気系の建屋

内空気中継配管，水素掃気配管・弁等の常

設重大事故等対処設備との接続口は，共通

要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため，複数のアクセスルー

トを踏まえて自然現象，人為事象及び故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に

離隔した隣接しない位置の異なる複数の場

所に設置する。また，溢水，化学薬品漏え

い及び火災によって同時にその機能が損な

われるおそれがないよう，それぞれ互いに

異なる複数の場所に設置する設計とする。 

  
 
 
一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の貯槽等への注水及び「放射線

分解により発生する水素による爆発」の圧

縮空気の供給のために兼用して使用する代

替安全圧縮空機系の水素掃気配管・弁及び

機器圧縮空気供給配管・弁は，それぞれの

機能に必要な容量が確保できる接続口を設

ける設計とする。 

 

 

 

 

（２） 悪影響防止 

   基本方針については，「1.7.18 (１)ｂ．

悪影響防止」に示す。 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機器圧

縮空気自動供給ユニット及び圧縮空気手動

供給ユニットは，弁等の操作によって安全

機能を有する施設として使用する系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成

屋内に保管する場合は安全圧縮空気系が

設置される場所と異なる場所に保管する

ことで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

建屋の外から空気を供給する代替安全

圧縮空気系の可搬型建屋外ホース及び可

搬型建屋内ホースと代替安全圧縮空気系

の建屋内空気中継配管，水素掃気配管・

弁等の常設重大事故等対処設備との接続

口は，共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，複数

のアクセスルートを踏まえて自然現象，

人為事象及び故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに対して前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋内の適切に離隔した隣接

し な い 位 置 の 異 な る 複 数 の 場 所 に

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-25 設置する設計とす

る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火

災によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，それぞれ互いに異な

る複数の場所に設置する設計とする。 

 

一つの接続口でﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-26

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器への注水及び「水素爆

発」の発生を仮定する機器への圧縮空気

の供給のために兼用して使用する代替安

全圧縮空気系の水素掃気配管・弁及び機

器圧縮空気供給配管・弁は，それぞれの

機能に必要な容量が確保できる接続口を

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給貯槽，圧縮空気自動供給ユニット，機

器圧縮空気自動供給ユニット及び圧縮空

気 手 動 供 給 ユ ニ ッ ト は ，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-27 弁等の操作や接続

によって安全機能を有する施設として使

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-24

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-25

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-25

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-26

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-26

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-27

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-27

を含んでおり整合して

6467



    

リ-61 

 

重
事
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

設備としての系統構成とすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁

等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を

考慮し，必要な圧縮空気流量を確保するた

めに必要な量の圧縮空気を有する設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満を維持するために必要な

流量を確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未

然防止濃度未満を維持するために必要な量

を確保する設計とする。 

とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，重大事故等発生前（通常

時）の離隔若しくは分離された状態から弁

等の操作や接続により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，回転体が飛散することを防ぐことで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

   屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物とな

らないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（３） 個数及び容量等 

   基本方針については 1.7.18 (２) 個数及

び容量」に示す。 

 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，操作の時間を

考慮し，必要な圧縮空気流量を確保するた

めに必要な容量を有する設計とする。 

 

 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系は，機器圧縮空気自動供給ユニットに切

り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満に維持するために必要な

流量を確保する設計とする。 

 

 代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自動

供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を未

然防止濃度未満に維持するために必要な量

を確保する設計とする。 

用する系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継

配管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空

気供給配管・弁は，重大事故等発生前

（通常時）の離隔若しくは分離された状

態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすること

により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，回転体が飛散することを防ぐこと

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，竜巻により飛来物

とならないよう必要に応じて固縛等の措

置をとることで他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及

び圧縮空気手動供給ユニットは，操作の

時間を考慮し，必要な圧縮空気流量を確

保するために必要な量の圧縮空気を有す

る設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給系は，機器圧縮空気自動供給ユニット

に切り替えるまでの間，貯槽等内の水素

濃度を未然防止濃度未満を維持するため

に必要な流量を確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の機器圧縮空気自

動供給ユニットは，可搬型空気圧縮機に

切り替えるまでの間，貯槽等内の水素濃

度を未然防止濃度未満を維持するために

必要な量を確保する設計とする。 

いる。 
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代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替え

るまでの間，貯槽等内の水素濃度を未然防

止濃度未満に維持するために必要な量の圧

縮空気を供給できる設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等時において，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-28 放射線分解により発

生する水素による爆発の発生を仮定する機

器を可燃限界濃度未満に維持するために必

要な圧縮空気供給量を有する設計とすると

ともに，保有数は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-29

必要数として３台，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ

を６台の合計９台を確保する。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，同時に発生する可能性のある事故への

対処を含めて，事象進展に応じた使用の状

態を踏まえた，必要な容量を確保した設計

とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪

失による蒸発乾固が同時に発生した場合に

おいても，可燃限界濃度未満を維持するた

めに必要な量を確保した設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-30 放射線分解によ

り発生する水素による爆発の発生を仮定す

る機器へ圧縮空気を供給するとともに，計

装設備への圧縮空気を供給する場合に必要

な圧縮空気供給量を有する設計とし，兼用

できる設計とする。 

 

 

 

 代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供給

ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り替え

るまでの間，機器内の水素濃度を未然防止

濃度未満に維持するために必要な量の圧縮

空気を供給できる設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素爆発の発生を仮定する機器を可燃

限界濃度未満に維持するために必要な圧縮

空気供給量を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数として３台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを６台の合計９台を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，同時に発生する可能性のある冷却機能

の喪失への対処を含めて，事象進展に応じ

た使用の状態を踏まえた，圧縮空気供給量

を有する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能の喪

失による蒸発乾固が同時に発生した場合に

おいても，可燃限界濃度未満を維持するた

めに必要な圧縮空気供給量を有する設計と

する。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，水素爆発の発生を仮定する機器へ圧縮

空気を供給するとともに，計装設備への圧

縮空気を供給する場合に必要な容量を有す

る設計とし，兼用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気手動供

給ユニットは，可搬型空気圧縮機に切り

替えるまでの間，貯槽等内の水素濃度を

未然防止濃度未満に維持するために必要

な量の圧縮空気を供給できる設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，想定される重大事故等時におい

て，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-28「水素爆発」

の発生を仮定する機器を可燃限界濃度未

満に維持するために必要な圧縮空気供給

量を有する設計とするとともに，保有数

は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-29 必要数並びに

予備として故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップを含め十分な台

数を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，同時に発生する可能性のある事故

への対処を含めて，事象進展に応じた使

用の状態を踏まえた，必要な容量を確保

した設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，水素掃気機能の喪失及び冷却機能

の喪失による蒸発乾固が同時に発生した

場合においても，可燃限界濃度未満を維

持するために必要な量を確保した設計と

する。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-30「水素爆

発」の発生を仮定する機器へ圧縮空気を

供給するとともに，計装設備への圧縮空

気を供給する場合に必要な圧縮空気供給

量を有する設計とし，兼用できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-28

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-28

と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-29

に示されている台数は

設工認の仕様表に記載

する内容であるため後

段に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-30

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-30

と同義であり整合して

いる。 
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代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管 す る ホ ー ス に つ い て は

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-31１本以上の予備を含

めた個数を必要数として確保する。 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する水素爆発に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事故

等への対処に必要な設備を１セット

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-32 確保する。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-33 放射線分

解により発生する水素による爆発の発生を

仮定する機器の気相部における水素濃度ド

ライ換算 12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場合

による瞬間的に上昇する温度及び圧力の影

響を考慮しても，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-34 機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，同時に発生するおそれがある冷

却機能の喪失による蒸発乾固及び水素爆発

によるﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-35 温度，圧力及

び湿度に対して，機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホー

ス及び可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷

設ルートに確保するとともに，建屋内に保

管するホースについては１本以上の予備を

含めた個数を必要数として確保する。 

 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気系

の水素掃気機能の喪失を想定し，その範囲

が系統で機能喪失する水素爆発に対処する

ことから，当該系統の範囲ごとに重大事故

等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。 

 

 

（４） 環境条件等 

   基本設計については，「1.7.18 (３) 環境

条件等」に示す。 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，水素爆発の発生を仮定する

機器の気相部における水素濃度ドライ換

算 12ｖｏｌ％で爆燃が発生した場合によ

る瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響

を考慮しても，機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，同時に発生するおそれがあ

る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水

素爆発による温度，圧力及び湿度に対し

て，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋外ホ

ース及び可搬型建屋内ホースは，複数の

敷設ルートで対処できるよう必要数を複

数の敷設ルートに確保するとともに，建

屋 内 に 保 管 す る ホ ー ス に つ い て は

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-31 予備を含めた個数

を必要数として確保する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系は，安全圧縮空気

系の水素掃気機能の喪失を想定し，その

範囲が系統で機能喪失する水素爆発に対

処することから，当該系統の範囲ごとに

重大事故等への対処に必要な設備を１セ

ットﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-32 確保する設計

とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-33「水

素爆発」の発生を仮定する機器の気相部

における水素濃度ドライ換算 12ｖｏｌ％

で爆燃が発生した場合による瞬間的に上

昇する温度及び圧力の影響を考慮して

も，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-34 重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，同時に発生するおそれがあ

る冷却機能の喪失による蒸発乾固及び水

素爆発によるﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-35 温

度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対し

て，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-31

に示されている台数は

設工認の仕様表に記載

する内容であるため後

段に示す。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-32

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-32

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-33

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-33

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-34

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-34

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-35

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-35

を含んでおり整合して

いる。 
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地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の常設重大事故

等対処設備は， ﾘ .(1)(ⅱ )(a)( ﾛ )1)-36

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする

重大事故等に対する施設の耐震設計」に基

づく設計とすることでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

37 その機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備は，外部からの衝撃による損傷を防

止できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，

風（台風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-38

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等対

処設備及び常設重大事故等対処設備と可搬

型重大事故等対処設備の接続口は，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液

防護する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配管の

全周破断に対して，適切な材料を使用する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-39 機能を損なわない設

計とする。 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-40 屋外に保管する代

替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホース等

は，外部からの損傷の防止を防止できる前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替安全圧縮空気系の常設重大

事故等対処設備は，「1.7.18（５） 地震を

要因とする重大事故等に対する施設の耐

震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備及び常設重大事故等対処設備と

可搬型重大事故等対処設備の接続口は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護及び被液防護する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・

弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配

管の全周破断に対して，適切な材料を使

用することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース等は，外部からの損傷の防止を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋に保管

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替安全圧縮空気系の常設重大

事故等対処設備は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

36 「 9.2 重大 事故等対 処設備」の

「9.2.6 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-37 重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による損傷

を防止できる前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に

設 置 し ， 風 （ 台 風 ） 等 に よ り

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-38 重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の常設重大事故等

対処設備及び常設重大事故等対処設備と

可搬型重大事故等対処設備の接続口は，

溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護及び被液防護する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・

弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，配

管の全周破断に対して，適切な材料を使

用することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-39 重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-40 代替安全圧縮空

気系の可搬型建屋内ホース及び可搬型建

屋外ホースは，屋内に保管する場合は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-36

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-36

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-37

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-37

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-38

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-38

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-39

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-39

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-40

は，事業変更許可申請

書（本文）の
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プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋に保管する又は風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，収納する

コンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措

置を講じて保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，風（台風）及び竜巻に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，必要により当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧

縮機は， ﾘ .(1)(ⅱ )(a)( ﾛ )1)-41 「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-42 その

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-

する又は風（台風）及び竜巻による風荷

重を考慮し，収納するコンテナ等に対し

て転倒防止，固縛等の措置を講じて保管

することにより風（台風）等により機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，必要により当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とす

る。 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空

気圧縮機は，「1.7.18.(５) 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護する設計とする。◇1  

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，内部発生飛

散物の影響を考慮し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の内部発生飛散物の影響を受けない場所に

保管することにより，機能を損なわない設

計とする。 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台

風）等により重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースは，屋外に

保管する場合は，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，収納するコンテナ

等に対して転倒防止，固縛等の措置を講

じて保管する設計とする。 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の

可搬型空気圧縮機は，風（台風）及び竜

巻に対して，風（台風）及び竜巻による

風荷重を考慮し，必要により当該設備の

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処

に用いる代替安全圧縮空気系の可搬型空

気圧縮機は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-41 第 1

章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設

備」の「9.2.6 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-42

重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管，

被水防護及び被液防護する設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースは，内部発

生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-40

を屋外に保管する場合

と屋内に保管する場合

に分けて記載したもの

で，同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-41

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-41

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-42

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-42

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-43

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-43

と同義であり整合して

いる。 
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43 機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-44 機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び可搬型重大事故等対処

設備との接続に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，配管の全周

破断に対して，漏えいした放射性物質を含

む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）の影

響を受けない位置に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

屋外に保管する代替安全圧縮空気系の可

搬型空気圧縮機は，積雪及び火山の影響に

対して，積雪に対しては除雪する手順を，

火山の影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対しては，可搬

型空気圧縮機を屋内に配置する手順を整備

する。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

は，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び可搬型重大事故等対処

設備との接続に支障がないように，線量率

の高くなるおそれの少ない場所の選定によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計と

する。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供給

系，機器圧縮空気自動供給ユニット及び圧

縮空気手動供給ユニットは，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそ

れの少ない場所の選定又は当該設備の設置

場所への遮蔽の設置等により当該設備の設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

(５) 操作性の確保 

   基本方針については，「1.7.18 (４)ａ．操

作性の確保」に示す。 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮機

を接続する接続口は，コネクタ式に統一す

ることにより，速やかに，かつ，確実に現

場での接続が可能な設計とする。 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-43 重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースは，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない位置に保管するこ

とにより，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-44 重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，想定される重大事故等が発生した

場合においても設置及び可搬型重大事故

等対処設備との接続に支障がないよう

に，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定により当該設備の設置場所で操

作可能な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の圧縮空気自動供

給系，機器圧縮空気自動供給ユニット及

び圧縮空気手動供給ユニットは，想定さ

れる重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高

くなるおそれの少ない場所の選定又は当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等によ

り当該設備の設置場所で操作可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機を接続する接続口は，コネクタ式に統

一することにより，速やかに，かつ，確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-44

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-44

と同義であり整合して

いる。 
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代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替

安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水

素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やかに

切り替えられる設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-45 再処理施設の運転中

又は停止中に独立して機能・性能，外観の

確認，漏えいの有無の確認及び分解又は取

替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型建

屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと代替

安全圧縮空気系の建屋内空気中継配管，水

素掃気配管・弁及び機器圧縮空気供給配

管・弁との接続は，コネクタ接続に統一す

ることにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・弁

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通常時

に使用する系統から速やかに切り替えるこ

とができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁等

の操作により安全機能を有する施設の系統

から重大事故等対処設備の系統に速やかに

切り替えられる設計とする。 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースは，容易かつ確

実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に

使用することができるよう，ホースは口径

並びに内部流体の圧力及び温度に応じたコ

ネクタ接続又はより簡便な接続方式を用い

る設計とする。 

 

9.3.2.1.5 試験・検査 

  「1.7.18 (４)ｂ．試験・検査性」に示す基本

方針を踏まえ以下のとおり設計する。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動供

給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユニッ

ト及び圧縮空気手動供給ユニットは，再処

理施設の運転中又は停止中に独立して機

能・性能，外観の確認，漏えいの有無の確

認及び分解又は取替えが可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気手動供給ユニット，可搬型

建屋外ホース及び可搬型建屋内ホースと

代替安全圧縮空気系の建屋内空気中継配

管，水素掃気配管・弁及び機器圧縮空気

供給配管・弁との接続は，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容易

かつ確実に現場での接続が可能な設計と

する。 

 

代替安全圧縮空気系の水素掃気配管・

弁及び機器圧縮空気供給配管・弁は，通

常時に使用する系統から速やかに切り替

えることができるよう，系統に必要な弁

等を設ける設計とし，それぞれ簡易な接

続及び弁等の操作により安全機能を有す

る施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースは，容易か

つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が

相互に使用することができるよう，ホー

スは口径並びに内部流体の圧力及び温度

に応じたコネクタ接続又はより簡便な接

続方式を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機，圧縮空気自動供給系の圧縮空気自動

供給ユニット，機器圧縮空気自動供給ユ

ニット及び圧縮空気手動供給ユニット

は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-45 通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，独立して外観点

検，員数確認，性能確認，分解点検等が

可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型空気圧縮

機は，運転状態の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-45 

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)1)-45

を含んでおり整合して

いる。 
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代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホー

ス及び可搬型建屋外ホースと常設設備との

接続口は，外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースと常設設備

との接続口は，外観の確認が可能な設計

とする。 

 

 

代替安全圧縮空気系の可搬型建屋内ホ

ース及び可搬型建屋外ホースと常設設備

との接続口は，外観の確認が可能な設計

とする。 
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2) 臨界事故時水素掃気系 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-1 臨界事故の発生を

仮定する機器において，臨界事故が発生し

た場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気

系による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホ

ースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機

器に供給し，水素掃気を実施することによ

り，機器の気相部における水素濃度をドラ

イ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換

算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な

重大事故等対処設備をﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-

2 設置及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-

3 機器圧縮空気供給配管・弁及び可搬型建

屋内ホースで構成する。 

 

 

 

 

 

安全保護回路の一部である代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路を常設重大事故

等対処設備として設置する。 

 

 

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等

対処設備として配備する。 

 

 

 

 

9.3.2.2 臨界事故時水素掃気系 

9.3.2.2.1 概  要 

 

 

 

 

 

臨界事故の発生を仮定する機器におい

て，臨界事故が発生した場合，安全圧縮空

気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し，水素掃

気を実施することにより，機器の気相部に

おける水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未

満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に

移行するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。 

 

 

<中略> 

 

 (１) 系統構成 

 

<中略> 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，機器圧縮空気供給配

管・弁及び可搬型建屋内ホースで構成す

る。 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及

び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

 

計装設備の一部である可搬型貯槽掃気圧

縮空気流量計を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

 

 

 

 

7.1.2.4 臨界事故時水素掃気系 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-1「臨界事故」の発生

を仮定する機器において，臨界事故が発生し

た場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系

による水素掃気に加え，可搬型建屋内ホース

を敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に供

給し，水素掃気を実施することにより，機器

の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ

ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％

未満に移行するために必要な重大事故等対処

設備ﾘ. (1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-2として臨界事故

時水素掃気系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-3

「臨界事故」の発生を仮定する機器への水素

掃気で使用する主配管等及び可搬型建屋内ホ

ースで構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）第四号リ項に

おいて，設工認の内容

は，以下の通り整合し

ている。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-

1 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-1

と同義であり整合し

ている。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-2

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-2

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-3

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-3

と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ヘ.(2)主要

な安全保護回路の種

類)」に示す。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）「ヘ.(3)主要

な工程計装設備の種

類」及びに示す。 
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また，設計基準対象の施設と兼用する圧

縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及

び安全圧縮空気系，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-4

臨界事故の発生を仮定する機器に接続する

溶解設備の一部である配管，精製建屋一時

貯留処理設備の一部である配管及び工程計

装設備の一部である配管，臨界事故の発生

を仮定する機器（第２表）

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-5 並びに電気設備の一

部である受電開閉設備等

を.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-6 常設重大事故等対処

設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-8 安全保護回路は

「ヘ．（２） 主要な安全保護回路の種類」

に，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-9 工程計装設備に

ついては「ヘ．（３） 主要な工程計装設備

の種類」に，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-10 電気設

備については「リ．（１）（ⅰ） 電気設

備」に示す。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧

縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及

び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定

する機器に接続する溶解設備の一部である

配管，精製建屋一時貯留処理設備の一部で

ある配管及び計測制御設備の一部である配

管，臨界事故の発生を仮定する機器（第4.3

－７表及び第4.5－８表）並びに電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及

び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

については「6.2.2.2 系統構成及び主要設

備」及び「6.2.3.2 系統構成及び主要設

備」に，計装設備については「6.2.1.4 系

統構成及び主要設備」に，電気設備につい

ては「9.2.2.4 系統構成」に示す。 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮

空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-4 主配管

等並びに「臨界事故」の発生を仮定する機器

をﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)6 常設重大事故等対処設

備として位置付け，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-7 臨

界事故が発生した場合において放射性物質の

放出による影響を緩和できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故が発生した場合の重大事故等対処

設備として，臨界事故時水素掃気系の他，安

全保護回路の代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供

給回路並びに計測制御設備の可搬型貯槽掃気

圧縮空気流量計を使用する設計とする。な

お，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-8安全保護回路は

「4.2 安全保護回路」の「4.2.2 代替可溶

性中性子吸収材緊急供給回路」及び「4.2.3 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路」

に，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-9計測制御設備につ

いては「4.1 計測制御設備」に示す。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-

4 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-4

と同義であり整合し

ている。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-5

は事業変更許可申請書

（本文）「リ.(1)(ⅰ)

電気設備)」に示す。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-

6 は，事業変更許可

申請書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-6

と同義であり整合し

ている。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-7

は，事業変更許可申請

書（本文）「ロ（7）

（ⅱ）（c）臨界事故

の拡大を防止するため

の設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-8

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-8

と同義であり整合して

いる。 
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又

は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

により臨界事故の発生を判定した場合，安

全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水

素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設

し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給

し水素掃気を実施することにより，機器の

気相部における水素濃度をドライ換算８ｖ

ｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏ

ｌ％未満に移行ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-11 す

る。 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現

象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物に対して

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-12 修理等の対応，関連

する工程の停止等により重大事故等に対処

するための機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

臨界事故により発生した放射線分解水素

を掃気するため，一般圧縮空気系及び安全

圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型

建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系か

ら空気を機器に供給し水素掃気を実施する

ことにより，機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，

ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行する。 

 

 

 

 

9.3.2.2.3 設計方針 

 (１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18（１）

ａ．多様性，位置的分散」に示す。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等

により機能が損なわれる場合，代替設備に

よる機能の確保，修理等の対応により機能

を維持する設計とする。 

 

 

 

また，必要に応じて関連する工程を停止

する等の手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路によ

り臨界事故の発生を判定した場合，安全圧縮

空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホースを敷設し，一般圧

縮空気系から空気を機器に供給し水素掃気を

実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持

し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-11 できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及

び機器圧縮空気供給配管・弁は，自然現象，

人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火災及び

内部発生飛散物に対してﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-

12 修理の対応，関連する工程の停止等により

重大事故等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。 

 

関連する工程を停止すること等について

は，保安規定に定めて，管理する。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-9

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-9

と同義であり整合して

いる。 

 

事業変更許可申請書

（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a) (ﾛ)2)-

10 は事業変更許可申

請書（本文）

「リ.(1)(ⅰ)電気設

備)」に示す。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-11

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-11

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-12

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-12

を具体的に記載してお

り整合している。 
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臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-13 臨界事故時

水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と

共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないように，故障時バックア

ップも含めて必要な数量を臨界事故時水素

掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置

される前処理建屋及び精製建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した外部保管エリア

に保管するとともに，対処を行う建屋にも

保管することでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-14 位置

的分散を図る。対処を行う建屋内に保管す

る場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮

空気供給配管・弁が設置される場所と異な

る場所に保管することで

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-15 位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空

気供給配管の接続口は，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-16 臨界事故環境下にお

ける放射線の影響も含めて共通要因によっ

て接続することができなくなることを防止

するため，臨界事故発生機器からの接続口

までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，前

処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した

隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の場

所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，臨界事故時水素掃気系の機器圧縮

空気供給配管・弁と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数

量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気

供給配管・弁が設置される前処理建屋及び

精製建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保し

た外部保管エリアに保管するとともに，対

処を行う建屋にも保管することで位置的分

散を図る。 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界

事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配

管・弁が設置される場所と異なる場所に保

管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空

気供給配管の接続口は，臨界事故環境下に

おける放射線の影響も含めて共通要因によ

って接続することができなくなることを防

止するため，臨界事故発生機器からの接続

口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，

前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔し

た隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-13 共通要因によっ

て臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時バックアップも含め

て必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機器

圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建

屋及び精製建屋から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した外部保管エリアに保管するととも

に，対処を行う建屋にも保管することで

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-14 位置的分散を図る設計

とする。 

対処を行う建屋内に保管する場合は臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管するこ

とでﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-15 位置的分散を図る

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スと臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管の接続口は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-16 共

通要因によって臨界事故環境下における放射

線の影響も含めて接続することができなくな

ることを防止するため，臨界事故発生機器か

らの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮

の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離

隔した隣接しないそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-13

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-13

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-14

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-14

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-15

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-15

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-16

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-16

と同義であり整合して

いる。 
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臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発

生前（通常時）の離隔若しくは分離された

状態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全

圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事

故が発生した機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持する

ために必要な空気を供給できる設計とす

る。 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-17 また，臨界事故時

に追加的に空気を供給する一般圧縮空気系

は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界

事故が発生した機器の気相部における水素

濃度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持す

るために必要な流量に対し，十分な容量を

確保できる設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，前処理建屋に 12 系列を設置

し，精製建屋に４系列を設置する設計とす

る。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，複数の敷設ルートで対処できるよ

う必要数を複数の敷設ルートに確保すると

ともに，建屋内に保管するホースについて

はﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-18１本以上の予備を

含めた個数を必要数として確保する。 

 

 

 

 (２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．

悪影響防止」に示す 

 

 ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発

生前（通常時）の離隔若しくは分離された

状態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 (３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２)個数及

び容量」に示す。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全

圧縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事

故が発生した機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持する

ために必要な空気を供給できる設計とす

る。 

 

また，臨界事故時に追加的に空気を供給

する一般圧縮空気系は，安全機能を有する

施設の仕様が，臨界事故が発生した機器の

気相部における水素濃度をドライ換算４ｖ

ｏｌ％未満に維持するために必要な流量に

対し，十分な容量を確保できる設計とす

る。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，前処理建屋に12系列を設置

し，精製建屋に４系列を設置する設計とす

る。 

 

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発

生を仮定する機器ごとに，重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生

前（通常時）の離隔若しくは分離された状態

から弁等の操作や接続により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧

縮空気系及び一般圧縮空気系は，臨界事故が

発生した機器の気相部における水素濃度をド

ライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必

要な空気を供給できる設計とする。 

 

 

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-17 臨界事故時に追加的

に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機

能を有する施設の仕様が，臨界事故が発生し

た機器の気相部における水素濃度をドライ換

算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流

量に対し，十分な容量を確保できる設計とす

る。臨掃④-2 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，前処理建屋に 12 系列を設置し，

精製建屋に４系列を設置する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう必

要数を複数の敷設ルートに確保するととも

に，建屋内に保管するホースについては

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-18 予備を含めた個数を必

要数として確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-17

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-17

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-18

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-18

と同義であり整合して

いる。 
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臨界事故時水素掃気系は，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-19 臨界事故の発生を仮

定する機器ごとに，重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に設置し，風

（台風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-20 機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破

断に対して，適切な材質とすることによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-21 機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，複数の敷設ルートで対処できるよ

う必要数を複数の敷設ルートに確保すると

ともに，建屋内に保管するホースについて

は１本以上の予備を含めた個数を必要数と

して確保する。 

 

 (４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３)環境

条件等」に示す。 

 

ａ．常設重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に設置し，風

（台風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-20機

能を損なわない設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系

及び機器圧縮空気供給配管・弁は，地震等

により機能が損なわれる場合，修理等の対

応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する

等の手順を整備する。 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防

護及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破

断に対して，適切な材質とすることによ

り，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系は，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-19「臨界事故」の発生を

仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に

必要な設備を１セット確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋及び精製建屋に設置し，風（台

風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-20 重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系

は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの設置，被水防護

及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-

21 重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-19

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-19

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-20

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-20

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-21

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-21

と同義であり整合して

いる。 
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臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-22 想定

される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない場所を選定する。 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，

風（台風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-23

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，

前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-24 機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない前処理

建屋又は精製建屋内に保管することによ

り，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-25 機能を損なわな

い設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，想定される重大事故等が発生した

場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるお

それの少ない設置場所を選定し，当該設備

の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，想定される重大事故等が発

生した場合においても操作に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場

所を選定する。 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，

風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を

考慮し，影響を受けない高さへの保管，被

水防護及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，内部発生飛散物の影響を考慮し，

前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物

の影響を受けない場所に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，配管の全周破断に対して，漏えい

した放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない前処理

建屋又は精製建屋内に保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，想定される重大事故等が発生した

場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるお

それの少ない設置場所を選定し，当該設備

の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-22 想定され

る重大事故等が発生した場合において線量率

の高くなるおそれの少ない場所を選定するこ

とにより，当該設備の設置場所で操作可能な

設計とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る前処理建屋及び精製建屋に保管し，風（台

風）等によりﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-23 重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護

及び被液防護する設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処

理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-24 重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，配管の全周破断に対して，漏えいした

放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機

溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精

製建屋内に保管することにより，

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-25 重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，想定される重大事故等が発生した場合

においても設置及び常設設備との接続に支障

がないように，線量率の高くなるおそれの少

ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所

で操作可能な設計とする。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-22

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-22

と同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-23

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-23

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-24

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-24

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-25

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-25

と同義であり整合して

いる。 
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臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での接

続が可能な設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，速やかに切り替えることが

できるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とし，現場においてそれぞれ簡易な接続

及び弁等の手動操作により，安全機能を有

する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用することが

できるよう，ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じた

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-26 コネクタ接続とする

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．

操作性の確保」に示す。 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での接

続が可能な設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，速やかに切り替えることが

できるよう，系統に必要な弁等を設ける設

計とし，現場においてそれぞれ簡易な接続

及び弁等の手動操作により，安全機能を有

する施設の系統から重大事故等対処設備の

系統に速やかに切り替えられる設計とす

る。 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，

かつ，複数の系統が相互に使用することが

できるよう，ホースは口径並びに内部流体

の圧力及び温度に応じたコネクタ接続とす

る設計とする。 

 

 

 

9.3.2.2.4 主要設備の仕様 

臨界事故時水素掃気系の主要設備の仕様

を第9.3－５表(1)に，臨界事故時水素掃気

系に関連するその他設備の概略仕様を第9.3

－５表(2)～第9.3－５表(4)に，臨界事故時

水素掃気系の系統概要図を第9.3－15図に，

臨界事故時水素掃気系の機器配置概要図を

第9.3－16図に，臨界事故時水素掃気系の接

続口配置図及び接続口一覧を第9.3－17図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可

能な設計とする。 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，速やかに切り替えることができ

るよう，系統に必要な弁等を設ける設計と

し，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁

等の手動操作により，安全機能を有する施設

の系統から重大事故等対処設備の系統に速や

かに切り替えられる設計とする。 

 

 

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給

配管・弁は，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の系統が相互に使用することができ

るよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力

及び温度に応じたﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-26 コネ

クタ接続を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-26

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-26

と同義であり整合して

いる。 
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臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給

配管・弁は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-27 再処理

施設の運転中又は停止中に外観点検，分解

確認等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-28 再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，員数確認

が可能な設計とする。 

 

9.3.2.2.5 試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．

試験・検査性」に示す。 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気

系，安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給

配管・弁は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，分解確認等が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホ

ースは，再処理施設の運転中又は停止中に

外観点検，員数確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，

安全圧縮空気系及び機器圧縮空気供給配管・

弁は，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-27 通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観点検，分解確認等が可

能な設計とする。 

 

 

 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホー

スは，ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-28通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な機能

を確認するため，外観点検，員数確認が可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-27

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-27

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-28

は，事業変更許可申請

書（本文）の

ﾘ.(1)(ⅱ)(a)(ﾛ)2)-28

と同義であり整合して

いる。 
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(b) 主要な設備 

(ｲ) 設計基準対象の施設 

リ(１)(ⅱ)(b)(ｲ)-①安全圧縮空気系空

気圧縮機１式 

第9.3-1表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他再処理設備の附属施設】（仕様表） 

 

 

設工認のリ

(１)(ⅱ)(b)(ｲ)-①

は、変更許可申請書

（本文）のリ

(１)(ⅱ)(b)(ｲ)-①を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

リ(１)(ⅱ)(b)(イ)-① 

リ(１)(ⅱ)(b)(イ)-① 
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(2) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備 

(i) 給水施設 

(a) 構造 

(ｲ) 設計基準対象の施設 

9.4 給水処理設備 

9.4.1 設計基準対象の施設 

9.4.1.1 概要 

 

（基本設計方針） 

7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

7.2.1 給水処理設備 

 

  

  給水処理設備の設計に係る共通的な設計方

針については，第 1章 共通項目の「2. 地

盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等によ

る損傷の防止」，「6．再処理施設内における

溢水による損傷の防止」，「7．再処理施設内

における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止」及び「9. 設備に対する要求」に基づくも

のとする。 

  

給水施設は，再処理施設の運転に必要なろ

過水，純水等を確保，供給する給水処理設備

及びリ(２)(ⅰ)(a)－① 

給水処理設備は，再処理施設の運転に必要なろ過

水及び純水を確保及び供給する設備である。 

給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，

純水貯槽等で構成し，再処理施設の運転に必

要なろ過水及び純水を確保及び供給する設計

とする。 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－①は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－①

具体的に記載しており

整合している。 

 

 9.5 冷却水設備 7.2.2 冷却水設備   

再処理施設内の各施設で発生する熱を除去

し，冷却塔から大気に放熱するリ(２)(ⅰ)(a)

－②冷却水設備で構成する。 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却

水系で構成リ(２)(ⅰ)(a)－③する。 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で

構成し，再処理施設内の各施設で発生する熱を除去

する設備である。 

冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却

水系で構成リ(２)(ⅰ)(a)－③し，再処理施設

内の各施設で発生する熱を除去し，冷却塔か

ら大気に放熱リ(２)(ⅰ)(a)－②する設計とす

る。 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－②は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－②

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－③は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－③

と同義であり整合して

いる。 

 

 9.4 給水処理設備 7.2.1 給水処理設備   

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設

備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設へろ過水を供給するため，廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用リ(２)(ⅰ)(a)

－④し，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。 

給水処理設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用する。 

9.4.1.2 設計方針 

(３) 給水処理設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設にろ過水を供給できる系統構成とし，廃棄

物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における使用を

想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給でき

る容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合

でも，弁を閉止することにより故障その他の異常に

よる影響を局所化し，故障その他の異常が発生した

施設からの波及的影響を防止する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備

は，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設と共

用する。 

 リ(２)(ⅰ)(a)－④ろ過水を供給する設備

は，廃棄物管理施設及び MOX 燃料加工施設にお

ける使用を想定しても，再処理施設に十分なろ

過水を供給できる容量を確保できる設計とす

る。また，故障その他の異常が発生した場合で

も，弁を閉止することにより故障その他の異常

による影響を局所化し，故障その他の異常が発

生した施設からの波及的影響を及ぼさない設計

とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－④は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－④

を具体的に記載してお

り整合している。 
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 9.5 冷却水設備 

(２) 安全冷却水系 

7.2.2.2 安全冷却水系   

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用の安全冷却水系は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用するモニタリングポストの非常用電源

設備である第１非常用ディーゼル発電機の熱

を除去するため，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷

却水系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用するモニタリ

ングポストの非常用電源設備である第１非常用ディ

ーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却

水系は，MOX 燃料加工施設と共用するモニタリングポ

ストの非常用電源設備である第 1非常用ディーゼル発

電機の熱を除去するため，MOX 燃料加工施設と共用

し， 共用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

  

     

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，高さ約10ｍ，面

積約1,100ｍ２リ(２)(ⅰ)(a)－⑤の構築物で

ある。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安

全冷却水系冷却塔Ｂ基礎 機器配置概要図を第

46図に示す。 

 

 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－⑤は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－⑤

と同義であり整合して

いる。

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

リ(２)(ｉ)(a)－⑤ 
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再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ

は，前処理建屋北側の地上に設置する高さ約

11ｍ，面積約830ｍ２リ(２)(ⅰ)(a)－⑥の構

築物である。 

 設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－⑥は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－⑥

と同義であり整合して

いる。

 

    

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ

は，高さ約11ｍ，面積約830ｍ２リ

(２)(ⅰ)(a)－⑥の構築物である。 

 

 

 

     

リ(２)(ｉ)(a)－⑥ 

リ(２)(ｉ)(a)－⑥ 
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第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂは，高さ約８ｍ，面積約140ｍ
２リ(２)(ⅰ)(a)－⑦の構築物である。 

 

 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(a)－⑦は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(a)－⑦

と同義であり整合して

いる。

 

 

リ(２)(ｉ)(a)－⑦ 
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(ﾛ) 重大事故等対処設備 

1) 水供給設備 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋に係る蒸発乾固への対処，燃料貯蔵プー

ル等の冷却機能又は注水機能の喪失若しく

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合の対処，燃料貯蔵プ

ール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に

低下した場合の燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ，大気中への放射性物質の放出を

抑制するための対処，工場等外への放射線

の放出を抑制するための対処及び再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災へ対応するため

の対処並びに重大事故等への対処を継続す

るために水を補給する対処が発生した場合

において，対処に必要となる水源を確保す

るために水供給設備をリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-①使用する。 

 

水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水

槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホー

ス，ホース展張車及び運搬車で構成リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-②する。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給す

るための対処では，水供給設備の第１貯水

槽，第２貯水槽，大型移送ポンプ車，可搬

型建屋外ホース，ホース展張車及び運搬

車，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及

び軽油用タンクローリ並びに計装設備の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-③一部を使用する。 

 

 

 

 

9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 

(1) 系統構成 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に係る蒸

発乾固への対処，燃料貯蔵プール等の冷却機能

又は注水機能の喪失若しくは燃料貯蔵プール等

からの小規模な水の漏えいその他の要因により

燃料貯蔵プール等の水位が低下した場合の対

処，燃料貯蔵プール等からの大量の水の漏えい

その他の要因により燃料貯蔵プール等の水位が

異常に低下した場合の燃料貯蔵プール等への水

のスプレイ，大気中への放射性物質の放出を抑

制するための対処，工場等外への放射線の放出

を抑制するための対処及び再処理施設の各建物

周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災へ対応するための対処並びに重大

事故等への対処を継続するために水を補給する

対処が発生した場合において，対処に必要とな

る水源を確保するために水供給設備を使用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給するた

めの対処では，水供給設備の第１貯水槽，第２

貯水槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホー

ス，ホース展張車及び運搬車，補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリ並

びに計装設備の一部である可搬型貯水槽水位計

（ロープ式），可搬型貯水槽水位計（電波式）

及び可搬型第 1貯水槽給水流量計を使用する。 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

重大事故等が発生し，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋に係る蒸発乾固への対処，燃料貯蔵プー

ル等の冷却機能又は注水機能の喪失若しく

は燃料貯蔵プール等からの小規模な水の漏

えいその他の要因により燃料貯蔵プール等

の水位が低下した場合の対処，燃料貯蔵プ

ール等からの大量の水の漏えいその他の要

因により燃料貯蔵プール等の水位が異常に

低下した場合の燃料貯蔵プール等への水の

スプレイ，大気中への放射性物質の放出を

抑制するための対処，工場等外への放射線

の放出を抑制するための対処及び再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災へ対応するため

の対処並びに重大事故等への対処を継続す

るために水を補給する対処が発生した場合

において，対処に必要となる水源を確保す

るために水供給設備をリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-①設ける設計とする。 

 

水供給設備は，第１貯水槽，第２貯水

槽，大型移送ポンプ車，可搬型建屋外ホー

ス，ホース展張車及び運搬車で構成リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-②し，重大事故等への対

処に必要となる十分な量の水を供給できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

重大事故等への対処に必要な水を供給す

るための対処として，水供給設備の他，計

測制御設備のリ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-③可搬

型貯水槽水位計等並びに補機駆動用燃料補

給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクローリ

を使用する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-①

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-②

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-②を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-③は

事業変更許可申請書

(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-③を

具体的に記載しており

整合している。 
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リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-1 また，水源か

らの水の移送ルート及び移送のために用い

る設備については，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

④-2「リ．（２）（ⅰ）(ｂ)(ロ)２) 代替

安全冷却水系」，「ハ．（２）（ⅱ）

（ａ） 代替注水設備」，「ハ．（２）

（ⅱ）（ｂ） スプレイ設備」，「リ．

（４）（ⅷ）（ａ） 放水設備」及び，

「リ．（４）（ⅷ）（ｂ） 注水設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-1 補機駆動用燃

料補給設備の一部である軽油貯槽及び計装

設備の一部を常設重大事故等対処設備とし

て設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油用タンクローリ及び計装設備のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-2 一部を可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-1 第１保管庫・

貯水所は，地下に水供給設備の一部である

第１貯水槽を設置する。リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-2 また，１階に第１保

管庫・貯水所は，保管エリアを有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯

槽を常設重大事故等対処設備として設置する。 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油用

タンクローリ，計装設備の一部である可搬型貯

水槽水位計（ロープ式），可搬型貯水槽水位計

（電波式）及び可搬型第１貯水槽給水流量計を

可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

2.3  建物及び構築物 

2.3.29 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附

属施設の給水施設の第１貯水槽を設置する。ま

た，保管エリアを有する。 

<中略> 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（地上高さ約 16ｍ，地下に

 

<中略> 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-1 水源からの水

の移送ルート及び移送のために用いる設備

については，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-2 第

２章 個別項目の「7.2.2 冷却水設備」の

「7.2.2.3 代替安全冷却水系」，「1.2.1 

使用済燃料貯蔵設備」の「1.2.1.6 代替注

水設備」及び「1.2.1.7 スプレイ設備」並

びに「7.3.7 放出抑制設備」の「7.3.7.1 

放水設備」及び「7.3.7.2 注水設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

重大事故等への対処に必要な水を供給す

るための対処として，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-1 水供給設備の他，計

測制御設備のリ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-2 可

搬型貯水槽水位計等並びに補機駆動用燃料

補給設備の軽油貯槽及び軽油用タンクロー

リを使用する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

水供給設備の一部であるリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-1 第１貯水槽は，第１

保管庫・貯水所の地下に設置する設計とす

る。 

第１保管庫・貯水所の主要構造は，地上

２階の建物とする設計とする。リ．

 

 

事業変更許可申請書

(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-1

は，前段文章の続きと

していることから設工

認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-1

と同義であり整合して

いる。 

事業変更許可申請書

(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-④-2

は，事業変更許可申請

書(本文)の記載場所の

読み込み、設工認の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

④-2 は，設工認の記

載場所の読み込みのた

め同義であり整合して

いる。 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-1

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-1

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-2

は事業変更許可申請書

(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑤-2

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-1

及びリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-2

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．
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第１保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋

コンクリート造で，地上２階，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-3 建築面積約 5,900ｍ２

の建物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１貯水槽を収納する），平面が約 52ｍ（南北方

向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-2 また，第１保管庫・

貯水所は，１階に保管エリアを有する設計

とする。 

<中略> 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-3【その他再処理施設の附

属施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

第１保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第１保管

庫・貯水所は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時に

対処することを考慮し，第１貯水槽を設置

できる十分な容量を有する設計とすること

で，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

また，第１保管庫・貯水所の保管エリア

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の

必要な重大事故等対処設備が十分保管でき

る容量を有する設計とすることで，共用に

よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-

1，及びリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-2

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-3

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑥-3

を具体的に記載してお

り整合している。 
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リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-1 第２保管庫・

貯水所は，地下に水供給設備の一部である

第２貯水槽を設置する。リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-2 また，１階に第２保

管庫・貯水所は，保管エリアを有する。 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋

コンクリート造で，地上２階，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-3 建築面積約 5,900ｍ２

の建物である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  建物及び構築物 

2.3.30 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，その他再処理設備の附

属施設の給水施設の第２貯水槽を設置する。ま

た，保管エリアを有する。 

<中略> 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（地上高さ約 16ｍ，地下に

第２貯水槽を収納する），平面が約 52ｍ（南北方

向）×約 113ｍ（東西方向）の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部であるリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-1 第２貯水槽は，第２

保管庫・貯水所の地下に設置する設計とす

る。 

第２保管庫・貯水所の主要構造は，地上

２階の建物とする設計とする。リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-2 また，第２保管庫・

貯水所は，１階に保管エリアを有する設計

とする。 

<中略> 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-3【その他再処理施設の附

属施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-1

及びリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-2

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-

1，及びリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-2

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-3

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑦-3

を具体的に記載してお

り整合している。 
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第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の機器配置概要図を第 186 図～第 193 

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑧補機駆動用燃料

補給設備については「リ．(４）（ⅶ） 補

機駆動用燃料補給設備」に，計装設備につ

いては「ヘ．(３)(ⅱ)(ａ) 計装設備」に示

す。 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑨水供給設備は，

重大事故等への対処に必要となる水源を確

保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1.1 概要 

<中略> 

重大事故等への対処に必要となる水源を確保す

るため，水供給設備には第１貯水槽を設置する。 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

第２保管庫・貯水所は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する第２保管

庫・貯水所は，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等対処に同時に

対処することを考慮し，第２貯水槽を設置

できる十分な容量を有する設計とすること

で，共用によって重大事故等時の対処に影

響を及ぼさない設計とする。 

また，第２保管庫・貯水所の保管エリア

は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の

必要な重大事故等対処設備が十分保管でき

る容量を有する設計とすることで，共用に

よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさ

ない設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑧なお，計測制御

設備については第２章 個別項目の「4.1 

計測制御設備」に，補機駆動用燃料補給設

備については第２章 個別項目の「7.1.1 

電気設備」の「7.1.1.11 補機駆動用燃料

補給設備」に示す。 

<中略> 

 

 

<中略> 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑨重大事故等への

対処に必要となる水源を確保するため，水

供給設備には第１貯水槽及び第２貯水槽を

設置する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１保管庫・貯水所及

び第２保管庫・貯水所

の機器配置概要図につ

いては，添付書類「Ⅵ

-1-8-3 重大事故等へ

の対処に必要となる水

の供給設備に関する説

明書」に記載してい

る。 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑧

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑧と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑨

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑨に
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重大事故等への対処リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑩が継続する場合，水供

給設備の第２貯水槽から第１貯水槽へ大型

移送ポンプ車で水を補給できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑪水供給設備は，

敷地外の水源から第１貯水槽へ大型移送ポ

ンプ車で水を補給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

 

水供給設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等対処に同時

に対処すること考慮し，十分な数量及び容

量を確保することで，共用によって重大事

故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑫給水処理設備

の純水貯槽と共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，第１

保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

設置することにより，給水処理設備の純水

 

 

 

 

9.4.2.1.4 系統構成及び主要設備 

(2) 主要設備 

<中略> 

重大事故等への対処を継続して行うために，

重大事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ

水を補給するため，第２貯水槽の水を大型移送

ポンプ車及び可搬型建屋外ホースを経由して，

第１貯水槽へ補給できる設計とする。 

 

 

 

 

重大事故等への対処を継続して行うために，

重大事故等へ対処する水源である第１貯水槽へ

水を補給するため，敷地外の水源から水を大型

移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホースを経由し

て，第１貯水槽へ補給できる設計とする。 

 

 

9.4.2.1.1 概要 

<中略> 

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1.2 設計方針 

(1) 多様性，位置的分散 

<中略> 

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，

給水処理設備の純水貯槽と共通要因によって同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に

設置することにより，給水処理設備の純水貯槽

と位置的分散を図る設計とする。 

また，水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水

 

 

 

 

 

 

<中略> 

重大事故等への対処リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑩を継続して行うため

に，重大事故等へ対処する水源である第１

貯水槽へ水を補給するため，第２貯水槽の

水を大型移送ポンプ車及び可搬型建屋外ホ

ースを経由して，第１貯水槽へ補給できる

設計とする。 

 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑪重大事故等への

対処を継続して行うために，重大事故等へ

対処する水源である第１貯水槽へ水を補給

するため，敷地外水源から水を大型移送ポ

ンプ車及び可搬型建屋外ホースを経由し

て，第１貯水槽へ補給できる設計とする。 

 

 

 

水供給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処に同時に対処する

ことを考慮し，十分な数量及び容量を確保

することで，共用によって重大事故等時の

対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑫共通要因によ

って給水処理設備の純水貯槽と同時にその

機能が損なわれるおそれがないように，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所

に設置することにより，給水処理設備の純

申請対象設備を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑩

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑩を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑪

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑪を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑫

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑫と

同義であり整合してい

る。 
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貯槽と位置的分散を図る設計とする。 

また，水供給設備の第１貯水槽及び第２

貯水槽は，互いに位置的分散を図る設計と

する。 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，故障時バックアップを

含めて必要な数量を使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋から 100ｍ

以上の離隔距離を確保した複数の外部保管

エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る。 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，他の設備から独立して単独で使用可能

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑬なことにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型建屋外ホースは，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

槽は，互いに位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建

屋外ホースは，故障時バックアップを含めて必

要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複

数の外部保管エリアに分散して保管することで

位置的分散を図る。 

 

 

 

(2) 悪影響防止 

<中略> 

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，

他の設備から独立して単独で使用可能なことに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

<中略> 

 

 

 

 

 

<中略> 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ

車及び可搬型建屋外ホースは，竜巻により飛来

物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水貯槽と位置的分散を図る設計とする。 

また，水供給設備の第１貯水槽及び第２

貯水槽は，互いに位置的分散を図る設計と

する。 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時のバックアップを含めて必要な

数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液

ガラス固化建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る設計と

する。 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，他の設備から独立して単独で使用可能

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑬とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型建屋外ホースは，竜巻に

より飛来物とならないよう必要に応じて固

縛等の措置をとることで他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑬

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑬と

同義であり整合してい

る。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の第１貯水槽は，重大事故等への対処に

必要となる水を供給できる容量リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑭として約 20,000ｍ３（第

１貯水槽Ａ約 10,000ｍ３，第１貯水槽Ｂ約

10,000ｍ３）を有する設計とし，１基を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 個数及び容量 

<中略> 

ａ．常設重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の

第１貯水槽は，重大事故等への対処に必要とな

る水を供給できる容量として約 20,000ｍ３（第

１貯水槽Ａ約 10,000ｍ３，第１貯水槽Ｂ約

10,000ｍ３）を有する設計とし，１基を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の第１貯水槽は，重大事故等への対処に

必要となる水を供給できる容量リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑭を有する設計とする。 

<中略> 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑭【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑭

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑭と

同義であり整合してい

る。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の第２貯水槽は，大量の水が必要となる

重大事故等への対処を継続させるために水

供給設備の第１貯水槽へ水を補給できる容

量リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑮として約 20,000

ｍ３（第２貯水槽Ａ約 10,000ｍ３，第２貯水

槽Ｂ約 10,000ｍ３）を有する設計とし，１

基を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の

第２貯水槽は，大量の水が必要となる重大事故

等への対処を継続させるために水供給設備の第

１貯水槽へ水を補給できる容量として約 20,000

ｍ３（第２貯水槽Ａ約 10,000ｍ３，第２貯水槽Ｂ

約 10,000ｍ３）を有する設計とし，１基を有す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の第２貯水槽は，大量の水が必要となる

重大事故等への対処を継続させるために水

供給設備の第１貯水槽へ水を補給できる容

量リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑮を有する設計と

する。 

<中略> 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑮【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑮

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑮と

同義であり整合してい

る。 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の大型移送ポンプ車は，重大事故等への

対処に必要となる水を補給するためにリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑯約 1,800ｍ３／ｈの送水

流量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として４台，予備として故障時

のバックアップを４台の合計８台以上を確

保する。リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑰保守点検

による待機除外時バックアップについて

は，同型設備である「リ．（４）（ⅷ）

（ａ） 放水設備」の大型移送ポンプ車の保

守点検による待機除外時バックアップと兼

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の

大型移送ポンプ車は，重大事故等への対処に必

要となる水を補給するために約 1,800ｍ３／ｈの

送水流量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として４台，予備として故障時のバ

ックアップを４台の合計８台以上を確保する。

保守点検による待機除外時バックアップについ

ては，同型設備である「9.15.1 放水設備」の大

型移送ポンプ車の保守点検による待機除外時バ

ックアップと兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の大型移送ポンプ車は，重大事故等への

対処に必要となる水を補給するためにリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑯必要な容量を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップを含め十

分な台数を確保する設計とする。リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑰点検保守による待機除

外時バックアップについては，同型設備で

ある第２章 個別項目の「7.3.7 放出抑制

設備」の「7.3.7.1 放水設備」の大型移送

ポンプ車の点検保守による待機除外時バッ

クアップと兼用する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑰

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑰と

同義であり整合してい

る。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑯

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑯と

同義であり整合してい

る。 
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リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)- ⑯【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 
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ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等へ

の対処に必要となる流路を確保するため

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑱の必要数を確保す

ることに加えて，予備として故障時バック

アップを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設備の

可搬型建屋外ホースは，重大事故等への対処に

必要となる流路を確保するための必要数を確保

することに加えて，予備として故障時バックア

ップを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する水供給設

備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等へ

の対処に必要となる流路を確保するため

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑱，保有数は，必要

数及び予備として故障時のバックアップを

含め十分な数量を確保する設計とする。 

<中略> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑱

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑱と

同義であり整合してい

る。 
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水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑲コンクリート

構造とすることで汽水による腐食を考慮し

た設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境条件等 

<中略> 

ａ．常設重大事故等対処設備 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，

コンクリート構造とすることで汽水による腐食

を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<中略> 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑲汽水による腐

食を考慮した設計とする。 

<中略> 

 

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑲【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑲

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑲と

同義であり整合してい

る。 
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地震を要因として発生した場合に対処に

用いる水供給設備の第１貯水槽及び第２貯

水槽は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑳「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでリ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉑

その機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，

「1.7.18 (5) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とでその機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.3.8 水供給設備 

<中略> 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる水供給設備の第１貯水

槽及び第２貯水槽は，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑳第１章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 

地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることで

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉑重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑳

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-⑳と

同義であり整合してい

る。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉑

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉑を具体的に記載して
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水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に設置し，風（台風）等によりリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉒機能を損なわない設計

とする。 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する設

計とする。また，水供給設備の大型移送ポ

ンプ車は，ストレーナを設置することによ

り直接取水する際の異物の流入防止を考慮

した設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポ

ンプ車は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる水供給設備の大型移送ポンプ車は，

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉓「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)（ホ） 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでリ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉔

その機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，

外部からの衝撃による損傷を防止できる第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に設置

し，風（台風）等により機能を損なわない設計

とする。 

 

 

ｂ．可搬型重大事故等対処設備 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽水の影

響に対して耐腐食性材料を使用する設計とす

る。また，大型移送ポンプ車は，ストレーナを

設置することにより直接取水する際の異物の流

入防止を考慮した設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポンプ

車は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備

の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建屋外ホ

ースは，風（台風）及び竜巻に対して，風（台

風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納する

コンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る水供給設備の大型移送ポンプ車は，「1.7.18 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対する施設

の耐震設計」に基づく設計とすることでその機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，外部からの衝撃による損傷を防止でき

る第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所に設置し，風（台風）等によりリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉒重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，汽水

の影響に対して耐腐食性材料を使用する設

計とする。また，水供給設備の大型移送ポ

ンプ車は，ストレーナを設置することによ

り直接取水する際の異物の流入防止を考慮

した設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の大型移送ポ

ンプ車は，風（台風）及び竜巻に対して，

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

屋外に保管する水供給設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考

慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計と

する。 

 

地震を要因とする重大事故等が発生した

場合に対処に用いる水供給設備の大型移送

ポンプ車は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉓第１

章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設

備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでリ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉔重大

事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

おり整合している。 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉒

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉒を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉓

は，事業変更許可申請

書(本文)のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉓と

同義であり整合してい

る。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉔

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉔を具体的に記載して

おり整合している。 
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水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，内部発生飛散物の影響

を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することに

より，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉕機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想定

される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない屋外で操作可能な設計

とする。 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉖コネクタ接続に統一することにより，現

場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉗再処理施設の

運転中又は停止中に，水位を定期的に確認

することができる設計とする。 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉘再処理施設の運転中又

は停止中に外観点検，員数確認，性能確

認，分解点検等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建

屋外ホースは，内部発生飛散物の影響を考慮

し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を

受けない場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。 

<中略> 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想定され

る重大事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように，線量率の高くなるおそれの

少ない屋外で操作可能な設計とする。 

 

 

 

(5) 操作性の確保 

<中略> 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬型建

屋外ホースは，コネクタ接続に統一することに

より，現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

 

9.4.2.1.5 試験・検査 

<中略> 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽は，再

処理施設の運転中又は停止中に，水位を定期的に

確認することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，員数確認，性能

確認，分解点検等が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車両として

運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，内部発生飛散物の影響

を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散

物の影響を受けない場所に保管することに

より，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉕重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，想定

される重大事故等が発生した場合において

も操作に支障がないように，線量率の高く

なるおそれの少ない屋外で操作可能な設計

とする。 

 

 

 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型建屋外ホースは，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)- 

㉖簡便なコネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場での接

続が可能な設計とする。 

 

 

水供給設備の第１貯水槽及び第２貯水槽

は，リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉗通常時におい

て，重大事故等への対処に必要な機能を確

認するため，水位を定期的に確認すること

ができる設計とする。また，当該機能を健

全に維持するため，保修等が可能な設計と

する。 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，リ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉘通常時において，重大

事故等への対処に必要な機能を確認するた

め，外観点検，員数確認，性能確認，分解

点検等が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，保修等が可能な

設計とする。 

 

水供給設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，保修等が可能な設計とす

る。 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉕

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉕を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉖

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉖を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉗

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉗を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(a)(ﾛ)1)-㉘

は，変更許可本文の

リ．(2)(i)(a)(ﾛ)1)-

㉘を具体的に記載して

おり整合している。 
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2) 代替安全冷却水系 

 

 

 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生し

た場合において，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液を冷却している内部ループに通水す

ることで，蒸発乾固の発生を未然に防止す

るために必要な蒸発乾固の発生防止対策に

使用する重大事故等対処設備リ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１を設置及び保管す

る。 

 

 

 

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器へ注水することで，放射性

物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行

を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防

止対策に使用する重大事故等対処設備及び

沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水として回

収するための代替換気設備のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２セル導出設備の凝縮

器に水を供給するために必要な蒸発乾固の

拡大防止対策に使用する重大事故等対処設

備リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３を設置及

び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器の冷却コイル又

は冷却ジャケットへ通水することで，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮

9.5.2  重大事故等対処設備 

9.5.2.1  代替安全冷却水系 

9.5.2.1.1  概  要 

 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合

において，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却してい

る内部ループに通水することで，蒸発乾固の発生

を未然に防止するために必要な蒸発乾固の発生防

止対策に使用する重大事故等対処設備を設置及び

保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器へ注水することで，放射性物質の発生を抑制

し，及び蒸発乾固の進行を防止するために必要な

蒸発乾固の拡大防止対策に使用する重大事故等対

処設備及び沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水とし

て回収するための代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器に水を供給するために必要な蒸発乾固の拡

大防止対策に使用する重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発

生を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャケッ

トへ通水することで，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液を

未沸騰状態に維持するために必要な蒸発乾固の拡

7. その他再処理設備の附属施設 

7.2 給水施設及び蒸気供給設備 

7.2.2 冷却水設備 

7.2.2.3 代替安全冷却水系 

 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生し

た場合において，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液を冷却している内部ループに通水す

ることで，蒸発乾固の発生を未然に防止す

るために必要な蒸発乾固の発生防止対策に

使用する重大事故等対処設備リ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１として代替安全冷却

水系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

上記対策が機能しなかった場合に備え，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器へ注水することで，放射性

物質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行

を防止するために必要な蒸発乾固の拡大防

止対策に使用する重大事故等対処設備及び

沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮水として回

収するための代替換気設備のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２セルへの導出経路を

構築するために必要な設備(以下 7.2.2.3 で

は「セル導出設備)」という)の凝縮器に水

を供給するために必要な蒸発乾固の拡大防

止対策に使用する重大事故等対処設備リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３として代替安

全冷却水系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

また，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器の冷却コイル又

は冷却ジャケットへ通水することで，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮

定する機器に内包する溶液を未沸騰状態に

事業変更許可申請書

（本文）第四号リ項に

おいて，設工認の内容

は，以下の通り整合し

ている 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

と同義であり整合して

いる。 
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定する機器に内包する溶液を未沸騰状態に

維持するために必要な蒸発乾固の拡大防止

対策に使用する重大事故等対処設備リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４を設置及び保

管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋のリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

５冷却水給排水配管・弁，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，冷却

水配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラ

ス固化建屋の凝縮器冷却水給排水配管・

弁，可搬型建屋外ホース，可搬型中型移送

ポンプ，可搬型建屋内ホース，可搬型排水

受槽，高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬

型配管，可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホ

ース展張車，運搬車等で構成する。 

 

 

大防止対策に使用する重大事故等対処設備を設置

及び保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2.1.2  系統構成及び主要設備 

その他再処理設備の附属施設の冷却水設備の安

全冷却水系（再処理設備本体用）（以下9.5.2では

「安全冷却水系」という。）の内部ループに通水

することで「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器に内包する溶液を冷却し，溶

液が沸騰に至った場合に「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器に注水すること

及び冷却コイル又は冷却ジャケットへ通水するこ

とで蒸発乾固の進行を防止し，及び沸騰に伴い発

生する蒸気を代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器により回収するための水供給に必要な設備とし

て，代替安全冷却水系を設ける。 

 

 

 

(１) 系統構成 

冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場

合の重大事故等対処設備として，代替安全冷却

水系，計装設備の一部，代替試料分析関係設備

の一部，水供給設備の一部及び補機駆動用燃料

補給設備の一部を使用する。 

 

 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラス固

化建屋の冷却水給排水配管・弁，高レベル廃液

ガラス固化建屋の冷却水注水配管・弁，冷却水

配管・弁（凝縮器），高レベル廃液ガラス固化

建屋の凝縮器冷却水給排水配管・弁，可搬型建

屋外ホース，可搬型中型移送ポンプ，可搬型建

屋内ホース，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車，運搬車等で構成す

る。 

 

 

 

 

維持するために必要な蒸発乾固の拡大防止

対策に使用する重大事故等対処設備リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４として代替安

全冷却水系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋のリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

５内部ループへの通水，冷却コイル又は冷

却ジャケットへの通水で使用する主配管等

(以下 7.2.2.3 では「冷却水給排水配管・

弁」という)，高レベル廃液ガラス固化建屋

の貯槽等への注水で使用する主配管等(以下

7.2.2.3 では「冷却水注水配管・弁」とい

う)，凝縮器への通水で使用する主配管等

(以下 7.2.2.3 では「冷却水配管・弁(凝縮

器)」という)，高レベル廃液ガラス固化建

屋の凝縮器への通水で使用する主配管等(以

下 7.2.2.3 では「凝縮器冷却水給排水配

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-５

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-５

と同義であり整合して

いる。 
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リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-８水供給設

備の一部である第１貯水槽並びに補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を常

設重大事故等対処設備として設置する。 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-８計装設備

の一部，代替試料分析関係設備の一部及び

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

用タンクローリを可搬型重大事故等対処設

備として配備する。 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-６その他再処理

設備の附属施設の給水施設の冷却水設備の

安全冷却水系（再処理設備本体用）（以下

リ．（２）（ⅰ）では「安全冷却水系」と

いう。）の内部ループ配管・弁，冷却コイ

ル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，

機器注水配管・弁並びに「冷却機能の喪失

による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

（第３表）を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

 

 

 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-９計装設備

については「ヘ．（３）（ⅱ）（ａ） 計装

設備」に，代替試料分析関係設備について

は「チ．（２）（ⅰ） 試料分析関係設備」

に，水供給設備については「リ．（２）

（ⅰ）(ｂ）（ロ）１） 水供給設備」に，

補機駆動用燃料補給設備については「リ．

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽並びに補

機駆動用燃料補給設備の一部である軽油貯槽を

常設重大事故等対処設備として設置する。 

 

 

計装設備の一部である可搬型膨張槽液位計，

可搬型貯槽温度計，可搬型冷却水流量計，可搬

型漏えい液受皿液位計，可搬型建屋供給冷却水

流量計，可搬型冷却水排水線量計，可搬型貯槽

液位計，可搬型機器注水流量計，可搬型冷却コ

イル圧力計，可搬型冷却コイル通水流量計及び

可搬型凝縮器通水流量計，代替試料分析関係設

備の一部並びに補機駆動用燃料補給設備の一部

である軽油用タンクローリを可搬型重大事故等

対処設備として配備する。 

 

また，設計基準対象の施設と兼用する安全冷

却水系の内部ループ配管・弁，冷却コイル配

管・弁及び冷却ジャケット配管・弁，機器注水

配管・弁並びに「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器（9.5－４表）を常設

重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計装設備については「6.2.1.4 系統構成及び

主要設備」に，代替試料分析関係設備について

は「8.2.4 系統構成及び主要設備」に，水供給

設備については「9.4.2.1.4 系統構成及び主要

設備」に，補機駆動用燃料補給設備については

「9.14.3 主要設備の仕様」及び「9.14.4 系

統構成」に示す。 

 

管・弁」という)，可搬型建屋外ホース，可

搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホー

ス，可搬型排水受槽，高レベル廃液ガラス

固化建屋の可搬型配管，可搬型中型移送ポ

ンプ運搬車，ホース展張車及び運搬車で構

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象の施設と兼用するリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-６内部ループへ

の通水，貯槽等への注水及び冷却コイル又

は冷却ジャケットへの通水で使用する主配

管等及び膨張槽並びに「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を仮定する機器を常

設重大事故等対処設備として位置付け，リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-７蒸発乾固の発

生の未然防止並びに蒸発乾固が発生した場

合において，放射性物質の発生を抑制し，

及び蒸発乾固の進行を緩和できる設計とす

る。 

 

 

 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-８冷却機能

の喪失による蒸発乾固が発生した場合の重

大事故等対処設備として，代替安全冷却水

系の他，計装設備の可搬型貯槽温度計等，

水供給設備の第 1貯水槽並びに補機駆動用

燃料補給設備の第 1軽油貯槽，第 2軽油貯

槽及び軽油用タンクローリを使用する設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-６

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-６

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-７

は，事業変更許可申請

書（本文）「ロ（7）

（ⅱ）（ｄ）冷却機能

の喪失による蒸発乾固

に対処するための設

備」に示す。 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-８

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-８

を具体的に記載してお

り整合している。 
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（４）（ⅶ） 補機駆動用燃料補給設備」に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと安全冷却水系の内部ループリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１０配管・弁を可搬型

建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用

いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプ

を運転することで，水供給設備の第１貯水

槽の水を内部ループへ通水し，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する

機器に内包する溶液が沸騰に至る前に冷却

でき，未沸騰状態を維持できる設計とす

る。 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプとリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１１機

器注水配管・弁を可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の

発生を仮定する機器へ注水でき，放射性物

質の発生を抑制し，及び蒸発乾固の進行を

防止できる設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプとリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１２冷

却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配

管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋

内ホース等を用いて接続した上で，可搬型

中型移送ポンプを運転することで，「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定

する機器の冷却コイル又は冷却ジャケット

へ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶液

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 主要設備 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と安全冷却水系の内部ループ配管・弁を可搬型

建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用いて

接続した上で，可搬型中型移送ポンプを運転す

ることで，水供給設備の第１貯水槽の水を内部

ループへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を仮定する機器に内包する溶液が

沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状態を維持で

きる設計とする。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と機器注水配管・弁を可搬型建屋外ホース，可

搬型建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型中型移送ポンプを運転することで，「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する

機器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制し，

及び蒸発乾固の進行を防止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と冷却コイル配管・弁又は冷却ジャケット配

管・弁を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホ

ース等を用いて接続した上で，可搬型中型移送

ポンプを運転することで，「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を仮定する機器の冷却コ

イル又は冷却ジャケットへ通水し，「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器

に内包する溶液の温度を低下させ，未沸騰状態

を維持できる設計とする。 

 

とする。リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-９な

お，計測制御設備については第 2章 個別

項目の「4.1 計測制御設備」に，水供給設

備については第 2章 個別項目の「7.3 そ

の他の主要な事項」の「7.3.8 水供給設

備」に，補機駆動用燃料補給設備について

は第 2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」

の「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備」

に示す。 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと安全冷却水系の内部ループリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１０への通水で使用す

る主配管等(以下 7.2.2.3 では「内部ループ

配管・弁」という)を可搬型建屋外ホース，

可搬型建屋内ホース等を用いて接続した上

で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，水供給設備の第１貯水槽の水を内部ル

ープへ通水し，「冷却機能の喪失による蒸

発乾固」の発生を仮定する機器に内包する

溶液が沸騰に至る前に冷却でき，未沸騰状

態を維持できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプとリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１１貯

槽等への注水で使用する主配管等(以下

7.2.2.3 では「機器注水配管・弁」という)

を可搬型建屋外ホース，可搬型建屋内ホー

ス等を用いて接続した上で，可搬型中型移

送ポンプを運転することで，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器へ注水でき，放射性物質の発生を抑制

し，及び蒸発乾固の進行を防止できる設計

とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプとリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１２冷

却コイル又は冷却ジャケットへの通水で使

用する主配管等(以下 7.2.2.3 では「冷却コ

イル配管・弁又は冷却ジャケット配管・

弁」という)を可搬型建屋外ホース，可搬型

建屋内ホース等を用いて接続した上で，可

搬型中型移送ポンプを運転することで，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器の冷却コイル又は冷却ジャ

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-９

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-９

と同義であり整合して

いる。 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

０は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１０と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

１は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１１と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

２は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１２と同義であり

整合している。 
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の温度を低下させ，未沸騰状態を維持でき

る設計とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと冷却水配管・弁（凝縮器）を可搬型

建屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用

いて接続した上で，可搬型中型移送ポンプ

を運転することで，代替換気設備のセル導

出設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴

い発生する蒸気を凝縮できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース等を用いて接続し

た上で，内部ループへの通水，冷却コイル

又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気

設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使

用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留し

た後，可搬型中型移送ポンプを運転するこ

とで，可搬型排水受槽の排水を水供給設備

の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源と

して用いることができる設計とする。 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４１代替換

気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細につ

いては，「ト．(１)(ⅱ)(ｂ)(イ) 代替換気

設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・

弁等は，安全冷却水系リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-１３と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，弁等により隔離することで，安全冷却

水系に対して独立性を有する設計とする。 

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大

事故等対処設備の内部ループ配管・弁等

は，可能な限り独立性又は位置的分散を図

った上で，想定される重大事故等が発生し

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と冷却水配管・弁（凝縮器）を可搬型建屋外ホ

ース，可搬型建屋内ホース等を用いて接続した

上で，可搬型中型移送ポンプを運転すること

で，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器へ通

水し，溶液の沸騰に伴い発生する蒸気を凝縮で

きる設計とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポンプ

と可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホース，可搬

型建屋内ホース等を用いて接続した上で，内部

ループへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケッ

トへの通水及び代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器への通水に使用した排水を可搬型排水受

槽に一旦貯留した後，可搬型中型移送ポンプを

運転することで，可搬型排水受槽の排水を水供

給設備の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源

として用いることができる設計とする。 

 

 

代替換気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細

については，「7.2.2.1.2 系統構成及び主要設

備」に示す。 

 

 

9.5.2.1.3  設計方針 

(１) 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.7.18(１)ａ．多様

性，位置的分散」に示す。 

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・弁等

は，安全冷却水系と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，弁等に

より隔離することで，安全冷却水系に対して独

立性を有する設計とする。 

 

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大事故

等対処設備の内部ループ配管・弁等は，可能な

限り独立性又は位置的分散を図った上で，想定

される重大事故等が発生した場合における温

度，放射線，荷重及びその他の使用条件におい

ケットへ通水し，「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器に内包す

る溶液の温度を低下させ，未沸騰状態を維

持できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと冷却水配管・弁(凝縮器)を可搬型建

屋外ホース，可搬型建屋内ホース等を用い

て接続した上で，可搬型中型移送ポンプを

運転することで，代替換気設備のセル導出

設備の凝縮器へ通水し，溶液の沸騰に伴い

発生する蒸気を凝縮できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系は，可搬型中型移送ポ

ンプと可搬型排水受槽を可搬型建屋外ホー

ス，可搬型建屋内ホース等を用いて接続し

た上で，内部ループへの通水，冷却コイル

又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気

設備のセル導出設備の凝縮器への通水に使

用した排水を可搬型排水受槽に一旦貯留し

た後，可搬型中型移送ポンプを運転するこ

とで，可搬型排水受槽の排水を水供給設備

の第１貯水槽へ移送し，排水を再び水源と

して用いることができる設計とする。 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４１代替換

気設備のセル導出設備の凝縮器の詳細につ

いては，第 2章 個別項目の「5.1 気体廃

棄物の廃棄施設」の「5.1.6 代替換気設

備」に示す。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の冷却水給排水配管・

弁等は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１３

共通要因によって安全冷却水系と同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，弁

等により隔離することで，安全冷却水系に

対して独立性を有する設計とする。 

 

上記以外の代替安全冷却水系の常設重大

事故等対処設備の内部ループ配管・弁等

は，可能な限り独立性又は位置的分散を図

った上で，想定される重大事故等が発生し

た場合における温度，放射線，荷重及びそ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４

１は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-４１と同義であり

整合している。 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

３は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１３と同義であり

整合している。 
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た場合における温度，放射線，荷重及びそ

の他の使用条件において，その機能を確実

に発揮できる設計とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，安全冷却水系リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-１４と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，電気駆動である安全冷却水系の冷却水

循環ポンプ及び内部ループの冷却水を循環

するためのポンプと異なる駆動方式である

空冷式のディーゼルエンジンにより駆動

し，必要な燃料は，補機駆動用燃料補給設

備から補給が可能な設計とすることで，安

全冷却水系に対して多様性を有する設計と

する。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プを使用した水の供給は，水供給設備の第

１貯水槽を水源とすることで，大気を最終

ヒートシンクとする安全冷却水系に対して

異なるヒートシンクを有する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-１５と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよ

う，建屋外に設置することで，独立性を有

する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース

等は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系

の常設重大事故等対処設備リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-１６と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数

量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数

の外部保管エリアに分散して保管すること

て，その機能を確実に発揮できる設計とする。 

 

重大事故等時の環境条件に対する健全性につ

いては，「9.5.2.1.3(４) 環境条件等」に記載

する。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，安全冷却水系と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，電気駆

動である安全冷却水系の冷却水循環ポンプ及び

内部ループの冷却水を循環するためのポンプと

異なる駆動方式である空冷式のディーゼルエン

ジンにより駆動し，必要な燃料は，補機駆動用

燃料補給設備から補給が可能な設計とすること

で，安全冷却水系に対して多様性を有する設計

とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを

使用した水の供給は，水供給設備の第１貯水槽

を水源とすることで，大気を最終ヒートシンク

とする安全冷却水系に対して異なるヒートシン

クを有する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，安全

冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故

等対処設備と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，建屋外に設置

することで，独立性を有する設計とする。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース等は，安

全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事

故等対処設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時バ

ックアップを含めて必要な数量を安全冷却水系

又は代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設

備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔距離を

確保した複数の外部保管エリアに分散して保管

することで位置的分散を図る。また，屋外に設

置する安全冷却水系の冷却塔からも100ｍ以上の

離隔距離を確保する。 

の他の使用条件において，その機能を確実

に発揮できる設計とする。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１４共

通要因によって安全冷却水系と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，電気

駆動である安全冷却水系の冷却水循環ポン

プ及び内部ループの冷却水を循環するため

のポンプと異なる駆動方式である空冷式の

ディーゼルエンジンにより駆動し，必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備から補給

が可能な設計とすることで，安全冷却水系

に対して多様性を有する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プを使用した水の供給は，水供給設備の第

1貯水槽を水源とすることで，大気を最終

ヒートシンクとする安全冷却水系に対して

異なるヒートシンクを有する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１５共通要因

によって安全冷却水系又は代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備と同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう，建屋

外に設置することで，独立性を有する設計

とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽，可搬型建屋外ホース

等は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１６共

通要因によって安全冷却水系又は代替安全

冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップを含めて必要な数

量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した複数の

外部保管エリアに分散して保管することで

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

４は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１４と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

５は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１５と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

６は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１６と同義であり

整合している。 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１
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でリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１７位置的

分散を図る。また，屋外に設置する安全冷

却水系の冷却塔からも 100ｍ以上のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１８離隔距離を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系

の常設重大事故等対処設備リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-１９と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数

量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備が設置される建屋

から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部

保管エリアに保管するとともに，対処を行

う建屋にも保管することで位置的分散を図

る。また，屋外に設置する安全冷却水系の

冷却塔からも 100ｍ以上の離隔距離をリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２０確保する。

対処を行う建屋内に保管する場合は安全冷

却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事

故等対処設備が設置される場所と異なる場

所に保管することでリ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-２１位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却

水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，安全冷却水系又は代替安全冷却水系の常設

重大事故等対処設備と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故

障時バックアップも含めて必要な数量を安全冷

却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故等

対処設備が設置される建屋から100ｍ以上の離隔

距離を確保した外部保管エリアに保管するとと

もに，対処を行う建屋にも保管することで位置

的分散を図る。また，屋外に設置する安全冷却

水系の冷却塔からも100ｍ以上の離隔距離を確保

する。対処を行う建屋内に保管する場合は安全

冷却水系又は代替安全冷却水系の常設重大事故

等対処設備が設置される場所と異なる場所に保

管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却水系

の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋内ホース

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１７位置的分

散を図る設計とする。また，屋外に設置す

る安全冷却水系の冷却塔からも 100m 以上の

離隔距離をリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

８確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１９共

通要因によって安全冷却水系又は代替安全

冷却水系の常設重大事故等対処設備と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう

に，故障時バックアップも含めて必要な数

量を安全冷却水系又は代替安全冷却水系の

常設重大事故等対処設備が設置される建屋

から 100m 以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，対処を行う

建屋にも保管することで位置的分散を図る

設計とする。また，屋外に設置する安全冷

却水系の冷却塔からも 100m 以上の離隔距離

をリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２０確保す

る設計とする。対処を行う建屋内に保管す

る場合は安全冷却水系又は代替安全冷却水

系の常設重大事故等対処設備が設置される

場所と異なる場所に保管することでリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２１位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の外から水を供給する代替安全冷却

水系の可搬型中型移送ポンプ，可搬型建屋

７は，事業変更許可申

請書（本文）のリリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１７と同義であり

整合している。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

８は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１８と同義であり

整合している。 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-１

９は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-１９と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

０は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２０と同義であり

整合している。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

１は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２１と同義であり

整合している。 
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内ホース等と代替安全冷却水系の内部ルー

プ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイ

ル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の

常設重大事故等対処設備との接続口は，共

通要因によって接続することができなくな

ることを防止するため，複数のアクセスル

ートを踏まえて自然現象，人為事象及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切

に離隔した隣接しない位置の異なる複数の

場所に設置する。また，溢水，化学薬品漏

えい及び火災によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，それぞれ互い

に異なる複数の場所に設置する設計とす

る。 

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水

及び放射線分解により発生する水素による

爆発の圧縮空気の供給のために兼用して使

用する代替安全冷却水系の機器注水配管・

弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保

できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケッ

ト配管・弁は，弁等の操作によって安全機

能を有する施設として使用する系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等

は，重大事故等発生前（通常時）の離隔若

しくは分離された状態から弁等の操作や接

続により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

等と代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，

機器注水配管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却

ジャケット配管・弁等の常設重大事故等対処設

備との接続口は，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，複数の

アクセスルートを踏まえて自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋内の適切に離隔した

隣接しない位置の異なる複数の場所に設置す

る。また，溢水，化学薬品漏えい及び火災によ

って同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，それぞれ互いに異なる複数の場所に設置

する設計とする。 

 

 

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」の発生を仮定する機器への注水及び放射

線分解により発生する水素による爆発の圧縮空

気の供給のために兼用して使用する代替安全冷

却水系の機器注水配管・弁は，それぞれの機能

に必要な容量が確保できる接続口を設ける設計

とする。 

 

(２) 悪影響防止 

基本方針については，「1.7.18(１)ｂ．悪影

響防止」に示す。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷

却コイル配管・弁及び冷却ジャケット配管・弁

は，弁等の操作によって安全機能を有する施設

として使用する系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁等は，

重大事故等発生前（通常時）の離隔若しくは分

離された状態から弁等の操作や接続により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設

内ホース等と代替安全冷却水系の内部ルー

プ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コイ

ル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁等の

常設重大事故等対処設備との接続口は，共

通要因によって接続することができなくな

ることを防止するため，複数のアクセスル

ートを踏まえて自然現象，人為事象及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムに対して前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋内の適切

に離隔した隣接しない位置の異なる複数の

場所に設置する設計とする。また，溢水，

化学薬品漏えい及び火災によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよう，そ

れぞれ互いに異なる複数の場所に設置する

設計とする。 

 

一つの接続口で「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の発生を仮定する機器への注水

及び放射線分解により発生する水素による

爆発の圧縮空気の供給のために兼用して使

用する代替安全冷却水系の機器注水配管・

弁は，それぞれの機能に必要な容量が確保

できる接続口を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁及び冷却ジャケッ

ト配管・弁は，弁等の操作によって安全機

能を有する施設として使用する系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成と

することにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

代替安全冷却水系の機器注水配管・弁

等は，重大事故等発生前(通常時)の離隔

若しくは分離された状態から弁等の操作

や接続により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプは，回転体が飛散することを防ぐこ
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屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬

型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

竜巻により飛来物とならないよう必要に応

じて固縛等の措置をとることで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器に内包する溶液の冷

却，同機器への注水及び代替換気設備のセ

ル導出設備の凝縮器が所定の除熱能力を発

揮するために必要な給水流量を有する設計

とするとともに，保有数は，リ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２２必要数として６

台，予備として故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップを７台の合計 13 

台以上を確保する。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

想定される重大事故等時において，冷却に

使用した排水を受けるために必要な容量を

有する設計とするとともに，保有数は，リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２３必要数とし

て８基，予備として故障時のバックアップ

を８基の合計 16 基以上を確保する。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷

却している内部ループへの通水，同機器へ

の注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへ

の通水及び代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器等への通水を同時に実施する場合に

必要な給水流量を有する設計とし，兼用で

きる設計とする。 

 

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中

型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，竜巻によ

り飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の

措置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

(３) 個数及び容量 

基本方針については，「1.7.18(２) 個数及

び容量」に示す。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液の冷却，同機器

への注水及び代替換気設備のセル導出設備の凝

縮器が所定の除熱能力を発揮するために必要な

給水流量を有する設計とするとともに，保有数

は，必要数として６台，予備として故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップを７

台の合計13台以上を確保する。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，想定

される重大事故等時において，冷却に使用した

排水を受けるために必要な容量を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数として８基，

予備として故障時のバックアップを８基の合計

16基以上を確保する。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液を冷却している

内部ループへの通水，同機器への注水，冷却コ

イル又は冷却ジャケットへの通水及び代替換気

設備のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時

に実施する場合に必要な給水流量を有する設計

とし，兼用できる設計とする。 

 

 

 

とで他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可

搬型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等

は，竜巻により飛来物とならないよう必

要に応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプは，「冷却機能の喪失による蒸発乾

固」の発生を仮定する機器に内包する溶

液の冷却，同機器への注水及び代替換気

設備のセル導出設備の凝縮器が所定の除

熱能力を発揮するために必要な給水流量

を有する設計とするとともに，保有数

は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２２必

要数並びに予備として故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップを含

め十分な台数を確保する設計とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽

は，想定される重大事故等時において，

冷却に使用した排水を受けるために必要

な容量を有する設計とするとともに，保

有数は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

３必要数及び予備として故障時のバック

アップを含め十分な基数を確保する設計

とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，「冷却機能の喪失による蒸発乾固」

の発生を仮定する機器に内包する溶液を冷

却している内部ループへの通水，同機器へ

の注水，冷却コイル又は冷却ジャケットへ

の通水及び代替換気設備のセル導出設備の

凝縮器等への通水を同時に実施する場合に

必要な給水流量を有する設計とし，兼用で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

２は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２２と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

３は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２３と同義であり

整合している。 
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リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２４また，

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，同時に発生する可能性のある事故への

対処も含めて必要な容量を確保する設計と

する。 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，冷却コイル又は

冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備

のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時

に実施した場合に発生する排水を一時貯留

するために必要な容量を有する設計とし，

兼用できる設計とする。 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２５また，

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホースの

うち，内部ループへの通水，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機

器への注水，代替換気設備のセル導出設備

の凝縮器等への通水に使用する可搬型建屋

内ホースは，複数の敷設ルートで対処でき

るよう必要数を複数の敷設ルートに確保す

るとともに，建屋内に保管する 

ホースについては１本以上の予備を含め

た個数を必要数として確保する。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の

冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統

で機能喪失する冷却機能の喪失による蒸発

乾固に対処することから，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

１セットリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２６

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポ

ンプは，同時に発生する可能性のある事故への

対処も含めて必要な容量を確保する設計とす

る。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」の発生を仮定す

る機器に内包する溶液を冷却している内部ルー

プへの通水，冷却コイル又は冷却ジャケットへ

の通水及び代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器等への通水を同時に実施した場合に発生する

排水を一時貯留するために必要な容量を有する

設計とし，兼用できる設計とする。 

 

 

また，代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホー

スのうち，内部ループへの通水，「冷却機能の

喪失による蒸発乾固」の発生を仮定する機器へ

の注水，代替換気設備のセル導出設備の凝縮器

等への通水に使用する可搬型建屋内ホースは，

複数の敷設ルートで対処できるよう必要数を複

数の敷設ルートに確保するとともに，建屋内に

保管するホースについては１本以上の予備を含

めた個数を必要数として確保する。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の冷却機能

の喪失を想定し，その範囲が系統で機能喪失す

る冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するこ

とから，当該系統の範囲ごとに重大事故等への

対処に必要な設備を１セット確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２４代替安

全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，同

時に発生する可能性のある事故への対処も

含めて必要な容量を確保する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型排水受槽は，

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」の発生

を仮定する機器に内包する溶液を冷却して

いる内部ループへの通水，冷却コイル又は

冷却ジャケットへの通水及び代替換気設備

のセル導出設備の凝縮器等への通水を同時

に実施した場合に発生する排水を一時貯留

するために必要な容量を有する設計とし，

兼用できる設計とする。 

 

リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２５代替安

全冷却水系の可搬型建屋内ホースのうち，

内部ループへの通水，「冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固」の発生を仮定する機器への

注水，代替換気設備のセル導出設備の凝縮

器等への通水に使用する可搬型建屋内ホー

スは，複数の敷設ルートで対処できるよう

必要数を複数の敷設ルートに確保するとと

もに，建屋内に保管するホースについては

予備を含めた個数を必要数として確保する

設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，安全冷却水系の

冷却機能の喪失を想定し，その範囲が系統

で機能喪失する冷却機能の喪失による蒸発

乾固に対処することから，当該系統の範囲

ごとに重大事故等への対処に必要な設備を

1セットリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２６

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

MOX 燃料加工施設と共用する代替安全冷

却系の可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可

搬型中型移送ポンプを運搬できる設計とす

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

４は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２４と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

５は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２５と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

６は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２６と同義であり

整合している。 
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代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，同時に発生するおそれがある冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発による温

度，圧力リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２７

及び湿度に対して，リ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-２８機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する機器において，放

射線分解により発生する水素による爆発の

発生を仮定する機器における水素濃度ドラ

イ換算 12ｖｏｌ％での水素爆発に伴う瞬間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 環境条件等 

基本方針については，「1.7.18(３) 環境条

件等」に示す。 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪

失による蒸発乾固及び放射線分解により発生す

る水素による爆発による温度，圧力及び湿度に

対して，機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線

分解により発生する水素による爆発の同時発生

を仮定する機器において，「放射線分解により

発生する水素による爆発」の発生を仮定する機

器における水素濃度ドライ換算12ｖｏｌ％での

水素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても，機能を損なわない設計と

るとともに，保有数は，必要数として 2

台，予備として故障時及び保守点検による

待機除外時バックアップを 3台の合計 5台

を確保する設計とする。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する代替安全冷

却系のホース展張車は，可搬型建屋外ホー

スを運搬できる設計とするとともに，保有

数は，必要数として 2台，予備として故障

時及び保守点検による待機除外時バックア

ップを 3台の合計 5台を確保する設計とす

る。 

 

MOX 燃料加工施設と共用する代替安全冷

却系の運搬車は，可搬型建屋外ホース及び

可搬型排水受槽を運搬できる設計とすると

ともに，保有数は，必要数として 2台，予

備として故障時及び保守点検による待機除

外時バックアップを 3台の合計 5台を確保

する設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，同時に発生するおそれがある冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解

により発生する水素による爆発による温

度，圧力リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

７，湿度，放射線及び荷重に対して，リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２８重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，冷却機能の喪失による蒸発乾固及

び放射線分解により発生する水素による爆

発の同時発生を仮定する機器において，

「放射線分解により発生する水素による爆

発」の発生を仮定する機器における水素濃

度ドライ換算 12vol%での水素爆発に伴う瞬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

７は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２７を含んでおり

整合している。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

８は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２８と同義であり

整合している。 
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的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮し

ても，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２９機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全冷却水系の常設重大事故等

対処設備は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３０「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３１その機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風

（台風）等によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３２機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備及び常設重大事故等対処設備と可搬型

重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被液防

護する設計とする。 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，配管の全周破断に対して，適切な

材料を使用すること又は影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射

する。 

 

 

 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

は，「1.7.18（５） 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に設置し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

及び常設重大事故等対処設備と可搬型重大事故

等対処設備の接続口は，溢水量及び化学薬品の

漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処設備

は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使

用すること又は影響を受けない場所に設置する

ことにより，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮

しても，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２９

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全冷却水系の常設重大事故等

対処設備は，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３０第 1章 共通項目の「9.2 重大事故等

対処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ

く設計とすることでリ（２）（ⅰ）

(ａ)(ロ)２)-３１重大事故等への対処に必

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，外部からの衝撃による損傷を防止

できる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風(台

風)等によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

２重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備及び常設重大事故等対処設備と可搬型

重大事故等対処設備の接続口は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被液防

護する設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の常設重大事故等対処

設備は，配管の全周破断に対して，適切な

材料を使用すること又は影響を受けない場

所に設置することにより，漏えいした放射

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-２

９は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-２９と同義であり

整合している。 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

０は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３０と同義であり

整合している。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

１は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３１と同義であり

整合している。 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

２は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３２と同義であり

整合している。 
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性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶

媒等）によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３３機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風（台

風）等によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３４機能を損なわない設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬

型建屋内ホース等は，風（台風）及び竜巻

に対して，風（台風）及び竜巻による風荷

重を考慮し，収納するコンテナ等に対して

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬

型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）

及び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備

の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管す

る設計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全冷却水系の可搬型中型移送

ポンプは，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

５「ロ．(７)(ⅱ) (ｂ)（ホ） 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設

計」に基づく設計とすることでリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３６その機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管，

被水防護及び被液防護する設計とする。 

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋に保管し，風（台風）等により機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型建

屋内ホース等は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬型中

型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，風（台

風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，当該設備の転倒防止，固

縛等の措置を講じて保管する設計とする。 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に用い

る代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ

は，「1.7.18（５） 地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計と

することでその機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設

備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮

し，影響を受けない高さへの保管，被水防護及

び被液防護する設計とする。 

性物質を含む腐食性の液体(溶液，有機溶媒

等)によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３３

重大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に保管し，風(台

風)等によりリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

４重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬

型建屋内ホース等は，風(台風)及び竜巻に

対して，風(台風)及び竜巻による風荷重を

考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒

防止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。 

 

屋外に保管する代替安全冷却水系の可搬

型中型移送ポンプ，可搬型排水受槽等は，

風(台風)及び竜巻に対して，風(台風)及び

竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設

計とする。 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる代替安全冷却水系の可搬型中型移送

ポンプは，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

５第 1章 共通項目の「9.2 重大事故等対

処設備」の「9.2.6 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでリ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３６重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，溢水量及び化学薬品の漏えい量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管，

被水防護及び被液防護する設計とする。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

３は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３３と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

４は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３４と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

５は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３５と同義であり

整合している。 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

６は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３６と同義であり

整合している。 
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代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ及び可搬型排水受槽等は，内部発生飛散

物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管す

ることにより，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３７機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３８機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）の影響を受けない材質と

すること又は漏えい量を考慮した位置又は

構造，被液防護等の措置を講じて保管する

ことにより，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３９機能を損なわない設計とする。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁

の弁等の操作は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定又は当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等が発生し

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ及

び可搬型排水受槽等は，内部発生飛散物の影響

を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース等

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の内部発生飛散物の影響を受けない場所に保

管することにより，機能を損なわない設計とす

る。 

 

代替安全冷却水系のうち，屋外に設置する可

搬型中型移送ポンプ等は，積雪及び火山の影響

に対して，積雪に対しては除雪する手順を，火

山の影響（降下火砕物による積載荷重）に対し

ては除灰及び屋内へ配備する手順を整備する。 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設

備は，配管の全周破断に対して，漏えいした放

射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）の影響を受けない材質とすること又は漏え

い量を考慮した位置又は構造，被液防護等の措

置を講じて保管することにより，機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁の弁

等の操作は，想定される重大事故等が発生した

場合においても操作に支障がないように，線量

率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は当

該設備の設置場所への遮蔽の設置等により当該

設備の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対処設

備は，想定される重大事故等が発生した場合に

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型排水受槽等は，内部発生飛散物

の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発

生飛散物の影響を受けない場所に保管する

ことにより，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-

３７重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型建屋内ホース

等は，内部発生飛散物の影響を考慮し，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の内部発生飛散物の影響

を受けない場所に保管することにより，リ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３８重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体(溶

液，有機溶媒等)の影響を受けない材質とす

ること又は漏えい量を考慮した位置に保管

することにより，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３９重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁

の弁等の操作は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がない

ように，線量率の高くなるおそれの少ない

場所の選定又は当該設備の設置場所への遮

蔽の設置等により当該設備の設置場所で操

作可能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型重大事故等対

処設備は，想定される重大事故等が発生し

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

７は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３７と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

８は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３８と同義であり

整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-３

９は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-３９と同義であり

整合している。 
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た場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備

の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

安全冷却水系から代替安全冷却水系への

切替えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内

ホース等による給排水経路の構築とし，重

大事故等が発生した場合において，操作及

び作業できる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却

水系の常設重大事故等対処設備との接続

は，コネクタ接続又はフランジ接続に統一

することにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却

水系の内部ループ配管・弁，機器注水配

管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケ

ット配管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮

器）との接続口は，コネクタ接続又はフラ

ンジ接続に統一することにより，速やかに

容易かつ確実に接続できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット

配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配

管・弁（凝縮器）は，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により

安全機能を有する施設の系統から重大事故

等対処設備の系統に速やかに切り替えられ

る設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確

実に接続でき，複数の系統が相互に使用す

おいても設置及び常設設備との接続に支障がな

いように，線量率の高くなるおそれの少ない場

所の選定又は当該設備の設置場所への遮蔽の設

置等により当該設備の設置場所で操作可能な設

計とする。 

 

 

安全冷却水系から代替安全冷却水系への切替

えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内ホース等

による給排水経路の構築とし，重大事故等が発

生した場合において，操作及び作業できる設計

とする。 

 

(５) 操作性の確保 

基本方針については，「1.7.18(４)ａ．操作

性の確保」に示す。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の常

設重大事故等対処設備との接続は，コネクタ接

続又はフランジ接続に統一することにより，速

やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な

設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却水系の内

部ループ配管・弁，機器注水配管・弁，冷却コ

イル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁及び冷

却水配管・弁（凝縮器）との接続口は，コネク

タ接続又はフランジ接続に統一することによ

り，速やかに容易かつ確実に接続できる設計と

する。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・弁，冷

却コイル配管・弁，冷却ジャケット配管・弁，

機器注水配管・弁及び冷却水配管・弁（凝縮

器）は，通常時に使用する系統から速やかに切

り替えることができるよう，系統に必要な弁等

を設ける設計とし，それぞれ簡易な接続及び弁

等の操作により安全機能を有する施設の系統か

ら重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替

えられる設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプ，

可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確実に接続

でき，複数の系統が相互に使用することができ

た場合においても設置及び常設設備との接

続に支障がないように，線量率の高くなる

おそれの少ない場所の選定又は当該設備の

設置場所への遮蔽の設置等により当該設備

の設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

安全冷却水系から代替安全冷却水系への

切替えは，弁等の手動操作と可搬型建屋内

ホース等による給排水経路の構築とし，重

大事故等が発生した場合において，操作及

び作業できる設計とする。 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却

水系の常設重大事故等対処設備との接続

は，コネクタ接続又はフランジ接続に統一

することにより，速やかに，容易かつ確実

に現場での接続が可能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等と代替安全冷却

水系の内部ループ配管・弁，機器注水配

管・弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケ

ット配管・弁及び冷却水配管・弁(凝縮器)

との接続口は，コネクタ接続又はフランジ

接続に統一することにより，速やかに容易

かつ確実に接続できる設計とする。 

 

代替安全冷却水系の内部ループ配管・

弁，冷却コイル配管・弁，冷却ジャケット

配管・弁，機器注水配管・弁及び冷却水配

管・弁(凝縮器)は，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えることができるよ

う，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

それぞれ簡易な接続及び弁等の操作により

安全機能を有する施設の系統から重大事故

等対処設備の系統に速やかに切り替えられ

る設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プ，可搬型建屋内ホース等は，容易かつ確

実に接続でき，複数の系統が相互に使用す
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ることができるよう，配管・ダクト・ホー

スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に

応じたフランジ接続又はより簡便な接続方

式を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４０再

処理施設の運転中又は停止中に独立して外

観点検，員数確認，性能確認，分解点検等

が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プを使用した内部ループへの通水等の接続

口は，外観の確認が可能な設計とする。 

るよう，配管・ダクト・ホースは口径並びに内

部流体の圧力及び温度に応じたフランジ接続又

はより簡便な接続方式を用いる設計とする。 

 

 

9.5.2.1.4  主要設備の仕様 

代替安全冷却水系の主要設備を第9.5－３(1)表

に，代替安全冷却水に関連するその他設備の概略

仕様を第9.5－３表(2)～第9.5－３表(5)に，代替

安全冷却水系の系統概要図を第9.5－７図，第9.5

－10図，第9.5－13図及び第9.5－16図に示す。◇2 

代替安全冷却水系の機器及び接続口配置概要図

を第9.5－８図，第9.5－11図，第9.5－14図及び第

9.5－17図，接続口配置図及び接続口一覧を第9.5

－９図，第9.5－12図，第9.5－15図及び第9.5－18

図に示す。 

 

9.5.2.1.5  試験・検査 

基本方針については，「1.7.18(４)ｂ．試験・

検査性」に示す。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，

再処理施設の運転中又は停止中に独立して外観点

検，員数確認，性能確認，分解点検等が可能な設

計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計

とする。 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプは，

運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポンプを使

用した内部ループへの通水等の接続口は，外観の

確認が可能な設計とする。 

ることができるよう，配管・ダクト・ホー

スは口径並びに内部流体の圧力及び温度に

応じたフランジ接続又はより簡便な接続方

式を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，リ（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４０通

常時において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，独立して外

観点検，員数確認，性能確認，分解点検等

が可能な設計とするとともに，分解又は取

替えが可能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プは，運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

 

代替安全冷却水系の可搬型中型移送ポン

プを使用した内部ループへの通水等の接続

口は，外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ（２）

（ⅰ）(ａ)(ロ)２)-４

０は，事業変更許可申

請書（本文）のリ

（２）（ⅰ）(ａ)(ロ)

２)-４０と同義であり

整合している。 
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(b) 主要な設備 

(ｲ) 設計基準対象の施設 

 【その他再処理設備の附属施設】（仕様表）   

     

1) 給水処理設備 

i) 純水装置 １式リ(２)(ⅰ)(b)－① 

  事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ(２)(ⅰ)(b)

－①は，本設工認では

仕様表対象外である。 

 

     

2) 冷却水設備 

i) 安全冷却水系 

    

     

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

２ 基（１基/系列）リ

(２)(ⅰ)(b)－② 
 

 
 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(b)－②は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(b)－②

と同義であり整合して

いる。 

 

 

リ(２)(i)(b)－② 

リ(２)(i)(b)－② 
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B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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リ-155 

安
ユ
 
B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔 

２ 基（１基/系列）リ

(２)(ⅰ)(b)－③ 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(b)－③は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(b)－③

と同義であり整合して

いる。 

 

 

リ(２)(i)(b)－③ 

リ(２)(i)(b)－③ 
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リ-156 

安
ユ
 
B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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リ-157 

安
ユ
 
B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リ(２)(i)(b)－③ 

リ(２)(i)(b)－③ 
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リ-158 

安
ユ
 
B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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リ-159 

安
ユ
 
B
 

第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔 

２ 基（１基/系列）リ

(２)(ⅰ)(b)－④ 

 

 

 

 

設工認のリ

(２)(ⅰ)(b)－④は，事

業変更許可申請書（本

文）リ(２)(ⅰ)(b)－④

と同義であり整合して

いる。 

 

 

リ(２)(i)(b)－④ 

リ(２)(i)(b)－④ 

6566



 

リ-160 

安
ユ
 
B
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 
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リ-161 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ﾛ) 重大事故等対処設備 

1) 水供給設備 

［常設重大事故等対処設備］ 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-① 

第１貯水槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

１ 基 

容量 約 20,000ｍ３（第１貯水槽Ａ 約

10,000ｍ３，第１貯水槽

Ｂ約 10,000ｍ３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-①【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-①と

同義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6568



    

リ-162 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-② 

第２貯水槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

１ 基 

容量 約 20,000ｍ３（第２貯水槽Ａ 約

10,000ｍ３，第２貯水槽

Ｂ約 10,000ｍ３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-②【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-②と

同義であり整合してい

る。 
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リ-163 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-③ 

大型移送ポンプ車（ＭＯＸ燃料加工施設

と共用） 

８ 台（予備として故障時のバックアッ

プを４台） 

（待機除外時バックアップを放水

設備の大型移送ポンプ車の待機

除外時バックアップと兼用） 

容量 約 1,800ｍ３／ｈ／台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-③【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-③

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-③と

同義であり整合してい

る。 
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リ-164 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-④ 

可搬型建屋外ホース（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

１ 式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-④【その他再処理施設の附属

施設】（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 

設工認のリ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-④は，事

業変更許可申請書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-④を具体的に記載して
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リ-165 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6572



    

リ-166 

 

防
災
 
A
 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑤ 

ホース展張車（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

８ 台（予備として故障時のバックアッ

プを４台） 

（待機除外時バックアップを代替

安全冷却水系のホース展張車の

待機除外時バックアップと兼

用） 

 

 

 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑥ 

運搬車（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

８ 台（予備として故障時のバックアッ

プを４台） 

（待機除外時バックアップを代替

安全冷却水系の運搬車の待機除

外時バックアップと兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑤ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する水供給設備のホース展張車

は，可搬型建屋外ホースを運搬できる設計

とするとともに，保有数は，必要数として

４台及び予備として故障時のバックアップ

を４台の合計８台を確保する設計とする。 

点検保守による待機除外時バックアップ

については，同型設備である第２章 個別

項目の「7.2.2 冷却水設備」の「7.2.2.3 

代替安全冷却水系」のホース展張車の点検

保守による待機除外時バックアップと兼用

する設計とする。 

 

リ．(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑥ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する水供給設備の運搬車は，可

搬型建屋外ホースを運搬できる設計とする

とともに，保有数は，必要数として４台及

び予備として故障時のバックアップを４台

の合計８台を確保する設計とする。 

点検保守による待機除外時バックアップ

については，同型設備である第２章 個別

項目の「7.2.2 冷却水設備」の「7.2.2.3 

代替安全冷却水系」の運搬車の点検保守に

よる待機除外時バックアップと兼用する設

計とする。 

 
 

 

設工認のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑤

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑤を

具体的に記載しており

整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑥

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ．

(2)(i)(b)(ﾛ)1)-⑥を

具体的に記載しており

整合している。 
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リ-207 

 

安
ユ
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 蒸気供給施設（蒸気供給設備） 

(a) 構 造 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸

気系で構成し，再処理施設の機器の加熱，

液移送等に使用する蒸気を供給する。 

 

 

リ(2)(ⅱ)(a)-①一般蒸気系は廃棄物管

理施設へ蒸気を供給し，ＭＯＸ燃料加工施

設へ燃料を供給する。このため，蒸気供給

設備のうち，一般蒸気系リ(2)(ⅱ)(a)-②

を廃棄物管理施設と共用リ(2)(ⅱ)(a)-③

し，一般蒸気系リ(2)(ⅱ)(a)-④の一部

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

 

リ(2)(ⅱ)(a)-⑤他施設と共用する蒸気

供給設備は，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 主要な設備 

1) 安全蒸気系ボイラ ２ 基リ(2)(ⅱ)(b)-

① 

 

(3) 主要な試験施設の構造及び設備 

試験施設を設置しないので該当なし。 

 

 

 

 

9.6 蒸気供給設備 

9.6.1 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系

で構成し，再処理施設内の各施設で使用する蒸

気を供給する設備である。 

 

 

一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，一

般蒸気系の一部はＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る。 

 

 

 

 

 

9.6.2 設計方針 

(７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，廃

棄物管理施設における使用を想定しても，

再処理施設に十分な蒸気を供給できる容量

を確保し，故障その他の異常が発生した場

合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その

他の異常が発生した施設からの波及的影響

を防止する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。 

 

第9.6-1表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 蒸気供給設備 

 

蒸気供給設備の設計に係る共通的な設計方針に

ついては，第 1章 共通項目の「2. 地盤」，

「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理

施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 

再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損

傷の防止」及び「9. 設備に対する要求」に基づ

くものとする。 

 

蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で

構成し，再処理施設の機器の加熱，液移送等に使

用する蒸気を供給する設計とする。 

 

7.5.1 一般蒸気系 

リ(2)(ⅱ)(a)-①一般蒸気系リ(2)(ⅱ)(a)-②は廃棄

物管理施設と共用リ(2)(ⅱ)(a)-③する。また，一般

蒸気系リ(2)(ⅱ)(a)-④のうち，燃料貯蔵設備は，廃

棄物管理施設及び MOX燃料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

リ(2)(ⅱ)(a)-⑤一般蒸気系は，廃棄物管理施設に

おける使用を想定しても，再処理施設に十分な蒸

気を供給できる容量を確保できる設計とする。 

また，故障その他の異常が発生した場合でも，

弁を閉止することにより故障その他の異常による

影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施

設からの波及的影響を防止する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ

(2)(ⅱ)(a)-①,②,③

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(2)(ⅱ)(a)-①,②,③

と同義であり整合して

いる。 

設工認のリ

(2)(ⅱ)(a)-④は，事

業変更許可申請書（本

文）のリ(2)(ⅱ)(a)-

④を具体的に記載して

おり整合している。 

設工認のリ

(2)(ⅱ)(a)-⑤は，事

業変更許可申請書（本

文）のリ(2)(ⅱ)(a)-

⑤を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）において許可

を受けたリ

(2)(ⅱ)(b)-①本設工

認の対象外である。 
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リ-208 

 

分
析
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(4) その他の主要な事項 

前記「ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設

の構造及び設備」から「リ．その他再処理設備の

附属施設の構造及び設備」に掲げる施設に係る分

析設備，化学薬品貯蔵供給設備，火災防護設備，

竜巻防護対策設備，溢水防護設備，化学薬品防護

設備，補機駆動用燃料補給設備，放出抑制設備，

水供給設備，緊急時対策所及び通信連絡設備を，

以下に示す。 

 

 

 

(i) 分析設備 

分析設備は，再処理施設内の各施設から分析

試料を採取し，リ(４)(ⅰ)－①分析する設備で

構成し，分析結果は中央制御室等に送る。リ

(４)(ⅰ)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析設備は，分析建屋に収納する。 

 

 

 

 

 

 

 

分析建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，地上３

階，地下３階，建築面積約 4,900m2の建物であ

る。リ(４)(ⅰ)－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 分析設備 

9.8.1 概 要 

分析設備は，再処理設備本体，放射性廃棄物の廃

棄施設等の工程管理，安全確保等のために分析試料

を採取，移送及び分析するとともに分析試料の分析

により生じる分析済溶液等を処理する設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分

析試料採取装置，分析建屋等に設置する分析装置等

で構成する。 

 

9.8.2 設計方針 

(１)  分析設備は，再処理施設内の各施設から分析

試料を採取，移送及び分析できる設計とする。 

 

 (１) 系統構成 

分析結果は，中央制御室等に送り，工程管理等

に使用する。 

 

 

 

 

7.3 その他の主要な事項 

  7.3.1 分析設備 

分析設備の設計に係る共通的な設計方針について

は，第 1 章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨界防

止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ

込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，

「6．再処理施設内における溢水による損傷の防

止」，「7．再処理施設内における化学薬品の漏えい

による損傷の防止」及び「9. 設備に対する要求」に

基づくものとする。 

 

 

 

分析設備は，再処理施設内の各施設から分析試料

を採取，リ(４)(ⅰ)－①移送及び分析するとともに

分析試料の分析により生じる分析済溶液及び分析残

液を処理する設備で構成し，分析結果は中央制御室

及び使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

伝送する設計とする。リ(４)(ⅰ)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析設備は，分析建屋に収納する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

分析建屋は，地上 3階，地下 3階の建物とする設

計とする。リ(４)(ⅰ)－③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）は，概要の書

き出しであり詳細は後

段に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認(本文)のリ

(４)(ⅰ)－①は,事業変

更許可申請書(本文)の

リ(４)(ⅰ)－① 

と同義であり整合して

いる。 

 

設工認(本文)のリ

(４)(ⅰ)－②は,事業変

更許可申請書(本文)の

リ(４)(ⅰ)－② 

を具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書(本

文)において許可を受け

た分析建屋の主要構造

及び建築面積は,本設工

認の対象外である。 

設工認(本文)のリ

(４)(ⅰ)－③は,事業変

更許可申請書(本文)の

リ(４)(ⅰ)－③ 

と同義であり整合して

いる。 
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分析建屋機器配置概要図を第 172図から第

178図に示す。リ(４)(ⅰ)－④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析建屋の一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用

する。六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋の

一部は，共用によって，当該部位の仕様に変更が無

いため，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

分析設備は，再処理施設内の各建屋に設置する分

析試料採取装置，分析試料移送装置，分析建屋等に

設置する分析装置，グローブボックス等及び分析済

溶液処理系で構成する。 

分析建屋にて分析試料の分析により生じる分析済

溶液については，分析試料の性状に応じて分類し，

分析済溶液処理系，液体廃棄物の廃棄施設及び分析

設備に移送する設計とする。 

なお，分析設備は，可燃性分析試薬による火災及

び爆発を防止する設計とする。 

 

(1) 分析試料採装置 

分析試料採取装置は，再処理施設内の各施

設に設置し，分析試料を採取できる設計とす

る。 

 

(2) 分析試料移送装置 

     分析試料移送装置は，気送管等で構成し，

再処理施設内の各施設に設置した分析試料採

取装置で採取した分析試料を，分析建屋，ウ

ラン脱硝建屋又はウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋に設置する所定の分析装置に移送す

る設計とする。また，分析試料移送装置は，

移送経路通過を確認できる設計とする。 

なお，放射線量が極めて低く，比較的多く

の量を必要とする分析試料は，手持ち移送に

て分析建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設に移送する設計とする。 

 

(3) 分析装置 

     分析装置は，分析建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋，ウラン脱硝建屋及び使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に設置し，

分析試料を分析項目に応じた分析ができる設

計とする。 

主要な試料採取項目として清澄・計量設備

の計量・調整槽の溶解液等とする設計とす

る。 

事業変更許可申請書(本

文)において許可を受け

たリ(４)(ⅰ)－④は,本

設工認では仕様表対象

外である。 
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(4) 分析セル等 

分析設備の分析セル，グローブボックス及

び操作ボックスは，可能な限り不燃性材料又

は難燃性材料を使用する設計とし，閉じ込め

部材に可燃性材料のパネルを使用する場合

は，パネルを難燃性材料により被覆すること

で，火災の発生を想定しても閉じ込め機能を

損なわない設計とする。 

 

(5) 分析済溶液処理系 

     分析済溶液処理系は，プルトニウムを含む

分析済溶液を小容量の回分操作による濃縮及

び抽出を行い，プルトニウムを回収し，回収

したプルトニウム溶液を分析残液とともに分

離建屋一時貯留処理設備に移送する設計とす

る。 

プルトニウムを含む分析済溶液について

は，分析セル及びグローブボックスから分析

済溶液受槽に受け入れ，分析済溶液供給槽を

経て濃縮操作ボックスに移送し，濃縮操作ボ

ックス内で濃縮を行う設計とする。 

濃縮液については，濃縮操作ボックスから

濃縮液受槽に受け入れ，濃縮液供給槽を経て

抽出操作ボックスに移送し，抽出操作ボック

ス内でプルトニウムの抽出を行う設計とす

る。 

回収したプルトニウム溶液については，抽

出液受槽に受け入れ，試料採取してプルトニ

ウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認し

た後，回収槽を経て分離建屋一時貯留処理設

備に移送する設計とする。 

分析残液については，分析セル及びグロー

ブボックスから分析残液受槽に受け入れ，分

析残液希釈槽に移送し，試料採取してプルト

ニウム量を分析し，プルトニウム濃度を確認

した後，回収槽を経て分離建屋一時貯留処理

設備に移送する設計とする。 

 

濃縮操作に伴う凝縮液及びプルトニウムを

除去した抽出残液については，各々凝縮液受

槽及び抽出残液受槽に受け入れ，試料採取し

てプルトニウム量を分析し，プルトニウム濃

度が有意量以下であることを確認した後，液

体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備

及び分析設備へ移送する設計とする。 

なお，分析済溶液処理系の臨界安全管理を

要する機器は，技術的に見て想定されるいか

なる場合でも，全濃度安全形状寸法管理，濃
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度管理，質量管理，同位体組成管理及び中性

子吸収材管理並びにこれらの組合せにより，

単一ユニットとして臨界を防止する設計とす

る。また，各単一ユニットは，適切に配置す

ることにより，複数ユニットの臨界を防止で

きる設計とする。 

分析設備の対象となる主要な設備につい

て、「第 1-7-3-1表 分析設備の主要設備リ

スト」に示す。 
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リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅱ) 化学薬品貯蔵供給設備 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供

給系，窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造

供給系で構成する。 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用

する化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給

を行うリ(４)(ⅱ)-①設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窒素ガス製造供給系リ(４)(ⅱ)-②及び酸

素ガス製造供給系は，再処理施設で使用する

窒素ガスリ(４)(ⅱ)-②及び酸素ガスの製造

及び供給を行うリ(４)(ⅱ)-③設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 化学薬品貯蔵供給設備 

9.9.1 概 要 

 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給系，

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系で構成

する。 

 

 

 

 

 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用する化

学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行う設備で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給系は，

再処理施設で使用する窒素ガス及び酸素ガスの製造

及び供給を行う設備である。 

 

 

（基本設計方針） 

7.3.2 化学薬品貯蔵供給設備 

化学薬品貯蔵供給設備の設計に係る共通的な

設計方針については，第 1章 共通項目の「2. 

地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災等に

よる損傷の防止」，及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

化学薬品貯蔵供給設備は，化学薬品貯蔵供給

系，窒素ガス製造供給系及び酸素ガス製造供給

系で構成する。 

 

(1) 化学薬品貯蔵供給系 

化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品を貯蔵ある

いは移送する貯槽，機器及び配管並びにそれに

付随する計器で構成する。 

化学薬品貯蔵供給系は，再処理施設で使用す

る化学薬品の受入れ，貯蔵，調整及び供給を行

うリ(４)(ⅱ)-①設計とする。 

化学薬品貯蔵供給系で取り扱う化学薬品は，

硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，n－ドデカン，

硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，炭

酸ナトリウム，NOxであり，これらは受入れ貯

槽及び移送設備から使用する各施設に移送する

設計とする。 

なお，NOxについては放射性廃棄物の廃棄施

設の気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備のウラン脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備に

おいて廃ガスから回収し，移送する設計とす

る。 

試薬建屋の化学薬品貯蔵供給系は，化学薬品

が漏えいしたとしても，建屋外部への漏えいの

拡大を防止できる設計とする。 

 

(2) 窒素ガス製造供給系 

窒素ガス製造供給系は，再処理施設で使用す

る窒素ガスの製造及び供給を行うリ(４)(ⅱ)-③

設計とする。リ(４)(ⅱ)-② 

 

(3) 酸素ガス製造供給系 

酸素ガス製造供給系は，再処理施設で使用す

る酸素ガスの製造及び供給を行うリ(４)(ⅱ)-③

設計とする。リ(４)(ⅱ)-② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(４)(ⅱ)-

①は，事業変更許可

申請書（本文）リ

(４)(ⅱ)-①と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(４)(ⅱ)-

②,③は，事業変更許

可申請書（本文）リ

(４)(ⅱ)-②,③と同

義であり整合してい

る。 
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(ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備リ(4)(ⅲ)-①は，安全機能

を有する施設に対する火災防護設備と 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設リ(4)(ⅲ)-②に対する

火災防護設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対す

る火災防護設備及び重大事故等対処施設に対する

火災防護設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.3 火災防護設備 

火災防護設備の設計に係る共通的な設計

方針については，第 1章 共通項目の「2. 

地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火災

等による損傷の防止」，「6. 再処理施設

内における溢水による損傷の防止」，「7. 

再処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」及び「9. 設備に対する

要求」に基づくものとする。 

火災防護設備は，火災区域構造物及び火

災区画構造物，火災感知設備，消火設備並

びに火災影響軽減設備で構成する。 

火災防護設備リ(4)(ⅲ)-①の基本設計方

針については，安全機能を有する施設が，

火災又は爆発により再処理施設の安全性が

損なわれないよう，火災及び爆発の発生を

防止し，早期に火災発生を感知し消火を行

い，かつ，火災及び爆発の影響を軽減する

ために，火災防護上重要な機器等を設置す

る火災区域及び火災区画に対して，火災防

護対策を講ずる設計とする。 

また，重大事故等対処施設リ(4)(ⅲ)-②

が，火災又は爆発により重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれないよ

う，火災及び爆発の発生を防止し，早期に

火災発生を感知し消火を行うために，重大

事故等対処施設を設置する火災区域及び火

災区画に対して，火災防護対策を講ずる設

計とする。 

 

火災区域構造物及び火災区画構造物，火

災感知設備，消火設備並びに火災及び爆発

の影響軽減設備については，以下の設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)-

①の機能を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-②

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)-

②の機能を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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リ(4)(ⅲ)-③安全機能を有する施設を火

災から防護するための火災防護設備は，リ

(4)(ⅲ)-④火災発生防止設備，火災感知設

備，消火設備及び火災影響軽減設備で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑤また，重大事故等対処施設

を火災から防護するための火災防護設備は，

リ(4)(ⅲ)-⑥火災発生防止設備，火災感知

設備及び消火設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1 安全機能を有する施設に対する火災防護設

備 

9.10.1.1 概要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置す

る安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護

することを目的として，火災及び爆発の発生防

止，火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講ず

る。 

 

 

9.10.1.4 主要設備 

(1) 火災発生防止設備 

火災発生防止設備である水素漏えい検知器

は，各火災区域又は火災区画に設置する蓄電池

の上部に設置し，水素の燃焼限界濃度である４

ｖоｌ％の１／４以下で中央制御室又は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報

を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

9.10.2 重大事故等対処施設に対する火災防護設備 

9.10.2.1 概要 

再処理施設内の火災区域及び火災区画に設置す

る重大事故等対処施設を火災及び爆発から防護す

ることを目的として，火災及び爆発の発生防止，

火災の感知及び消火のそれぞれを考慮した火災防

護対策を講ずる。 

 

 

9.10.2.4 主要設備 

(1) 火災発生防止設備 

火災発生防止設備である水素漏えい検知器

は，各火災区域又は火災区画に設置する蓄電池

の上部に設置し，水素の燃焼限界濃度である４

ｖｏｌ％の１／４以下で中央制御室又は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室若しく

は緊急時対策建屋の建屋管理室に警報を発する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ 

火災防護設備は，火災区域構造物及び火

災区画構造物，火災感知設備，消火設備並

びに火災影響軽減設備で構成する。 

 

 

 

第 1章 共通項目 

5. 火災等による損傷の防止 

5.2 火災及び爆発の発生防止 

5.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止における水素ガ

ス漏えい検出は，蓄電池の上部にリ(4) 

(ⅲ)-④水素漏えい検知器を設置し，水素

の燃焼限界濃度である 4vol％の 4分の 1以

下で中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋

の建屋管理室に警報を発する設計とする。 

 

 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.3 火災防護設備 

＜中略＞ 

リ(4)(ⅲ)-⑤火災防護設備は，火災区域

構造物及び火災区画構造物，火災感知設

備，消火設備並びに火災影響軽減設備で構

成する。 

 

 

5.2 火災及び爆発の発生防止 

5.2.2 再処理施設の火災及び爆発の発生防止 

火災及び爆発の発生防止における水素ガ

ス漏えい検出は，蓄電池の上部にリ(4) 

(ⅲ)-⑥水素漏えい検知器を設置し，水素

の燃焼限界濃度である 4vol％の 4分の 1以

下で中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策建屋

の建屋管理室に警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）リ(4)(ⅲ)-③

は，前段の設工認のリ

(4)(ⅲ)-①で示してお

り整合している。 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅲ)-④は，事業

変更許可申請書（本

文）における「火災発

生防止設備」を設工認

のリ(4)(ⅲ)-④共通項

目の火災及び爆発の発

生防止対策(水素漏え

い検知器)として整理

しており整合してい

る。 

 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）リ(4)(ⅲ)-⑤

は，前段の設工認のリ

(4)(ⅲ)-②で示してお

り整合している。 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑥は，事業

変更許可申請書（本

文）における「火災発

生防止設備」を設工認

のリ(4)(ⅲ)-⑥共通項

目の火災及び爆発の発

生防止対策(水素漏え

い検知器)として整理

しており整合してい

る。 
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リ(4)(ⅲ)-⑦火災感知設備は，固有の信

号を発するアナログ式の煙感知器及びアナ

ログ式の熱感知器を組み合わせて設置する

ことを基本とするが，各火災区域又は火災

区画における放射線，取付面高さ，温度，

湿度，空気流等の環境条件や火災の性質を

考慮し， 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑧上記の設置が適切でない場合

においては，非アナログ式の炎感知器（熱

感知カメラ含む），非アナログ式の熱感知

器等の火災感知器も含めた中から２つの異

なる種類の感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.4 主要設備 

(2) 火災感知設備 

火災感知設備は，固有の信号を発する異なる

種類の感知器及び受信器盤により構成する。火

災感知設備の火災感知器は，各火災区域又は火

災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿

度，空気流等の環境条件，炎が生じる前に発煙

すること等，予想される火災の性質を考慮し

て，火災感知器を設置する火災区域又は火災区

画の安全機能を有する構築物，系統及び機器の

種類に応じ，火災を早期に感知できるよう，固

有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器の異なる種類の感知器を組

み合わせて設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.3 火災防護設備 

(1) 火災区域構造物及び火災区画構造物 

火災区域は，第 1章 共通項目の「5.1.1

安全機能を有する施設」及び「5.1.2 重大

事故等対処施設」に示す耐火壁により隣接

する他の火災区域と分離する設計とする。 

火災区画は，第 1章 共通項目の「5.1.1

安全機能を有する施設」及び「5.1.2 重大

事故等対処施設」に示す耐火壁，離隔距離

及び系統分離状況に応じて火災区域を細分

化する設計とする。 

このうち，火災区域は，3時間以上の耐

火能力を有する耐火壁として，3時間耐火

に設計上必要な 150mm以上の壁厚を有する

コンクリート壁や火災耐久試験により 3時

間以上の耐火能力を有する耐火壁により隣

接する他の火災区域と分離する。 

 

(2) 火災感知設備 

リ(4)(ⅲ)-⑦火災防護上重要な機器等及

び重大事故等対処施設を設置する火災区域

又は火災区画の火災感知器の型式は，放射

線，取付面高さ，温度，湿度，空気流等の

環境条件及び予想される火災の性質を考慮

しリ(4)(ⅲ)-⑦て選定するとともに，火災

を早期に感知できるよう固有の信号を発す

る異なる種類の火災感知器として，アナロ

グ式煙感知器及びアナログ式熱感知器の組

合せを基本として設置する設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑧屋内において取り付け面高

さが熱感知器又は煙感知器の上限を超える

場合及び外気取入口など気流の影響等を受

ける場合は，アナログ式の感知器(煙又は

熱)と非アナログ式の炎感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。リ(4)(ⅲ)-⑧屋外

構築物の監視に当たっては，アナログ式の

感知器の設置が適さないことから，非アナ

ログ式の炎感知器及び非アナログ式の熱感

知カメラを組み合わせて設置する設計とす

る。 

リ(4)(ⅲ)-⑧また，発火性又は引火性の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑦

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)- 

⑦と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑧

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)- 

⑧を具体的に記載して

おり整合している。 
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雰囲気を形成するおそれのある場所につい

ては，防爆型のアナログ式の熱感知器(熱電

対)に加え，防爆型の非アナログ式の炎感知

器を設置する設計とする。 

非アナログ式の火災感知器は，環境条件

等を考慮することにより誤作動を防止する

設計とする。 

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ

式の熱感知カメラを設置する場合は，それ

ぞれの監視範囲に火災の感知に影響を及ぼ

す死角がないように設置する設計とする。 

非アナログ式の炎感知器を屋内に設置す

る場合は，誤動作防止対策のため，外光が

当たらず，高温物体が近傍にない箇所に設

置する設計とする。 

非アナログ式の炎感知器及び非アナログ

式の熱感知カメラを屋外に設置する場合

は，屋外型を採用するとともに，必要に応

じて太陽光の影響を防ぐ遮光板を設置する

設計とする。 

消防法施行令及び消防法施行規則におい

て火災感知器の設置が除外される区域につ

いても，火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設が火災による影響を考慮す

べき場合には火災感知器を設置する設計と

する。 

火災感知器については消防法施行規則第

二十三条第 4項に従い設置する設計とす

る。 

また，環境条件等から消防法上の火災感

知器の設置が困難となり，感知器と同等の

機能を有する機器を使用する場合において

は，同項において求める火災区域内の感知

器の網羅性及び火災報知設備の感知器及び

発信機に係る技術上の規格を定める省令第

十二条～第十八条までに定める感知性能と

同等以上の方法により設置する設計とす

る。 

ただし，火災防護上重要な機器等及び重

大事故等対処施設を設置する火災区域又は

火災区画のうち，コンクリート製の構造物

や金属製の配管，タンク等のみで構成する

機器等を設置する火災区域又は火災区画

は，火災の影響により機能を喪失するおそ

れがないことから，固有の信号を発する異

なる種類の火災感知器の組合せは行わず，

消防法に基づいた設計とする。 
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また，中央制御室又は使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室で常時監視リ

(4)(ⅲ)-⑨可能な火災受信器盤を設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.6 評価 

(2) 火災感知設備は，安全機能を有する施設に適

切に配置する設計とするので，火災発生時には

中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に火災信号を表示することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，通常作業時に人の立入りがなく可

燃性物質がない区域，通常作業時に人の立

入りがなく少量の可燃性物質の取扱いはあ

るが取扱いの状況を踏まえると火災のおそ

れがない区域又は可燃性物質の取扱いはあ

るが火災感知器によらない設備により検出

方法の多様性を確保し，火災発生の前後に

おいて有効に火災等を検出できる区域は火

災感知器を設置しない設計とする。 

火災防護上重要な機器等を設置する火災

区域又は火災区画の火災感知設備は，外部

電源喪失時にも火災の感知が可能となるよ

う,蓄電池を設け，火災感知の機能を失わな

いよう電源を確保する設計とする。 

また，火災防護上重要な機器等を設置す

る火災区域又は火災区画の火災感知設備に

ついては，火災防護上重要な機器等の耐震

重要度分類に応じて，非常用母線又は運転

予備用母線から給電する設計とする。 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の火災感知設備は，中央制御室又は使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室若

しくは緊急時対策建屋の建屋管理室にリ

(4)(ⅲ)-⑨設置する火災受信器盤(火災監

視盤)に火災信号を表示するとともに警報を

発することで，常時監視できる設計とする

とともに，火災感知器の設置場所を 1つず

つ特定できることにより，火災の発生場所

を特定できる設計とする。 

 

火災感知器は，自動試験機能又は遠隔試

験機能により点検ができる設計とする。 

自動試験機能又は遠隔試験機能を持たな

い火災感知器は，機能に異常がないことを

確認するため，消防法施行規則に基づく煙

等の火災を模擬した試験を定期的に実施す

ることを保安規定に定めて，管理する。 

屋外の火災区域又は火災区画に設置する

火災感知器は，設計上考慮する自然現象に

対する環境条件を満足する設計とする。 

屋外の火災感知設備は，外気温が-15.7℃

まで低下しても使用可能な屋外仕様とする

とともに火災感知器の予備を確保し，風水

害の影響を受けた場合は，早期に火災感知

器の取替えを行うことにより，当該設備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑨

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)- 

⑨と同義であり整合し

ている。 
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火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と

共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作によ

り，リ(4)(ⅲ)-⑩安全上重要な施設の安全

機能を損なわない設計とし， 

 

 

 

 

 

火災発生時の煙リ(4)(ⅲ)-⑪の充満又は

放射線の影響により消火活動が困難である火

災区域又は火災区画であるかを考慮し，固定

式消火設備等を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.1 概要 

火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設と共用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.2 設計方針 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作によ

り，安全上重要な施設の安全機能及び放射性物

質の貯蔵又は閉じ込め機能を損なわない設計と

する。 

 

 

(2) 火災の感知及び消火 

＜中略＞ 

消火設備は，安重機能を有する機器等及び放

射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又

は火災区画のうち，煙又は放射線の影響により

消火困難となる箇所については，自動又は制御

室等からの手動操作による固定式消火設備を設

置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能及び性能を復旧する設計とする。 

 

(5) 設備の共用 

火災感知設備の一部は，廃棄物管理施設

と共用する。 

 

 

廃棄物管理施設と共用する火災感知設備

は，共用によっても早期の火災感知に影響

がない設計とすることで，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 

 

 

(3) 消火設備 

 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等

対処施設を設置する火災区域又は火災区画

の消火設備は，破損，誤作動又は誤操作に

より，リ(4)(ⅲ)-⑩火災防護上重要な機器

等の安全機能及び重大事故等に対処するた

めに必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

火災の影響を受けるおそれのある火災防

護上重要な機器等及び重大事故等対処施設

を設置する火災区域又は火災区画のうち，

火災発生時の煙又は放射線の影響により消

火活動が困難リ(4)(ⅲ)-⑪となる箇所とし

て多量の可燃性物質を取り扱う火災区域又

は火災区画(危険物の規制に関する政令に規

定される著しく消火困難な製造所等に該当

する場所となる放射性物質が含まれる有機

溶媒等を貯蔵する設備を設置するセル)，可

燃性物質を取扱い構造上消火活動が困難と

なる火災区域又は火災区画(中央制御室床

下，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室，緊急時対策建屋の対策本部室の

床下及び一般共同溝)，等価火災時間が 3時

間を超える火災区域又は火災区画及び電気

品室等の火災区域又は火災区画について

は，自動又は中央制御室，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室，緊急時対

策建屋の建屋管理室からの手動操作による

固定式消火設備を設置することにより，消

火活動を可能とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑩

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)- 

⑩と同義であり整合し

ている。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑪

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ(4) 

(ⅲ)-⑪を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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消火設備のうち，消火用水を供給するリ

(4)(ⅲ)-⑫消火水供給設備は，廃棄物管理

施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火

設備のうち，消火栓設備の一部，消火器の一

部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と

共用する。 

 

 

 

 

また，再処理施設境界の扉については，火

災区域設定のため，火災影響軽減設備とする

設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑬他施設と共用するリ(4)(ⅲ) 

-⑬火災防護設備は，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.2 設計方針 

(6) 消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給

する消火水供給設備は，廃棄物管理施設及びＭ

ＯＸ燃料加工施設と共用し，消火栓設備の一部

及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.1.2 設計方針 

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共

用する消火水供給設備並びに廃棄物管理施設と

共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管

理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給

した場合においても再処理施設で必要な容量を

確保する設計とし，消火水供給設備において

は，故障その他の異常が発生した場合でも，弁

を閉止することにより故障その他の異常による

影響を局所化し，故障その他の異常が発生した

施設からの波及的影響を防止する設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設備の共用 

消火設備のうち，消火用水を供給するリ

(4)(ⅲ)-⑫電動機駆動消火ポンプ，ディー

ゼル駆動消火ポンプ，圧力調整用消火ポン

プ，消火用水貯槽及びろ過水貯槽は，廃棄

物管理施設及び MOX燃料加工施設と共用

し，消火栓設備の一部，消火器の一部及び

防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑬廃棄物管理施設及び MOX燃

料加工施設と共用するリ(4)(ⅲ)-⑬消火水

供給設備並びに廃棄物管理施設と共用する

消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管理施

設又は MOX燃料加工施設へ消火用水を供給

した場合においても再処理施設で必要な容

量を確保する設計とし，消火水供給設備に

おいては，故障その他の異常が発生した場

合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その

他の異常が発生した施設からの波及的影響

を防止する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計と

する。 

リ(4)(ⅲ)-⑬また，廃棄物管理施設と共

用する区域の消火器は，必要数を配備する

設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

さらに，緊急時対策建屋等に設置する火

災区域構造物及び火災区画構造物，火災感

知設備，消火設備は，MOX燃料加工施設と

共用する。 

これらの共用設備は，共用によって仕

様，火災感知に係る機能，消火機能に変更

はないため，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。 

火災防護設備の対象となる主要な設備に

ついて，「第 1-7-3-3表 火災防護設備の

主要設備リスト」に示す。 

本設備の設備として兼用する場合に主要

 

設工認のリ(4)(ⅲ)- 

⑫は，事業変更許可

申請書（本文）リ

(4)(ⅲ)-⑫を具体的

に記載しており整合

している。 

 

 

 

 

MOX燃料加工施設との

共用は，本設工認の対

象外である。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑬

は，事業変更許可申請

書（本文）リ(4)(ⅲ)- 

⑬を具体的に記載して

おり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別途，MOX 燃料加工施

設との接続工事に関

する設工認にて適合

性を示す。 
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リ(4)(ⅲ)-⑭火災及び爆発の影響軽減の

機能を有するものとして，安重機能を有する

機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置

する火災区域又は火災区画及び隣接する火災

区域又は火災区画の火災及び爆発による影響

を軽減するため，火災耐久試験で確認した３

時間以上の耐火能力を有する耐火壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅲ)-⑮又は１時間以上の耐火能力を

有する隔壁等を設置する。 

 

 

9.10.1.4 主要設備 

(4) 火災影響軽減設備 

(b) 火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を

有することを確認した耐火壁 

＜中略＞ 

b. 火災防護上の最重要設備の火災及び爆発の影

響軽減のための対策を実施する設備 

再処理施設における安全上重要な施設の中で

も，火災防護上の最重要設備を設置する火災区

域又は火災区画に対して，火災区域又は火災区

画内の火災及び爆発の影響軽減のための対策や

隣接する火災区域又は火災区画における火災及

び爆発の影響を軽減するための対策を実施する

ための隔壁等として，火災耐久試験により３時

間以上の耐火能力を確認した隔壁等を設置す

る。 

 

1.5.2  重大事故等対処施設に対する火災及び爆発

の防止に関する設計 

1.5.2.1  火災及び爆発の防止に関する設計方針 

(1) 火災区域及び火災区画の設定 

＜中略＞ 

火災区域は，３時間以上の耐火能力を有する

耐火壁として，３時間耐火に設計上必要な 150

ｍｍ以上の壁厚を有するコンクリート壁や火災

耐久試験により３時間以上の耐火能力を有する

ことを確認した耐火壁により隣接する他の火災

区域と分離する。 

 

9.10.1.4 主要設備 

(4) 火災影響軽減設備 

b. 火災防護上の最重要設備の火災及び爆発の影

響軽減のための対策を実施する設備 

＜中略＞ 

これと同等の対策として火災耐久試験により

１時間以上の耐火能力を確認した隔壁等と火災

感知設備及び消火設備を設置する。 

 

設備リストに記載されない設備について

は，「第 2-7-3-3表 火災防護設備の兼用

設備リスト」に示す。 

 

 

(1) 火災区域構造物及び火災区画構造物 

 

リ(4)(ⅲ)-⑭火災区域は，第 1章 共通

項目の「5.1.1 安全機能を有する施設」及

び「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐

火壁により隣接する他の火災区域と分離す

る設計とする。 

リ(4)(ⅲ)-⑭火災区画は，第 1章 共通

項目の「5.1.1安全機能を有する施設」及

び「5.1.2 重大事故等対処施設」に示す耐

火壁，離隔距離及び系統分離状況に応じて

火災区域を細分化する設計とする。 

リ(4)(ⅲ)-⑭このうち，火災区域は，3

時間以上の耐火能力を有する耐火壁とし

て，3時間耐火に設計上必要な 150mm以上

の壁厚を有するコンクリート壁や火災耐久

試験により 3時間以上の耐火能力を有する

耐火壁により隣接する他の火災区域と分離

する。 

リ(4)(ⅲ)-⑭また，重大事故等対処施設

を設置する火災区域は，3時間以上の耐火

能力を有する耐火壁により隣接する他の火

災区域と分離する。 

 

 

(4) 火災及び爆発の影響軽減設備 

a. 火災防護上の最重要設備の系統分離の

ための火災影響軽減設備 

(c) 1時間耐火隔壁，火災感知設備及び

自動消火設備 

リ(4)(ⅲ)-⑮1時間耐火隔壁は，互

いに相違する系列を分離し，火災及び

爆発の影響を軽減するために，1時間

以上の耐火能力を有する耐火隔壁を設

置する設計とする。 

また，火災感知設備及び自動消火設

備を設置する設計とする。 

なお，火災感知設備及び自動消火設

備については，「(2) 火災感知設備」

及び「(3) 消火設備」に基づく設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑭

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ(4) 

(ⅲ)-⑭を具体的に記

載しており整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅲ)-⑮

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ(4) 

(ⅲ)-⑮を具体的に記

載しており整合してい

る。 
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(ⅳ) 竜巻防護対策設備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅳ)-①設計竜巻から防護する施設

（以下「竜巻防護対象施設」という。）は建

屋内に設置し，建屋による防護によって，設

計荷重に対して安全機能を損なわない設計と

することを基本とする。ただし，建屋による

防護が期待できない竜巻防護対象施設及び屋

外に設置される竜巻防護対象施設について

は，設計飛来物の衝突によって安全機能を損

なうことを防止するため，竜巻防護対策設備

を設置する。 

 

(a) 構 造 

リ(4)(ⅳ)-②竜巻防護対策設備は，設計

竜巻によって発生する設計飛来物による安

全機能を有する施設への影響を防止するた

めの飛来物防護板及び飛来物防護ネットで

構成する。 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅳ)-③飛来物防護板及び飛来物防

護ネットは，地震，火山の影響及び外部火

災により竜巻防護対象施設に波及的影響を

与えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第２章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.4 竜巻防護対策設備 

竜巻防護対策設備の設計に係る共通的な

設計方針については，第１章 共通項目の

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火

災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設

内における溢水による損傷の防止」，「7．

再処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」及び「9. 設備に対する要

求」に基づくものとする。 

 

リ(4)(ⅳ)-①竜巻に対する防護設計にお

いては，建屋による防護が期待できない竜

巻防護対象施設及び安全機能を損なうおそ

れのある屋外に設置される竜巻防護対象施

設が設計飛来物の衝突によって安全機能を

損なうことを防止するため，竜巻防護対策

設備を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅳ)-②竜巻防護対策設備は，設計

竜巻によって発生する設計飛来物による竜

巻防護対象施設への影響を防止するための

飛来物防護板及び飛来物防護ネットで構成

する。 

 

竜巻防護対策設備の設計に際しては，竜

巻防護対象施設が安全機能を損なわないよ

う，次のような方針で設計する。 

 

   (1) 飛来物防護板 

リ(4)(ⅳ)-③e.飛来物防護板は，竜巻以

外の自然現象及び人為事象により，竜巻防

護対象施設に波及的影響を与えない設計と

する。 

＜中略＞ 

 

(2) 飛来物防護ネット  

リ(4)(ⅳ)-③i. 飛来物防護ネットは，

竜巻以外の自然現象及び人為事象により，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

①は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-①と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

②は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-②と同義で

あり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

③は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-③と同義で

あり整合している。 
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(b) 主要な設備の種類 

リ(4)(ⅳ)-④飛来物防護板 

種  類 防護板 

材  料 鋼材又は鉄筋コンクリート 

 

リ(4)(ⅳ)-⑤飛来物防護ネット 

種  類 防護ネット 

材  料 鋼線（ネット） 

鋼材（支持架構） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない

設計とする。 

＜中略＞ 

(1) 飛来物防護板 

リ(4)(ⅳ)-④飛来物防護板は，防護板

(鋼材)とそれを支持する支持架構又は建屋

に支持される防護板(鉄筋コンクリート)で

構成し，以下の設計とする。 

＜中略＞ 

(2) 飛来物防護ネット  

リ(4)(ⅳ)-⑤冷却塔周りに設置する飛来

物防護ネット(補助防護板を含む。)は，防

護ネット及び防護板(鋼材)とそれらを支持

する支持架構で構成し，以下の設計とす

る。 

 

(1) 飛来物防護板 

a. 防護板は，設計飛来物の貫通及び裏面剥

離を防止できる設計とする。 

b.支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護

板(鋼材)を支持できる強度を有する設計と

する。 

c.飛来物防護板は，排気機能に影響を与えな

い設計とする。 

d.飛来物防護板は，設計荷重(竜巻)により，

竜巻防護対象施設に波及的影響を与えない

設計とする。 

＜中略＞ 

(2) 飛来物防護ネット  

a. 防護ネットは，設計飛来物の運動エネル

ギを吸収できる強度を有する設計とす

る。 

b. 防護ネットは，飛来物の衝突によりたわ

みが生じた場合でも，竜巻防護対象施設

に衝突しない離隔距離を確保する設計と

する。 

c. 防護ネット(補助防護板を含む。)は，設

計飛来物の通過及び貫通を防止できる設

計とする。 

d. 支持架構に直接設置する防護ネットは，

ネットと支持架構の隙間を設計上考慮す

る飛来物の大きさ以下とするため，鋼製

の補助防護板を設置する設計とする。 

e. 防護板(鋼材)は，設計飛来物の貫通を防

止できる設計とする。 

f. 支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防

護ネット及び防護板(鋼材)を支持できる

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

④は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-④を具体的

に記載しており整合

している。 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

⑤は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-⑤を具体的

に記載しており整合

している。 
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強度を有する設計とする。 

g. 飛来物防護ネットは，内包する冷却塔の

冷却能力に影響を与えない設計とする。 

h. 飛来物防護ネットは，設計荷重(竜巻)に

より，竜巻防護対象施設に波及的影響を

与えない設計とする。 

 

＜中略＞ 

 

     竜巻防護対策設備の対象となる主要な設

備について，「第 1-7-3-4表 竜巻防護対

策設備の主要設備リスト」に示す。 

 

 

 

リ(4)(ⅳ)-④【その他再処理設備の附属施設】(仕

様表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

④は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-④を具体的

に記載しており整合

している。 
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リ(4)(ⅳ)-⑤【その他再処理設備の附属施設】(仕

様表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅳ)-

⑤は，事業変更許可

申請書（本文）のリ

(4)(ⅳ)-⑤を具体的

に記載しており整合

している。 
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(ⅴ) 溢水防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける溢水が発生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とする。 

 

 

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。）によ

る溢水，再処理施設内で生じる異常状態（火

災を含む。）の拡大防止のために設置される

系統からの放水による溢水又は燃料貯蔵プー

ル・ピット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，リ．(４)(ⅴ)-①再

処理施設内における扉，堰，遮断弁等により

溢水防護対象設備が安全機能を損なわない設

計とする。 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機

能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機

能を維持できる設計とする。 

 
 

 

 

 

 

 

9.12 溢水防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る溢水が発生した場合においても，安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

そのために，再処理施設内に設置された機器及

び配管の破損（地震起因を含む。）による溢水，

再処理施設内で生じる異常状態（火災を含む。）

の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水又は燃料貯蔵プール・ピット等のスロッ

シングによる溢水が発生した場合においても，再

処理施設内における扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却機能及

び燃料貯蔵プール・ピット等への給水機能を維持

できる設計とする。 

 

 

(基本設計方針) 

第2章 個別項目  

 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.3 その他の主要な事項 

7.3.5 溢水防護設備 

 

溢水防護設備の設計に係る共通的な設計

方針については，第１章 共通項目の「2.

 地盤」，「3. 自然現象等」，「5. 火

災等による損傷の防止」，「6. 再処理施

設内における溢水による損傷の防止」，

「7. 再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に

対する要求」に基づくものとする。 

安全機能を有する施設は，再処理施設内

における溢水が発生した場合においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

そのために，再処理施設内に設置された

機器及び配管の破損(地震起因を含む。)に

よる溢水，再処理施設内で生じる異常状態

(火災を含む。)の拡大防止のために設置さ

れる系統からの放水による溢水又は燃料貯

蔵プール・ピット等のスロッシングによる

溢水が発生した場合においても，リ．(４)

(ⅴ)-①溢水防護設備により，溢水防護対

象設備が安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

また，燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

機能及び燃料貯蔵プール・ピット等への給

水機能を維持できる設計とする。 

 

溢水防護設備は，壁(貫通部止水処置を含

む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン逆止

弁，溢水防護板，自動検知・遠隔隔離シス

テム，ターミナルエンド防護カバー，蒸気

防護板，地震計，緊急遮断弁，漏えい検知

器，液位計，止水板及び蓋で構成し，以下

の設計とすることにより，溢水防護対象設

備が溢水により安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

事業変更許可申請書

（本文）第四号リ項に

おいて、設工認の内容

は、以下の通り整合し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(４)(ⅴ)

-①は，事業変更許可

申請書(本文)のリ．

(４)(ⅴ)-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 

 

 

 

 

6644



  

リ-238 

火
G
 
A 

事業変更許可申請書（本文） 事業変更許可申請書（添付書類六） 設工認申請書 該当事項 整合性 備考 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止

水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等

の設置状況を踏まえて流入防止対策を図る

ことにより，溢水防護区画外の溢水に対し

て，流入を防止する設計とする。 

また，溢水防護対象設備周囲に設置する

堰は，溢水防護対象設備が没水しないよう

設置する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止

水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁並びに溢水防護対象設備周

囲に設置する堰は，発生した溢水による水

位や水圧に対して流入防止機能が維持でき

る設計とするとともに，基準地震動Ｓｓに

よる地震力等の溢水の要因となる事象に伴

い生じる荷重や環境に対して必要な当該機

能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 溢水防護板は，発生した溢水の溢水防護

対象設備への被水を防止する設計とし，溢

水防護対象設備が被水により安全機能を損

なわないよう設置する設計とする。 

溢水防護対象設備を覆う溢水防護板は，

主要部材に不燃性材料又は難燃性材料を用

いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して耐震性を有する設計及び実機を想

定した被水条件を考慮しても当該機能を損

なわないことを被水試験等により確認する

設計とする。 

 

(3) 自動検知・遠隔隔離システム(温度検出

器，蒸気遮断弁)は，蒸気影響を緩和するた

め，蒸気の漏えいを検知し，自動で漏えい

蒸気を隔離する設計とする。 

溢水源となる一般蒸気等に設置する蒸気

遮断弁は，隔離信号発信後10秒以内に自動

隔離する設計とする。 

また，自動検知・遠隔隔離システムだけ

では溢水防護対象設備の健全性が確保され

ない場合には，破損想定箇所にターミナル

エンド防護カバーを設置することで蒸気影

響を軽減する設計とする。 
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(4) 蒸気防護板は，溢水防護対象設備が蒸気

の影響により安全機能を損なわないよう，

溢水防護対象設備に対して設置する設計と

する。 

蒸気防護板は，実機を想定した蒸気条件

を考慮した耐蒸気性能を有する設計とす

る。 

蒸気防護板は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して耐震性を有する設計並びに蒸

気配管の破損により生じる環境温度及び圧

力に対して当該機能が損なわれない設計と

する。 

 

(5) 溢水防護建屋内又は建屋間(建屋外の洞道

含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御建屋

に設置する地震計からの信号で作動する又

は弁の感震機構で作動することにより，他

建屋から流入する系統を隔離できる設計と

し，溢水防護建屋内で発生する溢水量を低

減する設計とする。 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して耐震性を有する設

計とする。 

 

(6) 漏えい検知器及び液位計は，溢水の発生

を検知し，中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室からの手動遠

隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早

期に隔離できる設計とする。 

 

(7) 止水板及び蓋は，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等の周囲に設置することによりスロッシ

ング水量を低減し，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等の冷却機能及び燃料貯蔵プール・ピッ

ト等への給水機能が確保されることを確認

し，それらを用いることにより適切な水温

及び遮蔽に必要な水位を維持できる設計と

する。 

止水板及び蓋は，地震，火災荷重及び環

境条件に対して，スロッシング水量を低減

する性能が損なわれない設計とする。 

 

溢水防護設備については，保守点検等の

運用を適切に実施することを保安規定に定

めて，管理する。 
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(ⅵ) 化学薬品防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内に

おける化学薬品の漏えいが発生した場合（漏

えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含

む。）においても，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

そのために，再処理施設内に設置された機

器及び配管の破損（地震起因を含む。）によ

る化学薬品の漏えい，再処理施設内で生じる

異常状態の拡大防止のために設置される系統

からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい

が発生した場合においても，リ．(４)(ⅵ)-

①再処理施設内における扉，堰，遮断弁等

により化学薬品防護対象設備が安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.13 化学薬品防護設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した場合（漏えいに伴

い有毒ガスが発生した場合を含む）においても，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

そのために，再処理施設内に設置された機器及

び配管の破損（地震起因を含む。）による化学薬

品の漏えい，再処理施設内で生じる異常状態の拡

大防止のために設置される系統からの消火剤の放

出による化学薬品の漏えいが発生した場合におい

ても，再処理施設内における扉，堰，遮断弁等に

より化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

第2章 個別項目 

7. その他再処理設備の附属施設 

 7.3 その他の主要な事項 

 7.3.6 化学薬品防護設備 

 

化学薬品防護設備の設計に係る共通的な

設計方針については，第1章 共通項目の

「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「5.

火災等による損傷の防止」，「6. 再処理

施設内における溢水による損傷の防止」，

「7. 再処理施設内における化学薬品の漏

えいによる損傷の防止」及び「9. 設備に

対する要求」に基づくものとする。 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設内

における化学薬品の漏えいが発生した場合

(漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含

む)においても，安全機能を損なわない設計

とする。  

 

そのために，再処理施設内に設置された

機器及び配管の破損(地震起因を含む。)に

よる化学薬品の漏えい又は再処理施設内で

生じる異常状態の拡大防止のために設置さ

れる系統からの消火剤の放出による化学薬

品の漏えいが発生した場合においても，

リ．(４)(ⅵ)-①化学薬品防護設備によ

り，化学薬品防護対象設備が安全機能を損

なわない設計とする。 

 

化学薬品防護設備は，壁(貫通部止水処置

を含む。)，防水扉，水密扉，堰，床ドレン

逆止弁，薬品防護板，地震計，緊急遮断

弁，機器収納ボックス，二重管，漏えい検

知器及び液位計で構成し，以下の設計とす

ることにより，化学薬品防護対象設備が化

学薬品の漏えいにより安全機能を損なわな

い設計とする。 

 

(1) 流入防止対策として設置する壁(貫通部止

水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁は，壁，扉，堰，床段差等

の設置状況を踏まえて流入防止対策を図る

ことにより化学薬品防護区画外の化学薬品

の漏えいに対して，流入を防止する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(４)(ⅵ) 

-①は，事業変更変更

申請書（本文）のリ．

(４)(ⅵ)-①を具体的

に記載しており整合し

ている。 
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また，化学薬品防護対象設備周囲に設置

する堰は，化学薬品防護対象設備が没液し

ないよう設置する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁(貫通部止

水処置を含む。)，防水扉，水密扉，堰及び

床ドレン逆止弁並びに化学薬品防護対象設

備周囲に設置する堰は，発生した化学薬品

の漏えいによる液位，水圧及び腐食又は劣

化に起因する化学的損傷の影響に対して流

入防止機能が維持できる設計とするととも

に，基準地震動Ｓｓによる地震力等の化学

薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じ

る荷重や環境に対して必要な当該機能が損

なわれない設計とする。 

 

(2) 薬品防護板は，漏えいした化学薬品の化

学薬品防護対象設備への被液を防止する設

計とし，化学薬品防護対象設備が被液によ

り安全機能を損なわないよう設置する設計

とする。 

化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板

は，主要部材に不燃性材料又は難燃性材料

を用いて製作し，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して耐震性を有する設計とすると

ともに，機器の破損により漏えいした化学

薬品の腐食又は劣化に起因する化学的損傷

の影響に対して当該機能が損なわれない設

計とする。 

 

(3) 化学薬品防護建屋内又は建屋間(建屋外の

洞道含む。)に設置する緊急遮断弁は，制御

建屋に設置する地震計からの信号で作動す

ることにより，他建屋から流入する系統を

隔離できる設計とし，化学薬品防護区画で

発生する化学薬品の漏えい量を低減する設

計とする。 

地震計及び緊急遮断弁は，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して耐震性を有する設

計とする。 

 

(4) 機器収納ボックス及び二重管は，破損を

想定する配管に設置することにより，化学

薬品が区画内に漏えいすることを防止し，

化学薬品の漏えい量を低減する設計とす

る。 
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なお，化学薬品の影響を受けたとしてもそ

の影響を軽減する機能が損なわれないリ．

(４)(ⅵ)-②扉，堰，遮断弁等の溢水防護設

備については，化学薬品防護設備として兼用

する。 

 

 

(5) 漏えい検知器及び液位計は，化学薬品の

漏えいの発生を検知し，中央制御室，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

からの手動遠隔操作又は現場操作により隔

離を行うことで発生する化学薬品の漏えい

量を低減する設計とする。 

 

化学薬品防護設備については，化学薬品

の影響を受けたとしてもその影響を軽減す

る機能が損なわれない設計にするととも

に，保守点検等の運用を適切に実施するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

なお，化学薬品の影響を受けたとしても

その影響を軽減する機能が損なわれない

リ．(４)(ⅵ)-②溢水防護設備について

は，化学薬品防護設備として兼用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ．(４)(ⅵ) 

-②は，事業変更変更

申請書（本文）のリ．

(４)(ⅵ)-②と同義で

あり整合している。 
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(ⅶ) 補機駆動用燃料補給設備 

リ(4)(ⅶ)-①重大事故等時に重大事故等

対処設備へ補機駆動用の軽油を補給するため

の設備として，補機駆動用燃料補給設備を設

置及び保管する設計とする。 

(a) 重大事故等対処設備の補機駆動用燃料補

給設備 

(ｲ) 補機駆動用燃料補給設備 

リ(4)(ⅶ)-②重大事故等の対処に用いる

設備に対する補機駆動用の燃料を補給する

設備は，軽油貯槽及び軽油用タンクローリ

を使用する。 

 

リ(4)(ⅶ)-③重大事故等の対処に用いる

軽油貯槽は，地下に設置し，第１非常用デ

ィーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因によ

って同時にその機能を損なわないよう，第

１非常用ディーゼル発電機の重油タンク及

び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンクから離れた異なる場所に設置する

ことにより，独立性を有し，位置的分散を

図る設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-④重大事故等対処設備の補機

駆動用燃料補給設備は，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

要因によって同時にその機能を損なわない

よう，異なる燃料とすることで多様性を有

する設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑤補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，常設重大事故等対処設備とし

て設置し，可搬型中型移送ポンプ，可搬型

中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポンプ

車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運

搬車，けん引車，ホイールローダ及び軽油

用タンクローリに燃料を補給できる設計と

する。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑥補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，可搬型重大事故等

対処設備として配備し，可搬型発電機，可

搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ，

大型移送ポンプ車に燃料を補給できる設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(基本設計方針) 

7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備 

リ(4)(ⅶ)-①重大事故等時に重大事故等対処設

備へ補機駆動用の軽油を補給するための設備とし

て，補機駆動用燃料補給設備を設ける設計とす

る。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-②補機駆動用燃料補給設備は，第１

軽油貯槽，第２軽油貯槽（以下「軽油貯槽」とい

う。）及び軽油用タンクローリで構成する設計と

する。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-③重大事故等の対処に用いる軽油貯

槽は，地下に設置し，第１非常用ディーゼル発電

機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクと共通要因によって同時にそ

の機能を損なわないよう，第１非常用ディーゼル

発電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクから離れた異なる場所に

設置することにより，独立性を有し，位置的分散

を図る設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-④補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，共通要因によって第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクと同時にその機能を損なわ

ないよう，異なる燃料とすることで多様性を有す

る設計とする。 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑤補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，常設重大事故等対処設備として設置し，可

搬型中型移送ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬

車，大型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，

監視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及

び軽油用タンクローリに燃料を補給できる設計と

する。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑥補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備し，可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型中型移送ポンプ，大型移送ポンプ車に燃料を

補給できる設計とする。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-①

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-①と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-②

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-②と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-③

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-③と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-④

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-④と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑤

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑤と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑥

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑥と同義であ

り整合している。 
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とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑦補機駆動用燃料補給設備

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する補機駆動

用燃料補給設備は，ＭＯＸ燃料加工施設へ

の燃料の補給を考慮し，十分な容量を確保

することで，共用によって重大事故時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

軽油貯槽及び軽油用タンクローリにより

燃料を補給する設備を，「ロ．(7)(ⅰ)(l) 

制御室等」，「ロ．(7)(ⅰ)(p) 監視設

備」，「ロ．(7)(ⅱ)(d) 冷却機能の喪失に

よる蒸発乾固に対処するための設備」，

「ロ． (7)(ⅱ)(e) 放射線分解により発生

する水素による爆発に対処するための設

備」，「ロ．(7)(ⅱ)(g) 使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための設備」，「ロ．(7)(ⅱ)

(i) 工場等外への放射性物質等の放出を抑

制するための設備」，「ロ．(7)(ⅱ)(j) 重

大事故等への対処に必要となる水の供給設

備」，「ロ．(7)(ⅱ)(l) 計装設備」及び

「ロ．(7)(ⅱ)(r) 緊急時対策所」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑧補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，地下の異なる場所に設置すること

で，第１非常用ディーゼル発電機の重油タ

ンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃

料油貯蔵タンクに対して，独立性を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑦ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽

油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等対処に同時に対処することを考

慮し，十分な容量を確保することで，共用によっ

て重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑧補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，共通要因によって第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，地下の異なる場所に設置

することで，第１非常用ディーゼル発電機の重油

タンク及び第２非常用ディーゼル発電機の燃料油

貯蔵タンクに対して，独立性を有する設計とす

る。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑦

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑦と同義であ

り整合している。 

 

 

 

変更許可申請書（本

文）「ロ．(7)(ⅰ)(l) 

制御室等」，「ロ．

(7)(ⅰ)(p) 監視設

備」，「ロ．

(7)(ⅱ)(d) 冷却機能

の喪失による蒸発乾固

に対処するための設

備」，「ロ． 

(7)(ⅱ)(e) 放射線分

解により発生する水素

による爆発に対処する

ための設備」，「ロ．

(7)(ⅱ)(g) 使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備」，「ロ．

(7)(ⅱ)(i) 工場等外

への放射性物質等の放

出を抑制するための設

備」，「ロ．

(7)(ⅱ)(j) 重大事故

等への対処に必要とな

る水の供給設備」，

「ロ．(7)(ⅱ)(l) 計

装設備」及び「ロ．

(7)(ⅱ)(r) 緊急時対

策所」に示す。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑧

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑧と同義であ

り整合している。 
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リ(4)(ⅶ)-⑨補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクと共通要因によっ

て同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，外部保管エリアの地下に設置する

ことにより，第１非常用ディーゼル発電機

の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクと位置的分散を図

る設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑩補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。  

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑪ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する軽油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設における重大事故等に対処する

ために必要な燃料を確保するために必要な

容量約 800m3を１基あたり容量約 100m3の軽

油貯槽に第１軽油貯槽へ４基，第２軽油貯

槽へ４基有する設計とするとともに，予備

を含めた数量約 660m3以上を有する設計と

する。  

 

リ(4)(ⅶ)-⑫地震を要因として発生した

場合に対処に用いる補機駆動用燃料補給設

備の軽油貯槽は，「ロ．(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地

震を要因とする重大事故等に対する施設の

耐震設計」に基づく設計とすることでその

機能を損なわない設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑬補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，風（台風），竜巻，積雪及び

火山の影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火砕物に

よる積載荷重により機能を損なわない設計

とする。  

 

リ(4)(ⅶ)-⑭補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい

量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑨補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，共通要因によって第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンクと同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう，外部保管エリアの地下に

設置することにより，第１非常用ディーゼル発電

機の重油タンク及び第２非常用ディーゼル発電機

の燃料油貯蔵タンクと位置的分散を図る設計とす

る。 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑩補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，他の設備から独立して単独で使用可能なこ

とにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑪ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽

油貯槽は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等に対処するために必要な燃料を

確保するため，予備を含めた必要な容量を有する

設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑫地震を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料補給設

備の軽油貯槽は，第１章 共通項目の「9.2 重大

事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とする重

大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑬補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，風（台風），竜巻，積雪及び火山の影響に

対して，風（台風）及び竜巻による風荷重，積雪

荷重及び降下火砕物による積載荷重により重大事

故等への対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

 

リ(4)(ⅶ)-⑭補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，

影響を受けない高さへの設置，被水防護及び被液

防護を行うことにより，重大事故等への対処に必

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑨

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑨と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑩

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑩と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑪

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑪と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑫

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑫と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑬

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑬と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑭

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑭と同義であ
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る。  

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑮補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，配管の全周破断に対して，影

響を受けない外部保管エリアの地下に設置

することにより，漏えいした放射性物質を

含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）に

より機能を損なわない設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑯補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽と軽油用タンクローリとの接続

は，コネクタ接続に統一することにより，

速やかに，容易かつ確実に現場での接続が

可能な設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑰補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観の確認等が可能な設計とする。 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑱地震を要因として発生した

場合に対処に用いる補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリは，「ロ．

(7)(ⅱ)(b)(ﾎ) 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設計

とすることでその機能を損なわない設計と

する。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑲補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，他の設備から独立して

単独で使用することで，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対し

て独立性を有する設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑳なお，軽油用タンクローリは，第１

非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル

発電機に用いる燃料と異なる種類の燃料を運搬する

ことで，多様性を図る。 

要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑮補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，配管の全周破断に対して，影響を受けない

外部保管エリアの地下に設置することにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑯補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽と軽油用タンクローリとの接続は，コネクタ接

続に統一することにより，速やかに，容易かつ確

実に現場での接続が可能な設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑰補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽は，通常時において，重大事故等への対処に必

要な機能を確認するため，外観の確認等が可能な

設計とする。 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑱地震を要因とする重大事故等が発

生した場合に対処に用いる補機駆動用燃料補給設

備の軽油用タンクローリは，第１章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要

因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損なわない設

計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑲補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，共通要因によって第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディ

ーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，他の設備から

独立して単独で使用することで，第１非常用ディ

ーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクに対して独立性を

有する設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-⑳軽油用タンクローリは，第１非常

用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発

電機に用いる燃料と異なる種類の燃料を運搬する

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑮

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑮と同義であ

り整合している。 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑯

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑯と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑰

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑰と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑱

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑱と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑲

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-⑲と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-⑳

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ
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リ(4)(ⅶ)-㉑補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

要因によって同時にその機能が損なわれる

おそれがないように，故障時バックアップ

を含めて必要な数量を，第１非常用ディー

ゼル発電機の重油タンク及び第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから

100m 以上の離隔距離を確保した複数の外部

保管エリアに分散して保管することで位置

的分散を図る。 

 

リ(4)(ⅶ)-㉒屋外に保管する補機駆動用

燃料補給設備の軽油用タンクローリは，竜

巻により飛来物とならないよう必要に応じ

て固縛等の措置をとることで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-㉓ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する軽油用タンクローリは，再処理施設及

びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等

に対処するために必要な燃料を確保するた

めに必要な容量を有する設計とするととも

に，保有数は，必要数として４台，予備と

して故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップを５台の合計９台以上を確

保する。 

  

リ(4)(ⅶ)-㉔補機駆動用燃料補給設備の

屋外に保管する軽油用タンクローリは，風

（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，当該設備の

転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。  

 

リ(4)(ⅶ)-㉕補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，溢水量及びを化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない

高さへの保管，被水防護及び被液防護をす

る設計とする。  

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉖補機駆動用燃料補給設備の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことで，多様性を図る設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉑補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，共通要因によって第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディ

ーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと同時にその機

能が損なわれるおそれがないように，故障時のバ

ックアップを含めて必要な数量を，第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク及び第２非常用ディ

ーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから 100ｍ以上

の離隔距離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

リ(4)(ⅶ)-㉒屋外に保管する補機駆動用燃料補

給設備の軽油用タンクローリは，竜巻により飛来

物とならないよう必要に応じて固縛等の措置をと

ることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

リ(4)(ⅶ)-㉓ＭＯＸ燃料加工施設と共用する軽

油用タンクローリは，再処理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設における重大事故等に対処するために必

要な燃料を確保するために必要な容量を有する設

計とするとともに，保有数は，必要数並びに予備

として故障時及び点検保守による待機除外時のバ

ックアップを含め必要な台数を確保する設計とす

る。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉔屋外に保管する補機駆動用燃料補

給設備の軽油用タンクローリは，風（台風）及び

竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，当該設備の転倒防止，固縛等の措置を

講じて保管する設計とする。 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉕補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，溢水量及び化学薬品の漏えい量

を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水防

護及び被液防護を行うことにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉖補機駆動用燃料補給設備の軽油用

(4)(ⅶ)-⑳と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉑

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉑と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉒

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉒と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉓

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉓と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉔

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉔と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉕

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉕と同義であ

り整合している。 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉖
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軽油用タンクローリは，内部発生飛散物の

影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生

飛散物の影響を受けない場所に保管するこ

とにより，機能を損なわない設計とする。  

 

リ(4)(ⅶ)-㉗補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，配管の全周破断に

対して，漏えいした放射性物質を含む腐食

性の液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受

けない外部保管エリアに保管することによ

り，機能を損なわない設計とする。  

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉘補機駆動用燃料補給設備の

軽油用タンクローリは，容易かつ確実に接

続でき，かつ，複数の設備に使用すること

ができるよう，より簡便な接続方式を用い

る設計とする。  

 

リ(4)(ⅶ)-㉙補機駆動用燃料補給設備の

うち軽油用タンクローリは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，性能確認等

が可能な設計とする。また，軽油用タンク

ローリは，車両として運転状態の確認及び

外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンクローリは，内部発生飛散物の影響を考慮

し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受

けない場所に保管することにより，重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

リ(4)(ⅶ)-㉗補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，配管の全周破断に対して，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有

機溶媒等）の影響を受けない外部保管エリアに保

管することにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉘補機駆動用燃料補給設備の軽油用

タンクローリは，容易かつ確実に接続でき，か

つ，複数の設備に使用することができるよう，よ

り簡便な接続方式を用いる設計とする。 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉙補機駆動用燃料補給設備のうち軽

油用タンクローリは，通常時において，重大事故

等への対処に必要な機能を確認するため，外観点

検，性能確認等が可能な設計とする。また，軽油

用タンクローリは，車両として運転状態の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉖と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉗

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉗と同義であ

り整合している。 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉘

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉘と同義であ

り整合している。 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉙

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉙と同義であ

り整合している。 
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リ(4)(ⅶ)-㉚主要な設備は，以下のとお

りとする。 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

第１軽油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

         基数  ４基 

         容量  約 100m3/基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(4)(ⅶ)-㉚【その他再処理施設の附属施設】

（仕様表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(4)(ⅶ)-㉚

は，事業変更許可申請

書（本文）のリ

(4)(ⅶ)-㉚と同義であ

り整合している。 
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第２軽油貯槽（ＭＯＸ燃料加工施設と共

用） 

基数  ４基 

         容量  約 100m3/基 
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［可搬型重大事故等対処設備］ 

軽油用タンクローリ（ＭＯＸ燃料加工施

設と共用） 

台数  ９台（予備として故障

時及び待機除外時のバックアップを５台） 

         容量  約４kl/台 
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(ⅷ) 放出抑制設備 

(a) 放水設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-1 再処理施設のうち使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋において重大事故等が発生し，大気中

への放射性物質の放出に至るおそれがある

場合，建物に放水し，放射性物質の放出を

抑制するために必要な重大事故等対処設備

を設置及び保管する。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-1 放射性物質の放出を抑

制するための対処及び航空機燃料火災，化

学火災への対処では，放水設備の大型移送

ポンプ車，可搬型放水砲，ホイールローダ

及び可搬型建屋外ホース，リ(ロ)(ⅷ)-④-

1 水供給設備の一部である第１貯水槽，ロ

リ(ロ)(ⅷ)-⑤-1 代替安全冷却水系の一部

であるホース展張車及び運搬車，リ

(ロ)(ⅷ)-⑥-1 補機駆動用燃料補給設備の

軽油貯槽及び軽油用タンクローリ並びにリ

(ロ)(ⅷ)-⑦-1 計装設備の一部を使用す

る。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑧-1 再処理施設の各建物周

辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災が発生した場合，泡消火又は

放水による消火活動を実施するために必要

な重大事故等対処設備を設置及び保管す

る。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-③-1 放水設備は，大型移送

ポンプ車，可搬型放水砲，ホイールローダ

及び可搬型建屋外ホースで構成する。  

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑨-1 水供給設備の一部であ

る第１貯水槽，リ(ロ)(ⅷ)-⑩-1 補機駆動

用燃料補給設備の一部である軽油貯槽及び

リ(ロ)(ⅷ)-⑪-1 計装設備の一部を常設重

大事故等対処設備として設置する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.7.1 放水設備 

リ(ロ)(ⅷ)-①-1 再処理施設のうち使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高

レベル廃液ガラス固化建屋において重大事故等が

発生し，大気中への放射性物質の放出に至るおそ

れがある場合，建物に放水し，放射性物質の放出

を抑制するために必要な重大事故等対処設備とし

て，放水設備を設ける設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②-1 放射性物質の放出を抑制する

ための対処及び航空機燃料火災，化学火災への対

処では，水供給設備の一部である第１貯水槽，代

替安全冷却水系の一部であるホース展張車及び運

搬車を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑧-1 再処理施設の各建物周辺にお

ける航空機衝突による航空機燃料火災，化学火災

が発生した場合，泡消火又は放水による消火活動

を実施するために必要な重大事故等対処設備とし

て，放水設備を設ける設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-②,③-1 放水設備は，大型移送ポン

プ車，可搬型放水砲，ホイールローダ及び可搬型

建屋外ホースで構成する。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-④-1 水供給設備の一部である第１

貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

①-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-①-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

②-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-②-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑧-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-⑧-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

③-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-②,③-1 と

同義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

④-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-④-1 と同義

であり整合している。 
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リ(ロ)(ⅷ)-⑫-1 代替安全冷却水系の一

部であるホース展張車及び運搬車，リ

(ロ)(ⅷ)-⑬-1 補機駆動用燃料補給設備の

一部である軽油用タンクローリ並びにリ

(ロ)(ⅷ)-⑭-1 計装設備の一部を可搬型重

大事故等対処設備として配備する。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑮-1 水供給設備については

「リ．(2)(ⅰ)(b)(ﾛ)1) 水供給設備」に，

リ(ロ)(ⅷ)-⑯-1 補機駆動用燃料補給設備

については「リ．(4)(ⅶ) 補機駆動用燃料

補給設備」に，リ(ロ)(ⅷ)-⑰-1 計装設備

については「ヘ．(3)(ⅱ)(a) 計装設備」

に，リ(ロ)(ⅷ)-⑱-1 代替安全冷却水系に

ついては「リ．(2)(ⅰ)(b)(ﾛ)2) 代替安全

冷却水系」に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑲-1 放水設備は，再処理施

設のうち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋において重大事故等が発

生し，大気中への放射性物質の放出に至る

おそれがある場合，大型移送ポンプ車から

供給する水を，可搬型建屋外ホースを介し

て可搬型放水砲により建物に放水できる設

計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑳-1 また，セル又は建物へ

注水できる設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑤-1 代替安全冷却水系の一部であ

るホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑥-1,⑦-1,⑩-1,⑪-1,⑫-1,⑬-1,

⑭-1,⑮-1,⑯-1,⑰-1,⑱-1 大気中への放射性物質

の放出に至るおそれがある場合及び航空機衝突に

よる航空機燃料火災，化学火災が発生した場合の

必要重大事故等対処設備として，放水設備の他，

水供給設備の第 1貯水槽，補機駆動用燃料補給設

備の第 1軽油貯槽及び第２軽油貯槽，軽油タンク

ローリ及び燃料補給用可搬型ホース，計測制御設

備の可搬型放水砲圧力計等，代替安全冷却水系の

ホース展張車及び運搬車を使用する設計とする。

なお，水供給設備については第 2章 個別項目の

「7.3 その他の主要な事項」の「7.3.8 水供給

設備」に，補機駆動用燃料補給設備については第

2章 個別項目の「7.1.1 電気設備」の

「7.1.1.11 補機駆動用燃料補給設備」に，計測

制御設備については第 2章 個別項目の「4.1 計

測制御設備」に，代替安全冷却水系については第

2章 個別項目の「7.2 給水施設及び蒸気供給設

備」の「7.2.2.3 代替安全冷却水系」に示す。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑲-1 放水設備は，再処理施設のう

ち使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において

重大事故等が発生し，大気中への放射性物質の放

出に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車か

ら供給する水を，可搬型建屋外ホースを介して可

搬型放水砲により建物に放水できる設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-⑳-1 また，セル又は建物へ注水で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑤-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-⑤-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑥-1,⑦-1,⑩-1,⑪-1,

⑫-1,⑬-1,⑭-1,⑮-1,

⑯-1,⑰-1,⑱-1 は，

事業変更許可申請書

（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑥-1,⑦-1,

⑩-1,⑪-1,⑫-1,⑬-1,

⑭-1,⑮-1,⑯-1,⑰-1,

⑱-1 と同義であり整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑲-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-⑲-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

⑳-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-⑳-1 と同

義であり整合してい
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リ(ロ)(ⅷ)-㉑-1 放水設備は，再処理施

設の各建物周辺における航空機衝突による

航空機燃料火災，化学火災が発生した場

合，大型移送ポンプ車から供給する水を，

可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲

による泡消火又は放水による消火活動を行

い，航空機燃料火災，化学火災に対応でき

る設計とする。  

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-1 放水設備は，移動等に

より複数の方向から再処理施設の各建物に

向けて放水することが可能な設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉓-1 放水設備の可搬型放水

砲は，ホイールローダを用いて運搬できる

設計とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-1 放水設備は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉖-1 放水設備は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事

故等対処に同時に対処することを考慮し，

十分な数量を確保することで，共用によっ

て重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-1建物への放水については，臨

界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉑-1 放水設備は，再処理施設の各

建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火

災，化学火災が発生した場合，大型移送ポンプ車

から水及び泡消火薬剤２ｍ３を，可搬型建屋外ホ

ースを介して可搬型放水砲へ供給することで，泡

消火又は放水による消火活動を行い，航空機燃料

火災，化学火災に対応できる設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉒-1 放水設備は，移動等により複

数の方向から再処理施設の各建物に向けて放水す

ることが可能な設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉓-1 放水設備の可搬型放水砲は，

ホイールローダを用いて運搬できる設計とする。 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-1 建物への放水については，臨

界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮して行うこ

とを，保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉕-1 放水設備は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するリ(ロ)(ⅷ)-㉖-

1 放水設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処に同時に対処すること

を考慮し，十分な数量を確保することで，共用に

よって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

 

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉑-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㉑-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉒-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉒-1 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉓-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉓-1 と同義

であり整合している。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉔-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㉔-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉕-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉕-1 と同義

であり整合している。 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉖-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㉖-1 と同

義であり整合してい

る。 
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リ(ロ)(ⅷ)-㉗-1 放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホ

ースは，故障時バックアップを含めて必要

な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋から 100m 以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに分散し

て保管することで位置的分散を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-1 屋外に保管する放水設

備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び

可搬型建屋外ホースは，竜巻により飛来物

とならないよう必要に応じて固縛等の措置

をとることで他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。  

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉚-1ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する大気中への放射性物質の放出を抑

制するために使用する放水設備の大型移送

ポンプ車は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋

上全般にわたって放水設備の可搬型放水砲

で放水するための水を供給する。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-1 放水設備の可搬型放水

砲で放水する最大の流量が約 900m3/h であ

り，放水設備の可搬型放水砲の２台同時放

水を可能にするために，放水設備の大型移

送ポンプ車は，約 1,800m3/h の送水流量を

有する設計とするとともに，保有数は，必

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-1放水設備の大型移送ポンプ車

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉗-1 放水設備の大型移送ポンプ

車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホースは，共

通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないように，故障時のバックアップを含めて

必要な数量を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外

部保管エリアに分散して保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-1 放水設備の大型移送ポンプ車

は，回転体が飛散することを防ぐことで他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉙-1 屋外に保管する放水設備の大

型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外

ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要

に応じて固縛等の措置をとることで他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉚-1ＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る大気中への放射性物質の放出を抑制するために

使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の最高点である屋

上全般にわたって放水設備の可搬型放水砲で放水

するための水を供給する設計とする。 

 

 

 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-1 放水設備の可搬型放水砲で放

水する最大の流量が約 900m3/h であり，放水設備

の可搬型放水砲の２台同時放水を可能にするため

に，放水設備の大型移送ポンプ車は，必要な容量

を有する設計とするとともに，保有数は，必要数

並びに予備として故障時のバックアップ及び点検

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉗-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉗-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉘-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㉘-1 と同

義であり整合してい

る。 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉙-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉙-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉚-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のリ

(ロ)(ⅷ)-㉚-1 と同義

であり整合している。 

 

 

 

 

 

 

設工認のリ(ロ)(ⅷ)-

㉛-1 は，事業変更許

可申請書（本文）のロ

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-1 と同

義であり整合してい

る。 
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要数として８台，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時バックアップを９

台の合計 17 台以上を確保する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保守による待機除外時のバックアップを含め十分

な台数を確保する設計とする。 

 

リ(ロ)(ⅷ)-㉛-1【その他再処理施設の附属施

設】（仕様表） 
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